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  平成２５年度予算特別委員会第１日目 

 平成２５年２月２８日（木曜日）午前１０時開会 
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  説明のため出席した者の職氏名 

市 長  佐 藤   昭 君  副 市 長  内 形 繁 夫 君
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兼 院 長  伊 藤 喜 和 君  市 民 総 務 部 長  佐 藤 雄 一 君
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建 設 部 長  金 子 信 也 君  
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兼 政 策 調 整 監  伊 藤 喜 昭 君

市民総務部次長 
兼 総 務 課 長  佐 藤 信 彦 君  

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長  星   清 輝 君

健康福祉部次長 
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兼生活福祉課長  高 橋 敏 也 君  

産業環境部次長
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建 設 部 次 長 
兼 下 水 道 課 長  千 葉   正 君  

震 災 復 興 推 進 局 次 長
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政 策 課 長  阿 部 徳 和 君
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市 民 総 務 部 
財 政 課 長  荒 井 敏 明 君  

市 民 総 務 部
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教育委員会教育長  髙 橋 睦 麿 君  
教 育 委 員 会
教 育 部 長  桜 井 史 裕 君

教育委員会教育部次長 
兼教育総務課長  会 澤 ゆりみ 君  

教育委員会教育部次長
兼生涯学習課長  郷 古 正 夫 君

選挙管理委員会 
事 務 局 長  遠 藤 和 男 君  監 査 委 員  高 橋 洋 一 君

監 査 事 務 局 長  佐 藤 勝 美 君    

                                             

   事務局出席職員氏名 

事 務 局 長  安 藤 英 治 君  
事 務 局 次 長
兼議事調査係長  宇和野 浩 志 君

議事調査係主査  斉 藤   隆 君  議事調査係主査  西 村 光 彦 君
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  午前１０時００分  開会 

○嶺岸議長 ただいまから平成25年度予算特別委員会を開会いたします。 

  本日は、正副委員長の互選と予算審査をお願いいたします。 

  それでは、臨時委員長を年長者である伊藤栄一委員にお願いいたします。臨時委員長と交代

いたします。よろしくお願いいたします。 

○伊藤臨時委員長 皆さん、おはようございます。 

  それでは、年長ゆえをもちまして私が臨時委員長の職務を行います。委員長が選任されるま

での間、議事をとらせていただきます。 

  これより正副委員長の互選を行います。 

  互選の方法をいかがいたしますか、お諮りいたします。浅野敏江委員。 

○浅野委員 正副委員長の選任につきましては、臨時委員長の指名により選考委員を挙げていた

だき、選考をお願いしたいと思います。以上であります。 

○伊藤臨時委員長 正副委員長の互選については、臨時委員長の指名により選考委員を挙げ、選

考の上、互選をお願いしたい旨の発言がありました。さよう取り計らうことにご異議ありませ

んか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○伊藤臨時委員長 ご異議なしと認め、正副委員長の互選につきましてはさよう決定いたしまし

た。 

  それでは、選考委員を指名いたします。選考委員には浅野敏江委員、田中徳寿委員、鈴木昭

一委員、菊地 進委員、曽我ミヨ委員、以上の方々に選考委員をお願いいたします。 

  それでは、別室にて選考をお願いいたします。暫時休憩いたします。 

   午前１０時０２分  休憩 

                                             

   午前１０時４０分  再開 

○伊藤臨時委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  それでは、選考委員の代表の方より選考の結果をご報告お願いいたします。鈴木昭一委員。 

○鈴木委員 それでは、選考委員会の結果をご報告いたします。 

  まず、別室におきまして選考委員会を開催いたしまして、選考委員長には年長ということで、

私、鈴木昭一が委員長に選ばれました。その後、選考委員で慎重に審議をした結果、本特別委
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員会の委員長には志子田吉晃委員、副委員長には浅野敏江委員のご両名を選考いたしました。 

  以上、ご報告いたします。 

○伊藤臨時委員長 ただいま鈴木昭一委員のご報告のとおり、委員長には志子田吉晃君、副委員

長には浅野敏江君を選任することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○伊藤臨時委員長 異議なしと認め、さよう決定いたします。 

  それでは、志子田吉晃君に委員長就任のご挨拶をお願いいたします。 

○志子田委員長 おはようございます。 

  このたび、皆様のご推薦をいただき予算委員会の委員長につくことになりました志子田吉晃

です。 

  平成25年度の一般会計と特別会計合わせて637億7,710万円、過去、塩竈市政始まって以来の

最高額の大型予算でございます。この大きな予算によって、塩竈市の復興がますます進んで、

確かに復興してきたなというまちづくりが今年度は見られるのではないかと期待の持てる超大

型予算でございますので、皆様方にも塩竈の復興のためにいろいろなご意見をいただいて、こ

の予算委員会を無事に塩竈の市民の幸福増進のために無事通過することを期待しております。 

  それでは、よろしくお願いいたします。 

○伊藤臨時委員長 次に、浅野敏江君に副委員長のご挨拶をお願いいたします。 

○浅野副委員長 このたび予算特別委員会の副委員長にご推挙いただきました浅野敏江でござい

ます。 

  委員長を補佐し、しっかりと皆様のご意見をお聞きしながら、この委員会を無事皆様ととも

に成立させていきたいと思っております。一生懸命頑張ってまいりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○伊藤臨時委員長 それでは、委員長と交代いたします。ありがとうございました。 

○志子田委員長 これより平成25年度各会計の審査に入ります。 

  本特別委員会に付託されました議案は、議案第12号ないし第40号の29件であります。 

  それでは、まず平成25年度予算特別委員会の日程を定め、これに従って議事を進めてまいり

ます。日程については２月28日、３月１日、４日及び５日の４日間としたいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○志子田委員長 ご異議なしと認め、本特別委員会の日程は２月28日、３月１日、４日及び５日

の４日間とすることに決定いたしました。 

  次に、審査の方法についてお諮りします。まず、最初に市当局から説明を求め、次にさきに

配付しました予算特別委員会審査区分表の順序に従って審査することとし、その区分ごとに質

疑を行ってまいりたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○志子田委員長 異議なしと認め、さよう議事を進めることに決しました。 

  それでは、当局より順次説明をお願いいたします。なお、説明はポイントをつかんで要領よ

く簡明にお願いいたします。荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 それでは、議案第12号塩竈市職員定数条例の一部を改正する条例に

つきましてご説明申し上げます。説明のほうは、資料№12の１ページでご説明させていただき

ます。資料№12の１ページになります。 

  今回、改正いたします内容といたしましては、現職員の定数「677人」を３名減員し、「674

名」とするものであります。 

  内容といたしましては、第２条第３号の水道事業の職員を「44人」から３名減の「41人」と

するものであります。 

  定員管理につきましては、東日本大震災からの早期復旧あるいは復興のため当該計画を一時

凍結してございますが、必要な人員を確保するという形で行うこととしてございます。 

  水道事業以外の定員につきましては、今回、変更という形はいたしませんが、水道事業をめ

ぐる昨今の状況というのは非常に厳しさを増してございます。今後、老朽管更新事業などによ

ります資金需要の増大あるいは給水人口の減少によります預金収入の減収など、水道経営の基

盤強化が必要な状況となってございます。 

  これらの状況を鑑みまして、窓口関連の業務でございます水道料金徴収等関連業務、こちら

を民間委託化し、今後とも低廉で安全な水の供給を行うために、経営基盤の強化・安定を図ろ

うとするものであります。 

  なお、本件の実施に当たりましては、さきの12月定例会にて水道事業会計補正予算として委

託業務に係ります債務負担行為の議決というものをいただいております。 

  それでは、現時点での定員適正化の取り組み状況についてご説明申し上げます。同じ資料の

２ページをお開き願います。この資料の２の異動状況をごらんいただきます。 
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  これは、病院事業につきましては独自に進めてございます、市立病院改革プランで管理をし

ているという状況にございますので、病院事業を除いた数値というふうにしてございます。 

  平成24年度の①の退職者数は、定年及び早期退職者を合わせまして29人というふうになって

おります。 

  一方、受け入れするという形になりますが、②の採用数、こちらは21人、③の病院からの受

け入れで１人、合わせまして定員勘定22名というふうになりますので、７名の減員の見込みと

いうふうになってございますが、これは定員管理フレーム上、技能労務職員の退職不補充、そ

れから今回の水道事業の窓口業務委託化などに伴う減というふうになります。 

  ③の定員管理フレームに基づきます定員適正化の進捗状況でございますが、平成25年度をご

らんいただきますと、実数が487人、平成24年度の494人と比較いたしますと７名の減となって

おりまして、先ほど説明した内容となります。 

  平成25年度の病院事業を除きました目標、つまり計画値は472というふうになってございま

すので、実数と比較いたしますと15人というふうになります。 

  また、平成25年４月１日の実施体制ということになりますが、他自治体から多くのご支援を

いただいてございます中長期の派遣職、こちら今見込みといたしまして30名を加えますと517

人となりまして、前年とほぼ同数の体制ということを組むことができる見込みとなっておりま

す。 

  次に④の定数条例と、それから配置数との比較でございますが、平成24年度の定数のＡの総

数、こちらが677人で、実数Ｂの645との差は32というふうになっております。 

  平成25年度の配置見込数Ｃの欄では、総数638人でございますので、前年度の定数との比較

であります右側の（Ｃ－Ａ）の欄では39というふうになるわけでございますが、水道事業の職

員数、こちらにつきましては（Ａ－Ｂ）というところをごらんいただきますとおり、これまで

定数と同数としてございますので、今回定数を３人減というふうにするものでございます。 

  議案第12号につきましては、以上になります。 

  続きまして、議案第15号塩竈市特別会計条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し

上げます。こちらのほうは、資料№１の４ページをお開きいただきます。資料№１の４ページ

です。 

  本条例は、本則第９号に規定のございます土地区画整理事業特別会計を廃止し、新たに第10

号に北浜地区復興土地区画整理事業特別会計を設置しようとするものでございます。 
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  第９号の土地区画整理事業特別会計につきましては、塩竈海辺の賑わい地区土地区画整理事

業でございまして、その基盤整備が完了し、今後、事務というものが清算金等に関する事務と

いうふうになることに伴いまして、当該会計を廃止しようとするものであります。 

  なお、この会計に所属いたします権利・義務並びに会計処理につきましては、附則の第２、

それから第３にありますように、平成24年度の出納閉鎖後は一般会計に帰属するというもので

ございます。 

  また、北浜地区復興土地区画整理事業特別会計につきましては、これは平成25年度から北浜

地区におけます基盤整備工事など、復興事業の本格実施に伴いまして、その経理を明らかにす

るために、新たに設置しようとするものであります。 

  資料№12の５ページ、こちらは新旧対照表となっておりますのでご参照いただければと存じ

ます。 

  続きまして、議案第16号塩竈市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し

上げます。資料№１の５ページ、こちらのほうをお開きいただきたいと思います。 

  この条例は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴いまして、低炭素建築物の新築

等の計画の認定申請に係ります手数料、これを新たに定めようとするものであります。 

  第２条の種類及び金額に第２条の３というものを追加いたしまして、当該申請に係ります建

築物の区分、こちらに応じまして、手数料の額を定めるほかに、今回の追加改正に伴いまして、

関連条項の文言の整理を行おうとする改正でございます。 

  それでは、具体的な内容につきましては、資料№12、こちらを用いてご説明申し上げます。

資料№12の11ページをお開き願います。 

  まず、１の改正理由でありますが、都市の低炭素化、エネルギー利用の合理化の普及を目的

といたしまして、昨年９月に都市の低炭素化の促進に関する法律、こちらが公布され、同年12

月に施行されております。 

  この法律では、いわゆる省エネ法によるところの消費量の基準に合致して、建築物の建物の

エネルギー消費量の削減あるいは低炭素化が講じられた場合に、所得税の減免の額の引き上げ

あるいは登録免許税の引き上げなどの税制優遇のほかに、建築に係ります容積率が緩和されま

す新たな制度、こちらを制定してございまして、この確認審査及びその認定に係ります手数料

の額、こういったものを規定するものでございます。 

  ２の手数料でありますが、こちらは国から示されてございます審査に係る想定所要時間、そ
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れから国の想定単価、それから優良住宅に係ります単価などから勘案いたしまして、県内統一

の手数料というふうにしてございます。 

  手数料の項目でございますが、まず（１）の新築等計画認定申請手数料のほかに、（２）の

変更申請、（３）のこれは建築基準関係の規定適合確認審査手数料の３項目を規定するもので

ありまして、（１）につきましては、①のところにございますように、一戸建て住宅の場合、

手数料の金額を３万5,000円とするものであります。 

  なお、これは登録建築物調査機関、こちらによります適合証が添付されている場合は5,000

円とするものでありまして、こちらのほうはその審査事務というものが既に実施されていると

いう関係上から、事務経費のみの手数料というふうになるものであります。 

  また、②の共同住宅等の住宅部分につきましては、次の12ページの表の１をごらんいただき

ますと、建築戸数に応じましてその額を定めるというふうになります。 

  それから、また、恐れ入りますが11ページにお戻りいただきまして、今度は③、こちらのほ

うは共同住宅のみのほかに、廊下・階段・エレベーターなどの共用部がある場合に、その面積

に応じまして、先ほどの表の１に表の２の額を加算するというものであります。 

  同様に、④の店舗等の複合住宅の場合につきましては、その店舗等の非住宅部分の床面積に

応じまして、12ページにございます表の３の額を表の１あるいは表の２に加算した額というふ

うにするものでございます。 

  なお、この資料の６ページから10ページ、こちらのほうは新旧対照表というふうになってご

ざいますので、ごらんいただければというふうに存じます。 

  説明は以上になります。 

○志子田委員長 小山水産課長。 

○小山産業環境部次長兼水産振興課長 それでは、私から、議案第17号塩竈市魚市場地区再開発

事業に係る企業立地促進条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。資料番号

12の15ページでご説明を申し上げたいと思います。ご用意をお願いいたします。 

  今回の条例改正の目的は１に記載のとおりでございますが、２の現行支援制度と新たな補助

制度概要、これに基づきましてご説明をしたいと思います。 

  左側の列に現行の支援制度、つまり、今回改正をいたします魚市場地区再開発事業に係る企

業立地促進条例で定めております。支援の対象とその内容が記載されております。 

  支援の対象者は、新浜町３丁目の宮城県が造成をいたしました漁港背後地を取得しまして、
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ここに冷凍・冷蔵庫等の施設を立地する事業者でございます。この対象者に対しまして、事業

の支援内容でございますけれども、市といたしまして、土地や建物、機械などの償却資産等に

係る固定資産税の相当額、つまり、納めていただきました金額の同額を５年間にわたって補助

金として交付するという内容のものでございます。 

  次に、表の右側の２列のほうをごらんいただきたいと思います。新たな補助制度としまして、

今回の震災後、復興などの目的で新たな補助制度ということで、１つは水産業共同利用施設復

興整備事業、いわゆる８分の７の補助制度等ができております。また、その隣でございますけ

れども、中小企業等グループ化施設等復旧補助金ということで４分の３の補助事業等々ができ

ております。 

  これらの補助金は、いずれも資産形成を支援する補助金でございまして、市のほうで既に設

けております条例の補助金と重複する形で交付されるという部分がございますので、これを避

けるために、今回、所要の改正を行おうというものでございます。 

  改正の内容につきましては、下に記載のとおりでございまして、重複する部分についてはそ

れを控除して交付するというふうな内容で変更させていただくという内容でございますので、

以上、よろしくご審議いただきますようにお願い申し上げます。 

  以上です。 

○志子田委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部商工港湾課長 議案第18号塩竈市いきいき企業支援条例の一部を改正する条例

について説明をさせていただきます。資料番号12、定例会議案資料の17ページでご説明を申し

上げます。 

  改正の目的ですが、市では、企業支援施策の一環といたしまして、塩竈市いきいき企業支援

条例に基づいて事業所を新設・増設する事業者に対しまして支援を行ってございます。 

  先ほど説明のありました議案第17号塩竈市魚市場地区再開発事業に係る企業立地促進条例の

一部改正と同様に、新たな復興支援策として企業の施設整備に対する事業費補助制度が大幅に

拡充されており、これまでのいきいき企業支援事業と重複支援が生じますことから、その解消

を図るものでございます。 

  次に、２の現行の支援制度と新たな補助制度の概要でありますが、一番左側の列、現行の支

援事業であるいきいき企業支援事業の支援内容のうち、企業立地奨励金が表の右２列に例示し

ております市や県の補助率の高い事業と支援対象が重複してございます。 
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  そのため、３の改正の内容に示しておりますように、重複支援とならないよう企業立地奨励

金の規定を改正いたしまして、対応措置を講じるものでございます。 

  以上です。 

○志子田委員長 川名土木課長。 

○川名建設部土木課長 それでは、議案第19号塩竈市道路占用料等条例及び塩竈市公共物管理条

例の一部を改正する条例でございます。資料№12の24ページをお開きください。 

  今回の条例改正は、平成24年12月12日に道路法施行令の一部が改正され、道路の占用許可物

件として太陽光発電設備及び風力発電設備、津波避難施設が追加されることになったことから、

市が管理する道路において、これらの物件について占用料を徴収するため、条例への追加改正

を行うものです。あわせて、市が管理する公共物においても同様に、使用料を徴収するため、

塩竈市公共物管理条例の一部を改正するものです。 

  資料№１の12ページをお開きください。塩竈市道路占用料等条例に、道路法施行令第７条第

２項に掲げる工作物として、太陽光発電設備及び風力発電設備、道路法施行令第７条第３号に

掲げる施設として、津波避難施設を追加することに伴い、資料№１の12ページから15ページに

記載のとおり改正するものでございます。 

  塩竈市公共物管理条例に太陽光発電設備、風力発電設備及び津波避難施設を追加することに

伴い、資料№１の15ページから16ページに記載のとおり改正するものでございます。 

  なお、この条例改正につきましては、平成25年４月１日から適用しようとするものでござい

ます。 

  また、資料№12の18ページから23ページにそれぞれの新旧対照表を記載してございますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

○志子田委員長 郷古生涯学習課長。 

○郷古教育委員会教育部次長兼生涯学習課長 議案第20号塩竈市文化財保護条例の一部を改正す

る条例について、ご説明いたします。資料№１の17ページないし18ページと、資料№12の25ペ

ージをお開きください。まず、資料№１の17ページないし18ページでご説明いたします。 

  この条例は、18ページの提案理由にありますとおり、特別名勝松島における現状変更の許可

等に係る事務を行うための所要の改正を行おうとするもので、具体的には現状変更の許可等の

権限移譲に係る改正でございます。 

  改正の主な内容につきましては、資料№12の25、26ページでご説明いたします。これは、塩
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竈市文化財保護条例一部改正の新旧対照表です。右が現行で左が改正案になってございます。 

  第１条の中ほどです。括弧書きで法第109条第２項の規定により、「特別名勝に指定された

ものを除く」を加えることとしております。これまで本条例は、国または県の指定を受けた文

化財以外の文化財が対象となっておりましたが、今回、括弧書きを加えることにより、国指定

の特別名勝松島も対象となり、その保存及び活用のための必要な措置を講ずることができるよ

うになります。 

  次に、第６条の見出しをごらんください。文化財保護審議会となってございます。これまで

の「文化財保護委員会」を「文化財保護審議会」に変更するものです。平成８年の文化財保護

法改正で、これまで都道府県に置かれておりました文化財保護審議会が市町村にも置くことが

できることになったので、本市においても、今般の条例改正に合わせて名称の変更を行うもの

です。 

  次に26ページをお開きください。 

  改正案の５行目、第６条第６項第３号に文化財保護法施行令第５条第４項に規定する事務に

関することを加えてございます。これは、特別名勝松島の現状変更の許可等に関する事項を、

文化財保護審議会の調査審議事項に位置づけるものでございます。 

  この条例改正によりまして、現状変更申請から許可までの迅速化が進み、住民サービスの向

上と復興の加速が図られることが期待できます。 

  生涯学習課からは以上でございます。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 議案第21号塩竈市指定地域密着型サービスの事業の人員・設備

及び運営等に関する基準を定める条例について、ご説明申し上げます。 

  議案に記載のとおり、本条例は本則で第１章から第10章まで205条の規定と附則による構成

でありますので、資料№12の議案資料に基づきましてご説明させていただきます。資料№12の

27ページをお開き願います。 

  １といたしまして、条例制定の趣旨でございますが、平成23年法律第37号、72号として、地

域主権改革一括法が施行されてございます。このことから、介護保険法の一部改正が行われ、

これまで厚生労働省令で定められてきた介護事業に係るさまざまな施設の設備基準やサービス

事業者の法人格の有無に係る基準などが市町村の条例で定めることとされたため、新たに条例

を制定させていただくものでございます。 
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  ２といたしまして、本市の制定する条例の考え方でございますが、これまで省令に定められ

ていた基準と同じ内容であり、全て条例に委任するものでございます。なお、県及び近隣市町

と整合性を図る主張がある部分につきましては、一部本市独自基準として定めさせていただく

ものでございます。 

  独自基準の表をごらんいただきます。基本的に、今回の条例では国の基準どおりの内容を規

定いたしますが、国の基準以外に本市の地域規制などの事情を踏まえ、項目欄にございますよ

うに、記録の整備、暴力団の排除、非常災害対策の３項目につきましては、独自基準とさせて

いただくものでございます。 

  最初に、記録の整備ですが、各種サービスの提供に関する記録の保存期間について、国の基

準では２年間でございますが、独自基準を定める理由等の欄にございますように、不適正な介

護報酬の返還請求を行う場合の時効との整合性を確保し、返還事務に支障が生じないようにと

の理由から５年間とするものでございます。 

  次に、暴力団の排除ですが、国の基準に規定はございません。独自基準を定める理由欄に記

載のとおり、塩竈市暴力団排除条例が施行されたことを受け、暴力団の排除の規定を設けるこ

とにより、利用者が安心して介護サービスの利用ができる環境を整備するものでございます。 

  次に、非常災害対策ですが、独自基準を定める理由欄に記載のとおり、東日本大震災の被災

都市として事業者に過度の負担とならないよう配慮した上で、実効性の高い非常災害対策が講

じられるように、日ごろの防災意識の高揚を図るため、国の基準に市の独自基準として、災害

種別に応じた個別計画の策定を含め、被災の４項目を追加するものでございます。 

  なお、独自基準の右端、市条例の条項欄は、適用される条項を記載してございます。 

  次に、28ページから30ページにわたります３の条例の概要でございます。この表では、横列

に、章、目次、主な内容、市内における該当事業所数の記載をさせていただいております。 

  第１章の総則に一般原則を、そして、第２章定期巡回随時対応型訪問介護・看護から、第９

章複合型サービス事業までの走りの対象サービス事業の事業の概要、人員に関する基準、利用

定員、設備及び備品等はそれぞれ記載の内容どおりでございます。 

  また、平成24年４月から新たに始まりましたサービスで、本市において現在実施されていな

い定期巡回随時対応型訪問介護・看護及び複合型サービスにつきましても、今後の社会情勢の

変動や利用者の利率に柔軟に対応するため、基準を本条例に盛り込んでございます。 

  ４といたしまして、本条例の施行期日は、本年４月１日でございます。 
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  以上、議案第21号の説明とさせていただきます。 

  引き続きまして、議案第22号塩竈市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員・設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例についてご説明申し上げます。 

  議案に記載のとおり、本条例は本則で92条と附則による構成でありますので、資料番号12の

資料に基づき説明させていただきます。資料番号12の31ページをお開き願います。 

  １の条例制定の趣旨、２の本市の条例制定の考え方と独自基準につきましては、議案第21号

と同じ内容となってございます。 

  次に、32ページをお開き願います。 

  ３の条例の概要でございます。この表では、第１章の総則に指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の趣旨、用語の定義、一般原則を、そして、第２章に介護予防認知症対応型通所介護、

第３章に介護予防小規模多機能型居宅介護、第４章に介護予防法認知症対応型共同生活介護と、

それぞれの介護サービスの事業概要、人員に関する基準、利用定員、設備及び備品等、市内に

おける該当事業所数をそれぞれ記載しており、内容どおりでございます。 

  ４といたしまして、本条例の施行期日は本年４月１日でございます。 

  以上、議案第22号の説明とさせていただきますが、なお、この２つの条例に係る基準につき

まして、他の条例と同様に、本年１月11日から24日までの間、ホームページや市内公共施設に

案内掲示と閲覧携帯によりますパブリックコメントを実施しております。その結果といたしま

して、基準内容そのものに対する修正等のご意見はございませんでした。 

  以上、説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○志子田委員長 佐藤復興推進課長。 

○佐藤震災復興推進局次長兼復興推進課長 私から、議案第23号仙塩広域都市計画事業塩竈市北

浜地区被災市街地復興土地区画整理事業の施行に関する条例についてご説明いたします。説明

は、資料№12のほうをご用意願います。34ページで説明をさせていただきます。 

  ことし４月に県の事業認可を得て事業着手を予定しております北浜地区の土地区画整理事業

ですが、３の（１）のとおり、市町村が土地区画整理事業を実施する場合は、事業の名称や施

行地区に含まれる地名など、事業に関する基本的な事項について条例で定めることとされてお

ります。今回、そういった意味で新たな条例を制定しようとするものでございます。 

  （２）の条例の構成ですが、第１章総則では、趣旨、事業の名称、施行地区に含まれる地域
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の名称などを定め、第２章以下につきましては、費用の負担、土地区画整理審議会、地積の決

定の方法、評価、精算、そして、第７章として雑則までの構成となっております。 

  説明は以上となります。 

○志子田委員長 川名土木課長。 

○川名建設部土木課長 私のほうからは、議案第24号塩竈市移動等円滑化のために必要な特定公

園施設の設置に関する基準を定める条例についてご説明させていただきます。資料№12の35ペ

ージをお開きください。 

  今回の条例制定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律が施行され、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の

一部が改正されたことにより、これまで国が一律に定めていた特定公園施設等のバリアフリー

化に関する構造基準等を地方公共団体が条例で定めることとされたことに伴い、塩竈市移動等

円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を条例で定めるものです。 

  不特定多数の方々が利用する公園施設のうち、政令で定める園路及び広場、屋根つき広場、

休憩所など、12の施設について、出入り口の幅や通路の勾配等の構造基準について、国の基準

のとおりと定めるものです。 

  塩竈市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の詳細に

つきましては、資料№１の163ページから168ページのとおりでございます。 

  続きまして、議案第25号塩竈市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定め

る条例でございます。 

  今回の条例制定は、特定公園施設と同様に、これまで国が一律に定めていた移動等円滑化の

ために必要な道路のバリアフリー化に関する構造基準を新たに条例で定めるものです。 

  資料№12の36ページをお開きください。このうち、歩道につきましては、国の基準でありま

す移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令では、道路には歩道を設

けるものとされておりますが、塩竈市においては、地形の状況や土地の利用の状況から歩道を

設けることが難しい道路もあることから、市独自基準として、地形の状況その他の特別の理由

にやむを得ない場合においてはこの限りでないとする独自の基準を定めるものです。 

  塩竈市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例の詳細につきまし

ては、資料№１の169ページから178ページのとおりとなっております。 

  続きまして、議案第26号塩竈市市道の構造の技術的基準等を定める条例でございます。 
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  この条例は、道路法第24条の３、道路法第30条の３項及び第45条第３項の規定に基づき、本

市が管理する市道を新設し、または改築する場合における道路の一般的技術基準等を新たに条

例で定めるものです。 

  資料№12の37ページをお開き願います。今回の条例制定は、地域の自主性及び自立性を高め

るための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が施行され、道路法が一部改正

されたことに伴い、これまで国が全国一律で定めていた道路の構造の基準等を、地方公共団体

が条例で定めることが必要となったことから、本市が管理する道路を新設し、または改築する

場合における道路の構造の基準等を新たに条例で定めるものです。 

  次の３点について、市の独自の基準を定めております。これ以外については、国の基準のと

おりとしております。 

  ①としまして、交通量に応じた適切な車線数の確保につきましては、塩竈市では交通量の少

ない平地部の市道においては、地形状況や土地利用経済性などの観点から、やむを得ない場合

は、山地部の道路と同様に、１車線改良、２車線改良及び待避所整備などの局部改良を組み合

わせた1.5車線的整備ができるものとしております。 

  資料№12の38ページをお開き願います。②といたしまして、地域の実情に合った路肩の有効

活用を図るため、塩竈市では歩道を設けない場合においては、歩行者や自転車等の安全に配慮

して、車道の左側に設ける路肩の幅員を1.25メートル以上確保できるものとしております。 

  ③といたしまして、案内標識及び警戒標識等の寸法及び文字の大きさに係る基準についてで

ございますが、高齢者等からも認識しやすいよう、地域性、拠点性を考慮し、車線数や速度に

関わりなく、最も大きな文字を使用することができるものとしております。 

  なお、本日のご提案の地域自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行による関係法令の改正に伴う各条例の制定につきましては、平成

25年４月１日から適用しようとするものでございます。 

  土木課からは以上です。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 それでは、議案第27号地域の自主性及び自立性を高めるための改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴います関係条例の整理に関する条

例の概要についてご説明申し上げます。こちらのほうは、資料№12の61ページをお開きいただ

きます。 
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  いわゆる地域主権改革一括法に係る概要をまとめた資料でございます。 

  まず、１の概要についてでございますが、これまで各常任委員協議会におきましてご説明申

し上げましたとおり、本年４月１日から条例施行に向けまして、本定例会に条例案を提出して

いるものであります。 

  ２の新条例案についてでございますが、対象となります基準を定める部分に当たりまして、

ごらんのとおり５つの条例を新たに制定する内容となっております。この内容はただいまご説

明があったとおりであります。 

  項目３の表にございますとおり、今回、整理条例としてお出しするのは５条例というふうに

なっております。 

  条例の定めるこの基準の設定に当たりましては、これまで法令基準のあり方、それから、本

市の実態などの検証、それから、市民の皆様から広くご意見を募集するためのパブリックコメ

ントを実施いたしました。検討を重ねてまいりました結果といたしまして、本市の実情を踏ま

えた基準設定が必要というふうに考えられるものに関しましては、これは本市の独自の基準に

設定しているところでございます。 

  では、具体的な内容につきましては、資料№のこちらのほうの６ページ……、済みません。

続いて62ページのほうでご説明申し上げます。失礼いたしました。 

  こちらのほうは、塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例において定めている内容でござ

いまして、２の改正内容の（１）にありますように、一般廃棄物処理施設におきます技術管理

者の資格基準、これを追加するものであります。 

  （３）のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の基準について、本市の独自

設定をするというものが認められませんでしたことから、今回は国の基準とするものでありま

す。 

  続いて、63ページをごらんいただきます。こちらは、塩竈市都市公園条例に２の改正内容の

①から③を規定するものでありまして、まず①の住民１人当たりの敷地面積の標準といたしま

して、本市の都市公園の整備面積、こちらの状況でありますとか、今後の整備目標といたしま

して、独自基準を規定するものであります。表のとおり、市域内の国の基準に対しまして、本

市の基準は２倍相当になります20平米以上とするものであります。また、市街地内につきまし

ても同様に、10平米以上とする独自基準を設定いたします。 

  なお、②、③につきましては、本市で独自とするものが認められませんでしたので、国の基
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準というふうにするものであります。 

  続きまして、64ページをお開きいただきます。こちらのほうは、塩竈市営住宅条例に入居収

入基準を定めるものというふうになります。２の改正内容のとおり、平成21年度に収入の上限

というものが改正されたことあるいは改正することで現入居者に不利益が生じないよう、国の

基準とするものであります。 

  続きまして、65ページのほうをごらんいただきます。こちらのほうは、塩竈市下水道条例に

公共下水道の排水施設の構造上の基準を定めるものというふうになります。一番下のとおりに、

東日本大震災を受けたというふうな経験からポンプ場におけます、これは津波浸水対策のため

の措置を講ずるという内容を追加するもの、また、そのわかりやすさのために「減勢工」とい

う表現を「段差」の表現に改めるというふうな本市の独自の内容とするものであります。 

  続きまして、66ページをお開き願います。こちらは塩竈市水道事業給水条例に布設工事監督

者の配置基準、資格基準及び水道技術者の資格基準を定めるものでありますが、特段の事情あ

るいは地域性というものが認められませんでしたので、こちらのほうは国の基準というふうに

するものであります。 

  なお、39ページから60ページにつきましては、新旧対照表を掲載してございますので、ご参

照いただければというふうに思います。 

  続きまして、議案第28号平成25年度一般会計予算から議案第37号までの予算につきましてご

説明を申し上げます。 

  説明の都合上、まず一般会計の予算という説明になりますが、議案資料№12をご用意いただ

きたいと思います。議案資料№12の67ページをお開きいただきます。 

  こちらの表は、一般会計並びに特別会計当初予算の総括表であります。 

  まず、平成25年度の一般会計当初予算額は351億8,000万円で、前年度比71億7,000万円増、

25.6％の増というふうになっております。これは、震災復興事業の本格実施、災害公営住宅の

整備あるいは災害援護貸付金事業など、災害関連事業の事業費計上によりまして、過去最大規

模の予算というふうになっております。 

  次に、特別会計でございますが、９の特別会計の予算総額は285億9,710万円となりまして、

前年比91億4,299万8,000円増、47％の大幅増というふうになっております。主な内容につきま

しては、国民健康保険事業特別会計では、後期高齢者支援金あるいは介護納付金の増によりま

して２億2,000万円の増、下水道事業特別会計では、災害復旧事業費あるいは震災復興交付金
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事業というふうな事業費の計上によりまして75億6,130万円の増、漁業集落排水事業特別会計

では、災害復旧事業費の計上によりまして5,110万円の増、それから、公共用地先行取得事業

特別会計では、平成20年度に借り入れました借換債、こちらの発行に伴いまして３億円の増、

それから、介護保険事業特別会計では介護給付費の増などによりまして３億280万円の増、そ

して、今回新たに北浜地区の震災復興事業の開始に伴いまして、北浜地区復興土地区画整理事

業特別会計、こちらを８億8,500万円を計上するものであります。 

  以上、一般会計、特別会計を合わせました総額は、下段にございますように637億7,710万円

となりまして、前年比163億1,299万8,000円、34.4％の増というふうになるものであります。 

  次に、資料の68ページ、69ページ。こちらのほうは一般会計の歳入についての前年比較表で

ございますので、後ほど予算説明書のほうでご説明申し上げます。 

  次に、70ページ、71ページ、こちらをごらんいただきます。こちらのほうも目的別にしてご

ざいますので、予算説明書のほうでまた説明のほうをさせていただきます。 

  72、73ページ、こちらのほうは性質別に分類しておりますので、特徴点をご説明申し上げま

す。 

  まず、費目１の人件費、こちらにつきましては、震災復興事業に係ります人員確保のため、

他の自治体からの中長期派遣職員の増員などに伴いまして、前年比１億1,818万7,000円の増と

いうふうになっております。 

  費目２の物件費につきましては、これは廃棄物処理事業費の減などによりまして54億794万

2,000円の減というふうになります。 

  費目４の扶助費につきましては、障害者総合支援費の増のほか、子供医療費助成の拡大措置

によりまして、前年比9,761万8,000円の増というふうになっております。 

  費目６の普通建設事業費、こちらは高度衛生管理型荷さばき所整備事業のほかに、浦戸地区

の復興事業、それから災害公営住宅整備事業などの復興事業の計上によりまして、前年比75億

5,588万7,000円の大幅増というふうになってございます。 

  費目７の災害復旧費につきましては、漁港施設災害復旧事業費あるいは道路橋梁災害復旧費

の計上に伴いまして、前年比で１億5,571万8,000円の増というふうになっております。 

  11の貸付金につきましては、これは災害の貸付金の増額に伴います増というふうになってお

ります。 

  費目12のほうの繰出金、こちらのほうは災害復旧事業あるいは復興事業の予算計上に伴いま
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す漁業集落排水事業、下水道事業に対する繰出金の増のほかに、先ほど新設いたしました北浜

地区の復興土地区画整理事業特別会計、こちらの新設によりまして36億4,357万9,000円の増と

いうふうになっております。 

  次の74ページ、75ページにつきましては、投資的経費の内訳一覧表というふうになっており

ますので、ご参照いただきたいと思います。 

  それでは、一般会計の内容につきまして、資料№９、こちらのほうでご説明申し上げます。

その前に、失礼しました。資料№８のほうをご用意いただきます。資料№８、こちらの１ペー

ジをお開きいただきたいと思います。 

  平成25年度一般会計予算の内容となります。 

  第１条では、歳入歳出予算の総額を351億8,000万円とするものであります。 

  第２条の債務負担行為及び第３条の地方債につきましては、後ほどご説明申し上げます。 

  第４条一時借入金でございますが、災害復旧事業費あるいはその災害関連事業費の計上など

大規模な予算というふうになりますことから、前年度に引き続きまして50億円というふうに設

定しております。 

  第５条は、人件費の各項間の流用についての規定でございます。 

  ５ページ、こちらのほうは歳入歳出の款ごとの区分でありますので、詳細は説明書のほうで

ご説明申し上げます。 

  ６ページをお開きいただきます。「第２表 債務負担行為」、こちらにつきましては、ほぼ

例年と同様の内容というふうになりますが、平成25年度の特色的な事業といたしましては、中

段のちょっと下にございます情報教育環境整備事業8,550万4,000円、こちらのほうは小中学校

のコンピューター機器の更新というふうになります。また、災害関連事業といたしましては、

一番下にございますように、宅地防災対策支援事業補助金、こちらは平成24年度におきまして

助成内容の拡大と、それから助成期間の延長というものの制度拡大に伴いまして、新たに設定

しようとするものであります。計16件の新規の設定でございます。 

  次に、７ページの「第３表 地方債」の主なものにつきましてご説明申し上げます。災害関

連といたしまして、中段にございます災害公営住宅整備事業４億7,610万円のうち災害公営住

宅分としては４億6,540万円となります。下から３段目の災害援護貸付金につきましては３億

6,000万円としてございます。それから、下２段目の借換債、こちらにつきましては、平成15

年度及び平成20年度に借り入れました縁故債の償還残期間分を借り換えするものであります。
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計12本の借り換えというふうな内容でございます。 

  続きまして、資料№９の一般会計予算説明書でご説明申し上げます。まず、１ページ、２ペ

ージをお開きいただきます。こちらのほうは一般会計歳入歳出予算事項別明細書の総括表とい

うふうになっております。 

  ３ページ、４ページをお開きいただきます。特に、前年比で金額の増減の大きい項目につき

まして、特徴をご説明申し上げます。 

  まず、第１款市税、こちらは53億3,358万9,000円を計上してございます。前年比５億5,618

万9,000円の増というふうになっております。 

  １項１目個人市民税は、これは震災減免の終了によります増分がある一方で、課税人口の減

少あるいは所得額の減少によりまして、前年度からは減というふうな状況になってございます。 

  それから、２項固定資産税につきましては、震災の影響によりまして評価の減があるという

ものの減免の終了等に伴いまして４億4,484万6,000円の増というふうな見込みでございます。 

  また、第３項の軽自動車税につきましては、登録台数の増を見込みまして、前年比160万円

の増を見込んでございます。 

  ５ページ、６ページをお開きいただきます。 

  第５項都市計画税、こちらは固定資産と同様に、震災減免の終了によりまして、前年度比１

億1,488万4,000円の増を見込んでございます。 

  ７ページ、８ページをお開きいただきます。 

  第10款地方交付税は86億5,230万3,000円でございまして、前年比18億8,930万3,000円の増と

いうふうになります。普通交付税につきましては、地方財政計画に基づきまして給与削減等の

影響を勘案し、前年比といたしまして5,900万円の減、53億4,800万円と見込んでございます。

それから、次の９ページ、10ページにございます、一番上の右側になりますが、震災復興特別

交付税、こちらは28億430万3,000円、こちらにつきましては災害復旧事業の予算計上によりま

して、前年比19億4,830万円の増というふうになっております。 

  続きまして、13款使用料及び手数料でありますが、まず、使用料は前年比で929万8,000円の

増となっております。 

  恐れ入ります。11ページ、12ページをお開き願います。 

  ３節公営住宅使用料、それから、平成24年度に新設いたしました５節の地域優良賃貸住宅使

用料、これの増によるものであります。 
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  ２項の手数料につきましては、前年比1,206万3,000円の増というふうになっておりますが、

廃棄物処理量の増加に伴います２目２節にあります清掃手数料の増、それから４目１節のうち

新築家屋増に伴います建築確認申請手数料等、それから、14ページの上段にありますように、

先ほどご説明いたしました低炭素建築物新築等計画確認手数料、こちらの新規計上に伴うもの

であります。 

  続きまして、14款国庫支出金、こちらにつきましては61億6,357万7,000円で、前年比33億

8,527万4,000円の減というふうになっております。これは、次の15、16ページ、こちらの２項

３目衛生費国庫補助金46億4,882万6,000円の大幅な減によるもので、２節の廃棄物処理費、災

害廃棄物処理費で処理量の減額に伴います県の委託料あるいは管理委託料の減に伴うものであ

ります。 

  また、一方で増となりましたものは、６目災害復旧費で、漁港施設災害復旧事業の計上、そ

れから７目農林水産業費での魚市場の再構築事業の計上、あとは３項の委託金では、これは参

議院の通常選挙などの計上などによりまして増分がございます。 

  次の17ページ、18ページをごらんいただきます。 

  第15款県支出金、こちらは16億3,240万9,000円であります。前年比１億4,753万9,000円の増

となっております。これは、４節社会福祉費負担金の障害者総合支援費給付費の増に伴うもの

あるいは５節後期高齢者医療事業負担金の増に伴うものでございます。 

  また、21ページ、22ページをお開きいただきますが、４目労働費県補助金で重点分野雇用創

造事業の増あるいはその下段の３項委託金で１目４節県知事選挙委託金の計上によるものであ

ります。 

  恐れ入りますが、23ページ、24ページのほうをお開きいただきます。 

  第18款繰入金、こちらは81億1,543万5,000円で、前年比76億4,484万6,000円の増というふう

になっております。１目財政調整基金繰入金は４億2,161万3,000円で、前年比で１億7,465万

3,000円の増となっております。また、７目ふるさとしおがま復興基金繰入金、こちらは１億

6,784万5,000円、こちらにありますように、子ども医療費助成など、９項目に活用するもので

あります。 

  恐れ入りますが、25、26ページをお開きいただきます。 

  第８目東日本大震災復興交付金基金繰入金、こちらは75億1,299万2,000円、これは復興事業

の本格実施に伴いまして、平成25年度事業分に充当するものであります。 
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  続いて、31ページ、32ページをお開きください。 

  第21款市債です。こちらは31億2,810万円で、前年比では３億5,130万円の増となっておりま

す。３目土木債のうち２節の災害公営住宅整備事業としまして４億6,540万円、それから６目

民生債の災害援護貸付金、こちらのほうは増額分として２億1,000万円、それから７目借換債、

増額分として７億9,670万円の増というふうに伴うものであります。 

  続いて、歳出についてご説明を申し上げます。37ページ、38ページをお開き願います。 

  ２款総務費は22億9,827万円です。前年比２億4,054万7,000円の増となっております。１目

一般管理費では、災害復旧事業の本格実施に伴いまして、その人員確保のため中長期派遣職員

負担金、それから任期付職員人件費を計上したことによりまして8,538万6,000円の増というふ

うになっております。 

  41ページ、42ページをお開きいただきます。 

  ６目の財産管理費です。こちらは、前年比5,582万1,000円の増というふうになっております

が、次の43、44ページをお開きいただきますと、15節工事請負費のうち、施設整備工事で今回

新たに本庁舎太陽光発電設備等導入事業5,367万8,000円の計上に伴うものであります。 

  続いて、51ページ、52ページをお開き願います。 

  21目東日本大震災復興交付金基金、こちらのほうは利子の積立金というふうになっておりま

す。すぐ下の22目震災復興推進費500万円につきましては、復興事業の本格実施に伴いまして

必要となります事務費を計上したものであります。 

  続いて、65、66ページをお開きいただきます。 

  第３款民生費、こちらは76億629万1,000円で、前年度比では３億8,364万3,000円の増という

ふうになっております。１項社会福祉費では２億5,857万円の増となっておりますが、まず１

目の社会福祉総務費では、これは事業内訳の下段のほうに、仮設住宅地域支え合い体制づくり

事業、こちらを計上いたしまして、引き続き被災者の心のケア、相談業務を実施するものであ

ります。 

  続いて、73ページ、74ページをお開きいただきます。 

  ８目障害者総合支援費、こちらは前年比で１億1,709万5,000円の増というふうになっており

ますが、これは、主に事業内訳の欄の福祉サービス費の増に伴うものであります。 

  続いて、77ページ、78ページをお開き願います。 

  12目障害児施設給付費4,907万6,000円、こちらのほうは障害者自立支援法の改正に伴いまし
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て、新設いたしました児童発達支援、それから放課後等デイサービスに係る経費であります。 

  続いて、２項１目児童福祉総務費４億3,335万7,000円、こちらのほうは、事業内訳欄の４番

目にございます子ども医療費助成の事業費の増であります。保護者の負担軽減による子育て支

援の充実を図ろうとするものであります。 

  続いて、83ページ、84ページをお開き願います。 

  ５目の子育て支援費であります。こちらの事業内訳欄の下段のほうに、子育て支援センター

移設拡充事業というものがございますが、１月の各常任委員協議会でご説明申し上げましたよ

うに、壱番館１階にございます現在の産業環境部に移設をいたしまして、伸び伸びとした広い

空間の中で育児相談などの子育て支援の充実を図ろうというふうにするものであります。 

  続いて85ページ、86ページをお開きいただきます。 

  こちらのほうは生活保護費になりますけれども、これは東日本大震災義援金等の支給により

まして、保護世帯数の減というふうになっているものであります。 

  87ページ、88ページをお開きいただきます。 

  こちら、第４項災害救助費３億6,538万2,000円は、前年比２億1,085万5,000円の増となって

おりますが、災害援護貸付金２億1,000万円の増に伴うものであります。 

  89ページ、90ページをお開きいただきます。 

  第４款衛生費、こちらのほうは前年比54億5,934万5,000円の減というふうになっております。

主な要因につきましては、先ほどご説明いたしました災害廃棄物処理費の減によるものであり

ます。 

  １項１目保健衛生総務費、こちらのほうは昨年度、平成24年度で保健センターの医療救護活

動拠点整備事業、こちらは7,400万円ほどの事業、これは終了したものによる減というふうな

ことでございますが、平成25年度では子宮がん検診、健康診査の増額をいたしまして、市民の

健康増進の充実を図りますとともに、新たに被災者健康支援事業、こちらは752万7,000円を計

上いたしまして、被災者の健康相談など、震災後のケア充実を図るものであります。 

  95ページ、96ページをお開きいただきます。 

  ４目環境衛生費です。こちらのほうは事業内訳の下から３番目、放射能測定事業542万円を

計上いたしまして、放射能に対する市民の皆様の不安解消、それから、安全安心な食の確保に

努めるというものであります。 

  99ページ、100ページをお開きいただきます。 
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  ２項２目の塵芥処理費、これは先ほどご説明いたしました廃棄物処理事業の進捗によります

一時仮置き場管理料あるいは県の委託料の大幅な減というものによるものであります。 

  107ページ、108ページをお開きいただきます。 

  第５款労働費４億1,794万6,000円、こちらは3,987万3,000円の増となっております。事業内

訳の欄をごらんいただきますように、重点分野雇用創造事業のうち、特に震災等緊急雇用対応

事業を拡大いたしまして、震災によりまして離職されました方々の雇用機会のさらなる拡大を

図るものであります。 

  109ページ、110ページをお開きいただきます。 

  こちらは農林水産業費です。予算額38億7,787万2,000円、前年比から35億1,091万1,000円の

大幅な増というふうになっております。この内容につきましては、115ページ、116ページ、こ

ちらの７目復興交付金事業費19億8,702万8,000円というものに県の計上に伴うもので、漁業集

落に係ります復興交付金事業の新規計上でございます。事業内訳欄にありますように、浦戸地

区の漁業集落防災機能強化あるいは漁協施設機能強化、浦戸地区の安全対策として早期復旧・

復興を図るものであります。 

  ８目の復興事業費15億円、こちらにつきましては魚市場の高度衛生管理型荷さばき所の整備

費でございまして、魚市場の施設を再構築いたしまして、本市の基幹産業であります水産業の

早期復興、それから、活力再生を目指すものであります。 

  次に、117ページ、118ページをお開きいただきます。 

  第７款商工費、こちらは５億7,619万円であります。１項２目商工振興費、こちらは173万

8,000円の増というふうになっております。事業内訳欄にもありますように、これは中心市街

地商業活性化事業、いわゆるシャッターオープン商人塾という事業でありますとか、企業誘致

活動推進事業費、こちらを増額いたしまして、地元の商店街の活力回復、それから、本市の産

業経済の再生を図ろうとするものであります。 

  続きまして、119ページ、120ページになりますが、第５目観光物産費、これは前年度比623

万4,000円の増というふうになっておりますが、仙台・宮城ＤＣ事業、これを実施いたしまし

て、震災後減少してございます入り込み客数の回復を目指そうとするものであります。 

  続きまして、123ページ、124ページをお開きいただきます。 

  ８款土木費になります。事業費95億5,733万2,000円、前年比で74億5,794万2,000円の大幅な

増というふうになってございます。 
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  まず、この内容の内訳でございますが、129ページ、130ページをお開きいただきます。まず、

第２項道路橋梁費の３目道路新設改良費、こちらは2,961万4,000円で、前年から2,343万3,000

円の増となっております。歩行者の安全確保のための塩竈陸橋歩道部の補修工事を計上してご

ざいます。また、４目の橋梁費、こちらは新たに市内橋梁の長寿命化計画策定に向けました測

量費等を計上してございます。 

  131ページ、132ページをごらんいただきます。 

  下段のほうにございます。第５項都市計画費61億6,312万3,000円で、これは前年比で45億

6,569万1,000円の大幅な増というふうになっております。この内容につきましては、135、136

ページをお開きいただきます。まず１つ目といたしまして、第４目下水道費27億9,566万3,000

円の増となっておりますが、これは下水道の災害復旧事業あるいは復興交付金事業の実施に伴

います一般会計からの基準内繰出金の増になるものです。 

  ６目土地区画整理事業費８億8,530万円は、これは北浜地区復興土地区画整理事業の実施に

伴います一般会計からの繰出金となります。 

  137ページ、138ページをお開きいただきます。 

  第７目復興交付金事業費10億4,497万8,000円、こちらは事業内訳をごらんいただきますと、

港町地区復興道路整備あるいは海岸通地区震災復興市街地再開発事業、あるいは桂島・寒風沢

地区におけます防災集団移転促進事業費でございます。 

  第６項住宅費30億1,506万9,000円、こちらは29億5,995万5,000円の増となっておりまして、

この内容は、139ページ、140ページ、第２目復興交付金事業の計上に伴うものであります。事

業内訳欄にありますように、朴島地区の小規模住宅改良事業あるいは災害公営住宅整備事業の

新たな計上をしたものでございまして、被災者の住環境を確保するという内容でございます。 

  恐れ入りますが、141ページ、142ページをお開きいただきます。 

  ９款消防費、こちらは６億8,641万8,000円です。前年比530万1,000円のこちらは減というふ

うになっております。 

  ２目非常備消防費で、平成24年度に実施しました消防団活動備品の整備事業、こちらの

1,600万円の終了に伴って大幅な減となっておりますが、19節にございます消火栓設置負担金、

こちらは約２倍の予算計上1,600万円を計上いたしまして、消火活動のさらなる向上を目指す

ものであります。 

  また、３目防災費、前年比で191万5,000円の増というふうになっておりますが、こちらも同
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様に、平成24年度で実施しました集会所防災設備整備事業2,297万3,000円が終了したというこ

とに伴っての減というふうにもあるものの、一方で、平成25年度では新たに地域防災計画の策

定費1,500万円でありますとか、あるいは震災を教訓に市民の安全確保第一といたしましたこ

の計画の見直し、あるいは避難マニュアルの作成というものを行うものであります。 

  145ページ、146ページをお開きいただきます。 

  第10款の教育費になります。教育費は14億6,486万円で、前年から1,411万3,000円の増とい

うふうになっております。１項２目の事務局費では、事業内訳中段にありますように、これま

でご支援いただいております村山市の小中学生との交流事業60万円を新たに実施いたしまして、

自然体験あるいは部活動を通じまして豊かな心を育むというふうな事業でございます。また、

平成24年度に引き続きまして、被災児童生徒就学援助事業1,461万6,000円を計上いたしまして

就学支援の充実を図りますほかに、新たに復興教育防災教育支援事業、こちらは91万6,000円

を計上いたしまして、子供たちの防災に対する意識の高揚というものを図るものであります。 

  149ページ、150ページをお開きいただきます。 

  ２項１目小学校管理費は、前年比で2,917万1,000円の増としてございます。事業内訳にござ

いますように、学校施設維持管理費、こちらの増額によるものであります。また、その下にご

ざいます。ＬＥＤ設置事業、この新規事業と合わせまして教育環境の向上を図ろうとするもの

であります。 

  151ページ、152ページをお開きいただきます。 

  ２目教育振興費でございます。こちらの右側の事業内訳の中段にありますように、小学校の

情報教育施設整備費1,218万2,000円を計上してございますが、これは情報機器、いわゆるコン

ピューターの機器更新による教育環境の向上、それから、その下段にございます学力向上対策

事業費1,324万8,000円と合わせまして、児童の学力の一層の向上を図ろうとするものでありま

す。同様に、中学校につきましても、コンピューターの更新を行う予定でございます。 

  恐れ入りますが、155、156ページをお開きいただきます。 

  第４項の社会教育費４億1,453万8,000円でございますが、こちらにつきましては、157、158

ページでご説明申し上げます。 

  事業内訳の中段にございます、これは新規事業でございますが、文化財の修復事業50万円、

それから、その下にございます国重要文化財、鹽竈神社御社殿の修理に係ります補助金、これ

らを増額計上いたしまして、本市におけます貴重な文化財の保護継承を図るものであります。 
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  171ページ、172ページをお開きいただきます。 

  第５項２目体育施設費になります。こちらのほうは1,779万1,000円の増というふうになって

おりますが、15節をごらんいただきますと、工事請負費、こちらは塩釜ガス体育館再生可能エ

ネルギー事業の1,773万円の計上によるものであります。 

  173ページ、174ページをお開きいただきます。 

  第11款災害復旧費は８億6,393万5,000円というふうになっておりますが、こちらのほうは道

路橋梁災害復旧事業、それから新たに浦戸地区の漁港施設災害復旧事業費の計上によるもので

あります。 

  175、176ページをお開きいただきます。 

  第12款公債費33億3,620万6,000円、これは前年から８億3,021万6,000円の増というふうにな

っておりますが、平成25年度では借換債８億7,170万円の増というものによるものでございま

す。実際、これを差し引きました実公債費は、前年比で4,000万円ほどの減というふうになり

まして、健全化に向けた取り組み効果が徐々にあらわれてきているという状況でございます。 

  なお、180ページ以降につきましては、これは給与費明細等がございますので、各省庁であ

りますので、ご参照いただければと思います。 

  一般会計予算の内容につきましては、以上でございます。 

○志子田委員長 木村浦戸振興課長。 

○木村産業環境部長兼浦戸振興課長 それでは、議案第29号平成25年度交通事業特別会計予算に

ついてご説明させていただきます。資料№９の予算説明書の195、196ページをお開きください。 

  歳入歳出とも同額の２億1,540万円を計上しております。前年と比較いたしまして400万円の

減額となっております。説明の都合上、歳出からご説明いたします。資料の199、200ページを

ごらんください。 

  第１款事業費に２億370万円を計上しております。前年と比較しまして395万3,000円の減額

となっております。その主な内訳といたしましては、１款１項１目の総務管理費に１億6,792

万4,000円と、次のページの201、202ページになりますが、１款１項２目の運航費といたしま

して3,577万6,000円を計上しております。主な増減額の理由といたしましては、給料、職員手

当、共済費の人件費で58万2,000円、公課費のうち、消費税増額分といたしまして34万9,000円、

船舶の燃料単価の増額により燃料費で50万1,000円、船舶の修繕費関係で55万4,000円ほどの増

額となっております。一方で、航路浮標灯整備工事が平成24年度で終了することから600万円
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の減額となっております。 

  続きまして、203、204ページをお開きください。 

  第２款公債費でございますが、前年度から４万7,000円減額の1,170万円を計上しております。

これは船舶浦戸に係る長期債の元利償還分として計上したものであります。 

  続きまして、歳入についてご説明いたします。197、198ページにお戻りいただきたいと思い

ます。 

  第１款事業収入に、前年度より404万2,000円増額の7,704万2,000円を計上しております。震

災の影響により落ち込んでおりました輸送人数等の増を見込んだものであります。 

  第２款国庫支出金といたしましては、前年度より914万7,000円減額の5,737万4,000円を計上

しております。これは事業収入の増により損益差が縮小したことに伴いまして、離島航路国庫

補助金で554万7,000円の減額、それから、平成24年度で航路浮標等整備工事の財源となってお

りました社会資本整備総合交付金で360万円の減額を見込んだものでございます。 

  第３款繰入金には8,094万8,000円を計上しております。前年と比較しまして106万9,000円の

増額となっております。 

  第４款諸収入には、広告料収入として３万6,000円を計上しております。 

  交通事業特別会計予算につきましては、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○志子田委員長 佐藤保険年金課長。 

○佐藤健康福祉部保険年金課長 それでは、続きまして、議案第30号平成25年度塩竈市国民健康

保険事業特別会計予算についてご説明をいたします。 

  同じく資料番号９の211ページ、212ページをお開きいただきたいと存じます。時間の都合も

ございますので、事項別明細書の総括表によりましてご説明を申し上げます。 

  まず、歳入歳出の合計額でございますが、それぞれ前年度と比べまして２億2,000万円増の

68億9,910万円を計上してございます。 

  次に、主な内容でございますが、まず、歳出のほうからご説明をさせていただきます。212

ページをごらんいただきたいと存じます。 

  第２款保険給付費につきましては、現時点での保険給付の見通しをもとにいたしまして、前

年度と比べまして6,666万2,000円増の46億7,109万9,000円を計上してございます。 

  第３款後期高齢者支援金等につきましては、後期高齢者の医療費の伸びに伴いまして、被保

険者１人当たりの負担額の増によりまして9,801万4,000円増の８億7,183万6,000円を計上して
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ございます。 

  第６款介護納付金につきましては、介護保険給費の伸びに伴う１人当たりの負担額の増によ

りまして3,610万1,000円増の３億7,397万円を計上しております。 

  第７款共同事業拠出金につきましては、高額な医療費の給付を市町村の共同事業といたしま

して実施しているものでございますが、県内の対象医療費の動向によりまして6,166万円増の

８億2,355万6,000円を計上しております。 

  第10款公債費につきましては、平成20年度に宮城県から貸し付けを受けました貸付金の償還

が前年度で完了いたしておりますので4,000万円の減となっておるところでございます。 

  続きまして、歳入についてご説明申し上げます。211ページをごらんいただきたいと存じま

す。 

  第１款国民健康保険税につきましては、見込みの収納率を現年度84％、滞納分16％と設定い

たしまして1,700万円増の15億4,319万9,000円を計上しております。 

  第４款国庫支出金につきましては、後期支援金や介護納付金を含めます対象経費が増加する

ことなどから、前年度と比べまして１億2,131万1,000円増の15億3,959万8,000円を計上してお

ります。 

  第５款療養給付費交付金につきましては、退職被保険者の増によりまして医療給付費も増加

すると見込みまして、前年度と比べまして6,918万7,000円増の４億1,890万1,000円を計上して

おります。 

  第６款前期高齢者交付金につきましては、65歳から74歳の被保険者の加入割合によって交付

されるものでございますが、平成25年度の概算額から、平成23年度の精算分が差し引かれると

いうことになりますため、前年と比べまして8,963万6,000円減の16億7,615万8,000円を計上し

ております。 

  第７款県支出金につきましては、調整交付金概算額などから、前年度と比べまして3,090万

7,000円減の２億7,754万3,000円を計上しております。 

  第８款共同事業交付金につきましては、医療費の動向から6,166万円増の８億2,354万6,000

円を計上しております。 

  第10款繰入金につきましては、軽減対象世帯の増加によります保険者支援分の一般会計から

の繰り入れや財政調整基金取り崩しの増によりまして、前年と比べ7,138万5,000円増の６億

1,383万7,000円を計上しているところでございます。 
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  国民健康保険事業特別会計については、以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

○志子田委員長 小山水産振興課長。 

○小山産業環境部次長兼水産振興課長 同じ資料の252、253ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

  議案第31号魚市場事業特別会計の予算につきましてご説明をさせていただきます。252ペー

ジでございます。 

  本年度の魚市場事業特別会計の予算につきましては、歳入歳出総額をともに１億880万円と

させていただこうとするものでございます。昨年度より610万円少なくなってございます。 

  続いて、歳出の内容でございます。258、259ページをごらんいただきたいと思います。 

  第１款市場費といたしまして１億544万3,000円を計上しております。内訳といたしましては

市場管理費で１億462万3,000円、次のページでございますけれども、漁船対策費といたしまし

て82万円を計上しておるところでございます。 

  さらに次のページ、262ページ、263ページでございますが、第２款の公債費といたしまして

335万7,000円を計上しております。 

  続きまして、歳入でございます。254、255ページをごらんいただきたいと思います。254ペ

ージです。 

  財源といたしまして、第１款使用料、手数料につきましては、水揚金額を103億円と想定い

たしまして、事務室使用料などと合わせまして7,102万2,000円を計上しております。 

  第２款の県支出金としましては94万2,000円、第４款では一般会計からの繰入金といたしま

して3,360万4,000円を計上しております。 

  次のページでございます。第５款の諸収入といたしまして323万1,000円を計上しているもの

でございます。 

  以上でございます。 

○志子田委員長 千葉下水道課長。 

○千葉建設部次長兼下水道課長 続きまして、議案第32号塩竈市下水道事業特別会計予算につい

てご説明を申し上げます。資料№９の271ページ、272ページをお開き願います。 

  歳入歳出予算といたしまして146億4,100万円を計上させていただいてございます。前年と比

較いたしますと75億6,130万円の増額ということでございます。これにつきましては災害復旧

費及び復興事業費の増によるものでございます。説明の都合上、歳出からご説明を申し上げま
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す。279ページないし280ページをお開き願います。 

  総務費といたしまして５億5,551万6,000円を計上いたしてございます。昨年と比較いたしま

して1,571万7,000円の減となっております。これは、人件費を災害復旧事業費との関係から精

査をしているものでございます。 

  続きまして、281ページないし282ページをお開き願います。 

  19節負担金補助及び交付金といたしまして２億4,602万8,000円を計上しております。これは

汚水の最終処理場でございます仙塩浄化センターへの流域下水道維持管理負担金２億4,489万

3,000円となってございます。 

  続きまして、283ページないし284ページをお開き願います。 

  ２款１項１目公共下水道築造費でございますが、これにつきましては、前年度と比較いたし

ますと３億7,860万7,000円の増となってございます。主な要因でございますが、浸水対策下水

道事業として実施をしてございます雨水ポンプ場の事業費の増、さらには事業内訳の中に記載

してございます長寿命化計画策定事業からポンプ場自家発電機整備事業までの新規事業を計上

していることによるものでございます。 

  続きまして、285ページないし286ページをお開き願います。 

  ３款１項公債費32億5,000万5,000円でございますが、前年度と比較いたしますと５億7,165

万8,000円の増となってございます。主なものは元金償還額の増でございます。 

  続きまして、287ページないし288ページをお開き願います。 

  ４款災害復旧費でございますが71億500万円を計上させていただいてございます。主なもの

につきましては、15節工事請負費でございまして、協議設計の保留解除により、被災をいたし

ております下水道管渠等の復旧工事を施工しようとするものでございます。 

  続きまして、289ページないし290ページをお開き願います。 

  ５款復興事業費でございますが29億796万9,000円を計上いたしてございます。主なものにつ

きましては、15節工事請負費となってございますが、これにつきましてはポンプ場等の本格的

な復興事業に取り組むというようなことでございます。 

  なお、具体的な工事箇所につきましては、資料№12の91ページないし92ページにお示しをし

てございますので、後ほどご参照いただければと思います。 

  恐れ入りますが、273ページないし274ページのほうにお戻りをお願いいたします。 

  歳入でございますが、１款１項１目の下水道費負担金198万6,000円につきましては受益者負
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担金でございまして、新規工事の減少によりまして、前年度より73万1,000円ほど減額計上と

してございます。 

  次に、２款１項１目の下水道使用料でございますが、これにつきましては、財政計画に基づ

きまして12億922万2,000円といたしてございます。 

  続きまして、３款１項１目の下水道事業費国庫補助金でございますが３億5,450万7,000円、

また２目災害復旧費国庫補助金を68億4,372万円計上いたしてございます。 

  275ページないし276ページのほうをお開き願います。 

  ４款１項１目一般会計繰入金でございますが、前年度より27億9,566万3,000円増の40億

3,650万4,000円計上をいたしてございます。この金額には、災害復旧事業にかかわります災害

復興特別交付税、また復興交付金事業にかかわります復興交付金及び震災復興特別交付税、合

わせまして28億94万9,000円も含まれているものでございます。 

  ５款１項１目雑入につきましては、公共下水道相互利用負担金として、多賀城市、利府町か

らの収入見込額等を計上いたしております。 

  ６款の市債21億6,740万円でございますが、説明欄に記載をいたしておりますように、各事

業への財源充当並びに資本費平準化債等の内容となってございます。 

  296ページには債務負担行為調書、また、298ページには当該年度末におけます地方債残高見

込みをお示ししてございますので、あわせてご参照いただければと思います。 

  下水道事業特別会計については以上でございます。よろしくお願いを申し上げます。 

○志子田委員長 小山水産振興課長。 

○小山産業環境部次長兼水産振興課長 続きまして、議案第33号漁業集落排水事業特別会計予算

についてご説明をいたします。同じ資料の299、300ページをごらんいただきたいと思います。 

  当会計、歳入歳出予算総額、今年度につきましては7,520万円を計上させていただこうとす

るものでございます。前年度と比べまして5,110万円の増となっておりますけれども、このう

ち5,100万円につきましては災害復旧事業費の分となります。 

  歳出につきましてご説明を申し上げます。305、306ページをお開きいただきたいと思います。 

  第１款総務費といたしましては、維持管理費等の経費や水洗化普及費を含めまして584万

5,000円を計上しております。 

  次に、307、308ページでございますけれども、２款の公債費で1,835万5,000円を計上してご

ざいます。 
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  次のページ、309、310ページをお開きいただきたいと思います。 

  ３款災害復旧費といたしまして、野々島及び寒風沢の汚水処理施設、さらにはそれぞれの管

路の復旧工事費といたしまして5,100万円を計上させていただいております。 

  続きまして、これらの歳入でございますが、301、302ページにお戻りをいただきたいと思い

ます。 

  １款の分担金としましては48万円、２款の使用料及び手数料としましては174万6,000円、ま

た、３款の繰入金としましては2,815万9,000円、そして５款の国庫支出金としましては、災害

復旧費の補助金といたしまして4,380万9,000円を計上しております。 

  次のページ、第６款のほうも同じく災害復旧事業費の特定財源の市債といたしまして100万

円を計上させていただいておるところでございます。 

  以上でございます。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 それでは、議案第34号公共用地先行取得事業特別会計の内容につい

てご説明申し上げます。資料№９の313ページ、314ページをお開きいただきたいと思います。 

  まず、歳出のほうをごらんいただきたいと思います。１款総務費は、これは科目設定という

ことで1,000円の計上、２款公債費につきましては、長期債の償還利子、こちらが939万9,000

円、それから、借換債としての償還分として３億円ということで、前年比の３億円の増という

ふうになっております。 

  なお、この公債費の借換債につきましては、平成20年度に借り入れました開発公社用地の取

得に伴いますその借換債になります。 

  313ページの歳入をごらんください。これらの財源といたしましては、繰入金、これは一般

会計の繰入金で940万円、先ほどの総務費の1,000円と、それから償還金の利子の分939万9,000

円の合計であります。残りの３億円が借換債の財源ということで、市債を発行するものであり

ます。 

  説明は以上になります。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 続きまして、議案第35号介護保険事業特別会計予算についてご

説明いたします。同じく資料№９の322、323ページをお開き願います。 

  介護保険事業特別会計予算内に２つの勘定を設けてございますが、まず、保険事業勘定に係
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ります歳入歳出予算事項別明細書でございます。この勘定は介護保険の保険者としての会計勘

定であり、歳入歳出それぞれ47億9,080万円を計上しております。前年度と比較しますと３億

260万円の増額で6.7％の伸びとなってございます。説明の都合上、歳出の主なる部分からご説

明させていただきます。恐れ入りますが、334ページ、335ページをお開き願います。 

  第２款介護給付費でございます。46億1,322万5,000円、前年度と比較しまして３億3,542万

円の増額と、7.8％の伸びを見込んでおります。これは高齢者数並びに介護認定者数の増加を

見込んだ計上にいたしてございます。 

  次に、340、341ページをお開き願います。 

  第５款地域支援事業費でございます。9,074万円、前年度と比較しますと849万2,000円の減

額となってございます。これは、平成24年度から「２次予防対象者把握事業」と名称も変わり、

介護認定者を除きます65歳以上の方々を対象に、介護予防が必要と思われる対象者を把握し、

介護予防教室に係る経費と、紙おむつ給付費の部分で減額となっておるものでございます。 

  次に、歳入の主なる部分につきましてご説明させていただきます。恐れ入りますが、戻りま

して、324、325ページをお開き願います。 

  第１款保険料でございます。９億2,884万円、前年度と比較いたしまして１億2,577万2,000

円の増額を見込んでおります。これは、65歳年齢到達者の増加が見込まれることによるもので

ございます。 

  第３款国庫支出金、第４款支払基金交付金、第５款県支出金でありますが、歳出、介護給費

費の計上に基づきます負担割合により計上いたしてございます。 

  次に、326、327ページをお開き願います。 

  第５款県支出金の２項県補助金３目財政安定化基金交付金でございます。これは基金積立金

の財源となりますものですが、県介護保険安定化基金からの交付金でございます。第５期初年

度に係る計上分であり、本年度については計上いたしてございません。 

  次に、第７款繰入金でございます。７億3,843万1,000円、前年度に比べまして9,031万5,000

円の増額となってございます。７款１項１目一般会計繰入金では６億7,725万8,000円であり、

前年度に比べ3,914万2,000円の増額となってございます。これは、介護給付費等に係ります負

担割合分でございます。また、２項１目の財政調整基金繰入金では6,117万3,000円と、前年度

に比べまして5,117万3,000円の増額となってございます。これは、歳入歳出の補填財源として

の計上分でございます。 
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  続きまして、恐れ入りますが、360、361ページをお開きいただきます。 

  介護サービス事業勘定に係ります歳入歳出予算事項別明細書でございますが、この勘定は、

市で実施いたします要支援者に対する介護予防支援事業としてのケアプラン作成に係る会計勘

定でございます。歳入歳出それぞれ1,090万円を計上し、前年度と比較しますと20万円の増額

となっております。 

  以上、介護保険事業特別会計予算の説明といたします。よろしくご審議のほどお願いいたし

ます。 

○志子田委員長 佐藤保険年金課長。 

○佐藤健康福祉部保険年金課長 では、続きまして、議案第36号平成25年度塩竈市後期高齢者医

療事業特別会計予算についてご説明を申し上げます。同じく、資料番号９の375、376ページを

お開きいただきたいと存じます。 

  平成25年度の予算につきましては、歳入歳出それぞれ前年度と比べまして190万円減の６億

6,150万円を計上してございます。 

  まず、歳入でございますが、375ページをごらんいただきたいと思います。主なところを申

し上げますと、第１款後期高齢者医療保険料につきましては、後期高齢者医療広域連合から示

されました数値をもとにいたしまして、前年度に比べ1,029万9,000円減の５億23万4,000円を

計上しております。 

  第４款繰入金につきましては、保険料の軽減分に係ります保険基盤安定繰入金の増などによ

りまして、前年度と比べまして839万9,000円増の１億6,015万8,000円を計上しております。 

  次に、376ページ、歳出の部でございますが、第１款総務費が54万8,000円増の3,013万8,000

円を計上しております。 

  第２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、これも広域連合から示されました数

値をもとに計上しておるところでございますが244万8,000円減の６億2,858万3,000円を計上し

ているところでございます。 

  後期高齢者医療特別会計につきましては、以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

○志子田委員長 佐藤復興推進課長。 

○佐藤震災復興推進局次長兼復興推進課長 続きまして、議案第37号平成25年度北浜地区復興土

地区画整理事業特別会計予算についてご説明いたします。同じく資料№９の390ページ、391ペ

ージをお開き願います。 
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  復興土地区画整理事業特別会計は、平成25年度新設の会計ですが、歳入歳出それぞれ８億

8,500万円を計上させていただいております。 

  説明の都合上、歳出からご説明をいたします。394、395ページをお開き願います。 

  第１款事業費ですが、事業内訳欄にありますとおり、北浜地区被災市街地復興土地区画整理

事業として８億8,500万円を計上させていただいております。主な事業内容といたしましては、

395ページ下段、15節工事請負費について、基盤整備工事といたしまして４億2,755万円を計上

いたしております。また、22節補償補填について、建物移転に係る補償費等としまして３億

4,186万6,000円を計上しております。 

  次に、歳入についてご説明をいたします。恐れ入りますが、戻りまして392ページ、393ペー

ジをお開き願います。 

  第１款繰入金につきましては、一般会計繰入金としまして８億8,500万円を計上いたしてお

ります。北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業につきましては、東日本大震災復興交付金

により事業を進めてまいります。このため、一般会計からの繰入金の財源といたしましては、

全額を復興交付金と震災復興特別交付税を充当させていただいております。 

  復興土地区画整理事業の予算につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○志子田委員長 鈴木市立病院業務課長。 

○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 続きまして、議案第38号平成25年度塩竈市立病

院事業会計予算についてご説明いたします。資料番号10をご用意願いたいと思います。10の１

ページをお開き願います。ここでは、現在、当院で取り組んでおります改革プランの目標値を

もとに平成25年度の業務の予定量を記載しております。 

  第２条、（１）の病床数ですが、一般病床123床、療養病床38床、全体で161床とするもので

ございます。（２）の年間患者数ですが、入院患者数は５万7,196人、外来患者数は７万5,103

人を予定しております。（３）の１日の平均患者数ですが、入院診療日数は365日でございま

して、１日当たり患者数は156.7人、病床利用率97.3％を予定しております。外来診療日数は

240日でありまして、１日当たり患者数は307.8人を予定しております。（４）の主要な建設改

良ですが、施設改良費1,250万円を予定しており、主なものといたしまして県のみやぎ環境税

交付金を活用いたしました病棟ＬＥＤ照明整備事業を予定しております。 

  ２ページをお開き願いたいと思います。 

  第３条は、収益的収入及び支出の予定額でございます。収入は、第１款病院事業収益として
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30億4,673万5,000円を予定しております。第３項の特別利益は、改革プランで取り決めました

今までの不良債務を計画的に解消するための特例債償還金などへの一般会計からの繰入金でご

ざいます。 

  支出は、第１款病院事業費用として27億9,504万3,000円を予定しております。この収支差し

引きといたしまして２億5,169万2,000円の純利益を計上する黒字予算となるものでございます。 

  また、改革プランで目標となる経常収支でございますが、収入の第１款第１項医業収益と第

２項医業外収益を合わせました27億8,340万2,000円が経常収益となります。対する支出の第１

款第１項医業費用と第２項医業外費用を合わせました27億8,204万3,000円が経常費用となり、

その差し引きであります経常損益では135万9,000円の利益となりまして、平成24年度では達成

できませんでしたけれども、平成25年度は経常収支で黒字化を達成する予算となっております。 

  第４条は、資本的収入及び支出の予定額でございます。収入、第１款資本的収入として１億

8,900万5,000円を予定しております。支出は、第１款資本的支出として３億8,733万8,000円、

第２項の企業債償還金は特例債及び借換債の元金償還分でございます。この収支の差し引きと

いたしまして１億9,833万3,000円が不足いたしますけれども、条文の後段に付記書きしており

ますように、収益的収支における留保資金で補填することでこの収支の均衡を図る予算計上と

なっております。また、病院事業収支全体では、不良債務解消のための繰入金や減価償却費な

どを除きました病院独自での現金収支で5,171万円の黒字となる予算となっております。 

  ３ページの第５条債務負担行為から第９条のたな卸資産の購入限度額につきましては、記載

のとおりでございます。 

  ４ページ以降は、関係する資料を掲載しておりますので、後ほどご参照願います。 

  ただいまご説明いたしました新年度予算どおりに病院事業が推移できますれば、平成17年度

末に最大で24億円にも上っておりました不良債務が平成25年度末に解消され、約2,200万円の

留保資金が確保できるというような予算編成になっておりますので、よろしくお願いいたしま

す。以上でございます。 

○志子田委員長 鈴木水道部総務課長。 

○鈴木水道部次長兼総務課長 私からは、議案第39号平成25年度塩竈市水道事業会計予算につい

て説明させていただきます。資料№11をご用意願います。資料№11の１ページをお開き願いま

す。 

  第２条は、平成25年度の経営目標とする業務の予定量でございます。給水戸数を２万6,022
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戸、年間総給水量を754万7,294立方メートルとするものでございます。また、主な建設改良事

業といたしまして、第６次配水管整備事業9,210万円、浦戸海底管本復旧に係ります野々島、

朴島配水管災害復旧事業及び水道施設災害復旧事業として３億8,615万2,000円を予定しており

ます。 

  次に、第３条でございます。収益的収入及び支出の予定額でございます。 

  第１款の水道事業収益は、営業収益、それから営業外収益、特別利益を合わせまして、前年

度比6.8％、１億1,684万7,000円の増で18億2,786万7,000円といたしております。 

  次に、支出でございますが、営業費用、営業外費用、特別損失、それから予備費を合わせま

して、前年度比0.9％、1,504万9,000円増の16億6,763万円といたしております。 

  第４条は資本的収入及び支出の予定額でございます。 

  収入、第１款資本的収入につきましては、第１項の企業債から第７項の長期貸付金回収金ま

でを合わせまして４億7,953万2,000円といたしております。 

  支出につきましては、第１款水道改良費から第５項予備費まで合わせまして９億1,282万

3,000円とするものでございます。 

  この結果、収支として不足いたします４億3,329万1,000円につきましては、当年度損益勘定

留保資金などで補填する内容のものでございます。 

  次に、２ページをお開き願います。第５条債務負担行為、第６条企業債、第７条一時借入金、

第８条予定支出の各項間の経費の金額の流用、第９条議会の議決を経なければ流用することが

できない経費、第10条たな卸資産購入限度額、第11条他会計からの補助金、これにつきまして

は記載の内容となってございます。 

  なお、３ページ以降につきましては、予算に関する説明書となっておりますので、後ほどご

参照願います。 

  説明は以上で終わらせていただきます。 

○志子田委員長 以上で、各会計予算の内容説明は終了いたしました。 

  委員各位に申し上げます。資料要求がありましたらご発言願います。鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 新生クラブからは、13点、要求をいたします。 

  まず第一に、県・市内の平成23年、24年度の生活保護率表と、これは仙台市を除いて結構で

す。２つ目、平成23年、24年度の生活保護扶助費別支給一覧表と受給者数と年齢構成表。３つ

目、平成23年、24年度の学校別、学年別の要保護、準要保護生徒数の一覧表。第４、平成24年、
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25年度繰出金一覧表、これは基準内と、それから基準外の区別をお願いします。５番目、平成

24、25年度の各種団体への補助金並びに助成金の支給一覧表及び補助金、助成金を受けている

団体の事務局を行政が引き受けている団体名もしくは事業名入れてお願いいたします。第６、

平成22年、23年、24年度に追加工事を発注した入札工事について、件名とその金額、これにつ

いては当初及び追加もお願いします。及び業者名。また、当初価格に対する落札率もお願いい

たします。７番目、国保と社保、これは共済なども含むものをお願いします。これの加入率、

県内比較、塩竈市と類似都市、県内平均との比較をお願いいたします。８番目、臨時職員、嘱

託職員の人数と支給額、これは平成23年度から平成25年度までお願いいたします。９つ目、平

成23年、24年度の学校給食に係る費用と、一般会計からの繰入額及び給食費年額と、１食当た

りの単価、これは小学校、中学校別にお願いいたします。10番目、建物などブロック塀の解体

工事の委託先と件数、これについては金額と。平成25年２月現在で結構です。11番目、建築物

ブロック塀の解体の申請、解体件数、平成25年２月現在で結構です。12番目、塩竈市災害復旧

連絡協議会との協定書の写し及び参加業者の名簿。最後に、13番目、災害公営住宅の場所の決

定の経緯、これは全てお願いいたします。年、月、日、それから選定場所、決定者名も含みま

す。会議名、名称なども含めてお願いいたします。以上です。 

○志子田委員長 曽我ミヨ委員。 

○曽我委員 日本共産党市議団から、28項目の資料要求をいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

  １、条例定数と配置数（平成24年度）と配置見込み（平成25年度）について。２、職員の年

齢構成（平成25年１月１日現在）。３、公立保育所、私立保育園の定数及び年齢別入所状況に

ついて。入所状況と申込み状況について。（平成24年２月１日現在と、平成25年２月１日現

在）についてです。４、公立保育所職員の年齢構成（正職員、非常勤職員、臨時的任用職員）

についてです。５、学校給食調理員職員の配置数（正職員、嘱託職員、臨時職員）と年齢構成

について（平成24年５月１日現在）。６、平成25年度小・中学校の修繕予定箇所と工事予定箇

所について。７、平成25年度市営住宅修繕予定箇所について。８、平成24年救急概要について。

９、平成24年度県内市町村国民健康保険料（税率）について。10、平成24年度県内各市及び地

区内３町の国保（医療分）税率による課税総所得金額別世帯平均課税額の比較について。11、

平成23年度の国保税滞納世帯の所得階層別分布について。12、２市３町の過去５年間の国保の

短期被保険者証及び資格証明書の発行状況について。13、国保の資格証明書発行状況について
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（所得階層別）お願いします。14、国保税の過去５年間の滞納世帯数と滞納額について。15、

応急仮設住宅（借上仮設、見なし仮設住宅などを含む）の現況と入居世帯数について（民間賃

貸住宅・公営住宅あるいは雇用促進住宅など）です。16、技術労務職（学校用務員・清掃工

場・公園など）の職員配置数について（平成25年１月１日現在）です。17、退職手当債につい

て。退職手当債の発行条件、２つ目は退職手当組合への市の負担金について（平成20年度から

平成25年度まで）です。18、学校図書費について（平成24年度）。１つは市内各小中学校の学

校図書蔵書数です。もう一つは、児童生徒１人当たりの蔵書数（平成24年度、市内各小中学

校）についてお願いします。19、市内特別養護老人ホーム入所待機者数（平成24年１月末現在

と平成25年１月末現在）です。20、平成25年度復旧事業予算の状況について。21、塩竈市復興

交付金事業計画と申請内容について。22、雇用保険失業給付受給者数の月別推移について（ハ

ローワーク塩釜管内、平成24年４月から12月まで）です。23、求人、求職、求人倍率調べにつ

いて（ハローワーク塩釜管内、平成24年４月から平成25年１月まで）お願いします。24、東日

本大震災被災商工業者営業状況調査について（塩竈分、平成24年度から）お願いします。この

中には商工会議所加盟事業所、それからもう一つは営業継続、復旧済、仮復旧中、中止・廃業、

不明などについてお願いします。25、塩竈市の人口推移について（平成24年２月から平成25年

２月まで月別）お願いします。26、平成24年実施のいじめの数といじめに関するアンケート調

査についてお願いします。27、仮設店舗数、海岸通・本町ありますが、平成24年４月１日現在

のものをお願いします。最後ですが、28、高齢者肺炎球菌ワクチン、１人当たり個人負担額及

び助成金額について。これは２市３町の比較を見たいと思いますので、平成23年度の実績につ

いてお願します。以上です。 

○志子田委員長 阿部かほる委員。 

○阿部委員 自由民主の会から、１件資料請求申し上げます。 

  清掃工場改良事業費施設補修工事（平成14年度から平成24年度まで）、どうぞよろしくお願

いいたします。以上です。 

○志子田委員長 志賀勝利委員。 

○志賀委員 かいしんのほうからは６件の資料請求をいたします。 

  １件目、職員数の推移（正職員、任期付職員、臨時職員、嘱託職員、パート別。平成22年度

から平成25年度まで）。２つ目、起債残高の推移（平成22年度から平成28年度まで）。起債償

還額の推移（元本、利子）（平成22年度から平成28年度まで）。４番目、市税収入の推移（平
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成21年度から平成25年度まで）。５件目、時間外勤務状況（平成23年度、部門別）。それから

６件目、最後になります。各種手当の一覧表（現況）。よろしくお願いいたします。 

○志子田委員長 ほかにご発言はございませんか。（「なし」の声あり） 

  ただいま資料要求がありましたが、当局において内容の確認をお願いいたします。内形副市

長。 

○内形副市長 若干確認させていただきたいと思います。 

  まず、新生クラブより13件のご要求がございました。そのうち、10番目につきましては、平

成24年度分で、金額が1,000万円以上につきまして一覧表で提出させていただきたいと存じま

す。 

  また、11番目につきましては、平成23年度及び平成24年度について、それぞれ提出をさせて

いただきます。 

  また、12番目につきましては、全協定書の一覧表、中倉埋立処分場及び建物等解体除去に関

する協定書並びに塩竈市災害復旧連絡協議会名簿を提出させていただきたいと存じます。 

  次に、日本共産党塩釜市議団より28件ございました。そのうち１件について確認させていた

だきます。 

  24番目の件でございますが、宮城県が平成23年11月30日と平成24年３月31日に行いました東

日本大震災被災商工業者営業状況調査の結果を提出させていただきたいと存じます。 

  続きまして、自由民主の会、１件ございました。 

  補修工事の件名と金額の年度別一覧表として提出させていただきたいと存じます。 

  さらに、かいしんより６件ございました。 

  そのうち、５番目の年間の時間数でお示しし、部門別の職員数につきましては、６月１日現

在での提出とさせていただきます。 

  また、６番目につきましては、現在の手当種別と金額の一覧表を提出させていただきたいと

存じます。 

  なお、これらの資料等につきましては、調整を行いながら、明日の委員会冒頭に提出させて

いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。以上でございます。 

○志子田委員長 お諮りいたします。資料については、ただいま市当局から回答のありました内

容で要求することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○志子田委員長 ご異議なしと認め、さよう取り扱うことに決定いたしました。 

  お諮りいたします。本日はこれで会議を閉じ、明３月１日午前10時より再開したいと思いま

すが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○志子田委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたします。 

  なお、３月１日は、審査区分の１より審査を行いますので、所管の部課長の出席をお願いい

たします。 

  本日の会議はこれで終了いたします。 

  ご苦労さまでした。 

   午後０時４２分  終了 

                                             

 塩竈市議会委員会条例第２９条第１項の規定によりここに署名する。 

 

  平成２５年２月２８日 

 

                 平成２５年度予算特別委員会委員長  志子田 吉 晃 

 



 

 

 

 

 

平成２５年３月１日（金曜日） 
 

 

 

 

平成２５年度予算特別委員会 
 

（第２日目） 
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  平成２５年度予算特別委員会第２日目 

 平成２５年３月１日（金曜日）午前１０時開議 

                                             

  出席委員（１８名） 
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     鈴 木 昭 一 委員       菊 地   進 委員 
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  午前１０時００分  開議 

○志子田委員長 ただいまから平成25年度予算特別委員会２日目の会議を開きます。 

  これより、一般会計の審査に入ります。 

  当局に要求しておりました資料について、副市長から報告をお願いいたします。内形副市長。 

○内形副市長 昨日の予算特別委員会で、ご要求のございました資料につきましては、昨日ご報

告させていただきましたとおり、取りまとめをさせていただきましてお手元にご配付申し上げ

ておりますので、よろしくお願いをいたします。以上でございます。 

○志子田委員長 これより、質疑を行います。 

  委員各位のご発言をお願いいたします。ご発言のお一人の持ち時間は、答弁を含めておおむ

ね40分以内とさせていただきますので、ご協力のほどお願いいたします。 

  なお、質疑の際には、資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発言くださるようお願いい

たします。 

  志賀勝利委員。 

○志賀委員 じゃ、この予算委員会の第１番目としてトップを切って質問をさせていただきたい

と思います。まず議案、私のほうからは、議案第12号特別職の職員の給与に関する条例の一部

を改正するというところを、ちょっとお聞きしたいと思います。 

  今回、市長給与が従来15％カットから10％カットになると実質５％のアップと、副市長の給

与がマイナス10％からマイナス５％になると実質５％アップ。私の記憶しているところにより

ますと、三升市長から佐藤市長にバトンタッチされたときには、市長のカットの率は20％だっ

たと記憶しております。それで、いつの時点から20％から15％になったのか、まずお答えいた

だきたいと思います。 

○志子田委員長 佐藤市民総務部総務課長。 

○佐藤市民総務部次長兼総務課長 お答えいたします。 

  済みません。ちょっと資料持ってきたんですけれども、ちょっとお待ちください。済みませ

ん。ちょっと探してから答弁させていただきたいと思います。済みません。 

○志子田委員長 志賀勝利委員。 

○志賀委員 それで、今回のこういった見直しをする一番の理由というのは何なのかも、ついで

にお答えください。 

○志子田委員長 佐藤総務課長。 
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○佐藤市民総務部次長兼総務課長 平成14年度から削減行っておりまして、14年の１月からは

10％、14年の４月から17年の11月までは15％、17年の12月から21年の３月まで20％、20年の４

月、済みません。21年の３月から23年の３月までは30％、23年の５月から25年の３月までは

15％ということで削減はさせていただいております。 

  今回の提案の理由ですけれども、いろいろな諸事情、あとほかの自治体の動向とかも見なが

らこういう減額をさせていただきたいということで提案させていただいております。以上でご

ざいます。 

○志子田委員長 志賀勝利委員。 

○志賀委員 諸事情って何でしょうか。 

○志子田委員長 佐藤総務課長。 

○佐藤市民総務部次長兼総務課長 国家公務員とか、国家公務員は7.8％削減いたしております

し、国のほうでは地方公務員にも削減等を要請しているという事情もございますので、そうい

う諸事情、あと他自治体の動向というものを勘案いたしまして提案させていただいているとい

う状況でございます。 

○志子田委員長 志賀委員。 

○志賀委員 市長給与のカットというのは、結局その市の、その地方自治体の財政状況のいい悪

いによって市長さんが自主的にカットされてるはずなんですね。それを何でそういった横並び

のことで見直しをしなければいけないのか。ましてや国家公務員がですね、自民党政権に変わ

って国家公務員の給与を下げると、そして地方自治体の交付金をそれに伴って下げますよと。

市長の答弁は常に財政が苦しい苦しいと言っていて、さきの５年間に44億の不足が生じかねな

いと、これを全力で努力してカバーしていかなければいけない、そういったことを言っておき

ながらですよ、市長の給料、特別職の給料を見直しをする、現行から実質的に上がるわけでし

ょう。財政を立て直すと言ってるのに市長の給料を上げるって、これでですね、じゃ職員の給

料が国から押されて下がりました。申しわけが立つんでしょうか。お答えください。 

○志子田委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 私からお答えをさせていただきます。 

  特別職の給与につきましても、本来は俸給で定めたとおりであるべきだと思っております。

今申し上げましたように、厳しい財政状況を勘案いたしまして15％、20％、さらには25％とい

う取り組みをいたしてまいりました。一定程度行財政改革、その他さまざまな取り組みをいた
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しました結果、本市の財政状況につきましては、回復傾向にあると思っております。ただし、

これから先、まだまだ不確定要素がございますので、一定程度の財政見通しをお示しをし、今

後５カ年間の中で44億円の歳出増等が見込まれますが、そういったものにつきましては、こう

いった取り組みで解消させていただきますということまでお示しをさせていただいております。 

  なお、国家公務員の問題については7.8％の削減を、このたびの東日本大震災の復旧復興と

いうことを目途に削減をされておられるようであります。地方公務員の給与をどうするかとい

うことにつきましては、本来地方公務員の給与のあり方ということを議論させていただきなが

ら、県内市長会あるいは全国市長会で今、国のほうとさまざまな視点・観点から、その取り組

みのあり方について議論をさせていただいているところだと思っております。 

  今回、今５％引き上げではないかということでありますが、あくまでも本来定められている

報酬から、さらに10％を削減させていただくということで提案をさせていただいたところでご

ざいます。よろしくお願いを申し上げます。 

○志子田委員長 志賀委員。 

○志賀委員 じゃ市長、この見直しはですね、市長のご希望でされたのか、それともそういう総

務部の横並び意識でそういう案が出されたのかお聞きします。 

○志子田委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 今回条例提案をするに当たりまして、最終的には私の判断で提案をさせていただい

ております。よろしくお願いいたします。 

○志子田委員長 志賀委員。 

○志賀委員 はい、わかりました。 

  それでですね、市長はこの前の二市三町の議員連絡協議会ですか、その主催で非常に、二市

三町の首長さんが集まられていろんなテーマでお話ししていただきました。その中で合併の件

に関してみずからお話しになって、それで非常にいいお話をされておりました。ああ前向きな

んだなと私思いました。しかし、その裏はわかりません。それで、市長は、この二市三町の合

併というとき、考えたときに何が一番障害になっているのか、どう考えているのかお聞かせく

ださい。 

○志子田委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 本来議会でお認めいただいております報酬でありますので、それらについて適正に

いただくべきでありますが、我々はそういった事情を勘案してですね、私どもはそういった取
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り組みをいたしてまいりました。私どもは。ほかの方は別であります。で、今回塩竈市のその

ような状況を勘案して10％削減ということで提案をさせていただいております。それらについ

ては、ぜひご理解をお願いしたいと思います。 

  また、今、合併問題でありますが、きょうは予算特別委員会の場でありますので、多くは述

べさせていただくべきではないと……（「多くも何も、いいですか。ただ、何がネックかとい

うだけお聞きすればいいんです」の声あり） 

○志子田委員長 では、今回一般会計の予算委員会でございますので、そのお示しになるページ

とか言われましたら、回答すると思いますけれども、ちょっと最初の質問と少し離れたところ

にあるのではないかと思いますので。（「そうですか。はい、わかりました」の声あり）資料

のページ数を言ってご発言をお願いします。 

○志賀委員 それ関連してるんでしょう。じゃいいですよ。続けます。 

  というのはですね、私はこの問題についてですね、なぜこういう質問したかというとですよ、

例えば合併するに当たって一番の問題は塩竈市の財政状況が二市三町の中で一番悪いんですよ。

だから幾ら塩竈市が合併したいと思っても合併は周りから拒否されてる。その現実を見据えた

上で塩竈市がですよ、財政再建に本当に真剣に取り組んでいるんだという姿勢を周りに示す必

要があると。 

  そういったときにイの一番にトップである市長の給料を、やはりそういうことを、取り組ん

でいるんだという意思表示をする意味でもですね、やはりこれはきちんとやるべきだし、私は

50％、そのためにも50％カットということで市長選を戦ったわけですけれども、そういう心意

気を、私は市長に示していただきたいわけですね。 

  それで、結局私がいろんな方にそういう話を問いかけるんです。ところが、塩竈は財政状況

が悪いからと。近隣の首長さんで若い時代ですね、熱心に二市三町の問題に取り組んでいた方

もいました。私もその方に投げかけました。何だい今度やってけだらいっちゃ。いや、塩竈は

財政状況悪いからね、一言で片づきます。そういう現実を見据えた上で、もっと塩竈市として

財政再建に努めていくという姿勢を見せないと、そういう話もままならないのであります。 

  そして、町の活性化ということを考えた場合に観光行政というものは、やはり二市三町の合

併によって単一行政の中でやってこそ、初めて効果が出ることであると私は思っておりますし、

そういうところからこの給料の見直し、ましてやカットする、もっとふやすならいいですよ。

だけど上げる、上げるというかカット率を減らすということでは、その再建に対する心意気が
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伝わらないのではないのかなと私感じる次第でございます。 

  ましてや、確かにですね、塩竈市、人員を本当に削減してまいりました。ただ、正直申し上

げまして私の目から見てますと成り行きの改善だったな。であると。10年かかってやってきて

はいますけれども、本当にみずからの痛みを伴った改善だったのかというとそうではない。 

  例えば近々の事例で申しますと日本航空、ＪＡＬですね。これがあっという間に、３年ぐら

いで潰れかかった会社が立ち直りました。それは勤めている方々の本当に血の出るような努力

によってなされているわけです。首を切られ、給料を下げられ、年金まで下げられ、ＯＢがで

すよ。そういった協力のもとに財政の健全化ということを図ってるわけですよ。 

  しかし、地方公共団体というのは潰れないんです。そこにあぐらをかいてそういう改革が進

まない、これは塩竈に限らず全国どこでも私は同じだと思ってます。塩竈がこれだけ状況苦し

い中で、確かに幾らか改善の兆しは見せているとは思います。ではありますが、塩竈が本当に

よくなったんでしょうか。市長、多賀城の、お隣の多賀城、今起債残高お幾らかご存じだと思

いますが、念のため市長、答えてみてください。 

○志子田委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 まず、財政再建への取り組みでありますが、今日まで行財政改革推進計画というも

の策定をさせていただき、議会の皆様方にもその内容をご説明し、なおかつその進度につきま

してもその都度都度ご説明をさせていただいております。 

  思い起こしますと平成16年当時でありましたが、塩竈市が第二の夕張になるのではないかと

いうような新聞記事等もございましたし、多くの市民の皆様からの財政に対する不安のお声を

いただきまして、我々そういった財政改革に取り組んできております。今、塩竈市は財政健全

化指標全てクリアするところまできているわけであります。 

  ただ、そのことを我々は自慢にするという意味じゃないですよ。それが本来のあり方だとい

うことで、職員一丸となって今日までそういう努力に取り組んでまいりました。平成17年、18

年、19年と３年間、職員給与の独自削減というのを既にやらせていただいているわけでありま

す。国家公務員の方は7.8％だそうでありますが、その当時は10％を超える職員給与の独自削

減を３年間やりました。そういった成果を我々積み重ねてまいりました。その結果、今は我々

少なくとも一定程度行政目標とすることをですね、実施できるような、そういう行財政環境を

整えてきたところだと私は考えております。 

  それは個人個人の考え方がございますから、今委員が言われましたとおりＪＲさん、ＪＡＬ
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ですか。ＪＡＬさんがどうのこうの、それはあるでしょう。ただ、我々も、塩竈市もこういう

改革で取り組んでまいりますよということについては、議会の皆様あるいは市民の方々にも明

示をさせていただいてきておるわけでありますよ。そういった目標については、しっかりと達

成をさせていただいたというふうに考えております。 

  また、今起債の残高についてもご質問いただきましたが、このことにつきましても、例えば

多賀城市の下水道整備の全体事業費と塩竈市の下水道整備にかかるコスト等についても、その

都度議会の方々にご説明させていただいております。多賀城市、今本市と同じように、たしか

99％から98％の汚水幹線が整備されております。240億であります。塩竈市は500億近い下水道

整備の費用がかかっているという現実であります。そういった差をしっかりとご説明させてい

ただきながら、なおかつ起債の残高につきましても、今後こういった形で起債償還をやってい

きますということについても説明をさせていただいてきているはずであります。そういった目

標を我々一つ一つ議会の皆様方と確認しながら取り組んでまいったという認識をいたしており

ます。 

  今、塩竈市の起債残高500億を超える状況でありますが、それらについてもこういったこと

でしっかり返していきますよというお話をさせていただいてまいります。起債というのは市民

の方々の生活水準の向上のために取り組んでいるわけでありまして、それの多寡が市の価値を

決めるものでは私はないと思っております。やるべきものをしっかりとやり、それらの償還計

画を、こういう形で取り組んでまいりますということを、ご説明を申し上げることこそが我々

が進むべき方向ではないかなと思っておりますことを、ぜひご理解をお願いいたします。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 先ほどの多賀城市さんのほうの起債の残高はというご質問がありま

したので、私のほうからご回答させていただきます。 

  平成23年度決算におきます多賀城市さんの普通会計の残高、こちらは222億6,500万というふ

うな数字になっております。 

  なお、本市のほうの普通会計、おおむね大体230億ということですから、ほぼ、また今現在

としては多賀城市さんとほぼ同じような残高だということになっております。以上です。 

○志子田委員長 志賀勝利委員。 

○志賀委員 私の問いに対してお答えと違いますよね。私は一般会計の残高聞いてるわけじゃな

いですよ。 
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○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 先ほど比較としてということでお話しさせていただきましたが、多

賀城市さんは普通会計の、いわゆる決算統計ベースでの決算残高が222億6,500万と、それに相

当します本市の普通会計ベースですと230億というふうな数字ですという意味です。 

  なお、本市のほうの一般会計、もう既に今回資料としてご要求いただいておりますので、そ

ちらのほうの資料でご説明いたしますと、23年度決算、本市の一般会計では204億2,548万

7,000円の残高という形になります。以上です。 

○志子田委員長 志賀委員。 

○志賀委員 まあいいです。答えないんでしたら。単純に言います。塩竈市、今650億ですね。

全部でね。大体ね。多賀城は442億です。 

○志子田委員長 志賀委員に申し上げます。できましたら具体的に資料№とか言われますと答弁

のほうもかみ合うと思いますので、その辺お示しいただければ。 

○志賀委員 要はね、結局こういう給料を上げる根拠としてですよ、私は話してるんですよ。資

料№云々じゃなくてね。結局そういうことを鑑みて、やっぱりこういうことを我々が議論しな

がら、これを認めるか認めないかということだと私は思います。どうしてもだめだというなら

次に移ります。 

  今度は、私、市民の皆さんにちょっとお伝えしたいと思います。この議案について、12号、

13号議案については、議運のほうに分割していただきたいというお話をしておりますけれども、

これが議運で認められませんと私はこの議案に対して反対なんですが、反対がなかなかできか

ねる状況にもなるかと思います。今後とも皆さん、市民の皆さんにご理解いただきたいと思い

ます。 

  それで議案第28号、ページ12ページ、資料№12のですね、ページ86。そのところでいろんな

事業が書いてあります。それで№10、海岸通地区震災復興市街地活性化事業についてお答え願

います。 

  いろいろ聞くところによりますと、再開発事業が組合が結成されて始まったというところで

すね。議案28号ですね。28号の86ページ。（「番号は」の声あり）12。№12の86ページです。

いいですか。そこの10番。海岸通、ここでですね、いろいろ話をお聞きしてますと、この前も

ちょっと議会に対して説明ありました。今の市の市営駐車場側に集合住宅をつくりますよとい

う案が出てきました。それで、何かたまたまきのう近所の方にお話聞きましたら、何か事業、
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市のほうから示されているのが事業が約60億ですよと、それで10分の８は補助金ですよと。だ

けど自主負担として12億のお金をそうすると用意しなきゃいけない。では、この事業、あの地

権者の方々がですよ、12億の借金を背負ってできるのかなと私思います。伊藤室長、ご自分で

ですね、この事業、借入金にして判押せますか。自信がありますか。お答えください。 

○志子田委員長 伊藤震災復興推進局長。 

○伊藤震災復興推進局長兼政策調整監 海岸通再開発につきましては、現在、市街地再開発事業

ということで地元の方々今準備組合をつくって、そちらのほうで具体的にどのような形の事業

をするかということをご検討いただいております。その中で、いろいろ検討されている中でそ

ういうお話もあったかと思いますが、実際この市街地再開発事業、確かに地元負担ございます

が、特に今回震災復興のための事業ということで大変そういう意味では通常の事業より有利な

ものになっておりますし、そのために地元の方々もいろいろコンサルのアドバイス等いただい

て今検討中でございます。具体的にどの点、どのくらいの負担になるかと、これはまだこれか

らの話ですので、ある程度方向性が見えてから市のほうも今入っていろいろとあわせて議論し

ているところでございます。 

○志子田委員長 志賀委員。 

○志賀委員 そういうことも踏まえて、ぜひですね、提案してください。事業規模が大きくなれ

ばなるほど、金額が大きくなればなるほどですね、地元の方の危険負担がふえます。どうして

もずっと私見てますと、役人さんというのはですね、立派なものを建てたがるんですね。懐ぐ

あいにふぐあいなものを建てたがるんです。その一番いい例が塩竈の場合、マリンゲートです。

結局27億もかけてつくって17億で市が買い取って、それは県も金を出したんでしょうけれども、

今は指定管理者制度で、その会社はぬくぬくしてるわけですよ。それで管理会社はいいんだけ

れども、テナントさんが困ってるという状況みたいですが。 

  それで、また戻しますけれども、この海岸通の件なんですが、やはり基本的には、それと一

番大事な先日はお菓子屋さんにお話ししたというお話されましたね。入らないかということで。

そのときのお話の仕方、進め方、どういうお話の進め方をしたのかお聞かせいただけませんか。 

  というのは、同じようにですよ、その建物、この60億の事業に加わって12億の判こを押して

くださいよというような話では、多分その方も当然ノーと言うかと思います。ただ、その話の

進め方をどういうふうにしたのかお聞かせください。 

○志子田委員長 佐藤市長。 
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○佐藤市長 私から都市再開発事業ということについて、まずご説明をさせていただきたいんで

すが、この事業主体は民間であります。（「わかってますよ」の声あり）ですから、今、議員

のほうから、あたかも塩竈市がこういう計画をつくって、それをその負担をさせるのかという

お話でありましたが、何をどういうふうにつくるかということについては、あくまでも権利者

の方々が今組合の中で話し合いをしながら絵を描いていくということを、まずご理解いただき

たいと思います。 

  で、今回、総会を開催するに当たりまして、今までアドバイザーとして入ってきた方々が何

も絵がないと、計画がないと議論ができないということで、ちなみにこういったものをつくっ

た場合にはこういう負担が発生しますよということを、組合員の方々にご理解いただきために

出した絵でありまして、その絵の計画の作成には、塩竈市は今のところは介入いたしておりま

せん。 

  で、その中でそれらに基づいて絵をつくると、例えば約70億ぐらいかかりますと。その中で、

今回の都市再開発事業の中で災害被災地の都市再開発事業につきましては５分の４、今議員の

ほうからおっしゃっていただいた10分の８というのがそういう数字でありますが、５分の４の

補助は受けられますと。ただし、それは全ての施設ではないですよと。具体的に申し上げれば、

マンションとかホテルを建てれば、それはいわゆる補助の対象外でありますから、そのマンシ

ョンについては、例えば床を買い取るでありますとか、あるいはホテルについては賃貸しをす

るでありますとか、そういったことで運営をしていかなければならないということの議論をし

ていただくために出したたたき台というふうに、私もその場におりましたので理解をいたして

おります。 

  決して塩竈市がこういったものをやるべきだとか、こういった負担をしてくださいというよ

うなお話でないということはですね、ぜひ、ぜひご理解をお願いをいたしたいと思います。 

  なお、お菓子屋さん云々の話については、ちょっと私は了知をいたしておりませんので、担

当のほうから今ご説明いたさせます。 

○志子田委員長 佐藤復興推進課長。 

○佐藤震災復興推進局次長兼復興推進課長 海岸通地区の再開発につきましては、２月２日の日

に全体での勉強会が開催されております。その中で事業区域の考え方ということで、従来海岸

通の１番地区と２番地区で再開発を進めようというふうなことで準備組合が立ち上がっており

ます。その際、隣接する本町地区の一部街区についてもですね、エリアに含めてはどうかとい
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うふうなお話がありまして、その中でですね、それであれば隣接する方々の少しご意見を伺っ

てみましょうというようなことになっております。 

  その後ですね、組合の方々が隣接の方々とお話し合いをした中では、なかなか今回の再開発

そのものがスケジュールが決まってるというふうな状況もありますので、自分たちのほうのス

ケジュールと、それから隣接の方の再建の考え方というのは、なかなかスケジュール的に折り

合いがつかないかなというふうなことがあって、結果とすると今現在は当初の計画どおり１番

地区、２番地区で再開発を進めていこうというふうなことになっております。 

○志子田委員長 志賀勝利委員。 

○志賀委員 それでは、あの図面というのは市では一切かかわりなく、組合が勝手につくった図

面であるという解釈でよろしいんですか。お答えください。 

○志子田委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 組合のほうで今アドバイザーを委託しております。そのアドバイザーの方が議論を

いろいろいただくためにということでありますので、ぜひご本人から……（「わかりました」

の声あり）ご確認をいただければと思います。 

○志子田委員長 志賀委員。 

○志賀委員 はい、わかりました。確認させてもらいます。 

  それでできれば事業の、行政としてですね、いろいろなアドバイスもしていただくことは当

然でしょうけれども、やっぱり地元の方の負担になるべくならないようにと。 

  お菓子屋さんの件もですね、なぜ、負担にならないっていうか、負担、できるだけ、心配し

てる方もいるわけですね。中にね。結局これだけの規模やって、判こ押してだめになったら、

全部全員だめになるよなという心配もされていることもあるもんですから、これはどこまでも、

別にこれが決まったという話、私してるわけじゃなくて、そういった案が今出てるそうだけれ

ども市のほうでどうなんですかという確認をさせていただいたわけです。 

  そして、そのお菓子屋さんの件についてもですね、やっぱり本町、海岸通の商店街の再構築

をする、今絶好のチャンスだと思うんです。ここを逃したら、今のままの町並みだったら、多

分塩竈、10年後、20年後に沈んでいってしまうと思います。ですから、そこのところをもうち

ょっと市のほうで真剣に将来の本町というものを考えていただいて、まちづくりということに

邁進していただけないかなと。せっかくですね、ここに3,235万円ですか、予算をつけてるわ

けですよ。それが本当に水の泡とならないようにですね、本当に留意してやっていただきたい



-55- 

と思います。 

  以上で、私の質問を終わります。 

○志子田委員長 佐藤英治委員。 

○佐藤委員 私から質問させていただきます。 

  まず、副市長にちょっとお伺いしたいんですけれども、予算委員会に対する、質疑に対する、

質疑に当たって資料は、市長の施政方針初めきのういただいた長総の計画案もですね、これも

一緒に質疑の対象になるのかということと、あともう一点は、この予算委員会というのは我々

は当たり前のようにやってますけれども、市民にとって予算とは一体何なのか、簡潔でいいで

す。お願いします。 

○志子田委員長 内形副市長。 

○内形副市長 まず、資料の件のお話でございますが、昨日各会派より議員さんからお願いされ

た予算委員会に資するための資料ということで要求されましたので、それはお手元に配付させ

ていただきました。それは今説明申し上げましたとおり、予算の審査をいただくための資料と

して我々とっておりますし、実施計画、きのうお渡しさせていただきました。これは22日の本

会議で市長が25年度の施政方針を述べさせていただきました。そして、概括的なお話を市長さ

せていただきました。事業の主なる成果については。それを補完するための実施計画というこ

とで、まずは25年、そして26年、27年、３カ年の短期間の実施計画をお示しして、よりご理解

を深めていただけるようなものとさせていただきたいと思って提出させていただいておるわけ

でございます。 

○志子田委員長 市民にとって……。 

○内形副市長 それとですね、市民のための予算ということでご質問ございました。市長が25年、

新年度で施策を展開するに当たりまして、どのくらいの事業費がかかるかということを、詳細

にこの９番目の資料で示させていただいてるとおりでございます。以上であります。 

○志子田委員長 佐藤英治委員。 

○佐藤委員 本当に市民にとって非常に、もう日常、25年の全ての生活がここにかかっていると

いうことで、本当にきのうですか、荒井課長から予算の細部にわたって一般会計中心にいただ

きました。これは予算をつくるということに大変僕はね、100円単位じゃない1,000円単位じゃ

なく、もう１円単位までやるわけなんですけれども、予算がこれまで経過、ここまで成案する

までの経過、簡単でいいですけれども、どういうご苦労というか、対応をしてきたのかお伺い
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します。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 予算の編成というものは、まず前年度の大体10月ごろからスタート

いたします。実際の政策予算と言われる部分、いわゆる今回お出ししております実施計画書に

載せられるような、そういった市民直結のサービスにかかわるようなそういった事業、こうい

ったものは既に夏ごろからスタートするというふうな内容です。当然国も同様に、もう既に夏

ごろから概算要求が始まるというふうな流れと、ほぼ同じようなスタイルになります。 

  ただ、予算の要求というのは、実際には具体的に積み上がってまいりますのはやっぱり秋口

ごろでないと、その年度の予算執行の状況だったりとか、あるいは新年度の予算に係るいろん

な各事業の財源構成がどうなっていくかというのはだんだん、その時点でないとわかってまい

りません。したがいまして、大体例年ですと10月ごろから12月にかけて予算の要求、そして一

次的な査定というのを行います。 

  当然ながら、今お話のありましたように予算の積み上げと申しますのは、はっきりいって１

円単位から全部積み上げます。各部各課それぞれの必要な経費というものを全て、例えば旅費

でありますと東京まで行く旅費はもちろん円単位、日額旅費も円単位ということで、それを積

み上げてまいります。ただ、それを単位としてあらわすときに市町村にあっては1,000円単位

という形であらわすという形なものですから、一つ一つの積み上げでもって行うと。 

  さらに、この厳しい財政状況を踏まえまして、昨日もお話し申し上げたと思いますが、一定

程度経常経費の圧縮というものをせざるを得ないという非常に厳しい環境にありますので、財

政課としては、少なくとも1,000万あるいは2,000万の経常経費を圧縮するためのマイナスシー

リングというものを設定させていただいてると。そのシーリングによって各部・各課で必要な

一般財源の枠というものを設定させていただきまして、その中でおさまるような要求にしてい

ただくと。もちろん各部・各課もそれにおさまるように各いろんな経費の見直しだったりとか、

あるいは事業の見直しを行った上で予算の要求をされているというふうな状況にあります。 

  簡単ではありますが、以上になります。 

○志子田委員長 佐藤英治委員。 

○佐藤委員 今概略いただきまして、本当に大変な苦労の中にこの予算というのが、予算書とい

うのがつくられるんだということをですね、我々も予算を、今まで私も議員、もう十何年経て

おりますけれども、本当に数字だけの見方だけしてきましたけれども、本当10月からずっとや
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ってきたと。 

  問題は、もう一つお伺いしますけれども、我々決算などでいろいろな要望とか、あるいはま

た一般質問等の意見とか要望などというのは、こういう予算の中に組み込まれるように体制的

に、全部ではなくてもされているのかお伺いします。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 各委員さんあるいは市民の皆様からのたくさんの声というのは、各

部・各課にたくさんまたがってるんだと思います。そういう中で各部・各課で必要な分という

のは、やっぱりご意見ですから、そういったご意見を尊重するということで事業の組み立てな

どを考えているというふうに私は理解しております。そういう中での予算の要求と、それは実

際には財源の手当をするということでは財政課の査定という形になりますが、その事業効果で

ありますとか、今後の将来的な展望に立ったときに、その事業の必要性、こういったことを財

政課でも確認させていただいて一定の査定を入れるというふうな状況になっております。以上

です。 

○志子田委員長 佐藤英治委員。 

○佐藤委員 ありがとうございました。それで、教育委員会のほうにまず質問ですね、始めてい

きたいと思いますけれども、この実施計画の中の59ページの生きる力という部分で、サマース

クールから浦戸合宿、ウインタースクールも含めて25年度は50万というふうになってますけれ

ども、浦戸合宿、何人ぐらい予定されて、大体個々の経費というのはどのぐらいをみこしてい

るんですか。お願いします。 

○志子田委員長 星学校教育課長。 

○星教育委員会教育部学校教育課長 議員の質問にお答えいたします。 

  浦戸合宿につきましては、今年と同様にですね、来年度につきましても１泊２日で２班編制、

１つの班を30名ずつというふうに考えております。対象は小学校４年生です。小学校４年生の

子どもたち合計60名で浦戸合宿を行ってまいりたいというふうに考えております 

  また、予算案についてですが、ちょっとお待ちください。（「委員長」の声あり） 

○志子田委員長 佐藤英治委員。 

○佐藤委員 はい、わかりました。 

  次にですね、施政方針の７の31ページに浦戸地区の通学補助事業というのが188万というこ

とで、これちょっとお聞きしたら特認校に対する交通、船の補助だということで、これ188万
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なってというふうに聞いてますけれども、これはこれでよろしいんですか。ご確認します。

188万。 

○志子田委員長 星学校教育課長。 

○星教育委員会教育部学校教育課長 浦戸第二小学校・浦戸中学校の特認の児童生徒に対しまし

て島から、島外から通学している児童生徒の保護者に対しまして市営汽船の乗船料３分の２を

補助している金額でございます。 

○志子田委員長 佐藤英治委員。 

○佐藤委員 この特認校というのは、私何人か浦戸のほうに、浦戸の学校を希望して行ってると

いうことで、「塩竈の教育」という24年度のをちょっと読みます。ぜひ市民の方も聞いていた

だきたいんですけれども、豊かな自然の中で小規模校の特色ある教育を受けたいという希望が

ある場合には、住所を移さずに学区外からでもその児童生徒の転入学を認めるという宮城県初

の特認校制度を平成17年度から導入しているというふうに書いてますけれども、24年あるいは

また23年度で特認校、どのぐらいの方が、児童が行ってるのか、人数教えてください。 

○志子田委員長 星学校教育課長。 

○星教育委員会教育部学校教育課長 では、平成23年度につきましては、小学生が13名中10名、

特認の子どもたちでございます。中学生につきましては、14名中11名が特認の生徒でございま

す。平成24年度につきましては、小学生が14名中13名、中学生が17名中11名で、合計いたしま

すと小中合わせて31名中24名が特認の児童生徒というふうなことになっております。 

○志子田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 本来は島から本土に特認するというのが私の時代にはありました。ところが今は逆

にですね、本土から島に行くというね、この意味というのは、これは宮城県初といいますけれ

ども、全国でもこういうシステムというのは非常に特色のある大変おもしろいものだなという

ふうに思ってますけれども、これはこういうふうに、希望する背景というのは、星課長、いろ

いろな学校の教育的立場で、どういうふうにこれを考えて、どういうふうに、どういう背景だ

と思ってますか。 

○志子田委員長 星学校教育課長。 

○星教育委員会教育部学校教育課長 今先ほどですね、委員もお話しいただきましたけれども、

まず一つは浦戸の豊かな自然の中でですね、子どもたちを伸び伸び育てたいという保護者の願

いがあるというふうに思っております。それ以外には、小中９年間の一貫した学習指導の中で
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学力向上を図っていきたいというふうなことですね。また、地域と連携した特色あるいは教育

活動がたくさんございます。例えば自然体験活動といたしましてはカキむき体験、あとは浦戸

の太鼓の継承、そのほか最近ですが、仙台白菜の栽培活動等ございます。また、特認校になっ

てからはですね、演劇活動を継続して行ってきております。毎年壱番館で10月に演劇の発表会

を行っているというふうなことで、魅力ある学校づくりというふうなことで今４点ほどお話を

しましたけれども、その４点に賛同された保護者の方々が子どもたちを学校に通わせていると

いうふうに考えております。 

○志子田委員長 佐藤英治委員。 

○佐藤委員 はい、ありがとうございます。資料12のですね、85ページに村山小中学校交流事業

という、これはことしから村山のほうに行かれて交流すると。いわゆる村山というのは私ちょ

っと行ったことないんですけれども、山間なのかな。山の、自然の山という意味で塩竈と違っ

た特色のある地域性、あるいはまた自然の中で交流なのかと思うんですけれども、これは今回

初めてで何人ぐらい予定、計画なんですか。 

○志子田委員長 星学校教育課長。 

○星教育委員会教育部学校教育課長 来年度につきましては、小学校５年生を対象にいたしまし

た宿泊体験学習ですね、それとあと中学生を対象にいたしました部活動での交流を考えており

ます。具体的には、今後詳しい計画を立てていく予定ですけれども、村山市の中学校２校ござ

います。その２校の中学校と塩竈市内の中学校の間で部活動での交流とあとは村山市にですね、

宿泊体験施設がございます。その施設を利用しての宿泊体験学習というようなものを考えてお

ります。（「何人ですか」の声あり）人数ですか。済みません。 

  小学生につきましては、具体的には杉ノ入小学校の５年生というようなことで、約70名ほど

になると思います。中学生につきましては、約100名の交流を考えております。 

○志子田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 今一連の質問をしましたけれども、やっぱり子どもたちにやっぱり自然が一番教育

の私は大事なベースだなというふうに思っておりますし、またそういうところの環境を与える、

あるいはまたそういうところに我々教育者も含め地域の方、あるいは親の方もですね、本当に

子どもたちの本来の学ぶところは自然だということで、こういう交流を、本当に非常に大事だ

と思います。今、夢問題、何問題、解決の手口はありません。いろんなマニュアルをつくろう

としたとしても、だからといってよくなる保証は何もないんですね。そういう意味においては、
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こういうものこそがね、やっぱり教育の本当の根幹だというふうに思ってますし、ストレスと

かいろんな問題がですね、来てます。そういう意味では自然のおおらかさ、自然との触れ合い

こそが教育の一番大事なので、これはぜひですね、村山市との交流にしても多くの子どもたち

が、これは投資です。これは将来の、これを継続していったらもうどんどん、市長のいう長期

総合計画の人口交流、観光にも非常に大事な立場なので、本当にぜひ今後もさらに拡大を希望

しておきたいなと思っております。 

  次にですね、簡単にいうと資料７のですね、30ページの観光について、下から五、六行にあ

りますけれども、観光まちづくり推進事業が50万、そして仙台宮城デスティネーション参画事

業が930万となっております。非常に25年はそういう意味では今回の一般質問においても多く

の議員から観光と産業の問題がいっぱい出されております。そういう中でこのデスティネーシ

ョンキャンペーンもですね、もう４月からといいますけれども、塩竈ではひな祭りの事業がで

すね、極めて、１週間近くやるんですかね、大きなイベントとしてあります。もう本当に４月

から始めるんじゃなく、もう塩竈の場合は３月から、ぜひしていただきたいし、この間も塩竈

甚句の歌もありましたし、31ページに佐藤鬼房さんの顕彰、全国大会、これも３回になるのか

４回になるのか、私も必ず参加してどんどんどんどん広がっていっております。 

  ただ、問題は、この間も志賀議員がちょっとお話ししておりましたけれども、塩竈の表示が

ね、ちょっと不透明なんですね。例えば私の近くの鬼房小径という俳句の人にとっては本当に

これすばらしいと思ってんだけれども、俳句、鬼房小径の表示が何もないんですよ。ただ、以

前に前の教育部長がですね、こういう自分で手づくりでね、やってるね、本当にぜひ観光課長

ね、ここですよ、力入れるところは。ぜひですね、この表示の問題、いいものあっても、それ

が市民にも伝わらない、観光客にもわからないでは、これだめだと思うので、そこの表示の問

題についての考え方と、もう一つこの50万円のマップ作成なんですけれども、どういう形なの

か、この２点について。 

○志子田委員長 本多観光交流課長。 

○本多産業環境部観光交流課長 案内標識も含めまして、今塩竈市ではですね、塩竈のやっぱり

車で来る観光地では特にないので、町を歩ってもらって味のある観光地ということで町歩きと

いうのをとても推しているといいますか、宣伝をしているというところです。その中でこちら

の町歩きマップ50万につきましては、今しおナビマップということでオーソドックスになって

ポピュラーになっておりますが、このしおナビマップ、青年四団体のほうでつくっていただい
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ておりますが、そちらへ助成を出しまして、このマップのほうですね、年間10万部つくってい

ただいてるほかに、あとそのほかに町歩きの独自のマップを観光物産協会等でも作成しており

まして、なかなか市の中の観光標識に追いつかない部分につきましては、そのマップの中でホ

ォローさせていただいてるということでございます。 

  なお、やはり観光地の場所とかですね、そういったところの表示につきましては、順次整備

を進めていければというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

○志子田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 あとですね、その下の観光物産協会助成が380万となってますけれども、その中で

ちょっと目を通したときに町歩きのボランティアの方というか、いわゆる案内、説明してくれ

る方、この方がですね、どのぐらいいるかちょっとわかってたら教えていただきたいのと、も

う一つ、この方たちをどういうふうにこれからね、やっぱり育成していくというか、お願いし

ていくかということですね、やっぱりここが観光のやっぱりポイントだと思います。塩竈のず

っと歌枕がいっぱいありますけれども、ただなかなかですね、本当にあれが十分にですね、ゆ

っくり落ちついて見てない部分もあるし、私たち総務教育常任委員会のときですね、議員さん

全員であそこずっと歩いて、先生から説明いただいて、釜の神社から表坂から鬼房小径までで

すね、ずっと案内していただきました。そういう意味では、ぜひですね、ここの部分の育成と

いうか、お願い、協力をですね、やっぱりさらにしなきゃいけないし、また助成のほうも、助

成っていっても補助のほうもですね、対応していただきたいなと思っておりますけれども、そ

こら辺ちょっと課長の考え方伺います。 

○志子田委員長 本多観光交流課長。 

○本多産業環境部観光交流課長 委員さんのほうから何点かご質問ございましたが、まず観光ボ

ランティア団体についてご説明をさせていただきますが、これはＮＰＯみなとしおがまさんと

の関係で観光ボランティアというのが部会としてございまして、正式な人数はわかりませんが、

実働としましては10名から20名ぐらいということになっております。市と観光ボランティアさ

んというのは、今体験型の町歩きということで、やっぱりただ来て買い物するだけではなくて、

やっぱりそこの地元の方のお話を聞いたりとか、そういう付加価値を求めていらっしゃる方が

おります。そういう意味で観光ボランティアさんというのは非常に大きい役割を果たしており

まして、塩竈市としましても亀井邸の、緊急雇用を活用して亀井邸の管理をお願いしている中

で、１名必ずボランティアさんの雇用もその中でやっていただくような形をしておりまして、
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市としても一定の支援をさせていただいた中でボランティアさんとやっていただいてると。 

  なお、今回ボランティアさんのほうもＮＰＯとの関係でですね、いろんな歴史の勉強をたく

さんやっておられまして、ことしの春からは桜ガイドといいまして、せっかく神社においでに

なったから、ただ神社の花をぼっと見るだけじゃなくてですね、その桜30種類以上あるもんで

すから、その桜をですね、短時間ですが、毎週土日ガイドをいただくような桜ガイドというの

を始めまして、そういった神社のよさを、より知っていただくというような取り組みなどもや

りながら、あと門前町のほうの回遊といった質問もございましたので、そういったところを図

っていきたいというふうに考えております。 

○志子田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 本当に観光はですね、全てを連結する中軸だと私こう言ってるんですけれども、商

店街の方々も本当に観光客が来る、あるいはまた前をですね、どんどん歩ってくる人通りが多

ければ商売がどんどんよくなるわけなんで、ぜひですね、そういうボランティアの方たちのや

っぱり支援とか研修への助成とかですね、ぜひよろしくお願いしたいなと思っております。 

  次にですね、資料12の76、議案のほうにちょっと入っていきたいなと思っておりますけれど

も、本庁の太陽光発電ですね、これ屋上につけるんですかというのが１つと、もう一つは蓄電

池で充電するというふうに書かれてますけれども、売電なんかは考えてるんですか。その２点

お願いします。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 まず、設置場所につきましては、この本庁舎の屋上になります。と

申しましても、この議場の上と、それからあと今４階にございます財政課の分室の上というと

ころを想定しております。その西側のほうですと実は日照の関係でマンションがありますので、

日照時間がちょっと取れないということで、場所的にはこちらの東側というふうに考えており

ます。 

  それから売電の話でございますが、実際今回発電する１日当たりの発電量というのは大体

28.8キロワットということになりまして、それをできるだけ毎日使いながら、それからあと蓄

電池のほうには大体15キロワット蓄電できるということなので、おおむね日中とそれから夜間

のために確保するということで、売電のほうの考え方は今回はなっておりません。余りそれほ

ど大きな発電量ではないということですので、売電はありません。以上です。 

○志子田委員長 佐藤英治委員。 
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○佐藤委員 売電までじゃなくて、庁舎の場合は夜の使うということで充電でほとんどなくなる

ということですね。それで私ですね、何で売電の話をしたかというと、以前に12月議会かな、

９月議会かな、教育部長のほうに学校につけたら、売電したら市の財政にすごく合うというの

が私の考えだったんですね。だけど施設が耐えられないということで、部長のほうからはちょ

っとそれは無理なんですというお話いただきましたけれども、本当にですね、この財政の自主

財源というのはですね、やっぱりこれから地方分権の中でやっぱり歳出を、歳出とか削ること

ばっかりじゃなく、もっとじゃどういう財源があるのかということをですね、ぜひ僕はね、こ

れ考えたらいいですよ。電気代どんどん高くなります。 

  同時に、これ、ここに書かってますけれども補助率が100％なんですよ。これ学校にですね、

学校もいわゆる避難地区というか、被災の場合に活用する意味では、これを活用してですね、

教育の財源をですね、本当にやったら大きいと思います。とにかく学校なんていうのは屋上に

ありますから、ぜひこれをですね、考えてほしいなと。この本庁の太陽光発電に関連してです

ね、本当に財政も考えていただきたいなというふうに思っております。 

  次に、長期総合計画の69ページですね。ごめんなさい。実施計画ですね。ここの中の行政力

の強化ということで、これは本当に大事なことだと思っております。ところが現実はですよ、

この25年度の職員研修事業として330万なんですね。これは職員の頭数でしたら１万にも満た

ないんじゃないかなと思うんですけれども、これの研修の額ですね、ちょっと低過ぎるんじゃ

ないかなと。 

  というのはですね、やっぱり行政力の強化というものは最も大事なことなんで、そういう中

で法律、いわゆる自治法とか、あるいはまたいろんな条例の勉強ばっかりじゃなく、やっぱり

ほかの自治体の研修とか、そういう方向の研修にですね、ぜひこれ向けてもらわないと本当の

意味の塩竈の将来がですね、僕は非常に危惧するんですね。何とかここはね、今回は300万な

んですけれども、本当にこれで行政力強化なのかね、最も中心的な問題が、もう少しこれはで

すね、倍ぐらいにですね、検討する余地はないのかちょっとお伺いします。 

○志子田委員長 佐藤市民総務部総務課長。 

○佐藤市民総務部次長兼総務課長 研修関係です。資料番号９のですね、38ページを申しわけご

ざいませんけれども開いていただきたいと思います。済みません。39・40ページですね。 

  この中の19節の負担金、補助金という欄がありますけれども、そこの４行目ですか、宮城県

自治振興センター負担金170万ほど計上しておりますけれども、この自治研修センターという
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ところで研修、かなりの数、毎年計画をつくって法律関係、あと政策、政策関係とか、そうい

うかなり豊富なメニューがそろっております。そういうところにですね、旅費を、前のページ

のほうの、申しわけございませんが、38ページ、旅費200万、2,000万ですか、つけております

けれども，この中でそこに派遣できるんですね。かなりの旅費は取っておりますので、その中

で300万関係が旅費、研修関係ということで総額になっておりますけれども、そういう自治振

興センターに派遣することで研修のほうはかなりカバーできているというふうな理解をしてお

ります。以上でございます。 

○志子田委員長 佐藤英治委員。 

○佐藤委員 研修はいいんですけれども、やっぱり私は職員のやっぱり感性とか、あるいは見る

目、見方、そういう意味では研修の、合宿した、合宿した勉強というのも、それも勉強なんで

すけれども、そうじゃないもっと別な角度の研修のあり方というのをですね、望みたいなとい

うふうに思って提案しております。これは、このくらいにしておきます。 

  次にですね、時間ありますね。12、資料12の35・36、この公園の関係なんですけれども、こ

れは１人当たり20平方メートル以上とか10平方メートルとかなってますけれども、これは塩竈

ではこれをクリアしてるんですか。 

○志子田委員長 佐藤都市計画課長。 

○佐藤建設部都市計画課長 塩竈市におきましては、都市公園、相当数ございます。今現在塩竈

市においては、１人当たり約16平米ございます。さらに、加瀬沼公園の供用開始でありますと

か、さらに整備していく予定でおります伊保石公園の２期工事分のほうの計画というのもござ

いますので、そちらを加味して目標として20平米以上というふうにしております。 

○志子田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 今、課長のほうからね、非常に塩竈市は公園がいっぱいあると。私も職員時代、公

園の数、ちょっと見たら100以上あるんですね。問題はですね、公園の平米数の計算だけじゃ

なく、それがどのぐらい市民にとって活用されているのかということが一つのテーマですよね。 

  もう一つは、塩竈の公園というのは、数はあれどいわゆる三角、三角形の公園と私言うんで

すけれども、いわゆるいろんなものを使用した残った分の残地を公園にするという発想なんで

すね。やっぱりね、そういう意味ではね、土地の面積はこれから20にする、クリアしようとす

るんだろうけれども、ここら辺がですね、あるこの間の若いお母さん、奥さん、お母さんから

ですか、若いお母さんから、議員さん、ぜひ子どもたちが伸び伸び遊べる公園というですね、
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受けました。本当にですね、公園のあり方がですね、そういう残りものではなく、公園という

のはやっぱり町の中央にあるという、そしてみんながいつでも使える効率のいいことをもっと

もっと考えなきゃいけないと思うんですね。つくれば、ああ公園ですというような発想から利

用価値の高い公園をぜひですね、計画的につくらなきゃいけないなと思ってるんですけれども、

これによってですね、私は公園は、塩竈の公園というのは体をなしてないなというふうにちょ

っと感じて苦言を申し上げます。 

  問題はですね、今後こういう公園と、あと次の円滑というのが移動円滑化法とかっていうの

がありますけれども，これによってですね、これは今回予算化されているんですかどうか、ま

ずそれをお聞きします。 

○志子田委員長 川名土木課長。 

○川名建設部土木課長 移動円滑化にかかわる公園の整備に、公園の施設の整備についてお答え

したいと思います。25年度の予算の中では、具体的に市内にある公園の中でそういう移動円滑

化等のための施設整備をするという計画としては、今ところ持っておりません。 

  しかしながら、実際利用する方々がその部分で不都合な部分があるとすれば、その部分につ

いては対応していきたいと考えております。 

○志子田委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 この円滑化法と公園法もそうなんですけれども、これは本当に地域主権として地方

分権の一つなんですけれども、きのう村井知事が分権化、地域主権化ということがちょっと問

題になってますけれども、これは本当にこれから財政が非常にですね、大変な問題になるんじ

ゃないかなと思ってます。その点についですね、財政課をこれをどういうふうに見通しをする

かというのが、後でお伺いします。 

  あと、もう一つ、私は最後にですね、市長にちょっとお尋ねしますけれども、この総括のと

きも長期総合計画、あるいはまた復興計画３年目、非常に山場に来てですね、市長としては本

当にまじめな市長だから、先ほどですね、市長は朝何時に来るのって副市長に聞いたら、８時

前に来てますというから、私は市長本当にね、大変な忙しい時期なんで、僕はぜひ市長にはね、

少し体調を常にね、無理しないで、本当に少しおくれてきてもいいから体調をですね、この復

旧復興の、あるいはダブル計画を乗り切るためには、そこらがちょっと気がかかりなので、そ

の点も含めて市長のですね、25年度の決意と先ほどの課長の件について、２点お聞きして終わ

りたいと思います。 
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○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 今回の条例、円滑化に関する条例でありますとか、あとは都市公園、

独自の基準というものを設定させていただいておりますので、今後新しくこの基準を本市の条

例で設定したということに伴って、今後どういった道路整備あるいは公園整備が必要かという

ふうなお話に切りかわってくると思いますので、今後担当のほうとの確認をさせていただいた

上で、その事業費の積算、そして財源構成というものを確認しながら予算化につなげていきた

いというふうに思います。以上です。 

○志子田委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 私の健康までお気遣いいただきまして恐縮であります。ただ、私というよりは職員

がですね、今まさに未曽有の大震災を乗り切るためにということで必死の思いで頑張っており

ますので、そういった職員の皆様方の頑張りに私も応えてまいりたいという思いであります。 

  今、25年度、しっかりと震災復興とそれから長期総合計画が推進できるのかというご質問で

ありました。発災当時の23年ですね、一番不安を持ちましたのが、今回の大震災で国や県がど

こまで財政出動していただけるかということが真っ先に不安材料としてあったわけであります。

もし地震・津波がなければ今地域の皆様方、こんなに心配される必要ないわけでありますので、

私も議員の皆様方からいろいろご質問いただきます。本当に全てが本当はやるべきものだと思

っておりますが、残念ながらそういった中でですね、国費あるいは県費の補助を受けられるも

の、それからこの部分は資産形成ですということで仕分けをされているという現実は突きつけ

られておりますが、おおむね国・県の大きな方向性が見えてまいりましたので、そのような財

政制度をしっかりと活用して、25年度は皆様方の目に見えるような復興復旧あるいは長期総合

計画の進展に努めてまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○志子田委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 私のほうからも予算関係で資料も出されておりますので、その点でお尋ねをしたい

と思います。 

  最初に予算上の関係なので労働費、№９のですね、108ページのところに労働費が計上され

ております。この労働費は、例えば仮設店舗の雇用ですか、資料でも示されておるようですが、

12のところで示されてるようですが、まずその雇用、特に仮設店舗での交通整理といいますか、

駐車場整理、これ雇用期間何年ぐらいなのか、ことし１年間なのか、まずそこからお尋ねした

いと思います。 
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○志子田委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業観光部商工港湾課長 仮設店舗のですね、管理運営に当たりましては、重点分野、雇

用創造事業の中の震災等緊急雇用対応事業ということで実施をさせていただいております。そ

の中で資料№12の79ページでございますが、これの下から３番目のですね、仮設店舗維持管理

委託事業ということで、25年度につきましては694万8,000円の予算で３名の雇用を行いながら

管理運営、それから自主運営組織のですね、連絡調整を行うなどしてございます。 

  なお、この事業につきましては、本来24年度までの事業でございましたけれども、国のほう

のですね、補正予算措置によりまして25年度末までということで１年間延長された経過がござ

います。以上です。 

○志子田委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 はい、わかりました。国の補正絡みで１年間延長と。 

  そこで、もう一つ資料とですね、議会側から請求をしておりました資料№の関係でいいます

と、13番のところのですね、32ページのところに仮設店舗の配置が描かれております。32ペー

ジのところ。そうしますと、しおがま・みなと復興市、これはマリンゲート前、20区画中19店

舗、それから塩竈本町くるくる広場、本町で５区画５店舗と、こういうふうになっております。 

  そこで、これも６月、去年の６月議会だったと思いますが、この件についてですね、延長を

望む声があると。仮設店舗について、そういった声を紹介して、当時、市長からの答えもござ

いました。それで、そこも含めて、これ事実関係としてですね、中小企業庁の中小企業基盤整

備機構との関係で２年３カ月という契約関係になっていたと思うんですね。当時の議事録等々

を、もう一回精査するとそういう形になっております。それでまずよろしいのかどうか、まず

事実関係だけ確認をしたいと思います。 

○志子田委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業観光部商工港湾課長 それでは、最初にですね、仮設施設整備経過について、若干触

れさせていただきたいと思います。 

  この仮設施設でございますが、中小企業者の速やかな事業再開支援のためということで、着

工前に建築確認を行う必要のない建築基準法の適用外の大きい建築物として早急な整備竣工を

促進した経過がございました。その後ですね、仮設建設物として建築基準法の許可を受けまし

て、施設完成後２年３カ月以内に限って存続が可能となったということでございまして、２年

３カ月というのはそこから出てきているものでございます。 
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  中小機構のほうとは、契約に当たって、その範囲内での契約としておりますが、その後です

ね、１年を経過したことに伴いまして中小機構との基本協定書に基づきまして既に譲渡されて

いるところでございます。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 そうすると、新しい関係としては譲渡というのはどういうことなんでしょうか。 

○志子田委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業観光部商工港湾課長 既に市の財産として譲渡されているということでございます。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 わかりました。それは今まで恐らく議会の関係者は知らなかった案件ではなかった

かと思うんですね。そうしますとですね、中小企業庁、中小企業基盤整備機構との関係では２

年３カ月だったわけですが、期間２年３カ月だと、しおがま・みなと市復興市場は、たしかこ

としの８月末、あるいは本町のくるくる広場等にある、これもたしか11月ごろ、譲渡してない

とすると、その期間というふうに捉えていいんですか。 

○志子田委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業観光部商工港湾課長 初めに申し上げておきますけれども、この市への財産の譲渡に

つきましては、中小機構のですね、仮設施設の整備に当たりまして全て基本協定書というのを

締結して整備をするわけでございますが、全ての団体でこの仮設施設を整備するに当たっては

ですね、１年後に譲渡を受けるといったような条件になっているものでございます。 

  なお、使用期間につきましてはですね、先ほど申し上げましたように施設完成後２年３カ月

という期間に限られているということと、それから市内においてですね、復興自立をなるべく

早く目指していただくと、この２点の観点から２年という期間を設定しているものでございま

す。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 そこで、現場の意見といいますか、それぞれですね、私も両方の仮設店舗のほうに

伺ってご意見を伺いますと、その復旧復興といいますかね、元いたところでの関係での再開と

いうのがなかなかやっぱり厳しいと。こういうことを、どの事業者の方もお述べになっている

んですね。大体聞いた方はそうです。なかなか大変ですと。漁港、45号にある越の浦のほうの

漁港の整備もまだ緒についてないと。これから数年先と。いろんな事情がありましてね。そう

すると、２年３カ月という使用期間ですが、譲渡となると、そうすると今後の使用の延長とい
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うのは市の政策判断で対応できるというふうに捉えてよろしいんでしょうか。 

○志子田委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業観光部商工港湾課長 応急仮設建設物ということで、先ほども申し上げましたように

建築基準法の許可を受けましたことから２年３カ月ということになりましたが、その後ですね、

平成23年の12月に復興特別区域法が施行されまして、復興推進計画にこの仮設施設の延長を事

業として定めた場合にはですね、１年ごとの許可期間の延長が可能となるような特例措置も講

じられておりますので、委員申し上げておりましたけれども市の政策判断ということで、あく

までも特区法の推進計画に計上して認められた場合ということになりますが、延長も可能とい

うことでございます。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 延長も可能ということですね。そうすると、それはどの時点でこういったことを今

後、まあ25年度ですね、25年度の執行の中でどう判断されるのか、その辺はやっぱり市長とし

て政策判断になると思いますので、お尋ねをしたいと思います。 

○志子田委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 事務的には、今ご答弁申し上げたとおりであります。私も何度か足を運んで今店舗

に入っておられます皆様方の、その後の復興状況等についてもお伺いをいたしております。や

はり今議員のほうからご質問いただきましたとおり、一定程度再建のめどが立った方々もおら

れるようでありますが、半数ぐらいの方々がまだ再建のめどが立っていないというようなお声

も寄せていただいております。今後、どういった形で今後の仮設店舗の運営をやっていったら

よろしいかということにつきましては、一定程度整理をさせていただきまして、また議会のほ

うにも何らかの形でご報告をさせていただきたいと考えているところであります。 

○志子田委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 わかりました。ひとつ議会のほう側にもやはり必要な、私は延長は必要な措置では

ないかというふうに思いますので、どうか取り扱い等は現場の声を大事にしていただいてです

ね、自立・再建・復興の道筋をですね、ぜひ市としてもつけていただきたいというふうに思い 

ます。 

  ちなみに、志津川ではですね、お聞きしましたら、最初から５年間という延長をしていたよ

うですね。担当のほうの関係でいいますと、１年間は中小企業基盤整備機構のほうで、その後

町での関係で貸すというような形になってまして、もちろん再建されればね、原則撤去という
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ことは、それは当然なんですが、やっぱりそういうことも含めましてやはりその辺のことも含

めてですね、ぜひご検討していただいてですね、マリンゲートなり本町で実際に事業されてる

方々のですね、さまざまな不安の解消にぜひ努めていただければ私はよろしいのかなというふ

うに思いますので、これはひとつ私自身の要望としても強く求めていきたいと思います。 

  次に、実は質問の中でも繰り広げた中でありましたけれども、質問の中でですね、仮設じゃ

なくて仮設住宅のほうですね。仮設住宅について、少し何点かお尋ねをしたいと思います。 

  仮設住宅についてですね、家賃の軽減減免というのがあります。資料でいいますと応急仮設

住宅借り上げ、13番のですね、17ページのところに市内の仮設のそれぞれの仮設住宅あるいは

借り上げ住宅、みなし住宅入居というのが入っております。全部で戸数としては入居世帯合計

ですか、伊保石から寒風沢等も含めて施設住宅に195ですね。あと435人と、こういう入居数も

出されております。入居世帯、借り上げ住宅についての資料も、入居数が502、1,120、やっぱ

り随分借り上げ住宅、民間住宅の方も多いなというふうにね、感じました。あわせて、下のほ

うではそれぞれの公営住宅に対しての、そこに今お住まいの方、12世帯あるいは入居数が32と

いうふうに示されております。 

  そこで、１点、施政方針の中でもですね、８万円ですか、８万円の収入入居収入のね、低い

部分での関係で所得ですか、政令月収かな、政令月収というところを含めて５年間、国の予算

の関係で５年間ということなんですが、もう一つは実は10年にしたらどうかというお話も、質

問もしたんですけれどもね。そこでもう一回確認したら、阪神淡路大震災のときには５年では

なく10年に延ばしたそうです。ですからその辺の、まあ政治行動ですよね。国に対するやっぱ

り政治要望、やっぱり住民の声の願い、その辺の阪神淡路大震災の関係でそういったことも実

際にありまして、その辺のちょっと取り扱いについて、やはり十分被災者の声を聞くならば、

あるいはそのことも含めて対応すべきではないかと思うんですが、その辺の事例も含めてお考

えをお聞きしたいと思います。 

○志子田委員長 阿部定住促進課長。 

○阿部建設部定住促進課長 災害公営住宅の入居につきましては、今後ですね、さまざまな事例

ですとか、あとほかの自治体との取り組み状況なども勘案しながら検討してまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 ひとつそういうことも含めてですね、実際の事例がありますので、阪神淡路大震災
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のときのそういった延長も、ぜひ研究の対象といいますかね、そういうことも含めて、ぜひご

検討の対象にしていただければいいのではないかと思いますので、どうかよろしくお願いをい

たします。 

  次に、資料№13のところのＰ２ページのところにですね、定数条例等が載っております。そ

こで、25年度の関係でいいますと市長部局のところで条例定数案が366なんですかね、つまり

上限がそうなって配置見込み数は361、前年との比較で、そうですね、比較でいうと４、３か

な。３という形。あるいは今回水道のやつも出ておって44から41、教育委員会等も75から73、

つまり職員配置見込みですが、25年度ですね、私の感じでも職員の皆さんの仕事がですね、非

常にふえてるんじゃないかと思うんですが、その辺の特に職員の皆さんのですね、仕事量がふ

えて管理上も大変だと思うんですが、この間そういった病欠なりの届け出等があったのかどう

か。何人ぐらい24年度、24年度もうそろそろ過ぎますが、その辺の取り扱い等についてどうだ

ったのか、まず最初お聞きします。 

○志子田委員長 佐藤総務課長。 

○佐藤市民総務部次長兼総務課長 例年と比較しまして、ちょっと済みません、数値はちょっと

きょう持ち合わせておりませんけれども、例年と比較しまして極端に病休者がふえてるという

状況ではございません。震災前と比べても、それほどそんな極端にふえているという状況では

ございません。以上です。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 条例の定めだと１カ月でしたか、届け出、たしかね。 

○志子田委員長 佐藤総務課長。 

○佐藤市民総務部次長兼総務課長 休職に至るまでは普通の体の病気ですと３カ月間、あと精神

的な病とか、あと新生、新物質、がんとかであれば６カ月間を経過すれば、その時点で休職と

なります。（「なるほどね」の声あり） 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 条例規定にないそういった細かな病といいますか、そこら辺は押さえられているん

でしょうか。 

○志子田委員長 佐藤総務課長。 

○佐藤市民総務部次長兼総務課長 年次休暇は各人が取りますけれども、病気休暇ということに

なれば医師の診断書を提出、添えて提出していただいて、ほとんど――ほとんどといいますか、
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把握はしております。その数値ちょっと持ち合わせておりませんので、後ほどまた返答させて

いただきます。（「はい、わかりました」の声あり） 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 わかりました。後ほど出していただければと思います。 

  そこで、もう一つですね、職員のそういった仕事量がふえるという関係、まあ震災よりもや

や休む方少なくなったというものの、そういう方は結構多いんじゃないかなと思うんですね。

これはあと実態を見ていく必要があります。 

  もう一つ、この同じ資料の６ページのところでですね、６ページから７ページ、８ページ、

７ページですね。主なところで学校給食あるいは公立保育所の職員の数というのが書かれて、

臨時職員、例えば基本保育士というのかな。基本保育士、正職員33、臨時職21等々というふう

になっておるようです。Ｐ６ページのところですね。そのほか学校給食でも一般職18、それか

ら非常勤の月額５、それから非常勤職員22と、こんなふうな形になっておりますが、私も休職

のやつは前段お聞きしましたので、例えば保育士さんの関係で、やはり職員が足りないんだと

いうお話、会う方からお話しされて、勤めたけれども臨時ということもありましてね、一つは

期末手当がなしと。それから、実際の雇用は期限といいますかね、１年刻みなのか、そういう

ことも含めて不安定雇用になっておりましてね、その辺でですね、本当に子どもさんを預かる

職員としては、もっと手厚く処したらどうかというふうに思うんですが、その辺、まずそこか

らお聞きします。 

○志子田委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 臨時保育士さんの雇用の件なんですけれども、我々もなかな

か必要人数集まらなくて今大変苦慮しているところでございます。そういったことから、雇用

の面では雇用条件を改善するということで今回の予算の提案では時給を賃金単価をアップさせ

ていただいております。時給については870円から900円、日給については6,970円から7,200円

というような形でアップさせていただいております。 

  また、前年度からなんですけれども、交通費の支給もほかの非常勤職員と同様に認めてきた

というような形で、雇用条件の改善については、こういった形で取り組んでおるところでござ

います。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 若干の、これまで議会の側で条件をぜひいろいろ処してほしいと、待遇してほしい
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ということでの一定の改善がね、見られたということですが、一番のやっぱり違いはですね、

夏冬の期末手当がないんですよね。これだけはどうしようもないというか、パート、非常勤で

すから。やはり同じ職場にいてですよ、正規の方、そして臨時の方、そうするとそういう点で

も何ていうのかな、勤めてて、口には出ないんでしょうけれどもね、やっぱりその辺の取り扱

いはなかなかね、できないと思います。そうすると意欲、先ほどなかなか集まるのが大変だと、

募集かけてもなかなか来ないんだというお話、それはそうですね。学校に行ってそういう資格

取って社会に巣立って、こういう公立の保育所なりに勤めてという、その辺でですね、人材、

つまり保育士さんの仕事というのは現場、もちろん学校に行って専門職の技能を身につけると

同時に、やはり現場でですね、一つ一つ積み上げていって子どもたちの必要な保育のそういっ

たサービスを身につけていく場だと思うんですね。だけども、刻んで雇用ということになると

現場ではなかなか育たないのではないかというふうに思うんですが、その辺はいかがでしょう

か。 

○志子田委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 基本的、基本的には毎年毎年１年１年での雇用になっており

ますが、中には継続して協力いただいております臨時保育士さんもございます。職員のそうい

った能力アップ、研修につきましては、正規の保育士と一緒にですね、いろいろ職員研修を受

けていただいたり、そういった部分では臨時保育士さんのそういった能力アップなんかにもい

ろいろ我々そういった機会を与えておるというような状況でございます。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 研修を積んでですね、正規職の方々と引けのとらぬ保育をですね、やれると。それ

はそれで結構だと思うんです。大いに賛成だと思います。ただ、やはり私が言ってるのは違い

があるでしょうと。基本手当等のですね、やっぱり正規になればそれなりのそういったですね、

給与面、待遇面でも違うわけで、その辺でですね、こういう雇用形態はやはり保育行政そのも

のの継続からいってですね、対応できないんじゃないかというふうな中身を帯びてましてね、

私たちはやっぱりその点でもですね、正規に、正規職員の採用ということを考えていくべきだ

というふうに思いますし、その点でも問題があるんじゃないかということは、一言苦言を呈し

ておきたいと思います。 

  次に、地方交付税についてちょっと１点だけ触れておきたいと思います。 

  先ほど地方公務員の給与削減という問題がありまして、これは国のほうで地方公務員の給与
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削減をすると、１月27日に閣議決定をして全国の地方公務員給与削減8,504億円だそうです。

それで先ほど8.7％、国家公務員と同様の措置ということのようです。それでこの番号でいい

ますと№９の８ページのところに地方交付税についてですね、触れられております。地方交付

税で最初に報告があったところ、ページ８ページのところで、財政課長のほうから地財計画を

受けて5,900万円ですか、減だという話ございましたが、これはつまり地方財政計画の関係を

受けて地方公務員の給与削減という予算措置としてとっていいのかお尋ねをしたいと思います。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 今委員さんのほうからお話しありましたように、25年度の地方財政

計画上で地方公務員の給与削減8,504億円という削減が示されまして、財政側としては当然な

がらそれが普通交付税に反映されるというふうな懸念をもって試算のほうを進めました。その

結果として、今回25年度の予算を前年度よりも5,900万ほど減の数字になっているという状況

であります。以上です。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 何か聞いた感じでは地方公務員、地方公務員の給与の関係で毎月なのか、1.1％な

んでしょうか、その辺からちょっともう一回確認いたします。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 まず、交付税全体そのものというのが2.2％の減ということで示さ

れております。17兆624億円という数字が前年度より下がって、2.2％というふうな示され方で

す。結果的に、今回当然試算というものが基準財政需要額と収入額両方財政側のほうで試算い

たします。その結果といたしまして、地方財政計画上では地方税収が上がるということは

1.1％の増という見方があるんですが、本市の場合、逆で地方税収が下がるというふうな見方

をしておりますので、その分を反映した結果として5,900万円にとどまっているという現状で、

結果として地方交付税2.2％ではなくて本市は1.1％の減で今とどまっているという状況になり

ます。以上です。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 それで、こういう国のほうのこういった取り扱い等になってまして、私の感ずると

ころではですね、今回条例は特に出てませんし、地方交付税等の言ってみれば減と、こういう

ような形になっております。そうすると地方公務員、塩竈市も置きかえて考えてみると、そう

いったことを受けた関係の何らかの政策、具体的には条例という形になりますが、そういうこ
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とが出てくるのかなと思ってるところです。それで、国の基準並み7.6％となると月々1.1％ぐ

らいなのかな。そうすると、来年４月からは今の現行の俸給職で執行されるわけですよね。し

かし、どっかでその減額分については調整していくということになると、冬場の期末手当の減

になるんじゃないのかなと想定するんですが、私の考えでよろしいんでしょうか。 

○志子田委員長 佐藤総務課長。 

○佐藤市民総務部次長兼総務課長 国の、国は今7.8％減額しておりますけれども、国は本来い

ただいている給料の特例的な措置として給料7.8％減額しますと。ただ、期末手当に関しまし

ては、本来の給料で計算した額からさらに9.8％かそういう率で期末勤勉は差し引いた額で支

給しますというようなつくりをしているようでございます。地方公共団体に対しては、国はま

だ削減率とかですね、どういうふうな手法でということは、まだ全然言ってきておりません。

その辺は、ですから国が言ってるのは100％以下の地方公共団体は交付税削減しませんといっ

ておりますので、100％まで下げればいいという国の考えなのか、国どおり7.8％削減しろとい

ってるのか、その辺もまだはっきりした通知が来ておりませんので、これからの話になると思

います。 

  あと、なおかつ勤務条件が変更になりますので、職員労働組合との話もありますので、そう

いうことを、もし実施するとなってもそういうことをクリアした上での実施ということになる

とは思います。以上でございます。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 それは労使間のですね、関係になってまいりますので。 

  問題は、そういうことも含めて国の閣議決定があり、しかし一方で予算措置が先行してやら

れてきてると。これはやはり地方自治体に対する国の関与というですね、重大問題なんですね。

本来は国は、これは国の7.8％ですか、国家公務員の削減については行いませんといってたは

ずが、新しい安倍政権のもとで現大臣、大臣のところで閣議決定として行ったと。本来は地方

自治体が決めるべきは、地方公務員の給与はみずから決めているわけですし、国が強制すると

いうことはあっては私はならないと思うんですね。その辺、いわばそういう見方でいいのかど

うか。いや、やっぱりこれは国の法令準拠、あるいは、に沿ってやらざるを得ないんだと、そ

の辺のご見解だけお聞きをします。 

○志子田委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 経過については、今それぞれ担当からご報告させていただきました。先ほどのご質



-76- 

問の中でもお答えをいたしましたが、地方公務員の給与削減については、全国市長会あるいは

宮城県市長会としてですね、今ご質問いただきましたとおり、本来、地方交付税というのは固

有の財源ではあるということを今まで言い続けてきたわけでありますので、まずはその考え方

について我々からも問いただしをさせていただいております。 

  もう一つでありますが、先ほど私塩竈市の事例を申し上げましたが、塩竈市におきましては、

既に３年間職員給与の独自削減という形で行財政改革のためにそのような取り組みをさせてい

ただいております。そういった自治体も同列で扱うのかどうかというようなことについての見

解が、先ほど担当からご説明させていただいたように全くないということであります。なおか

つ引き下げについても、県・市ともで、県・市町村とも7.8％という国の引き下げのガイドラ

インを、そのままやらなければならないという考え方なのかどうかということについてもです

ね、今見解が示されていないわけでありますので、こういった中で我々がまだまだ判断できる

状況にはありませんので、今後、国と地方６団体の中でやはりまだまだ議論を重ねるというこ

とになるものかと思っております。 

  したがいまして、今こういうことでというようなことの具体的なことについては、ご答弁を

差し控えさせていただきます。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 わかりました。経過、推移を見ていくという形、国のほうのまだ示し方がないけれ

ども先行して予算上は削減されてると、こういう問題点ははっきりさせておきたいと思います。

国の政治のあり方の問題ですね、についてになるかと思います。 

  あと、先ほど資料№９のですね、138ページのところに海岸通の予算措置が載っております。

3,235万6,000円というのが振られております。前段復興交付金で800何十万だかですね、あり

まして、今回年度当初の予算の中で3,225万6,000円なりを見積もり計上してるということです

が、これは計上している考え方、捉え方について、最初お尋ねをしたいと思います。 

○志子田委員長 佐藤復興推進課長。 

○佐藤震災復興推進局次長兼復興推進課長 海岸通の再開発に係る事業費につきましては、事業

費総額として3,235万6,000円をですね、見込んでおります。その内訳としましては、一つは24

年度にですね、予算化した640万円につきましては、一度24年度分での執行ができませんでし

たので、それを不用、２月補正で減額しまして、それを改めて計上しているというふうな状況

になります。 
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  それから、25年度分として国のほうからですね、復興交付金として認められてる分が2,520

万ありますので、合計で3,160万をですね、事業費の補助というふうな形で計上しております。

そのほかにもあと一部事務費等もありますので、事業費全体としては3,235万6,000円というふ

うな形で見込んでおります。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 中身的には、どういうことを考えての予算措置なんでしょうか。 

○志子田委員長 佐藤復興推進課長。 

○佐藤震災復興推進局次長兼復興推進課長 再開発事業につきましては、基本的に組合での事業

というふうなことになります。そういった形になりますので、基本的には組合が補助事業とし

て事務を執行していくためには都市計画の決定というふうな手続が必要になります。それです

ので、今現在、都市計画の決定をするために地元の方々でですね、どのエリアで事業を進めて

いくかといったことをですね、参加の方々の意思表示、そういったものの確認を含めて進めら

れております。その後、市のほうでですね、エリアが決まればですね、そこの中でどういった

都市計画を進めるかというものをまとめまして都市計画決定したら、その後国のほうから正式

にですね、事業進められるような状況に整うというふうなことになろうかなと思います。 

  今回計上しております、先ほど申し上げました事務費を除く事業費につきましては、基本的

には組合の中で事業を計画するためのいわゆる調査費というふうなことになります。ですので、

この調査費の中で具体化をこれから検討していくというふうなことになります。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 わかりました。調査費ということで、言ってみれば本組合になった時点でそういう、

どういうね、ものを計画に描いていくかということでの対応ということですね。はい、わかり

ました。 

  次に、地域防災計画についてちょっとお尋ねをしたいと思います。資料№12のですね、とこ

ろでページ数でいうと84ページ、市のほうで出したやつで地域防災計画が振られております。

それで、その84ページのところに地域防災計画の策定のフレームといいますか、が載っており

ます。そこで、ことしの９月、年度内に防災計画をつくっていくと、前段の施政方針の中でも

触れられておりました。それで２度ほど会議をやってるというのはお聞きしましたけれども、

２回目はまずどの辺まで論議がされているのか、最初お尋ねします。 

○志子田委員長 赤間市民安全課長。 



-78- 

○赤間市民総務部危機管理監兼市民安全課長 防災会議につきましては、第１回目を１月21日に

開催しておりまして、それが初めての開催でございます。それで２回目というのは、別にまだ

開催しておりませんで、この予定表でいきますと５月に開催する予定というふうな形になって

ございますので、ご了解いただければと思います。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 失礼しました。今後のスケジュールそこだったんですね。それで５月の開催だと第

２回防災会議素案作成協議と、津波、地震津波対策編ということになっておるんですが、そこ

で上のほうに事業概要というところに予算措置委託料、1,500万ですね。1,500万。これはどう

なんですかね、ああいう前段出た防災計画は私も見ましたけれども、今回は専門業者の方に委

託をして製本をつくってもらうということになるんでしょうか。それは専門的な知見もあるの

かどうか、ちょっと最初お尋ねします。 

○志子田委員長 赤間市民安全課長。 

○赤間市民総務部危機管理監兼市民安全課長 1,500万につきましては、委託業者に委託をしま

してですね、内容的には基礎調査から防災、基礎のアセスメントの調査業務とか、そういうも

のを専門的な業務を含めた中での委託という形になってございます。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 わかりました。かなり膨大な量の、例えば今後の計画を見ましても風水害原子力対

策編というのが載ってまして、災害に対する、前回出たものとかなり違ってですね、現実の地

震・津波等と原子力等も含めてですね、対応せざるを得ないので、その辺の関係は非常に大事

だなと思います。 

  それで、今後、原子力編は私がいろいろ見た中で、例えば福島第一原発の原因究明はまださ

れてませんよね。そうするとその原因究明なしの、言ってみれば国の原子力規制委員会かな、

からの示し方で、それで防災計画をつくっていくということになるんでしょうか。 

○志子田委員長 赤間市民安全課長。 

○赤間市民総務部危機管理監兼市民安全課長 原子力対策編につきましては、現在県のほうでも

今策定中でございますし、国のほうでも原子力委員会のほうの関係で規制委員会ですか、そう

いう形のものを、マニュアル等も作成されておりますので、それらを加味しながらですね、塩

竈市として考えていきたいと思っております。 

○志子田委員長 佐藤総務課長。 
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○佐藤市民総務部次長兼総務課長 済みません。先ほどの人数なんですけれども、震災前の３カ

年平均が30人の病休者の数です。30日以上の休暇を取った数が30人。震災後の23年度が32名、

あと24年度、２月１日現在で17名という状況でございます。以上でございます。（「はい、わ

かりました」の声あり） 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 恐らく最後になるかと思いますが、ちょっと確認だけですね、しておきたいと思い

ます。 

  資料№12の76ページのところにですね、市の本庁舎のですね、発電設備を行う、ごめんなさ

い。太陽光発電を行うというのが載っております。本庁舎ですね。それで、簡単にお聞きしま

す。リチウムイオン蓄電池というものがありまして、これはたしかこの間ボーイング787の火

災事故につながった蓄電池で、あれ大丈夫かなと。その辺の関係で、まさかこの上のほうが焼

けてしまったなんていうことになったんでは議会も開けませんし、それこそ本庁がですね、防

災機能持ってるのが防災なしと、こういうことになっちゃうんで、安全面だけちょっとね、担

当のほうにお聞きをして、これは大丈夫だということなのかどうかちょっとお尋ねをしておき

たいと思います。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 そういうご質問受けると、こちらもちょっと不安になってしまうん

でありますが、今後いろいろ進化もしてると思いますし、納入される、それから工事の検査等

でそういったところはしっかり確認してまいりたいというふうに思います。以上です。 

○志子田委員長 暫時休憩いたします。再開は13時といたします。 

   午前１１時５３分  休憩 

                                             

   午後 １時００分  再開 

○浅野副委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。 

  なお、質疑の際には資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発言くださるようお願いいた

します。 

  田中徳寿委員。 

○田中委員 まず、25年度の一般会計・特別会計・企業会計全て含めて塩竈市政始まって以来の
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額の予算なものですから、丁寧にお聞きしていきたいと思います。当局の皆さん、よろしくお

願いいたします。 

  まず、最初に資料№９、23ページ・24ページの不動産売払収入3,000万とあるんですけれど

も、これはどういう手続をとって3,000万の不動産を売っていくのかという少し考え方をお聞

きしたいと思うんですよ。ただ名目上3,000万上げるだけじゃなくて、どのようにしたらこの

震災の中で財源が足りないという中で、どのような塩竈市の遊休資産を、どのように活用して

処分していくのかということをお聞きしたいと思います。 

○浅野副委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 まず、この財産収入3,000万というのは、これまで11月にもお示し

しました財政見通し、それの財源対策の一つという項目でなさせていただいております。見通

し上では通常2,000万程度という枠でいってますけれども、さらにちょっと今年度、25年度厳

しいということで前年度と同様の額というふうにした経過がございます。 

  本市の今所有しております売却可能な財産と言われるところ、あくまでも財政課の今の試算

になりますが、約９億ちょっとぐらいの資産があるというふうな見方をしてございます。ただ、

実際に今現在の土地の活用状況となりますと、例えば社会福祉協議会さん、福祉法人でありま

す社会福祉法人でありますとか、それから各企業さんでありますとか、あるいは町内会さんと

か、なかなか売却に適する場所というのがすぐには見つかるという状況にはまずなっていない

という厳しい環境にはあるかと思います。 

  ただ、今後、財源の確保という観点から、やはり必要なときには財産を処分してでも長総の

実現でありますとか、復興の財源というものを見直さなければいけないという思いがあります

ので、とにかく今現在持っております約９億2,000万ほどの市有財産の売却という、可能なと

ころを積極的に売却していこうという考えではおります。以上です。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 それでですね、じゃどういう手続をして、どういう考え方で、今震災に当たり地価

の下落の考えられる、この塩竈で海辺側は多分安いんですよ。山側はこの間の税務課長の説明

で400棟ほど建ったというと、やはり需要があったのであろうと。この震災によって塩竈市の

需要の環境が一変したんだと思うんです。その中でどのような形で、そういう企業誘致であっ

たり、そういうために不動産を売却していくという考え方を根本的に決めていかないとなかな

か売れないだろうと。役所も汗をかいて、やはり道路なかったら道路をつけてやるとか、そう
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いう形のものを考えて、一つ売っていくことによって土地の値段が上がっていき、人が住むこ

とによって長期総合の人数を確保以上な、私が若い世代と話すると、先生、５万5,000では

我々は魅力はないよと。逃げていくだけだよと。塩竈として本当に必要な人口は幾らかという

と、彼らは６万人欲しいと言います。そういう形で、これからどのようなものの考え方で人が

住むような、塩竈市の持ってる財産を人が住んでいただけるような仕組みに変えていけるのか

ということの存念をお聞きしたいんですけれども。 

○浅野副委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 まず、先ほどの数字、ちょっと申しわけありません。ご訂正をお願

いいたします。今売却可能な財政課で見ておりますのは２億2,000万ほどの資産ということで

ちょっと訂正のほうをさせていただきます。 

  今、お話しありました仕組みという形ですが、まず一般的に財産を処分するに当たりまして

は、広くいわゆる一般競争入札を行いまして、これは契約の公平性という観点から広く売却の

方々を募るという形になるかと思います。そういう意味では、これまでも一般競争入札ででき

るだけ高くという形でこちらでは売りたいという思いがありますので、まずはそういった契約

の条件でもってやってきたという経緯があります。 

  一方で、ご質問にございましたまちづくりという観点、あるいは定住という視点という話か

と思いますので、そういった土地、今財政課で持っておりますのが、海手でありますと新浜町

地区でありますとか、あるいは山手でありますと袖野田あるいは青葉ヶ丘、千賀の台というと

ころがございますので、今後そういった復興、あるいは復旧と復興の絡みの中でどういったと

ころが一番有効的に売却すべきなのかという整理は必要かと思います。 

  ただ、先ほどもお話しございましたように、例えば袖野田地区ですと法務局さんのほうにお

貸ししてるという実態があるとか、あるいは各町内会さんのほうにお貸ししてるという実態も

ございますので、そういった売却可能な土地、それとまちづくりのほうの観点でどういったと

ころが、どういった企業さん売ればいいかというのは、ちょっとこれから十分に検討を重ねて

いきたいというふうには思います。以上です。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 そこなんですね。財政危機だというような話をしながら資産の売却にさえこれから

整理するという姿勢でよろしいのかということなんですよ。そういう攻めの姿勢が大事なんじ

ゃないかと。一つのことを決めるときにこちらの路線では金がない、こちらの路線は金がある、



-82- 

それをどう融合していくかということが大事なんじゃないかと思うんですよ。ことしの予算を

出すんであれば、あのようなフレームで仕組みを議員に説明するのであれば、財産の処分ある

いは行政財産でも、組みかえしてでも売れるものは売って現金化しておく、そして定住を図る

という仕組みが今この町に必要なのかなと。 

  なぜかというと、４キロ、この市内は16平方キロしかないんですよ。何ぼ図面広げたって広

くならないんですよ。一番の大地主は多分塩竈市だと思ってるんですよ。それを活用しなけれ

ば未来の塩竈市はないと思うんですよ。民間の土地を幾ら売っても、やはり猫の額なんですよ。

塩竈市がどのような形で売っていくか、それが今逆に問われていると思います。これで質問を

終わります。 

  次に、32ページの借り換え債についてちょっとお伺いします。21款か、８項１目か、８億

7,170万の借り換え債ということがありますけれども、これはどういうときにできるのか、ど

ういう状況のときに借り換え債が発行でき、あるいはどのような起債のときにできるのかとい

うのをちょっと教えていただきたいんですけれども。 

○浅野副委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 地方債は自治法でも当然規定してございます。いわゆる議決事項と

いう形になります。議決をいただくいわゆる発行の議決をいただく際には、その借り入れ条件、

利率等も必ず議案、予算書の中に盛り込んで、それで議決をいただくと。そのいわゆる借り入

れ条件の中のですね、償還期間はいつかということなんですが、一般的に30年以内というふう

な規定をさせていただいてるという実態がございます。 

  現在、今回借り換えするという中身につきましては、これはいわゆる縁故債の借り換えにな

ります。いわゆる通常の政府資金でありますとか、あるいは市町村金融機構でありますとか、

そういったところにつきましては、一定の耐用年数を加えた中での償還期間というのは決まっ

ております。そこについては、借り換えという制度はございません。 

  ただ、民間の縁故資金になりますと最長で10年という非常に短い期間でお借りするというふ

うな実態がございます。したがいまして、実際の耐用年数あるいは政府資金のほうの償還年数、

こういったものを一つの限度といたしまして、そこまでに達するまでに借り換えを何回か行う

というふうなやり方でございます。以上です。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 そこでですね、要するに縁故債というのは銀行から借りてると、起債だという形な
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んでしょうけれども、30年であれだということなんでしょうけれども、じゃ先ほど言われた公

明性、多分入札を行っているんでしょうか。 

  もう一つ、どういう条件で入札を行っているのかちょっとお聞かせください。 

○浅野副委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 実は縁故債というのは競争性を高めるというのが非常に必要なこと

になります。ただ、もともと金融機関さんの考え方としては変動金利制というのを非常に重視

したいというお話を受けてございます。ただ、なかなか変動金利を導入してる実態、あるいは

自治体の事例というのは非常に少のうございます。それはなぜかと申しますと、当然ながら計

画財政運営ができないというふうになるからです。 

  したがいまして、今本市で行っておりますやり方なんですが、できるだけ変動金利に近い形

で多くの金融機関さんが入札に参加できるような方法といたしまして、例えば10年という形で

はなく、今５年というような形で償還期間を設定いたしました中で入札を行うと。そうします

と、実はこれまで２社あるいは３社だったものが５社、６社参入してくるという効果が非常に

あらわれるようになりました。実際このやり方を始めたのは、たしか平成20年度から、本市の

ほうのやり方として多分県内ではまだどこもやっていないというふうに聞いておりますので、

本市としては５年刻みで変動金利に近い形で金融機関さんのいわゆる入札参加を促すと、その

中で金利をできるだけ低くするという工夫をしてございます。以上です。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 そこでですね、５社、６社というのはわかりますけれども、どのような公募の仕方

か何かあるならちょっとお知らせいただけますか。 

○浅野副委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 やはり資金調達のやりやすさという面を考えますと、やはり市中銀

行をまず中心に考えさせていただいております。もちろん指定金融機関、それから収納代理店、

これを含めました、そのほかにこれまでですと漁協さんでありますとか、そういったところに

も働きをかけさせていただきまして、できるだけ多くの方に参加いただくというふうなことを

してございます。以上です。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 そこで、もし銀行が入札に参加したら喜んで銀行なら参加させるんでしょうか。 

○浅野副委員長 荒井財政課長。 
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○荒井市民総務部財政課長 銀行さんはもちろん辞退というケースもございますけれども、銀行

さんもこちらのほう、いわゆる自治体側からお借りするとなると、その償還については非常に

安定している、安全性が高いということで結構参加が見られます。 

  ただ、昨今の金融情勢というのはなかなかそうではなくて、逆に公的資金を導入している金

融機関さんですと資金のいわゆる貸し出しというのが減ってきているという実態もございます

ので、今後その地方債を借りるに当たっての参加というのが、まだ不透明な部分はあるかとい

うふうには思います。以上です。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 宮城県ではそうかもしれないですけれども、ほかの銀行でそういうところが出てき

たときはお受けするのかどうかお聞きしたいと思います。 

○浅野副委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 それはもちろん当然お受けいたします。例えばこれまでですと、い

わゆるメガバンクと言われるような銀行さんもこちらに参加してございますので、実際にお取

りになってるケースもございます。当然ながら市中銀行、いわゆるそのほかにメガバンク、い

わゆる中央銀行と言われるもの、それから第一地銀、第二地銀含めて全ての金融機関さんに参

加いただけるというふうな工夫はしてございます。以上です。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 ありがとうございます。では、そのように市の財政に寄与するような方法で頑張っ

ていただきたいと思います。 

  次に88ページ、第３款民生費、扶助費、その中の医療扶助費６億4,593万8,000円について、

中身を教えていただきたいんですけれども。 

○浅野副委員長 高橋生活福祉課長。 

○高橋健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 生活保護者の方が病気にかかるとき

につきましては、県の指定を受けた病院等で診療、受診していただくことになりますが、そち

らにかかる医療費を生活保護費のほうから扶助費として支給するものでございます。以上です。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 県で指定している病院というのは総合病院だけなんでしょうか。 

○浅野副委員長 高橋生活福祉課長。 

○高橋健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 一般的には普通の総合病院、病院で



-85- 

すとか市内の診療所さんですとか、あるいは薬局さんですとか、通常の一般の診療機関と同様

だと考えてございます。以上です。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 じゃ、夜間でも診療なさってるのかどうか。どのぐらいの診療額の中でどのぐらい

の比率が夜間なのか、ちょっとお知らせいただきたい。 

○浅野副委員長 高橋生活福祉課長。 

○高橋健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 普通の通常の診療所等と同じですの

で、一般的に夜間診療というのは非常に少ないのかなと考えてございます。以上です。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 夜間診療は余りないという話ですね。わかりました。 

  それで、もう一つなんですけれども、この医療費が扶助費の中で半分ぐらいの比重を占めて

る状況の中でレセプトの分析などはなさってるのかどうか、ちょっとお聞きしたいんですけれ

ども。 

○浅野副委員長 高橋生活福祉課長。 

○高橋健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 まず入り口のところになりますけれ

ども、医療費の判定ということで私どもで医師を嘱託医としまして委嘱いたしまして、その医

療行為が適切かどうかの判定をいただいて、その上で医療、受診していただくわけでございま

すけれども、医療機関のほうから国保連さんのほうにレセプトが参りまして、そちらのほうで

まず第一次に資格の点検等通常の医療保険と同じように行われます。その上で私どもに戻って

まいりましたものを、私どもでもレセプトの管理システムで委託でレセプトの妥当性といいま

すか、重複した受診とかないかどうかのチェックをさせていただいて、そういった意味で医療

費の適正化に努めているところでございます。以上です。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 ありがとうございました。 

  次に100ページ、資源物収集及び選別回収等業務委託料として１億2,928万7,000円とあるん

ですけれども、資源物を回収してるんであれば資源物の売り払い収入はどこに記載してあるの

か、ちょっと教えていただきたいんですけれども。 

○浅野副委員長 村上環境課長。 

○村上産業環境部環境課長 資料№９の27・28ページをお開きいただきたいと思います。そちら
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のほうに20款４項６目雑入に、２の雑入という、２節の雑入という欄ございまして、その上か

ら６番目にございます資源物払下料、こちらのほうで平成25年度としては763万5,000円を計上

しております。 

  ちなみに、23年度の売り上げの実績といたしましては、1,000万円ほどの売り上げが私どの

ほうに払われておるということでございます。以上でございます。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 そこでなんですけれども、その1,000万ほどあって、今年度は見込みで763万5,000

円の計上したという話なんですけれども、それで瓶、缶、紙やダンボールを、条例をもって塩

竈市が責任として市民の皆様が出したものを管理して、回収して、それをやってるという話、

条例までつくられてるはずなんですけれども、その中でどのような売り払いの仕組みになって

いるのか、ちょっと教えていただきたいんですけれども。 

○浅野副委員長 村上環境課長。 

○村上産業環境部環境課長 資源物の回収、それから分別・収集、そういったものに関しまして

は、先ほどの予算の中、１億2,928万7,000円の中で収入に、まず7,5000万ほどの予算を計上し

ております。選別・回収につきましては、5,500万円ほどの予算を計上しておりますが、その

中で瓶、缶、ペットボトル、それと紙、そういったものの単価を私どものほうでは契約、単価

を決めさせていただいておりまして、ちなみにアルミ缶でしたらば１キロ当たり50円、ダンボ

ールでしたらば１キロ当たり３円、新聞紙でしたらば１キロ当たり３円、雑誌でしたら１キロ

当たり２円、それとビール瓶でしたらば１キロ当たり幾らという形で単価契約をさせていただ

きまして、平成23年度でしたらば約3,400トンの扱い重量になっておりますので、それを単価

を掛けて納入がされたという形になっております。以上でございます。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 ありがとうございます。 

  次に104ページ、休日急患診療費の中の８目の報償費の中にある輪番制２次診療病院協力謝

金というのはどのようなものか、ちょっと教えていただきたいんですけれども。 

○浅野副委員長 川村健康推進課長。 

○川村健康福祉部健康推進課長 こちらの輪番制２次診療病院協力謝金でございますけれども、

これは休日急患診療センターの後方支援病院、２次救急の後方支援病院ということで管内６病

院のご協力を得ながら外科・内科それぞれ一病院ずつをですね、休日、あとは年末年始等で受
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け入れ病院として確保いただているということに対します協力金としてお支払いをしている内

容でございます。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 そのお金は市立病院ももらっているんでしょうか。 

○浅野副委員長 川村健康推進課長。 

○川村健康福祉部健康推進課長 管内６病院の中に市立病院も入ってございますので、協力金と

いうことでの収入があるというふうに考えております。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 ありがとうございます。わかりました。 

  次に、ページ130ページ、８款土木費の３項の道路新設改良費の中で市道整備事業費と狭隘

道路整備事業費を、ちょっと説明お願いしたいんですけれども。 

○浅野副委員長 川名土木課長。 

○川名建設部土木課長 今委員のほうからお話があった件は３款の19、区分でいうと19の部分だ

と思いますが、その中の私道整備補助金の部分について私のほうからご説明させていただきま

す。 

  私道整備補助金につきましては……（発言者あり）市道。そうですか。市道整備事業、済み

ません。失礼しました。市道整備事業につきましては、この部分につきましては、25年度で予

定てしおりますのは塩竈陸橋の部分の修繕の部分を1,800万で予定しております。（「陸橋

か」の声あり）そのほか、坂のまち塩竈憩いパーク事業としまして100万を予定しまして事業

費として1,900万を予定しております。以上でございます。（「狭隘道路」の声あり） 

○浅野副委員長 阿部定住促進課長。 

○阿部建設部定住促進課長 狭隘道路についてお答えいたします。 

  狭隘道路につきましては、中心線から後退するための測量設計委託等の委託費として20件分

の予算化と、あと狭隘道路の後退しましたところの整備工事として５件分を見ております。あ

と、狭隘道路のブロック塀とかありますけれども、そういったものの除却費として４件分見て

るというような中身になっております。以上です。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 ありがとうございます。私は塩竈の町って山側のほうは昔から建てられたもので物

すごい狭隘道路になってるものですから、この事業で道路を確保して新築する仕組みを、この
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町に導入しないと建てられなくて財産を投げて出ていかれる方が多く出るように危惧しておる

んですよ。見晴らしはすごくいい、環境もいい、すごく住みやすくて駅から近くて、もうそう

いう場所がこの塩竈市にかなり散見されるものですから、そういう仕組みを導入しないと家を

捨ててほかの町に行っちゃうんですよ。物すごくいいんだけれども建てられないという相談を

何件も受けてるもんですから、どうにかして今回の震災の中でその仕組みをつくり上げて、家

を建てられるような仕組みを導入しないと塩竈市の人口はますます減るだろうなと考えられる

んですよ。そういう今いらっしゃる方も守りながら、あるいはこれから人を入れていくという

仕組みをしないと、何ぼ入れてもざるになっていくとプラスにならないんですよね。そういう

仕組みを考えてほしいんで、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  次に資料13、資料13の45ページ、これに22年度かな、工事請負契約に係る増額工事一覧表と

あるんですけれども、46ページか。46ページですね。資料13の46ページですね。この入札結果

の中でこれを今取り上げてるのはないんですけれども、ちょっと項目がないものですから、こ

の工事にかこつけて質問させていただきます。 

  きのう、おとといの読売の新聞なんですけれども「公共事業執行に壁」とあるわけですよ。

資材高騰入札不調、せっかく当局あるいは市長が予算を獲得してきて議会が承認して予算をつ

くっても入札不調では、市民が待ち望む復興まで時間がかかり過ぎるんじゃないかと。この中

で書いてあることをちょっとお読みします。 

  宮城県のある市では、不調率が46.7％と突出している。約半分不調だと。７月末時点で不調

率は72.8％に達し、一部工事では予定価格公表という異例の対応に踏み切った。不調率が下が

ったが、それでも資材の高騰や人件費の上昇で価格の折り合いがつかないという新聞記事がお

ととい載りました。 

  我が市でも、土木関係の人たちに聞くと工事が不調であると。それをどのような形で是正し

ていくのか。要するに今までのように市内の業者の方々に、あるいは二市三町の方々に指名競

争入札、あるいはいろんな方法で指名を発しても、もう市内の業者の方々は受注されてて工事

がなかなか取れないというのを聞き及んでいるんですよ。ことしの下水道工事、土木工事、い

ろんなものを復興で予算化されてますけれども、どのような形でその壁を抜かれていかれるつ

もりなのか、ちょっと所見を市長にお伺いしたいと思いまして質問しました。よろしくお願い

します。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 
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○佐藤市長 今回の大震災で発注工事件数がかなりふえてきております。一方では我々今日まで

この塩竈の建設業を支えていただいた方々にできる限り本市発注の工事をという思いもござい

まして地元優先、地元発注ということを常日ごろから心がけてまいったところであります。 

  ただ、ご案内のとおり3,000万を超えますと一般競争入札ということになりますので、今申

し上げましたことについては、少なくとも3,000万以下については地元の建設業界の方々に極

力受注いただくようなということで取り組みをさせていただいております。 

  問題が２つあります。 

  １つはですね、受注者の方々のほうに人的な配置ができていないということであります。例

えば工事を受注いただきますと主任技術者、現場代理人というのを常駐させなければならない

わけでありますが、主任技術者については、旧来は１件工事が１人ということでありまして、

工事を１つ取ると２人ぐらいの主任技術者がいない建設会社は２つ以上の仕事はできないとい

うようなことになります。そういった問題を解決するために、塩竈市におきましては、主任技

術者が２カ所を兼務できるというような、こういった緊急時の対応策としてそのような取り組

みをさせていただいております。半径５キロ以内という制限つきではありますが、市内半径５

キロの円を描きますとほとんど入りますので、受注業者の方については、もう２カ所兼務でき

ると。先ほど申し上げました２人おられれば４カ所ぐらいは受注できるというような態勢を整

えました。 

  もう一つでありますが、やはり受注業者の方々は資材の高騰あるいはその他さまざまな物資

が供給不足というような状況で悩んでおられますので、我々も２カ月、３カ月単位で発注単価

の見直しということをさせていただいております。できる限り実勢単価に近いという形で発注

をさせていただいておりますが、残念ながらそれでも大変地元の業界の方々は厳しいというの

が実態であります。 

  不調になった工事につきましては、例えば２つの工事を組み合わせて１つに発注の規模をつ

くり直しましてですね、発注するというようなことで、できる限り効率的に仕事ができやすい

環境等を行政側としては取り組みをさせていただいておりますが、一方そういった形を膨らま

せていきますと、やはり中央の大手の方々が入ってくるというジレンマがありまして、私ども

その辺今対策が非常に、本音といいますか、地元の方々とそれから発注件数の増加ということ

でですね、この辺を今後どう整理していくかということについては、また新たな対策等も必要

ではないかということで県のほうにもですね、我々のほうからいろいろ提案をさせていただい
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ているところであります。 

  例えばでありますが、塩竈市の下水道工事を１つの形で発注し、それをＣＭというんですか

ね、そういったことで取り組んでいただくとか、さまざまな方法がありますので、そういった

方法も今後模索をしていかなければならないのかなというふうなことで考えているところでご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 どこの視点が大事かということだと思ってるんですよ。地元業者育成も大切ですし、

ただ私どもに聞き及ぶとかなりの工事量を受注されてて限界だというのを聞いてるし、足らな

いというのも聞こえますし、どちらが本当かわかりません。 

  ただ、一つだけ思うことは、市民が待ち望んでる工事だということですよ。やはり市長は、

当局が動いて、これほどの残業をしながらこれだけの工事量を確保され、復興交付金などを獲

得されて、それを発注する際にいろんなジレンマが起きたと思うんですよ。そういう仕組みを

やはり一刻も早くつくり上げないと、市民が、市長が望む「市民が喜ぶまち」にはなかなか行

き着けないんじゃないかと。もう瓦れきもきれいになりましたし、いろんな準備が整ってきた

んじゃないかと思うんですよ。ことしこれほどの予算を計上されて、その一つの仕組みができ

てないとすごくおくれていくんじゃないかという懸念があるから、こういう質問をさせていた

だきました。なるべく市民が秋あるいは冬、来年の春には復興が塩竈始まったなと言われるよ

うな姿を見せていただきたいので、よろしくお願いいたします。 

  次に、ページ152ページ、資料№９です。ごめんなさい。10款教育費の２目教育振興費の中

の事業内訳の中に学力向上対策事業費1,324万8,000円というのを書いてあるんですけれども、

この中身ちょっと教えていただきたいんですけれども。 

○浅野副委員長 星学校教育課長。 

○星教育委員会教育部学校教育課長 学力向上を図るためにですね、市独自で予算を計上いたし

まして浦戸第二小学校を除く市内小学校６校に指導教員を１名ずつ配置しております。以上で

ございます。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 私、20年ほど学習塾してました。そのときに五十音、あいうえおを書けない子を預

かりました。ある学校の先生が、塾に行って勉強しろと。それを言われたのが、もう10年以上

前なんですよ。現状はもっと厳しいんじゃないかと。勉強を教えることが。今の小学校の先生



-91- 

はですね、あいうえおを教えられるのかちょっと聞きたいんですよ。あるいは九九、きちっと

教えられているのか。そしてもう一つ、授業参観のときに親御さんと話して、紙に書いて壁に

張って風呂に入るとき一緒に言ってくれないかというような教え方をされているのかお聞きし

たいんですけれども。 

○浅野副委員長 星学校教育課長。 

○星教育委員会教育部学校教育課長 小学校におきましては、ＡＤＨＤとかＬＤと言われる発達

障害を持った子どもたちが大分在席するようになってまいりました。市内の第一小学校を除く

５校にはですね、そういう発達障害を持つ子どもたちの通級学級が設けられております。専任

の教師が週、１人当たりですけれども、１人当たり、１人の子ども当たりなんですが、週１時

間から５時間程度の個別指導を行って学力向上に努めております。また、昔ながらですけれど

も、担任の先生による放課後の時間を利用したですね、個別の指導というのも地道ですけれど

も行っております。さらに、サマースクールやウインタースクールでの個別の指導等を入れま

して学力向上というふうなことをですね、今大きく学力向上に努力しているところでございま

す。 

  あと、教室環境等のことについてですけれども、今、小中学校ともに少人数指導、特に算数、

数学、英語において少人数指導を実施しております。小学校の少人数指導の教室、算数ルーム

とかというふうな名前をつけて行っているわけですけれども、その算数ルームには自分たちが

学習した内容をですね、確認しながら学習できるようなもの、図形とかですね、例えば小学校

ですと三角形の面積の求め方とか、そういうものを掲示して、常に子どもたちが確認をしなが

ら学習を進めるような教室環境、教育経営を行っております。 

  あと、保護者の方に対してのお話というふうなことですけれども、学校では「家庭学習の手

引き」というものを小学校・中学校ともに各学校ごとに配付しております。それには保護者向

けのですね、案内といいますか手引きがございまして、その手引きをしっかり見ていただいて、

例えば小学校１年生の場合ですと毎日ですね、必ず本読み、あとは漢字の書き取りとかという

ふうな宿題を出してですね、それを保護者の方々に見ていただいてチェックをしていただいて

学校に持ってくるというふうなことで学校と保護者とが手を組んで連携をしてですね、学力の

向上に努めているところでございます。以上です。 

○浅野副委員長 田中委員。 

○田中委員 ありがとうございます。頭のいい人ができない子を教えられないんですよ。そこが
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問題なんです。頭のできない子が教えるしかないんですよ。なぜかというと、見るとわかる人

は教えられないんですよ。見るとわからない人が学んだことによる癖を教えるのが勉強なんで

すよ。だから難しいんです。目で見てわかる人たちは簡単に覚えていくんですよ。そういう子

を鍛えるのは簡単なんです。でも、先ほど言われた発達障害の子を教えたときに、ことし大学

に入れるかもしれないんですよ。そういうことが起きるんですよ。でも、そういう烙印を押さ

れると内申書がきついですよ、はっきり言って。公立高校にどういう対応をされるかというこ

とを、もう少し学んで教育を教えていただきたいんですよ。１人の人は全てが皆塩竈の資源な

んですよ。一人たりとも塩竈からそういう子を、将来我々の介護をしてくれるかもしれないも

のですから大切に育てていっていただきたいんです。よろしくお願いいたします。 

  次に、戻りますけれども９ページの、９の80ページですね。ここに３款民生費の４目に保育

所費があります。３億9,200万3,000円となってます。これでいろんなことが書いてありますけ

れども、塩竈市が保育が進んでると言われてますけれども、これから塩竈市が定住策、あるい

は市長の言うように長期総合計画の中で５万5,000人の人をほかから持ってきたいと。なぜか

というと、単純に言って去年330人弱の生まれた子どもたちが80年生きたとして幾らの人数に

なるかということなんですよ。２万5,000人弱なんですよ。これが塩竈市の力なんですよ。誰

も死ななくて80年生きて、累計でそのぐらいなんですよ。それを400人にしても３万2,000人な

んですよ。500人ということは、はっきり申し上げると600人、650人ぐらいいないと５万5,000

人の数字に上がっていかないんですよ。今の倍の人数の子どもたちが塩竈市の市勢を支えるた

めに必要なのです。これが現実なんですよ。数字の統計を見るときに。 

  そのためには、どうしても企業を誘致したり、あるいは消防や病院や介護施設で働く方々、

あるいは長距離トラックであったり、あるいはコンビニなんかで働いてる方、あるいは24時間

港湾が動いたら全て24時間対応の保育所が必要なんですよ。365日。病院も365日なんですよ。

片方は市営であって365日してても片方はそうじゃないということが通るのか。その論理の中

でこの塩竈市の定住促進策をつくっていくためには、他市に先駆けたそのような考えがあるか

ちょっとお伺いしたいんです。 

○浅野副委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 まず、現在塩竈市延長保育、保護者の勤務時間なり通勤時間

の都合に合わせて延長保育を行っております。今、ご質問に出ました夜間休日保育については、

まだ具体的に我々のほうに要望として上がってこない状況ですので、ただ平成25年度、安心子
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ども子育て新システムの中でニーズ調査を行っていきますので、そういった中でどのようなニ

ーズがあるのか今後検討していきたい、対応していきたいと考えております。 

○浅野副委員長 西村勝男委員。 

○西村委員 質問させていただきます。初めに、資料№７の施政方針演説にありました30ページ

の市内商店活性化促進事業と企業誘致活動事業についてお伺いします。 

  初めに、市長にお伺いします。昨年末より一般商店に対する支援策が著しく乏しいというこ

とは議員の、二市三町の議員連盟でもお話しになりましたし、会議所でもお話しになりました。

その考えはいまだ変わっていらっしゃらないのか、その辺ちょっとお伺いします。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 今のご質問は商業者に対する支援がというご質問であったかと思いますが、私が発

言させていただきましたのは今回の大震災以降さまざまな企業支援という制度ができ上がって

まいりました。例えばグループ化補助金、り災商店再生支援事業あるいは水産加工業施設整備

補助金制度でありますとか、さまざまな制度ができ上がっておりますが、そういった中で商業

者の方々に対する支援というのが極めて少額ではないかということについては、いろいろな機

会に県なり国に申し上げさせていただいておりますし、要望書等も提出をさせていただいてい

るところでありますが、やはり残念ながらまだまだですね、そういったことについて制度が薄

いのではないかということは、今定例会でもご質問いただいてるところであります。我々も今

後ですね、さまざまな機会にそういったことは引き続き要望させていただきたいと考えている

ところでございます。 

○浅野副委員長 西村委員。 

○西村委員 そこで先月ですか、第５次長期総合計画の進捗度報告会ということで市民の方々と

の話し合いが持たれ、いろいろ行政に対する成果、結果を数値化するということで５段階の評

価がされて、２月９日ですか、ありました。学識経験者が３名で市民の代表の方々が17名、20

名でやられたわけですけれども、５点法の採点の中で私のところから見えたのは委員長、副委

員長３名の方だけだったんですが、２点という点数が委員長から出たのが今お話ししました中

心市街地活性化促進事業、シャッターオープン事業と企業誘致事業が委員長のほうで２点とい

う点数がつきました。つまり委員長は今回の大震災以前にもまちづくりの委員会やいろんな委

員会の長をやられた方でやっぱり今回の予算も決定され、もう進んでいる状況でしょうが、こ

ういう２点という点数についてどうお考えなのか、担当のほうでお考えをお聞かせください。 



-94- 

○浅野副委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部商工港湾課長 商店活性化促進事業と、あと企業誘致に関してですね、長総の

進度報告会の中で評価が低かったということでございますが、まず商店活性化促進事業としま

して、内容が塩竈商人塾とシャッターオープン・プラス事業ということでございますが、まず

商人塾のほうはですね、内容としまして商い講座と、あと個別コンサルティングコースという

ことで、商い講座のほうは毎年ビジネストレンドを見据えたテーマを設定しまして経営に必要

な知識をですね、専門家から学んでいただくということで実施をしております。23年度の場合

ですね、震災を踏まえまして商売復活を図るということでワークショップを行いまして、イベ

ントの実施ですとか、お土産品の開発などについてアイデアが出されたところでございました。

その実現に向けて、24年度のテーマといたしまして講座を実施しましたところですね、10月に

は本町通りで塩竈おっぴさん祭りというイベントが開催されましたし、またお土産品の開発と

いうことに関しましては、塩竈桜をモチーフにした繭細工のブローチが開発されまして、その

開発したメンバーがですね、株式会社を正式に立ち上げたりもしてございます。 

  塾生の人数についても、これは市長も施政方針に対する質問の答弁のところでも申し上げた

ところですけれども、年々増加傾向にありまして、これまでのメンバーに加えてですね、シャ

ッターオープンあるいはプラス事業で開店した方々、また起業を目指している方々が加わった

りということで新しい風が吹き込んでいる状況があると思います。 

  また、シャッターオープン・プラス事業のほうにつきましては、平成20年度から実施してお

りますシャッターオープン事業を拡充、23年度から拡充をして実施をしたりしているところで

ございまして、例えば文化芸術活動なんかに対しても対象にするなど、集客、にぎわいを創出

する取り組みをですね、目指しているところでございます。どちらも大変地道な取り組みでご

ざいまして、すぐに成果があらわれるものではないかとは思いますけれども、両方の事業が一

体化となりまして実施内容の見直し、拡充については毎年取り組んでいるところでございます。 

  それから、あと企業誘致のほうでございますが、企業誘致に関しては、一つにはですね、復

興特区制度ができまして国の税制特例が受けられる、あるいは復興に当たっていろんな補助制

度が充実してるなどということもありまして、直接市のほうのいきいき企業支援事業というこ

とで今年度対象になっているケースはございませんけれども、これも目には見えませんが、か

なりの件数こちらのほうとしまして企業を訪れてＰＲをさせていただいたり、あるいは企業の

ほうから相談を受けてる実態にあるところでございます。以上です。 
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○浅野副委員長 西村委員。 

○西村委員 わかりました。これ２年目の企画でありまして、昨年もこれは25の事業について点

数が出されております。そこの中でも余りいい点数ではなく、今回の、全体まあなかなか把握

できませんが、もっともっと考え直さなくちゃならないのかなという気がしております。せめ

てこういう機会を含めて今後来年度の事業なり、これからいろんな事業を展開する中で民間の

方々、有識者の方々のご意見は今後採用していくというおつもりといいますか、考え方はある

のでしょうか、その辺。そういう機会をつくっただけで終わってしまうのか、それともそれを

生かしていくのか、その辺ちょっとお伺いします。 

○浅野副委員長 阿部政策課長。 

○阿部市民総務部政策課長 ２月の当初に実施させていただきました第２回目となった長期総合

計画の進度報告会でございますけれども、平成25年度におきましては、予算書のほうでもご確

認いただけますように、予算については若干拡充をしております。 

  その若干拡充したところで何をやりたいかというふうに申し上げますと、今回長期総合計画

の策定に携わっていただきました委員長、副委員長の学識経験者と方々とですね、もう一度政

策に関して、あの場では公表という形でご意見頂戴いたしましたけれども、少なくともその事

業の部分について工夫する余地がまだまだ我々あるかと思いますので、そういったところで助

言をいただくということで25年度は取り組んでまいりまして、それを次の施策の展開のほうに

生かしてまいりたいと思っております。以上です。 

○浅野副委員長 西村委員。 

○西村委員 せっかくこういう機会があるんですので、ぜひとも次の予算、次の事業に対しての

上積みといいますか、努力されて、よろしくお願いします。 

  次に、31ページの……（「資料番号は」の声あり）済みません。７番の31ページ、ＢＤＦ推

進・燃料安定化事業についてお伺いします。 

  昨年の９月にもちょっとお伺いした経緯もありますが、なかなか主要な施策成果に関する説

明書の中で５段階で１だと、先ほど聞きましたら、いや３だったんだということも聞いたんで

すけれども、この施策の中で循環型社会を実現し、自然環境を守る取り組みとしてＢＤＦ燃料

の利用の促進について考えるということで新エネルギーの普及に努めているということで市長

のほうから発言がありましたが、もう一度担当のほうで本当に「Ｃ」だったのか、「Ｅ」だっ

たのか、なぜ評価が低かったのかということでちょっとお話し聞かせてください。 
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○浅野副委員長 村上環境課長。 

○村上産業環境部環境課長 お答えさせていただきます。 

  委員今おっしゃっておるのは昨年の決算議会での主要な成果の報告書ということで、評価、

行政関与の妥当性の部分だと思いますけれども、それはその場でもご説明させていただきまし

たけれども、我々「Ｅ」としておりましたけれども、これは訂正させていただきたいと思って

おります。「Ｃ」という形にさせていただきまして、これは「Ｃ」というのはどういった内容

なのかといいますと、法律等の義務はないが公共性が高く民間ではサービス提供が困難なもの

ということで、行政関与としては「Ｃ」という形に改めさせていただきます。 

  しからば何が変わるのかということでございますけれども、我々この、まずバイオディーデ

ル燃料化事業の始まりはですね、もともと環境省の補助事業でございまして、環境と経済の好

循環のまちモデル事業として始まって、平成18年から国の補助を使いまして始められておりま

す。これは塩竈市が日本一の生産量を誇りました蒲鉾の廃植物油を使いながら新しい燃料をつ

くるということの事業のスタートでございます。これは塩竈市として非常に特殊性のあるエネ

ルギーでございまして、植物由来の油でございますので、基本的にはＣＯ₂ は発生しないとい

うことになっております。地球環境に非常に優しいエネルギーということで、塩竈市としては

大きく支援を今まで続けておりますし、今後も支援を続けさせていただきたいと思っておりま

す。 

  ちなみに、今年度でしたらば733万4,000円の予算を予定しております。この中は100万円と

しまして事業に対する補助、それから重点雇用を使いまして633万4,000円ほどの支援ができれ

ばなというふうに考えております。以上でございます。 

○浅野副委員長 西村委員。 

○西村委員 一番重要な地域産業のためのということで始まった事業とお伺いしますが、なかな

か地域住民と行政と事業者といいますか、その３者ではなく、事業者と行政だけということな

んで、市民といいますか、地域住民の方々も含めてそういう事業を展開されるとその認知度は

高くなってくるのではないかと思ってます。ある時期では町内会で月に１回廃棄物処理の，ご

み集めのときに集めたり、あと大型店に集中して集めていただいてそれを収集してそれに充て

るということもやられてるようですので、できればそういう部分での、まあ「Ｅ」から発した

発想だったものですから、「Ｃ」でもやっぱりこれからの、「Ｃ」であれ「Ｂ」であれ、まず

「Ａ」に近づくようにいろんな事業を展開されていっていただければありがたいので、どうぞ
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よろしくお願いを、それについてどう思いますか。 

○浅野副委員長 村上環境課長。 

○村上産業環境部環境課長 お答えさせていただきます。 

  現在、つまりＢＤＦをつくるために廃植物油を提供していただいておりますのは、当然水産

加工会社を中心として生協さんなんかも入って30社ぐらいでございます。委員おっしゃるよう

に一般家庭のというのも我々としては考えておるところなんですけれども、地域のエネルギー

としてますます身近になるのではないかなという思いで組合のほうとお話ししますと、やはり

一般家庭から排出されるものは、どうしても品質が衰えてしまうので、つまり古くなったり何

回も使ったりということでＢＤＦにするためには非常にコストがかかっていく可能性が高いと

いうお話もいただいております。 

  ですので、我々は組合のほうとお話しする中では、例えば施設見学会だったり小中学校への

出前講座だったりに力を入れていただいて、常日ごろから廃植物油からつくられるＢＤＦとい

うのはこういうものでつくられるんですよと、そういったことをＰＲしてほしいということお

話ししております。昨年ですと５回ないし６回ぐらいの施設見学とかあと出前講座、そういっ

たものを通してＢＤＦを実際につくってもらうという活動をしていただいております。そうい

ったところから地域に浸透した、まさに新エネルギーとして我々としては取り組まさせていた

だきたいと思っております。以上でございます。 

○浅野副委員長 西村委員。 

○西村委員 その辺どうぞよろしくお願いします。 

  次に移ります。資料№９の116ページ、高度衛生管理型荷さばき所整備事業ということで15

億という大変大きな金額が提示されております。私、これは復興事業の中かと思ったら、これ

一般の会計の中でということだったものですから質問させていただきますが、15億の中身とい

いますか、予算の内容について、もしわかりましたらお知らせください。 

○浅野副委員長 小山水産振興課長。 

○小山産業環境部次長兼水産振興課長 今ご質問いただきました119ページのほうはですね、資

料番号12の83ページをごらんいただきますと詳細記載させていただいております。資料番号12

の83ページでございます。今回の高度衛生管理型の荷さばき所といいますものは、これは実は

一般会計で予算のほう計上させていただいております。ちょっとその辺が混乱しやすいところ

なんですが、と申しますのは、今回漁港の一部ということで荷さばき施設をつくるということ
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が、水産庁の高度衛生管理基本計画というものが昨年の８月につくられましたけれども、その

中で県が整備します漁港と一体となって耐震性あるいは衛生管理ができる荷さばき所というこ

とで一般公共事業として予算化するべきだということで、今回一般会計のほうで予算措置をさ

せていただいております。 

  この83ページに記載されておりますとおり、今回整備を行おうとしております施設の概要は

３番の表にありますが、高度衛生管理型の荷さばき所といたしまして、現在地の南側の岸壁に

約１万4,700平米の荷さばき所Ａ棟というもの、そしてＢ棟ということで東側の岸壁のほうに

ちょっと小さい2,700平米の施設ということで建設を予定しております。また、あわせまして

これらの荷さばき所の施設に付随する施設としてですね、東日本大震災復興交付金事業で補完

施設というものを1,800平米程度つくろうというふうに考えてございます。 

  ４番のスケジュールのほうに書いてございますけれども、昨年の12月に設計のほうのですね、

契約をいたしまして、今現在全体の基本計画、全体の基本計画と申しますのは全体の配置図、

あるいは今県の岸壁の整備を災害復旧事業で行っておりますので、それとあわせてどういう工

程でこういった箱物をつくっていくのかというような計画、あるいは全体の機能面の整理、こ

れは当然運用方針ですとかソフト面の調整が出てきますので、そういったものを行っておりま

す。これらを基本設計の中で行っておりまして、それらが全体の基本設計が終わった後にＢ棟

の実施設計のほうを行うということで考えております。それが９月ごろまでに終わらせていた

だくということで考えておりまして、そのＢ棟と、Ｂ棟をつくるために必要な既存の建物の杭

を抜いたり、あるいはかさ上げをしたり、そういったもろもろの経費で15億円という工事費を

予算に計上させていただいているようなところでございます。 

  これにつきましては、設計を経て12月にはですね、Ｂ棟についての工事請負契約を議決案件

としてご提示していきたいなということで考えておりますが、今まさに県とですね、調整をし

て、あるいは設計については各利用される方々と協議をしながら進めているというような状況

でございます。以上です。 

○浅野副委員長 西村委員。 

○西村委員 はい、わかりました。前の説明と変わりないんですが、どうしても高度衛生管理型

荷さばき所となりますと、それをつかさどる、まあ管理するのは市でありますからハサップ対

応の管理をする人っていいますか、人材も含めてこれから教育なり設置をしていかなくちゃな

らないと思うんですが、それはまだまだ先のことだと思いますが、それも含めて実際これに入
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ってるのかなと思ったもので質問させていただきました。どうしても形はつくっても中身が伴

わない、今までこうやってきたんだ、こんでいいだろうという形で、どうしても水揚げする

方々、船の方々も含めてなかなかその対応に順応するということが難しくなってくるとすれば、

それを指導する、指示する行政側の管理者といいますか、そういう方々も人材を育てていかな

ければならないのかなと思ったものですから質問させていただきました。どうぞその辺も含め

て今後検討していただければ、形はできたが中身は伴わないとなれば、その存在意義が問われ

てくるような気がしますので、どうぞよろしくお願いします。 

  最後になりますが、資料№13の新しく出たやつでページ44、シルバー人材センターさんの補

助金ということで26番目にあるわけですが、高齢者のための職業をあっせんしていただいて、

また働く意欲、生活する意欲を高めていくということでは大変な事業だと思います。 

  ただ、補助金710万円、そのほかに県・国ということで補助金が出てます。今回市のほうで

いろんな事業に対して入札に携わっていると思うんですけれども、こういう公的な資金を受け

た方々が一般の事業者と一緒に入札されるということは、ちょっと私個人としては違和感とい

いますか、あるんですが、その辺お考えありましたらちょっとお聞かせください。 

  また、その人材センターは税金とかいろいろ免除されてる部分いろいろあると思うんですが、

そういう優遇された部分の中でそういうちょっとわかりますでしょうかね。 

○浅野副委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 シルバー人材センターさんのさまざま委託事業とか、確かに請け負

っていただいております。 

  ただ、これは高齢者福祉事業の一つというふうな位置づけもございまして、その高齢者の生

きがいでありますとか、それから雇用機会というものの拡大を目指すための今回の施策という、

随契の委託という部分もございますので、その辺はご理解いただければと思います。 

○浅野副委員長 西村委員。 

○西村委員 危惧するのは一般事業者に対する圧迫につながらないかと。いろいろと優遇されて

いる中での同じ土俵で入札にかかわるとなれば、普通一般の民間の業者は大変な思いをされる

のかなと思ったもので質問させていただきました。じゃ、いいです。以上で質問を終わります。

ありがとうございました。 

○浅野副委員長 内形副市長。 

○内形副市長 シルバー人材センターのいわゆる競争入札、どうあるべきなのかというお話いた
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だきました。今財政課長のほうからも説明ございましたとおり、高齢者対策の部分の就労機会

の拡大ということで、市としては随契でやれるものは随契でさせていただいていますし、この

組織そのものの運営の運営補助というのは、今お話しいただいております710万は運営費補助

で出しております。市で競争入札で発注してるところは、実は同じ高齢者の就労対策というこ

とで協生舎というところがございます。そういったところで同じような仕事をできるようなと

ころにつきましては、やはり競争性を発揮させて決して低廉だというんではなくてそれぞれの

団体がしっかりと仕事をしていただけるように入札をさせていただいておるところであります。

以上であります。 

○浅野副委員長 西村委員。 

○西村委員 以上であります。ありがとうございました。 

○浅野副委員長 お諮りいたします。 

  本日はこれで会議を閉じ、３月４日午前10時より再開し、一般会計についての質疑を続行し

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○浅野副委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

  本日の会議は、これで終了いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

   午後２時０２分  終了 

                                             

 塩竈市議会委員会条例第２９条第１項の規定によりここに署名する。 
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  午前１０時００分  開議 

○志子田委員長 ただいまから平成25年度予算特別委員会３日目の会議を開きます。 

  前回の会議における志賀勝利委員の質疑において、一部不適切な部分があり、同委員より取

り消したい旨の申し出がありましたので、これを許可することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○志子田委員長 ご異議なしと認め、取り消しを許可することに決定いたしました。 

  なお、取り消し部分については、後刻、議事録を調査した上で措置することにいたします。 

  それでは、前回の会議に引き続き、審査区分１・一般会計の質疑を続行いたします。 

  なお、質疑の際には資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発言くださるようお願いいた

します。阿部かほる委員。 

○阿部委員 それでは、一般会計予算質疑に入らせていただきます。 

  資料№12、２ページ、お願いいたします。 

  定員適正化の取り組み状況についてというところであります。異動状況といたしまして、本

年度退職者全員29名、定年退職者の方々19名、その他の退職者の方10名というところでござい

ます。それに先立ちまして、一言委員長、お願いいたします。 

  この東日本大震災を受けまして、この２年間、本当に職員の皆様、頑張っていただきました。

退職なさる職員の皆様、職務とはいいながら、身を粉にして昼夜を問わず復旧に一生懸命、市

民の安心・安全確保のために働いていただきましたこと、心から感謝を申し上げたいと思いま

す。また、保育所の先生方には、あの震災時、園児一人一人を抱え、そして無事避難させてい

ただいた、そういったお話も伺っておりますが、本当にありがとうございました。ここに一言

のお礼を申し上げたいと思います。 

  それでは、異動状況でございますが、この中で定年退職者の19名の中に、事務職10、土木１、

建築１、そして保育士３、そしてその他の退職者の中で保育士１ということで、保育所の先生

が４名減ということになっております。そして、新年度からの採用者に対しては３名というこ

とで、人的手当ては十分でありましょうか。その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

○志子田委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 お答えします。 

  保育士の一応採用に当たっては、５年、10年ぐらいの期間をもって、採用計画をもとにして

採用させていただいております。団塊の世代の方々が退職するのにあわせて、できるだけ、要
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するに年度ごとに退職者の人数の変動、４人なり、あとは全然退職者がなかったりというよう

な部分があるんですけれども、できるだけ平準化して採用するように心がけております。ここ

四、五年、保育士の採用につきましては、ほかの専門職と比べて毎年３名ずつの採用をいただ

いております。以上でございます。 

○志子田委員長 阿部かほる委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。 

  予算特別委員会資料13の４ページ、５ページ、ごらんになっていただきたいと思います。 

  平成25年２月１日現在の入所者数というところで、公立としては349名の園児の方がいらっ

しゃいます。５ページを見まして、今回、25年度の新しい入所者、申込者ですけれども、公立

のほうでは362名ということで、本当にうれしいことですけれども、お子さんの申し込みがふ

えているということで、これも果たして若いお母さんたちがこの震災を通してやはり働きに出

なければならない状況にもなっているのかといったこともございますけれども、この保育所の

先生１人に対して、園児の数は今何名というふうに基準がございますでしょうか。お知らせ願

います。 

○志子田委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 国で示す基準に沿って保育士の配置をしております。ゼロ歳

児については保育士３名、あと１、２歳児については保育士６名、あと３歳児については20名、

４、５歳児については30名という基準になっております。ただ、いろいろ子どもさんの状況、

あと中にはそういった個々に支援の必要なお子さんもいますので、おおむねそういった基準で

ありますけれども、子どもさんの状況を見て多少の配慮をしているところでございます。以上

でございます。 

○志子田委員長 阿部かほる委員。 

○阿部委員 この東日本大震災を踏まえまして、国の基準というのもちょっと漏れ聞きますけれ

ども、ゼロ歳児、あるいは１、２歳児ですと保育士さん１人に対して子どもは３人といったよ

うな厳しい基準も出てきておりますけれども、園児の皆さんの安全を考えますと、本当に先生

方が１人おんぶして２人抱えたらこれでもうそれ以上は無理だという状況も恐らく勘案してそ

ういった数字も出てきておるかと思いますが、ぜひその辺はよろしくお願いしたいと思うし、

また床面積に対しまして、ちょっと５ページの藤倉保育所が非常に希望者が多くて121名とい

う、押しなべて最終的にはそれぞれの保育所さんがありますので落ち着くだろうという感じは
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しますけれども、こういった人数が大変31名も多い申込者ということで、床面積に対しての定

員オーバーというのはどのようにお考えになっているか、お聞きしたいと思います。 

○志子田委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 国で定めているまず床面積でございます。乳児室、これは主

にゼロ歳児のある程度歩行の可能となったゼロ歳児につきましては乳児室の基準として１人

1.65、あと匍匐室、まだ歩行できないゼロ歳児については１人3.3平米、あとそのほかの保育

室については１人頭1.98平米という基準がございます。藤倉保育所ですけれども、定員90名で

一応設置している施設でございますが、施設的には定員の20％、あるいは25％程度まで余裕の

ある一応施設のつくりをしております。ただ、児童の子育て環境を考えた場合にそこまでいく

のかというような部分もございますので、定員を超えては、年度当初も含めて100名を超えて

藤倉、あと清水沢、ほかの民間施設につきましてもそういったところがございますので、子ど

もさんの状況を考えながら、入所人員の配置をしていきたいと考えております。 

○志子田委員長 阿部かほる委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。 

  前によくお話を伺ったときがあるんですが、床面積なんですが、建物の床面積に対する子ど

もの数、そこにいろんな家具とか、いろんな道具とか、ベッドとか、ゼロ歳児であれば、そう

いったものを置いてしまうと結局まるっきり使える床面積というのが非常に狭くなっているん

だというような話もちょっといろいろさまざまな場所で聞いてはいるんですが、その辺、塩竈

の場合の面積的なものはいかがでしょうか。 

○志子田委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 できる限り保育室にはそういった家具等置かないような形で

十分な保育の場を確保するようにはしておりますが、中にはそういった家具とか置かれている

ところもありますけれども、そういった場合は、一応その残された保育スペース、保育面積な

んかを基準に子どもさんの配置人数を一応定めているというような状況でございます。 

○志子田委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ありがとうございました。 

  ぜひこれからも子どもたちの健やかな成長のために、市としてできるだけのサービスをひと

つどうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、資料９の３款です。 
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  76ページの３款民生費、大変トップバッターであれなんですが、精神障害者福祉費というと

ころで、自殺対策緊急強化事業費というのがございます。 

  それと、次の78ページ、児童虐待・ＤＶ防止スーパービジョン事業というのがございますけ

れども、これはどういった内容の対策をとっておられるのかお聞きしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

○志子田委員長 川村健康推進課長。 

○川村健康福祉部健康推進課長 それでは、私からは、精神障害者福祉費の自殺対策緊急強化事

業費、こちらの内容についてご説明をさせていただきます。これは、国のほうで自殺者がふえ

ている状況、これを踏まえた中で自殺の防止というような観点から、100％の補助事業として

３カ年にわたりまして実施されている事業でございます。本市におきましては、当初からこの

補助を活用しながら、例えば心のアンケート等も行いながら、塩竈市の市民の方の心のケア、

どういうような進め方があるのかというようなところを検討いたしますとともに、震災以降は

補助金がこれまで100万円だったものが200万円という形で増額になってございますので、それ

を活用いたしながら、市民の方の訪問相談事業、臨床心理士の方、あるいは精神保健福祉士の

方の相談事業を実施しながら、心のケアに今努めているというところでございます。概要につ

いては、以上でございます。 

○志子田委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 私のほうから、児童虐待・ＤＶ防止スーパービジョン事業に

ついてご説明します。児童虐待・ＤＶ防止に対して、家庭児童相談員を配置して相談体制に一

応努めているところです。この事業、23年度から始めておりまして、通常３名体制のところを

１人増員しまして４名体制、体制を強化して一応相談業務を行っているというような内容でご

ざいます。あと、相談時間も、今まで９時から４時までだったところを８時半から５時15分ま

でというような形で延長しております。あと、スーパーバイザーとしまして、専門の臨床心理

士にお願いをしまして、特に対応困難なケースにつきましては、適切な処遇を図るために臨床

心理士のほうから専門的な助言を受けて心のケアなりケアプランに当たっているというような

状況でございます。以上でございます。 

○志子田委員長 阿部かほる委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。 

  実は、２月13日に私の、西部のほうなんですが、西部の地区支会というのがありまして、町
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内会長さん、それから民生児童委員の皆さんと協議会というものを、一つの塩竈市のモデルと

いうことで、なかなかこれが東西南北にまだ至っていないのが残念なことなんですが、毎年さ

まざまな研修会を行っておりまして、実は児童、それから高齢者の方の虐待予防研修会という

ことで研修会を開きました。そこに地域包括センターの方と、それから児童相談所の方をお招

きいたしまして勉強会を開いたわけなんですが、大変塩竈市の状況のみならずさまざまな事例

をお話しいただいて私たちも勉強になりましたが、まず大事なのは地域の見守りであるという

のが一番大事で、塩竈市で出しておりますチラシの中にも、虐待の起きない地域づくりという

ことが出ておりまして、まさしくこのとおりだと。塩竈市は本当に一生懸命頑張ってくださっ

ているなというのを私も感じました。その中で、やはり地域ごとの、向こう三軒両隣と言いま

すけれども、やっぱりこういった震災後のさまざまな対応、こういった自殺の対策もそうでし

ょうし、それから児童虐待、高齢者の虐待もそうでしょうし、まず近所、隣の方たちが声をか

け合って、様子を、お互いにこう挨拶することによって変わった状態がないかどうかというの

も、本当にこう、「あら、何かちょっとね」というようなお話から、非常にやっぱり未然に防

ぐということがさまざまにやっぱりありますので、ぜひこの方策ですね。確かに行政といたし

ましては、相談窓口を開いていただいて、もちろん専門家の方を置いていただいて、これはも

う本当に行政のお仕事でございますので、ただその前に予防ということです、１つには。この

震災を踏まえまして、大変やはり落ち着いてきますと、逆に心のケア、いろんなさまざまな生

活相談、そういったことが、私災害のほうの説明会なんかに行ったときにやっぱり被災された

方たちの様子を見ていまして、お話を伺って、非常にこの２年間過ぎまして、被災を受けた方

と受けない方のこの微妙な差が感じられてきて、そういったことがすごく今心配をしておりま

す。ただ、塩竈市では、仮設住宅のほうにもいち早く相談窓口を設けていただいて、本当によ

くしていただいておりますので、私本当にこれは誇れることだと思っておりますが、やはり落

ち着いてきた。阪神のときも３年目と言われております。そういったことを踏まえて、地域、

隣近所というこの予防の面で、市としてはこういった政策的なことでもうちょっと進めていた

だきたい部分があるんですが、その辺の見解、いかがでございましょうか。 

○志子田委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 委員お話しのように、震災直後はそういった相談件数なんか

も減っていたんですけれども、やはり１年を超えて２年目を迎える現時点になって件数が増加

している状況にございます。児童虐待、ＤＶもそうなんですけれども、施設へ入所する措置を
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行うということは件数的にはわずかでして、ほとんどが今議員のおっしゃられました地域での

見守りというのが大部分となっております。そのため、我々要保護児童対策地域協議会という

組織をつくりまして、これは関係機関、特に学校、保育所、幼稚園、あとは主任児童委員の

方々が中心となって、そういった方々を見守っていただく、機会機会を見つけて声をかけてい

ただくというような形で対応しております。そういった形で結構今まで学校に行かなかった子

どもさんたちが登校に結びついたなりなんなりというようなそういうような事例なんかも出て

きておりますので、我々もそういった地域での見守りというのをこれから大事にして取り組ん

でいきたいと考えております。以上でございます。 

○志子田委員長 阿部かほる委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。ぜひひとつよろしくお願いいたします。予防というのがと

ても大事な事業となりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

  次に、資料№９、107ページ、108ページ。 

  第５款労働費、重点分野雇用創造事業についてお尋ねいたします。 

  それから、資料№12、78、79、80のところです。お尋ねをしたいと思います。 

  まず、重点分野雇用創造事業、これにつきましては予算が３億394万1,000円ということで、

補助率100％。これは本当に震災対応事業が拡大されまして、23年度からですけれども、１年

延長という形になったようでございます。この実施事業、30事業ですが、これは全て23年度か

ら事業が継続のものでしょうか。まずお尋ねいたします。 

○志子田委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部商工港湾課長 重点分野雇用創造事業の震災等緊急雇用対応事業のほうでござ

いますが、これにつきましては、ほとんどの事業につきましては24年度から25年度に継続する

ものでございますが、ただ内容によっては若干見直しがされて実施するものもございます。 

  それからあと、81ページのほうの生涯現役のほうの事業になりますが、この５事業につきま

しては、24年度から実施されている事業の継続という形で実施されるものでございます。以上

です。 

○志子田委員長 阿部かほる委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。 

  この30事業、これは23年度から創設されたということで、まず23年、24年と２年間たったわ

けです。そして、さらに１年拡充ということで25年までということで、こういった事業の実績、



-109- 

あるいは評価というもの、それから今回のやっぱり予算配分、そういった評価とか、そういっ

た実績とかを踏まえての予算配分になっておりますでしょうか。お尋ねいたします。 

○志子田委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部商工港湾課長 この事業の効果ということになりますと、まず１つには雇用が

創出されたかという部分と、あと直接事業なり委託事業なりということで実施をいたしますの

で、その事業の成果というものが上がっているのかというところになるかと思うんですけれど

も、各事業それぞれの課で事業の実績なり成果なりを踏まえまして、次年度の予算要求という

形になってございますので、まずは、それからあと実績報告という形で県のほうに実績の報告

を行って、次年度の予算のほうについても事業計画で認められておりますので、まずは適正な

予算配分になっているというふうに考えてございます。 

○志子田委員長 阿部委員。 

○阿部委員 それでは、この事業の中で３番目にあります被災地防疫並びに害虫駆除及び家畜伝

染病予防等パトロール業務委託というところで、震災の影響による衛生面などの生活環境の悪

化を防止するため、定期的な防疫や巡回パトロールを行う。これどの辺の地域、被災３地域、

あるいは浦戸諸島含めての全部の範囲でこういったことが実施されているかどうかお尋ねいた

します。 

○志子田委員長 赤間市民安全課長。 

○赤間市民総務部危機管理監兼市民安全課長 この事業につきましては、震災直後から沿岸部、

あと浸水地域、あと高潮等上がった地域につきましての防疫・防除という形で進めさせていた

だきましたし、あと浦戸につきましても、委託業者を派遣しまして実施させていただいている

ところでございます。 

○志子田委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。本当に一生懸命やっていただいておりますね。においがあ

りません、塩竈は。本当に町の中に入って感じます。石巻は、まだまだにおいが漂っておりま

す。そういった面では、本当に市民の皆様へのサービスということで、本当に一生懸命やって

いただいております。ありがとうございます。 

  それで、この事業、７９ページです。地域ブランド力及び水産物・水産加工品等の販路回復

事業、それから塩釜水産物卸売市場復興ＰＲ事業並びにここに産業振興アドバイザー業務委託

というようなことが３つの事業があります。これは別々のところにそれぞれ皆こういったこと
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は委託していらっしゃるのでしょうか。ちょっとお尋ねいたします。 

○志子田委員長 小山水産振興課長。 

○小山産業環境部次長兼水産振興課長 ただいまご質問のありました３件につきましては、それ

ぞれ関連する別の団体のほうにお願いをして、それぞれ雇用いただいて当初の目的を果たすよ

うに今仕事のほうをやっていただいているような状況です。 

○志子田委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。それは構わないんですが、何か事業の内容を見ますと、非

常に横断的に連携するともっともっと効果が上がるような気がいたします。例えば水産物に関

して、やはり一つの手をつなぐといいますかそういったことでこういったアドバイザーの方の

ご意見等も広く知らしめるといったことをしていただくと、さまざまな分野で恐らくプラスア

ルファが出てくるんではないかというふうに私はちょっとこの事業を見まして思ったんですが、

その辺ちょっとご意見があればお知らせください。 

○志子田委員長 小山水産振興課長。 

○小山産業環境部次長兼水産振興課長 ご指摘のとおり、ただいまは別々にちょっと動いている

ようなところがございます。そういったことも関連してなんですが、これらの事業につきまし

ては、それぞれ震災以前から実は取り組んでいる事業でございまして、実は震災を契機に今回

は市場の建てかえですとか、あるいは水産業とか、水産加工のほうにもかなりの今新たな動き

が出ておりますので、そういったものを束ねるような意味合いで新たにこちらの方では産業ア

ドバイザー業務委託の２つ下に水産業振興コーディネーター業務委託というのがございますけ

れども、そういった方を採用させていただいて、もう少し広く横断的にという、今委員ご指摘

あったようなこともやっていければなと思っておりました。 

○志子田委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ぜひよろしくお願いいたします。 

  それから、観光、80ページです。裏側になります。この観光関係の事業も、やっぱりさまざ

まな交流事業、あるいは施設の運営、それから整備といったこういったことも23年度から入っ

ておりますけれども、この経済効果的なものというのはあらわれてきておりますでしょうか。

横断的ですけれども、ちょっとお知らせいただきたいと思います。 

○志子田委員長 本多観光交流課長。 

○本多産業環境部観光交流課長 観光の経済効果というのはなかなかすっかり指標にしにくい部
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分がございますが、23、24の事業を比較いたしますと、前にも本会議の中でもご説明いたしま

したが、入り込み客数が我々の場合ですと一つ目安になるということで、震災直後６割以下だ

たものが、昨年やはり８割まで回復をしてきているというところで、前にもお話をしておりま

すが、１人当たりの日帰り経済効果が6,400円ということがございますので、その人数分の経

済効果が一定程度はあったというふうに考えております。 

○志子田委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。本当にそういったお話を伺えれば助かります。次年度に向

けてのまた努力をひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、81ページ、同じく重点分野雇用創造事業ですが、生涯現役・全員参加・世代継承

型の雇用創造事業ということで、24年からこれは始まった事業のようですが、その中で一番下

にあります浦戸諸島農業技術実体験事業といいますか、これ失われつつある農地の再生と離島

特有の農業用水の確保、農産物の栽培技術などを地元住民の指導により実体験することで、農

業技術の伝承と地域振興を図るというふうになっておりますけれども、これ地元の人の雇用は

どのぐらいにつながっておりますでしょうか。 

○志子田委員長 木村浦戸振興課長。 

○木村産業環境部浦戸振興課長 浦戸諸島農業技術実体験事業ですけれども、実際には本土から

通っていらっしゃる方を雇用しているような状況でございます。農業技術の指導の部分におき

ましては、浦戸地区の方をお願いしまして農業技術の指導を行っていただいておりますが、そ

ちらのほうは２名ほどお願いしているような状況でございます。 

○志子田委員長 阿部かほる委員。 

○阿部委員 これは、新しい農業の技術を伝承するということで、新しい人たちが農業を継いで

くれたらという農業振興の意味合いを持っておると思うんですけれども、この中に条件といた

しまして、上にあるんですが、「事業者は、委託期間終了後も事業を継続し、正規雇用化に努

める」というふうに書いてあるわけです。実は、こういった予算とか国から来るこういった事

業に対してのやはりお金というものは、最終的に末永くそういった事業につながっていく、あ

るいは大きく育っていくための恐らく国の施策であろうかというふうに私は捉えているんです

が、ぜひこれがしっかりした事業になっていくのかどうか。そして、それに続く、その技術を

教えていただいた、そういう方たちが、これから先ずっとそういったことにつなげていけるよ

うな事業体系というものをやっぱりきちっと捉えていかなければならないと思うんですが、そ
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ういったところまでは見据えてこういった農業振興というのを図っていかれる事業であるかど

うか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○志子田委員長 木村浦戸振興課長。 

○木村産業環境部浦戸振興課長 実際にこの事業を始める際にも、ＮＰＯ法人のほうに委託をし

て実施しているわけなんですけれども、事業終了後も継続して実施していくというような確認

をとりながら補助事業を進めさせていただいております。ですので、できるだけ事業が末永く

継続して実施できるように、こちらとしてもお願いしていきたいと思っております。以上でご

ざいます。 

○志子田委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ありがとうございました。 

  それでは、次に資料№９、156ページです。 

  第10款教育費についてお尋ねをいたします。ここに中学校社会科副読本関係事業費というの

が87万6,000円というふうになっておりますが、ちょっとこれはどういった経緯で予算がつい

ているのか、お知らせください。 

○志子田委員長 星学校教育課長。 

○星教育委員会教育部学校教育課長 では、お答えいたします。 

  中学生１人当たり600円ずつ補助をいたしまして、主に中学校ではこの600円のお金を使いま

して道徳の副読本代として活用させていただいております。以上でございます。 

○志子田委員長 阿部委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。 

  そのほかに市として公費でこういった副読本、あるいは準教科書的なものに予算を割いてい

る部分はありますでしょうか、お聞きします。 

○志子田委員長 星学校教育課長。 

○星教育委員会教育部学校教育課長 小学校の４年生の子どもたち全員に「私たちの塩竈」とい

う副読本を毎年配布しております。そのほか昨年度から震災体験文集というものを配布いたし

まして、今年度は小学校２年生から中学校３年生までに配布をいたしました。来年度について

は、小学校１年生から配布できるようにというふうなことで増刷を考えております。以上でご

ざいます。 

○志子田委員長 阿部委員。 
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○阿部委員 ありがとうございます。 

  実は、私、本当に来月は入学シーズンになります。一体中学校に入学するのに皆さんどのぐ

らい経費がかかるか、今ご存じでしょうか。今、大変入学者のお母さんたちは青息吐息という

ことで、お会いすると「大変よね、大変よね」というお声を私本当にせつない思いで聞いてお

ります。大変こういった質問をするのもちょっとつらいことなんですが、実は、制服と運動着、

あるいは靴、そういったことを合わせまして８万4,000何がしかのお金です。それから、副読

本費というのが補助教材費8,250円かかるんです。そのほかに、１年間、入学後です、例えば

給食費、それからまあ全共通の教材費、実習費、それから３年生に行きます修学旅行費の積み

立て、そういったことを含めて14万3,625円かかるんです。双子さんいらした学年がありまし

て、私は、本当に親御さん、頭の下がる思いでございます。双子さんですと、やりくりききま

せんね。１人は１人ですので。なかなか本当にお母さんたち、今中学校をお持ち、高校をお持

ちのお母さん方は、実はいろんな不満とかそういうの出てこないんですけれども、言う暇もな

い。もう夢中で本当に一生懸命夜も７時、８時まで働いている方もいらっしゃいますし、本当

に一生懸命子育てのために頑張っておられるんです。いろんなことに言葉を発する暇がないと

いうような状況で走り回っているというのが、私拝見したところでは現実でございます。そう

いった中身を拝見しまして、もちろん制服等、本当にありがたいです、実は。一番多感な中学

生が私服だったらこれは大変なことでございますので、制服もとてもあれですし、それから靴

なども丈夫でございました。買うときは高いと思っても、１年間、本当に外靴がもつぐらい大

変丈夫でございますので、この辺は本当にむしろ考えてみれば安いものであったのかというふ

うなことも考えておりますが、その中で教材費です。お願いいたします。もう少しの予算をこ

の辺につけていただけると、大変、義務教育でございますので、市のほうで何とかこの育ちゆ

く子どもたちのために教育予算というものを、どこかで節約をして回していただけたらと思っ

ておりますが、その辺のご意見をもしいただければありがたいです。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 本市の教育費につきましては、いわゆる教育費という分野で捉えま

すと他市とそんなに大きな差はないという状況にあるかと思います。ただ、その中身がどうか

というふうになりますと、例えば本市の場合の特色としての学校給食費の人件費でありますと

か、そういったところにお金が充当されているという実態もございます。今ご質問のありまし

たように、確かに教育費というのは非常に大事な分野だというのは財政側でも思っております。
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今後、そういった教育費の充実というところを財政側でも十分に検討させていただきたいと思

っておりますし、一定程度経費の見直し、他事業との調整という中で教育予算の確保というも

のを十分に確保していきたいというふうに思います。以上です。 

○志子田委員長 阿部かほる委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。ぜひ今後の課題にしていただければというふうにお願い申

し上げます。 

  それでは、資料№９、102ページです。 

  第４款衛生費、今年度工事請負費として7,920万円ということで、これは清掃工場の耐用年

数は何年ぐらいになっておりますでしょうか、お知らせください。 

○志子田委員長 村上環境課長。 

○村上産業環境部環境課長 お答えさせていただきます。 

  もちろん当然使用状況等によりますけれども、一般的には25年から35年で大幅な見直しをか

ける必要があるというふうには言われております。以上でございます。 

○志子田委員長 阿部委員。 

○阿部委員 それでは、塩竈市のその清掃工場、何年ぐらいになるんでしょうか。お知らせくだ

さい。 

○志子田委員長 村上環境課長。 

○村上産業環境部環境課長 昭和51年に完成した施設でございますので、ことしで37年目の施設

になります。以上でございます。 

○志子田委員長 阿部委員。 

○阿部委員 それでは、大変本当に働いてくださっているというふうに受け取ってよろしいんで

しょうか。今現在この清掃工場の稼働状況から見まして、どのぐらい例えば手当てをしていっ

たら今後稼働できるのか、その見込みはついておりますでしょうか。 

○志子田委員長 村上環境課長。 

○村上産業環境部環境課長 委員ご指摘のように、大分古い施設ではございますが、我々は本当

に現場で働く職員が非常に丁寧な扱いをしていただいた関係で、これは毎年4,600万程度は定

期的に交換する部品、この部品によって耐用年数が決められておりまして、その年数が来たら

ば必然的に交換せざるを得ないと、それが大体4,000万から5,000万円ぐらいは毎年かかるであ

ろうということでございます。ただ、今回予算のほうに施設補修等工事ということで3,300万
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円計上させていただいておりますが、これは工場の防水工事に3,000万円を予定させていただ

いております。これなどは、やはり経年変化による工事でございますので、こういったものは

当初は必要ないものという形の予算になってくると思います。以上でございます。 

○志子田委員長 阿部委員。 

○阿部委員 時間ですね。ありがとうございました。 

  これで質問を終わります。 

○志子田委員長 浅野敏江委員。 

○浅野委員 おはようございます。 

  では、私のほうからご質問させていただきます。 

  まず初めに、議案についてお尋ねしたいと思いますので、資料の１、17ページの議案第20号

からお聞きしたいと思います。関連いたしまして、資料12の25から26ページもお開き願いたい

と思います。 

  今回、塩竈市の文化財保護条例の一部を改正する条例につきましてお尋ねいたしますが、提

案理由といたしまして特別名勝松島における現状変更の許可等に係る事務を行うため所要の改

正を行うというふうにございますが、もう少しわかりやすくご説明願いたいと思います。 

○志子田委員長 郷古生涯学習課長。 

○郷古教育委員会教育部次長兼生涯学習課長 議案第20号につきましてご質問いただきました。 

  この内容につきましてなんですけれども、特別名勝松島の地域内で現状変更を行う場合につ

きましては、これまで文化財保護法の規定によりまして文化庁長官の許可が必要でありました。

それが今般市の教育委員会への権限移譲、そういったものが可能となってございます。これに

つきましては、総務教育常任協議会等でご説明はしているんですけれども、権限移譲に必要な

区分地図、地番図というようなものだったんですけれども、そういったものが少し経費的なも

ので大きくてこれまで手がつけられていなかったんですけれども、それが県事業によって整備

されて本市へ権限移譲が可能になったというところでございます。こういったものを受けまし

て、今回文化財保護条例を改正いたしまして、権限移譲になったものに関して現状変更等の許

可を審議する審議会の審議機関を設置しなければならないというものがありまして、その審議

機関を設置するための条例の一部改正というようなもので提案させていただいた内容でござい

ます。 

○志子田委員長 浅野敏江委員。 
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○浅野委員 ちょっとわかったようなわからないような話なんですけれども、その権限移譲です

よね。塩竈市に、教育委員会のほうにと。これまでは文化庁のほうの許可の範囲まで行ってい

た部分ですけれども、恐らく今おっしゃっているのは、浦戸のほうに特にかかわってくる部分

だと思います。今まで、これまでも人が住んでいた場所ですよね。今回の地震・津波で大分そ

こがやられてしまいましたけれども、今般また建て直しをしたり何かする部分においても、さ

まざまな手続上の問題だと思うんですけれども、それではこれまでの権限移譲の部分でどの範

囲まで塩竈市が携わることができるのか、その辺もう少し具体的にお聞かせください。 

○志子田委員長 郷古生涯学習課長。 

○郷古教育委員会教育部次長兼生涯学習課長 少しちょっと先ほど舌足らずで申しわけございま

せんでした。これまで申請者から現状変更等の申請がありますと、市の教育委員会で受けまし

て、それを県の教育委員会のほうに副申をいたします。そして、県の教育委員会のほうから文

化庁長官のほうに行って、文化財の審議会の諮問答申を経て、また逆の方向で許可されるとい

うようなそういった流れでございました。そして、これまでは申請から許可まで約１カ月くら

いの期間を要しておりました。それが今般権限移譲によりまして、申請者の申請が塩竈市に許

可申請がありますと、市の教育委員会でその内容について審議機関に諮問、そして審議機関か

ら答申を経て許可を出すといったようなそういった流れになりまして、その期間を私どものほ

うでは今の段階では１週間なり２週間というような中でその申請から許可までの期間というも

のを考えてございます。そうすることによって、市民サービスの向上、また震災における復興

の加速というようなことが期待できるというようなことでございます。 

  ただ、現状変更等の許可の内容なんですけれども、これにつきましては、取扱指針というよ

うなものが定められておりまして、その内容によってこの許可をしていくというようなそうい

ったことになります。この許可の内容までも権限移譲されたということではございませんので、

その辺はご理解をいただきたいと思います。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 わかりました。ありがとうございます。 

  今中身の部分でお話しいただいたのは、建物の高さとか、それから敷地の面積とかというの

は、確かに10メートル以内とかというふうな細かくさまざま決まっているということは、私も

理解しております。そういった部分で、確かに昭和27年かにこの特別名勝松島ということが国

で定められたというふうに伺っておりますけれども、とにかく景観を維持するというのが大き
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な目的だと思っていますので、その範囲の中におきまして、さまざまなこれから復興住宅もそ

の中でできていくわけでありまして、また申請者が個人の場合もあれば、これからそういうふ

うに市が対応する部分も出てくると思いますので、そういった意味ではスピードアップしたか

なと思います。そういった意味では、審議員ですよね。これまでの委員会制度だった部分と今

回審議員となった部分で、そのメンバーの方たちが同一かどうかちょっとわかりませんけれど

も、そういった意味ではなお重責を担うと思うんですが、そういった意味でその方たちの仕事

内容、今言ったように許可制の部分だと思いますが、ちょっとその辺も教えていただきたいと

思います。 

○志子田委員長 郷古生涯学習課長。 

○郷古教育委員会教育部次長兼生涯学習課長 文化財保護、今度新たに文化財保護委員会から審

議会というふうに名称も変わる内容でございますけれども、現状変更等の審査をいただく方々

につきましては、現在６名の方に文化財保護を、新たには審議会の中ですけれども、６人の方

にご委嘱をいたしているという内容です。専門分野といたしましては、考古学、自然科学、民

俗学、民俗芸能。またあと、議会のほうからも１名有識者というような形で入っていただいて

おります。それに、今般県の指導によりまして、都市計画、どちらかというと景観のほうなん

ですけれども、そちらの専門分野の方も入っていただくようにという指導がございます。そう

いった中で、１名追加というような形で今後文化財保護審議会を開催しながら対応していきた

いというふうに考えております。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございました。本当に大変なお仕事と思います。私たちが世界に誇るこ

の松島の景観を維持しながら、またそこに住まれる方たち、またそれから島の復興のためにも、

繁栄していかなきゃならないという２つのこう目的が融合できて、そしてスムーズに進むよう

に私たちのほうも本当に努力していきたいと思っております。 

  関連してお聞きいたします。№９の160ページ、お開き願いたいと思います。 

  第10款の教育費のところに、この文化財に関連いたしまして文化財の修理補助金500万円と

出ておりますが、この中身についてまずご説明願います。 

○志子田委員長 郷古生涯学習課長。 

○郷古教育委員会教育部次長兼生涯学習課長 この文化財修理補助金なんですけれども、24年度

にもこの文化財修復費の補助金を出しております。この補助金につきましては、計画では24年
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から26年ということで、鹽竈神社の文化財の修理というような中身での支出でございます。24

年から25年までにつきましては、鹽竈神社の左右の拝殿の修理、またその後には文化財の別宮

の拝殿の修理というようなものが予定されております。この修理に関しましては、前回の修復

から実質上修理は行われておりませんでした。ある程度の修復を実施しなければ貴重な文化財

の価値を損ねる懸念がございます。文化財が存在する市町村の責任といたしまして、必要な文

化財の維持管理のための補修を行うものでございます。そして、この500万円なんですけれど

も、各年度の事業費の55％については国が補助いたします。事業費から補助金を引いた額の４

分の１につきましては、県が補助する。そして、補助事業費から国と県の補助金を引いた残り

があるんですけれども、そのものに県の補助金があるんですけれども、県の補助金の２分の１

で500万円を限度というようなことで塩竈市の補助要綱が定められておりますので、その補助

要綱に従いまして今回補助するというような内容です。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 そうしますと、文化財、この修理の500万円というのは、市が出している部分の限

度額ということで理解してよろしいでしょうか。 

○志子田委員長 郷古生涯学習課長。 

○郷古教育委員会教育部次長兼生涯学習課長 県の補助金の２分の１という定めなんですけれど

も、そうしますと500万円を超える額になってしまいます。その中で、市の要綱の中では限度

額を500万円と定めておりますので、その限度額いっぱいの500万円を今回補助するという内容

です。 

○志子田委員長 浅野敏江委員。 

○浅野委員 ちょっとしつこくてごめんなさい。今のはわかりました。それで、おっしゃる中身

は鹽竈神社のものを文化財保護、修理というふうに、私はちょっとここを、実は今回個人とか

いろいろなところで有している文化財がございますよね。また、市で定めた文化財というもの

があると思うのですが、そういったものが津波とか、今回の地震で場所によっては蔵から出て

きたものが物すごい津波のヘドロによってそれを修復しなければいけないと。歴史的にも、文

化的にも非常に価値があると。そういった部分にも使われている補助金なのかなというふうに

思っておりましたので、そういったものの申請とかそういった修理はなかったのか。その辺ち

ょっとお聞きしたいと思います。 

○志子田委員長 郷古生涯学習課長。 
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○郷古教育委員会教育部次長兼生涯学習課長 先ほど言いました塩竈市の文化財保護補助金交付

要綱、そこの中では、指定文化財に対する補助というようなことで定められております。先ほ

ども、鹽竈神社につきましては国指定の文化財でございます。あと、市の中である文化財です

と、志波彦神社とか市の神社にあります灯籠、そういったものもあるんですけれども、そうい

った指定された文化財に対しましてはこの要綱によって補助することになっておりますけれど

も、今委員がおっしゃられました蔵の中に入っているそういったものも貴重な市の文化資産な

んですけれども、それに対する補助というようなものは、この要綱の中では定められていない

というような状況でございます。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 よくわかりました。ありがとうございます。 

  では、次に、資料№９の78ページです。 

  先ほども質問が出ましたが、３款民生費の児童虐待・ＤＶ防止スーパービジョン事業です。

281万5,000円。これについて、中身は先ほどお聞きいたしました。それで、お聞きしたいこと

は、今回この特に私は、児童虐待もそうなんですが、ＤＶ防止のほうにちょっと力を入れてお

聞きしたいと思うんですけれども、当事者、私もさまざまご相談いただいている方がいらっし

ゃいますが、鬱病とか、またパートナーとか配偶者に暴力を受けたという部分のＰＴＳＤとい

うものを、精神的な疾患を抱えている方も中にはいらっしゃるというふうに専門家の方からお

聞きしておりますが、こういった方たちのさっきも予防というようなことがありましたけれど

も、自分の傷ついた気持ちをというか心身ともにそういったものを癒す居場所づくりといいま

すかそういったものとか、またこういった問題は当事者本人だけではなくてその家族が抱えて

いる問題もたくさんあると思いますので、そういったご家族を交えたカウンセリングというの

も必要かと思うんですが、そういったことに対応はいかがなものでしょうか、お聞きいたしま

す。 

○志子田委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 ＤＶへのまず取り組み対応なんですけれども、今委員おっし

ゃられましたような、例えばそういった病気なりお持ちの方については、専門の一応相談員、

保険者も含めていろいろかかわっていただくようにしております。ただ、基本はまず本人が配

偶者から逃れたい意思があるのかどうかというようなことが一番大事で、そういった場合、

我々一時保護なりそういった施設で保護すると。そこまで至らないケースにつきましては、先
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ほどもお話ししましたように、地域の方々含めて、関係機関を含めて地域の方々で見守ってい

くというような形での対応をとらせていただいております。以上でございます。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 はい、ありがとうございます。 

  一口に地域の方々とおっしゃっても、本当これはどちらかといいますと、当事者自身が自分

がそういった暴力を受けているということが認識できない部分もあるんです。あるＮＰＯの団

体の方ですけれども、簡単な心の体温計といいますか、今自分が鬱なのかどうなのかとか、そ

れから自分が今されている行為は、これはＤＶに当たるのかどうかと、そういったことは個人

ではなかなか理解していない部分もある大変やっかいな事案だと思っております。特に、ＤＶ

の場合は、これは女性だけでなくて男性もＤＶを受ける場合があるんです。ですから、男性に

とっても、例えば女性からしつこくメールの中身を聞かれているとか、それから高いものを要

求されているとか、いろんなものがこう、それもやっぱり一つの一種のＤＶなんです。女性だ

けが受けているのではなくて、男性もこれは受けている場合があります。そういったことが気

がつかないうちに日常の中で繰り広げられているということをまず当人が気がつくことが大事

だと思いますので、ぜひそういった地域のマンパワーもございますが、そういった情報が、全

国にさまざまなＮＰＯなり、そういった協力団体がたくさんございますので、ぜひそういった

最新的な情報も得ながら、簡単に今皆さんネットワークでホームページを開くとそういったも

のが自分で判断できるということもありますので、ぜひそういった手法も使っていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○志子田委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 ちょっと説明不足でした。中には、専門の医療機関、あるい

は今おっしゃられましたそういったＮＰＯの団体とか何かかかわっていただいて、一時保護ま

でいかなくても、専門の病院に入院していただくというようなそういった措置のケースもござ

います。今言われた事例につきましては、いろいろと専門の先生方、あと専門の機関、複数か

かわらなくちゃいけないケースですので、そういった方々と連携をとりながら十分に対応して

いきたいと思っております。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  それで、もう一点ですけれども、ＤＶで完全に離婚はしていないけれども夫から身を隠すと
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いう、住所を移動する、もちろんこのことは周囲の方にも知ってもらっては困るという事案で

すね。そこで一つは大半が子どもさんを連れて夫のもとから身を隠しているわけですけれども、

児童手当の問題があります。児童手当というのは、配偶者、夫の口座に当然入るものでありま

すので、その口座を知られたくない。また、かといって生活していく分においては、仕事があ

る方ならまだしも、やはり子どものそういった児童手当の部分も夫の口座に入り込んでいると。

それを何とか子どものために使いたいと思っていても、なかなかできないと。何か昨年あたり

からこれがどうもふえているためにシステムがちょっと変わったようにも聞いているんですが、

その辺についてはご回答願いたいと思います。 

○志子田委員長 佐藤保険年金課長。 

○佐藤健康福祉部保険年金課長 お答えをさせていただきます。 

  児童手当の支払い先ということになりますが、実際にはそのような例えば親権者が誰かとい

う単にそこだけではなくて、その部分で実際の扶養を誰がなさっているか。例えば離婚を調停

中であって、今お子さんはお母さんと一緒にいらっしゃる場合、そういった場合は例えば申し

立てによりまして、実際の扶養を見ている方に対しての支給、そういったものが可能となって

ございます。ですから、例えばＤＶ等そういったものに対しましても、実際の申し立て等があ

って、それが客観的に判断されるという状況であれば、実際にお母様のほうに例えば支払いを

するとか、そういったことは可能になっております。以上でございます。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 大変これは助かると思います。本当に、ただ本当に情報が漏れないようにというそ

ういった配慮はよろしくお願いしたいと思います。また、今回そういったＤＶ関係の部分で、

また児童虐待の部分ということは、先ほどの話にもありますように、震災後特にふえてきてい

ると思います。ぜひこういったことが、いろいろな場所にＤＶに関しての、一人で悩まないで

というパンフレットは各地で見かけます。本当にありがたいことだと思います。ぜひ人に相談

できないでいらっしゃる方、例えば子どもを連れての健康診断とかそういったところでもお母

様方のさまざまな顔色、またそういった相談しにくくなっているような表情等々、子育て支援

センターの中でも見かけたら、とにかくこちらから声をかけて、まずお話ししやすい雰囲気を

ぜひ職員の皆様にもお力をかしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  では、次に移りたいと思います。同じく資料９の94ページ、お願いいたします。 
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  第４款の衛生費です。説明欄のほうに今回ヒブワクチン、あと子宮頸がんワクチン接種委託

料等々ございます。こちらのほうは、資料の７の24ページにも、主な施策の中で子宮頸がん等

ワクチン接種事業として4,813万6,000円というふうに概要が書かれておりますが、この内訳、

ちょっと教えていただきたいと思います。 

○志子田委員長 川村健康推進課長。 

○川村健康福祉部健康推進課長 子宮頸がん等ワクチン接種事業の内訳……（「等ということで

すので、何々が」の声あり）はい。こちらの事業費につきましては、ヒブワクチン、子宮頸が

んワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、こちらの予防接種の接種委託料、これが大きな内容に

なってございまして、資料番号９の94ページにございます、上段のほうでございますが、委託

費の中のヒブワクチン接種委託料1,067万7,000円と子宮頸がんワクチン接種委託料としまして

2,238万8,000円、小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料といたしまして1,483万2,000円と、その

他接種に係ります事務経費等を含めての総合的な金額ということでございます。よろしくお願

いいたします。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  それで、ヒブワクチンにしましても、子宮頸がんワクチンにしましても、これまでは単年度

の予算になっておりましたが、報道によりますと予防接種法に基づいて25年度から定期接種に

なるというようなお話も聞いておりますが、その辺についての情報をお願いいたします。 

○志子田委員長 川村健康推進課長。 

○川村健康福祉部健康推進課長 こちらの子宮頸がん等の３ワクチンにつきましては、これまで

は任意の予防接種ということで、３カ年の緊急接種を行います補助事業として行われてござい

ました。今回、今国会で予防接種法の改正ということで審議をされてございまして、平成25年、

ことしの４月から定期の予防接種と言われるものに変更になってまいります。以上でございま

す。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  それでは、本市の、これまで国が半分、また各自治体が半分となりましたが、法で決めた上、

そういった国の予算と自治体の予算とその辺の関係性はどのようになりますでしょうか。 

○志子田委員長 川村健康推進課長。 
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○川村健康福祉部健康推進課長 これまでの補助事業の枠組みといたしましては、国２分の１、

市２分の１というような事業費の割合でございましたが、予防接種法の改正を含めまして定期

の予防接種化となりますと地方普通交付税措置という形になってまいります。国のほうで交付

税、どの程度という内容につきましては、９割分は財源措置をするというようなことで情報提

供は受けておるところでございます。以上でございます。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。ぜひこのワクチンが女性の、そして子どもたちの命を、そ

して健康を守っていくものになると思いますので、ただこれが事業として行ったといっても、

周知徹底がなければなかなか効果を発揮いたしません。ぜひそういった意味でわかりやすい周

知徹底のほうをよろしくお願いしたいと思っております。 

  次に、同じく№９の96ページ、妊婦健診についてなんですが、今回妊婦健診のほうもおおむ

ね14回まで公費負担ということで、基礎的な部分は公費負担していただきまして、大分妊娠出

産に関して妊婦の方たちにも本当に健診を受けやすいという段階になりました。ただし、今ち

ょっと問題というか心配なことは、不妊治療ですよね。不妊治療のほうもたしか2009年から国

で公的助成も行われておりますが、まだまだ金額的なものは少ないという声もありますが、も

う一点今問題になってきたのは、不育症です。なかなか耳なれない言葉だと思いますが、妊娠

しても流産、死産を繰り返し、３回以上になってくると不育症と。子どもが育たないという。

これはいろんな原因があると言われていますが、これに対してのご相談とかそういった市でつ

かんでいる情報とかはございますでしょうか。 

○志子田委員長 川村健康推進課長。 

○川村健康福祉部健康推進課長 基本的にでございますが、専門的な相談ということではなく、

当然妊娠、妊婦さんの相談という窓口では、市の保健センター、ここで行っておりますととも

に、保健センターの隣にございます宮城県保健所のほうでも行ってございますので、いろいろ

と具体のご相談ということで受けた場合には適切な機関のほうにつなげる、ご相談窓口につな

げるというような対応を行ってまいりたいというふうに考えてございます。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。ぜひこのことについても、今後市のほうでも不育症、結構

悩んでいるご両親というかお父さんお母さんいらっしゃいますので、ぜひその辺のこともまた

情報方集めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 



-124- 

  では、このピンクの実施計画書のほうからもお尋ねいたします。 

  52ページのほうをお開きください。 

  そして、先ほどの資料の12の雇用の部分にもございました。81ページにもございます。 

  重点分野雇用創造事業の中の女性による浦戸諸島の食振興プロジェクト事業1,160万8,000円、

雇用予定人数４人となっておりますが、これは平成24年からの継続事業だと伺っておりますが、

具体的に中身をお聞きいたしたいと思います。 

○志子田委員長 阿部政策課長。 

○阿部市民総務部政策課長 平成24年度補正予算でお認めをいただきました250万円ほどで平成

24年度は２月上旬に発注をいたしております。ＮＰＯ法人のほうに女性による浦戸諸島の食振

興プロジェクトということで、塩竈ロータリークラブのほうから、全国のロータリー組織のほ

うからキッチンカーを浦戸のほうに、ＮＰＯ法人のほうにご寄附をいただきまして、そのキッ

チンカーを活用しながら、浦戸産の食材等を使った料理の提供、それから島外の各種イベント

なんかへ浦戸の食産業、こういうものがあるんだというのをＰＲしていくといったような事業

になってございます。それらのための人件費的な支援ということで、今回24年、25年度という

ことで予算を要求させていただいております。以上です。 

○志子田委員長 浅野敏江委員。 

○浅野委員 すばらしい事業だと思います。ぜひＮＰＯの方たちは、やはりよそから来たと言っ

たら大変失礼ですれども、まず地元の方たちも巻き込むような事業展開になるとなおよろしい

かなと思うんです。というのは、やっぱり農村部の女性の方たちというのは、結構畑でとれた

ものをいろいろ加工して道の駅等々に出品して、本当に自分たちがこの事業を広げているんだ

ということがもう全国的にもいろんな効果ができていて、そのまちの本当に目玉商品になって

いると。ぜひ恐らくこの事業も３年間の事業かもしれませんが、これが根づいて地元の女性の

方たちが自分たちでとれたものを自分たちの手で商品化していくという、こう熱意のほうまで

持っていければ、もうこれは国からの100％補助金ではあるでしょうけれども、これを機会に

塩竈市の浦戸の女性の方たち、もちろん浦戸の島民の方たちもそうですけれども、自分たちで

そこからとれたものを自分たちの手で加工して、それが全国に広まっていくといえば、本当に

これは心の復興にもなりますし、また私たち塩竈市にとっても大きな財産になると思います。

大変大きな事業になっていますので、ぜひこれを何か結果が残せるものになっていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 
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○志子田委員長 阿部政策課長。 

○阿部市民総務部政策課長 今委員からご意見いただきましたように、もちろん浦戸の方々も雇

用いたしまして取り組む中身になっております。キッチンカーというのが、島に来なければ浦

戸の名産は食べられないということじゃなくて、今浦戸に観光の方が来ても浦戸の地元のもの

を食べられるという状況にはございませんので、それらのものを地元で食べさせられるという

ことで、まずキッチンカーという取り組みがあります。それから、浦戸以外のところでも食べ

られるようにということで、車を中心にしてこういった取り組みをしていくということになり

ます。27年度以降ですけれども、これもやはり塩竈ロータリークラブ等の声がけでほかの地域

から車を寄贈していただいたわけですから、この委託事業の終わりが事業の終わりということ

にはなかなか対外的にもならないだろうということで、我々もきちんとそれが根づくように応

援してまいりたいと思います。以上でございます。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

  最後の質問になろうかと思います。 

  同じく実施計画書のこの60ページ、ここの上から２段目です。 

  生きる力を育む教育の充実ということで、小中学校の特別支援教育支援員配置事業、今回

2,228万6,000円ということで、人数、そして支援員の実質役割的なものを簡単で結構ですので、

お教えください。 

○志子田委員長 星学校教育課長。 

○星教育委員会教育部学校教育課長 ではお答えいたします。 

  特別支援教育支援員ですけれども、各小中学校に１名ずつ市の予算で配置させていただいて

おります。主に特別支援学級に在籍している子どもたちの支援のほかに、特別な支援が必要な

子どもたち、例えばＡＤＨＤとかＬＤといった発達障害を持つ子どもたちの支援を普通の学級

の中にいるそういう発達障害の子どもたちの支援を行っております。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 それで、各学校に１名ずつ。だんだん各クラスにも今人数的にふえてきていると聞

いております。その１人の方で対応できるのかどうかということも心配ではありますが、まず

この支援員の方たちの研修などの状況はどのようなことでしょうか。 

○志子田委員長 星学校教育課長。 
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○星教育委員会教育部学校教育課長 研修につきましては、特別支援関係の塩竈市で行っている

研修がございまして、そこに参加をしていただいたりというふうなことを行っております。今

年度は、２回そういう研修を実施しております。 

○志子田委員長 浅野敏江委員。 

○浅野委員 以前、この支援員制度が国で決まったときに、本当に先ほどお話があったように、

ＡＤＨＤとかＬＤの子どもたちというのはどういったものかといったことからまず研修してい

かなきゃならないと思います。個別の対応もあると思いますけれども、特別支援学校の協力な

ども得られると。それは、各自治体のほうでの考えで行われる裁量部分ではありますけれども、

そういったこと等は対応しているかどうかだけ、最後にお聞きしたいと思います。 

○志子田委員長 星学校教育課長。 

○星教育委員会教育部学校教育課長 塩竈市の各学校につきましては、具体的には利府支援学校

の地域支援コーディネーターという役割の先生方がいらっしゃいまして、その先生方が各学校

に出向いてくださいまして、直接の研修とか支援をしていただいております。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございました。これで私の質問を終わらせていただきます。 

○志子田委員長 高橋卓也委員。 

○高橋委員 幾つかお伺いいたします。 

  最初に、資料№９の65、66ページ、３款民生費の１項１目社会福祉総務費について、66ペー

ジの事業内訳の下から２行目、国民健康保険事業特別会計繰出金について伺います。４億

3,590万4,000円が計上されておりますが、まず内容をお伺いします。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 国民健康保険事業特別会計繰出金、これは全て総務省が定める基準

内の繰り出しというふうになります。主な内容といたしましては、保険基盤安定、つまり軽減

世帯数の割合に応じて、その国保会計が負担となるような部分を一般会計が財政支援をすると

いう保険基盤安定、それから例えば高齢者、あるいは医療の機関の設置数、これに伴いまして

当然医療費が増嵩するということに伴います財政安定化支援分の繰り出し、そのほか出産一時

金でありますとか、あとは事務経費につきましては全てこれは一般会計からの繰り出しという

ふうな主な内容になります。以上です。 

○志子田委員長 高橋卓也委員。 
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○高橋委員 今の回答でわかるわけですが、念のために確認しておきますが、基準外は全然ない

ということでよろしいんでしょうか。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 今回の平成25年度繰出金では、全て基準内というふうな繰り出しに

なっております。以上です。 

○志子田委員長 高橋委員。 

○高橋委員 この国民健康保険事業特別会計繰出金、全て基準内だそうですが、前年度比ではど

のようになりますでしょうか。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 前年度比でまいりますと、基準内の合計金額という形で、24年度は

当初予算３億9,340万円、それに比較しまして25年度で差が４億3,590万円というふうに、約

4,256万円ほどの増というふうになってございます。以上です。 

○志子田委員長 高橋卓也委員。 

○高橋委員 あと、国保会計に内容的に踏み込んでしまいますので、あしたの特別会計の質疑の

際に詳しく質問する予定ですけれども、被災者の医療費免除を継続させるためにこうした繰り

出し金を基準外も含めて増額すべきであると考えますけれども、基本的な考えだけきょうはお

伺いしたいと思います。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 被災者支援分につきましては、これまで国民健康保険事業特別会計

の中のいわゆる国保財政調整基金等で被災者支援というふうに行っているというふうになって

おります。一般財源として使われる今回のルール分、かなりやはり大きく増額してございます。

一般会計もまずは交付税措置もあると。ただ、交付税措置のほうも実際はまんどに基準財政事

業需要額に算定されているという状況ではございませんで、おおむねその８割というのが交付

税措置があるというふうな状況になっております。そのほか当然ながら２割分というのが市税

等の一般財源を活用して国保財政の安定化のための繰り出しというものを行っているという状

況になっておりますので、その辺はご理解いただければというふうに思います。以上です。 

○志子田委員長 高橋卓也委員。 

○高橋委員 大きな２点目で、同じく資料№９の79、80ページ、３款民生費の２項４目保育所費

について、80ページ、事業内訳の下から３行目、食物アレルギー保育児対策事業費について伺
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います。施政方針等の絡みで、代表質問では小中学校のアレルギー除去の問題について取り上

げたわけですが、施政方針の保育所の給食についてはなかったので私この問題については取り

上げなかったわけなんですけれども、この食物アレルギー保育児対策事業費35万6,000円が計

上されていますが、どういう内容なのかお伺いします。 

○志子田委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 アレルギー児へのまず保育所の対応なんですけれども、医師

の診断書に基づきまして、基本はそのもととなるアレルゲンを除去するような形で対応してお

ります。 

  予算化されております35万6,000円につきましては、その代替食品なり、あとは調理員、あ

と保育士たちの必要な研修費に使わせていただいております。以上でございます。 

○志子田委員長 高橋委員。 

○高橋委員 そうすると、代替食については、公・私立同じように補助が出されているわけでし

ょうか。 

○志子田委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 基本的に代替食については、児童の個々の状況に応じてでき

る範囲でというような形になっておりますので、基本は保育所の保育単価に含まれておる給食

の措置費内で対応しておるというのが現状でございます。 

○志子田委員長 高橋卓也委員。 

○高橋委員 最初の質問についての回答が、この事業費は代替食についてとあと栄養士等という。

２回目の質問では、基本的には給食の措置費で代替食は賄っていると。ちょっと回答が最初と

次と違うんですが、どちらが正確なんでしょうか。 

○志子田委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 財源内訳を説明します。 

  食物アレルギー保育児対策事業につきましては、これは全て一般財源でやっているものでご

ざいまして、そういった交付税で見られております保育所運営費の中で一応対応しているとい

うような形でございます。 

○志子田委員長 高橋卓也委員。 

○高橋委員 そうすると、今の問題は、最初への回答で考えますと、この対策事業費というのは

栄養士さんたち等の勉強というか講演とか、その費用だけということになってしまうんですが、
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そうなんでしょうか。 

○志子田委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 予算の中で、そこの上から２番目、保育所管理運営事業費１

億1,252万7,000円、この中には通常の児童の保育所の経費等も含まれております。食物アレル

ギー対策運営事業としまして、市として事業費として別くくりに一応しているというようなこ

とでございまして、事業費の財源につきましては同じような形で基本的には一般の国から出て

きております交付税なりの財政支援の中で対応していると。ですから、民間につきましても、

保育所の運営費のほう、要するに保育単価のほうで見られております措置費の給食費の中でほ

とんどの一応保育士の食物アレルギー対策については対応していただいておるというような中

身でございます。 

○志子田委員長 高橋委員。 

○高橋委員 ちょっと中身を聞きたいわけですが、その点についての回答がないんですが、まあ

ここにとどめておきたいと思います。 

  次に、３つ目に駅、東北本線の塩釜駅並びに仙石線の本塩釜駅への駐輪場の整備について、

１月31日の産業建設常任協議会で、ページ等々については後で触れますので、済みません。産

業建設常任委員会で塩釜駅前広場整備事業として平成25年、26年で駅前広場の整備と駐輪場の

測量設計工事をやると。本塩釜駅前駐輪場については、平成25年度に測量設計と工事をやると

いうことが産業建設常任委員会で示されましたが、これはどこに予算化されているのかお伺い

いたします。 

○志子田委員長 佐藤都市計画課長。 

○佐藤建設部都市計画課長 こちらにつきましては、今現在国の緊急経済対策ということで平成

24年度の補正予算のほうに計上する予定としております。 

○志子田委員長 高橋卓也委員。 

○高橋委員 済みません。失礼しました。そうすると24年度の補正予算できちんと認められてい

るということでしたので、じゃこの問題については、今後内容等々、どういう駐輪場になるの

かとか、料金体系の問題とか、今後取り上げていきたいというふうに思います。 

  次に、質問、浅野委員とダブってしまったんですけれども、資料№９の157、158ページ、10

款教育費の４項１目社会教育総務費について158ページ、事業内訳の下から２行目、国重要文

化財鹽竈神社御社殿修理事業についてお伺いいたします。 



-130- 

  この500万円の内容をお伺いする予定だったんですが、先ほど詳しくご答弁ございましたの

で、ただ私逆算が苦手なものですから、総額で幾らかかるのか。それと、去年も出したという、

24年度もというお答えが先ほどありましたが、24年度は幾ら出したのかお伺いしたいと思いま

す。 

○志子田委員長 郷古生涯学習課長。 

○郷古教育委員会教育部次長兼生涯学習課長 それでは、まず24年度からの内容をご説明いたし

ます。 

  24年度は、4,484万円の事業費でした。そのうち国庫補助金といたしまして事業費の55％、

2,466万2,000円です。そして、県補助金につきましては504万4,000円です。そして、市補助金

といたしまして県補助金の２分の１というような内容でございますので252万2,000円、そうい

った内容になってございます。そして、所有者の負担が1,261万2,000円というような内容です。 

  25年度につきましては、事業費が１億1,000万円です。国庫補助金が55％で6,050万円、そし

て県補助金が1,237万5,000円、そして市補助金が市の要綱である限度額の500万円、そして所

有者負担が3,212万5,000円とそういった内容になってございます。 

○志子田委員長 高橋委員。 

○高橋委員 この市の財政から去年24年度が252万円、今年度が500万円、こういうお金を出す論

拠はどこにあるのかお伺いします。 

○志子田委員長 郷古生涯学習課長。 

○郷古教育委員会教育部次長兼生涯学習課長 文化財保護法の182条に地方公共団体の事務とい

うようなものがございまして、地方公共団体は文化財の管理、修復、復旧、公開、その他その

保存及び活用に要する経費について補助することができるというような条項がございまして、

その条項に基づいて、先ほど浅野委員にもお答えいたしたんですけれども、塩竈市文化財保護

補助金交付要綱、そういったものを定めておりまして、その中での補助というような内容にな

ってございます。 

○志子田委員長 高橋卓也委員。 

○高橋委員 文化庁のホームページを調べたんですが、国宝並びに重要文化財建造物の修理事業

については、文化庁はこのように述べております。「これらの国宝、重要文化財建造物を後世

に継承していくためには、適切な時期にさまざまな保存修理が必要です。修理事業は、所有者

または管理団体が行いますが、多くの修理事業が国の補助事業として実施されています」とい
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うふうに文化庁は述べております。先ほど自治体も補助することができるという文化財保護法

182条についてご説明ありましたけれども、この支出は義務ではないわけですね。お伺いしま

す。 

○志子田委員長 郷古生涯学習課長。 

○郷古教育委員会教育部次長兼生涯学習課長 政策経費というふうに捉えてございます。 

○志子田委員長 高橋委員。 

○高橋委員 政策経費というのは何でしょうか。 

○志子田委員長 郷古生涯学習課長。 

○郷古教育委員会教育部次長兼生涯学習課長 浅野委員にもお答えしたんですけれども、文化財

が存在する市町村としての責務として必要な文化財の維持管理のための補助を実施するという

ようなことで、市の政策と。文化財を守って後世に伝えていくというような市の意思表示とい

うように捉えてございます。 

○志子田委員長 高橋卓也委員。 

○高橋委員 文化財だからという考え方でよろしいでしょうか。 

○志子田委員長 郷古生涯学習課長。 

○郷古教育委員会教育部次長兼生涯学習課長 はい。そのとおりでございます。 

○志子田委員長 高橋委員。 

○高橋委員 別の角度からこの問題について質問したいと思います。私も、元朝参り、鹽竈神社

へ行きますし、お花見も行きますし、親戚が遠方から来れば必ず鹽竈神社をご案内しますので、

神社そのものに何か敵対意識を持っているわけじゃなくて予算の問題でお伺いしているという

ことをそこだけは明確にしておきたいというふうに思うわけですけれども、違う角度からお伺

いしたいのは、問題はこれが宗教施設であるということでございます。先ほどの文化財だとい

うのはよく承知しました。だから出すんだということもよく承知いたしました。しかし、別の

角度から宗教施設だということで、憲法でこれは強い縛りがある問題だと私は捉えています。

憲法第20条信教の自由では、このように述べています。「信教の自由は、何人に対しても、こ

れを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはな

らない」とあるわけです。しかし、私も先ほど言ったように鹽竈神社はしょっちゅう伺うわけ

なんですけれども、神道を信じている人も、仏教を信じている人も、あるいはクリスチャン、

キリスト教を信じている方も、塩竈にイスラム教の方がいらっしゃるかどうかはよくわかりま
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せんが、そういうほかの宗教の方も含めて、この500万円のお金の支出に当然かかわってくる

わけです。５万6,000人ですから、一人頭、頭割りすると赤ちゃんから年寄りまで100円以下、

90何円になるかと思うんですけれども、これはこの日本国憲法が保障する信教の自由にかかわ

る宗教組織、ここの所有者は鹽竈神社と志波彦神社であると。これは鹽竈神社のホームページ

で調べたんですけれども、１つの宗教の建造物に市民の税金を使うということは、鹽竈神社以

外であるんでしょうか。 

○志子田委員長 郷古生涯学習課長。 

○郷古教育委員会教育部次長兼生涯学習課長 これまでなんですけれども、市の指定文化財につ

きましても、支出している経過がございます。市の文化財といいますのは、志波彦神社が市の

指定文化財として指定してございますので、そういった中での修理、また鹽竈神社境内内に文

化灯籠というようなものがございまして、それも市の指定文化財と指定してございます。そう

いったものの補修についても、市でこれまで支出しているという経緯がございます。 

○志子田委員長 高橋委員。 

○高橋委員 ですから、重要文化財はわかったんです。そこにお金をつける論拠というのもよく

わかったんです。私は、もっと上の法律である憲法の立場から伺っているわけです。そういう

信教の自由を損ないかねない問題であるということを私は指摘したいんです。いろんな宗教を

皆さん信じているんです。私は、無神論者なので何一つ信じていないんですが、実は。そうい

う人たちにまで、このお金、神社の改修費の負担を２年合わせて752万円、みんなに求めてい

ると。ほかの宗教を信じている方々にも。そこの問題点ですよね。大きな問題だと思うんです、

信教の自由というのは。あらゆる自由、憲法が保障しているわけですから、こうした自由につ

いては。もちろんテロをするような宗教については、もちろん私は否定するわけですけれども、

この信教の自由との関係で一宗教の建造物の費用を、さまざまな宗教を信じている市民がいる

のに一律に託すというのはどういうものかと。私は憲法違反だと思いますよ、これ、はっきり

申し上げまして。市長の見解を伺います。 

○志子田委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 先ほど担当のほうからご答弁させていただきましたが、国重要文化財ということで、

まず国費をいただいているというようなご説明をさせていただきました。国はもちろん憲法を

つくっておられるわけでありますが、そういった立場でありますが、この今回の鹽竈神社御社

殿ということについては、もちろん宗教的な施設であるということは私も了知をいたしており
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ますが、それ以上に今議員もお話しいただきましたように、市民の皆様方のさまざまなよりど

ころになっている。景観を形成する、あるいは散歩方々というお話をいただきましたし、ある

いは元朝参りにというさまざまな市民の生活の場になっているということを勘案いたしまして、

国のほうでも一定の補助を出していただいているということでありますし、そういった国の補

助を受けまして、本市でも500万円という貴重な財源ではありますが、そういったものを活用

させていただいているということでご理解をいただければと思います。 

○志子田委員長 高橋卓也委員。 

○高橋委員 もう一度聞き直します。私は、論点のすりかえというのは、私はうんと嫌いです。

重要文化財であり、市民の憩いの場である、それはもう聞いていますし、社と魚のまち塩竈で

すから、シンボル的な建物であるということも、それはわかっているんです。その回答をさら

に市長に最後に求めたわけではないんです。信教の自由という憲法の立場と相照らしてさまざ

まな宗教を信じている市民がいるのに、一宗教の建造物に市税を投入するのはいかがなものか、

憲法の立場と相入れないのではないかということを質問しているのです。そこについての市長

の見解をお伺いしたい。 

○志子田委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 私がご答弁申し上げましたのは、そういった憲法をつくられた国が今回この国重要

文化財に対して補助を出されているということについては、私は国の判断はそういったものを

超えてということであるというふうに理解をいたしておりますが、今のご答弁はそのような趣

旨を踏まえてお話をさせていただいたつもりでございますが、いかがでしょうか。 

○志子田委員長 高橋卓也委員。 

○高橋委員 これで一旦矛はおさめますが、憲法を超える見解というのもなかなか聞かないお立

場だということを私よくわかりました。日本国憲法が通じないのは、私はアメリカだけかと思

っていましたけれども、この点については、憲法を超える利用価値があるというような答弁と

いうのは私はどうも納得いかないわけですが、まあ余りしつこくやってもしようがないので、

ここで終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○志子田委員長 暫時休憩いたします。再開は13時といたします。 

  午前１１時４３分  休憩 

                                             

   午後 １時００分  再開 
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○浅野副委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。 

  なお、質疑の際には、資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発言くださるようお願いい

たします。鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 私のほうからは、まずは資料７の施政方針及び予算案説明要旨、この中からちょっ

と入っていきたいというふうに思います。 

  29ページに主要な事業が掲載をされておりますが、昨年までの市長の施政方針、それから予

算案の説明要旨、「好きです塩竈」とか、「元気です塩竈」とか、あと何とか塩竈とありまし

たよね。そういう形式から今回は「第５次塩竈市長期総合計画」と大きなタイトルでは、それ

から「塩竈市震災復興計画」というふうに分けていらっしゃるわけですが、これはどういった

変化といいますか、どういったあれでこういった振り分けをしたのか、ちょっと意識が今まで

とはちょっと変わってきているのかなというふうに心配をしているのですが、その辺をちょっ

とお聞かせ願えればと思います。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 第４次塩竈市の長期総合計画の際には、今議員がご質問いただきましたような表現

をとっていた時期もございました。今回、改めて第５次塩竈市の長期総合計画がもともとどう

いった視点・観点でつくられたのかという原点に帰った形で市民の皆様、議会の皆様方にご理

解をいただこうと。あわせまして、塩竈市震災復興計画との関連性といったようなものをより

顕在化させたほうが皆様方にご理解をいただきやすいのではというような形で、特に第５次塩

竈市長期総合計画につきましては、「だれもが安心」「海・港と歴史」、あるいは「夢と誇り

を創る」という章立てに沿った形で説明をさせていただきました。 

  また同様に、震災復興計画につきましても、５編から編成をいたしておりますが、その編ご

とにどういった事務事業を25年度は取り組むかというようなことを明確にさせていただいたと

ころでございます。よろしくお願いいたします。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  それから、もう一つ、ここの中でお聞きをしたいのは、主要事業の中のこの長期総合計画に

かかわることの中身で、いろいろ力を入れてこられたところもあるし、意を注いでいるところ

があるかと思うのですが、今回のこの事業の中で特に力を入れているといいますか、そういっ
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た思いを持っている事業はどれなのか、それから思いをしつつも予算化、予算をふやすことも

できなかったとか、ちょっと悔いが残るところはどの辺なのか、ちょっとその辺お聞きしたい

と思います。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 第５次塩竈市の長期総合計画策定の際にも、塩竈市の震災復興計画策定の際にも改

めて申し上げさせていただいておりますのが、やはり定住人口の確保ということと産業経済の

活性化といったようなことがなしには第５次塩竈市長期総合計画の推進もそれから震災復興も

ないだろうということで、この２つを柱にさまざまな施策体系を組み立てをさせていただいて

いるところであります。 

  それらの事業の中で特に思いということでありましたが、今申し上げましたような施策に連

なる部分につきましては、ぜひにという思いで予算を計上させていただいておりますし、今申

し上げましたものから外れる分野につきましても、塩竈市の今後のまちづくりにとって大切な

事業であるということで予算を計上させていただいたところであります。 

  積み残しはというご質問でありましたが、今長期総合計画と震災復興計画、それに関連する

さまざまな事務事業が動いておりますので、そういった事業体系を網羅することによりまして、

一定程度今申し上げましたような事業を推進するための予算は計上できたのではないかなとい

うふうに考えているところでございます。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  今、定住人口というお話がありましたが、ちょっと資料の関係で次々に進みたいので、後で

その辺をちょっとお聞きしたいなというふうに思います。 

  次に、この細かなところに入っていきたいと思います。 

  せっかく資料７を開いたので、31ページのこのＢＤＦ推進燃料安定化事業についてちょっと

お聞きをしたいと思います。 

  これについては、何度も質問させていただいたり、あと一般質問もさせていただきました。

今の原料油、これの扱いはわかってはいるんですが、それからもう少し広げたらというちょっ

と話をしたいなと思っているんです。やはり今弁当屋さんでは揚げ物が多いですし、中身とし

ては、それから塩竈市内ではやっぱり天ぷらを出されるようなそういった箇所が結構あるかと

思うんです、とんかつ屋さんもそうですが、そういったものも含めると若干原料はふえてくる
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かなと思うのですが、そういったふやす気はないのかどうか、その辺をちょっとお聞きしたい

と思います。 

○浅野副委員長 村上環境課長。 

○村上産業環境部環境課長 お答えさせていただきます。 

  現在、せんだってもちょっとご答弁させていただきましたけれども、水産加工場とそれから

生協を中心として約30カ所から回収をしておるというところでございまして、あと一般家庭の

ものに関しては、やはり若干品質がちょっと落ちてしまうので、それを製品化するには非常に

コストがかかるし、ちょっと難しいというふうなことも団地組合のほうからは言われておりま

す。ただ、地域エネルギーでございますので、そういった一般家庭を含めて加工場とかそうい

った方以外にもぜひとも提供できるような、まあ回収できるようなレベルにすることも団地組

合としては非常に重要なことなのではないかなというふうに考えておって、そのためには例え

ば施設の視察とか、それから出前講座のようなもので実際にＢＤＦをつくっていただくという

取り組みを団地組合の皆さんはなさっております。そういった実際にＢＤＦをつくっていく中

で、ああ、ＢＤＦのためにはそういった油、もともとの植物油の品質が非常に大事なんだなと

いうことを浸透させていって、全市的に広めていく取り組みにつなげたいという思いでおると

いうところでございました。以上でございます。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 原料油の質かなというふうに思うんです。今の原料プラスそういったとんかつ屋さ

んの油とか、天ぷら屋さんの油なども使うというのは、パーセンテージ的には少ないと思うん

です。ですから、それを丸々とんかつ屋さんのあれでロットとしてぽっとつくっちゃうとかと

いうのであれば問題が発生するかもしれませんけれども、全体に混入して、ブレンドして原料

油として使う分には、私は余り問題にならないのかなというふうに思っているんです。その辺

を検討していただきたいと思っていました。ほかにもいっぱいありますので、じゃ、次に進ま

せていただいて、今度は資料12を中心に行きたいと思います。 

  まずは、文化財関係の、先ほども質問がありましたけれども、端的に内容はある程度把握し

ているんですが、ここでちょっと言いたいのは、この新しい審議会の中のメンバーです。この

中のいわゆる学識経験者といいますかこの人達の割合がどういうふうになるのか。そして、実

際の文化財については、いろいろ審議している専門家がおりますよね。それが塩竈にはここに

たしか入っていない、塩竈市民として入っていないような気がしたんですが、その辺をちょっ
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とお聞かせください。短時間でお願いします。 

○浅野副委員長 郷古生涯学習課長。 

○郷古教育委員会教育部次長兼生涯学習課長 新たに文化財保護審議会ということでの名称変更

になりますが、今回、そのメンバーになっております内容なんですけれども、先ほど浅野委員

の中でもお答えいたしましたように、まずは専門分野といたしまして考古学、そして自然科学、

民俗学等というようなことでございます。その中に今回県のほうから権限移譲を受けるに当た

って都市計画、どちらかというと都市計画の中でも景観というようなそういう専門分野の方を

入れてほしいということで、そちらの方にもお願いするというような内容になってございます。

その中で塩竈の委員がいないんではないかというようなお話なんですけれども、現委員長につ

きましては塩竈在住ということでございます。あと、もう一方、学識経験者で塩竈ということ

でございます。あとは、他市ということになってございます。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 いや、ちょっと今の回答ではちょっとわからなかったんですが、私が言わんとして

いるのは、文化財に対するえらい知識のある人が、何とかという本格的な呼び名がありますよ

ね。それが塩竈がいないんじゃないかなというふうに思っていたので、それでちょっとお聞き

したんです。ですから、いないのであれば、そういった人を何とか開拓するなり任命するなり

して進まないといけないんじゃないかなという思いがあったのでちょっと話させていただきま

した。ほかもちょっと質問があるので移りたいと思いますが、ちょっとじゃあ短時間でお願い

します。 

○浅野副委員長 郷古生涯学習課長。 

○郷古教育委員会教育部次長兼生涯学習課長 この先ほど言いました専門分野としては、考古学

とか民俗学とか自然科学というような形になってございますけれども、それぞれに文化財とい

うような形のものがありまして、文化財というのは、有形文化財、無形文化財、あとは名勝、

そういったさまざまな形のものを総称して文化財というようなことになっておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 はい。じゃ、次にちょっと移りたいと思います。 

  次は、36ページの……（「同じ資料でよろしいですか」の声あり）いや、この12を今ずっと

言っているんです。12ずっと行きますので。12の36ページです。 
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  道路に関することですけれども、今回、塩竈市は独自の基準を設けましたが、これによって、

まあいわゆるこれは言いわけで、これがあるのでタッチしなくていいという形に捉えちゃうか

なというふうに思うんです。ですから、本来はきちんとした整備を進めていただきたいところ

なんですが、それがかえってこれで逃げてといいますか、回避する道があるので全然進まない

んじゃないかというふうに思うんです。資料の９番のこの話ですけれども、９番の130ページ

に狭隘関係の道路整備、それから市道整備事業とか、この予算とってありますけれども、これ

は例年よりふえているんですか。この条項できたにもかかわらず減っているとかというのでは

あれなんですが、減っているんでしょうか、同じなんでしょうか。その辺、ちょっとお聞かせ

願いたいと思います。 

○浅野副委員長 阿部定住促進課長。 

○阿部建設部定住促進課長 狭隘道路につきましては、今年度、来年度につきまして着工件数が

ふえてまいりましたので、それにあわせまして狭隘道路の協議のほうもふえておりますので、

狭隘に関しては予算のほう、ふえております。以上です。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 そうすると、市道整備事業、これはどうでしょうか。これがメーンになると思うん

ですが。 

○浅野副委員長 川名土木課長。 

○川名建設部土木課長 お答えいたします。 

  市道整備事業につきましては、24年度の補正予算の部分について新たに組み入れている部分

がありますので、その部分でこうお答えさせていただきたいと思います。市道整備事業につき

ましては、25年度予算の中では今1,900万円ということで事業費として予定させていただいて

おります。この中身につきましては、昨日もお話しさせていただきましたが、これは塩釜陸橋

の部分で1,800万円を予定しておりまして、それ以外の市道整備事業につきましては、24年度

の国のほうの補正予算の部分で箇所づけしている箇所がありますので、トータルとしましてそ

の中で予定しています事業費につきましては、前年度と比較しまして相違ないような額になっ

ていると理解しております。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  そうすると、認識したいのは、この予算額は例年どおりというということでいいのかなとい
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うふうに思うのですが、本来であれば私はこういった条文もできて、逃げ道としてこうあるも

のの、予算は若干なりともプラスして整備していくべきかなというふうに思うんです。狭隘道

路に関しては、この震災絡みでふえているということですが、予算はいわゆる単純にぱっと比

較すれば、これはふえているのかふえていないのか、その辺だけちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

○浅野副委員長 川名土木課長。 

○川名建設部土木課長 昨年よりは、事業費としてはふえているような状況になっております。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

  それから、次の63ページです。資料ずっと12から来ていますから。63ページの公園関係につ

いてちょっとお聞きしたいと思います。 

  今回は、この本市の基準案としては、市内域であれば10平米から20平米にふえると。国の基

準より多いと。それから、市街関係も同じだということになっていますが、これはまあ今まで

の既設の公園には、これにみんな該当してくるといいますか、今までの公園はこれに匹敵した

のかどうかが、ちょっとその辺の基準が、やはり今までは国の基準で10平米以上というこの域

であったのがこういうふうになっているのかなという。今までのあれはどうだったのかなとい

う、その辺ちょっとお聞きしたいと思います。 

○浅野副委員長 佐藤都市計画課長。 

○佐藤建設部都市計画課長 お答えします。 

  まず、こちらのほうの改正の部分の住民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準ということ

になっておりまして、塩竈市の場合はこの該当する公園、約140公園ございます。そちらのほ

うの公園全体で約91ヘクタールほどあります。そちらのほうを市内の人口で割りますと、１人

当たり今現在で約16平米ぐらいという形になります。そちらに今現在整備している加瀬沼公園

と伊保石公園、これからの２期分を足しまして、そうしますと１人当たりが20平米以上確保で

きるという形になっております。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 じゃ、今言った最後の２カ所ですか、整備が終わるとこの本市の基準に入ると。で

すから、全部今までのある公園も含めてのこの20平米が確保できるということでよろしいんで

すよね。なかなか、そうですか。そういうことで公園の基準としては、国の基準からかなり上
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でレベルが高いんだなというところはわかりました。これに対するちょっと整備関係です。こ

の予算のどこに盛り込まれているのかはよくわかりませんが、やはり木が伸び放題とか、遊具

がどうのこうのとかいろいろあろうかと思うんですが、そういった整備事業については、これ

に伴って大体今回の予算でふえているのでしょうか。それとも同じなんでしょうか。 

○浅野副委員長 川名土木課長。 

○川名建設部土木課長 公園の整備の関係のご質問なのでお答えいたします。 

  我々のほうで今公園の事業費として予算化させていただいている事業費につきましては、維

持管理をメーンとした予算を計上させておりまして、その中で不都合な箇所があればその都度

その部分の解消を図るというようなことで事業として今進めさせていただいている状況下にあ

ります。以上です。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 どうもありがとうございます。考えてみますと時間が随分過ぎていて、あらあっと

いう間だなというふうに、聞くものの何かまだ10分の１も話していないなというところなんで

すが、スピードを上げてちょっと行きたいと思います。 

  今度は資料12の76ページです。 

  太陽光発電についてお聞きしたいんですが、単純にもう短時間でいくと、今回市役所に乗っ

けるやつは、このワット数とかありますが、使用料に対して日中はそうするともちろん十分の

発電量であって、リチウム電池に夜間用に蓄えられるという考えでよろしいんですよね。です

から、マックスの使用料とマックスの発電量がどういったぐあいになっているのか、簡単にち

ょっとお願いします。 

○浅野副委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 太陽光発電というのは、それほど大きな発電量ではございません。

実際に今回パネルで起きます発電量というのは28.8キロワット、これは全ての電源を賄うこと

はできませんで、いわゆる非常時、いわゆる災害対策本部が設置されると、必要最低限の電源、

いわゆるそれの確保はできるというふうな状況になります。以上です。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 了解をしました。 

  それから、次83ページです。これも一般会計に入ると思うんですが、資料№９の116ページ

にありますが、ここの関連かなというふうに思いますが、高度衛生管理型の荷さばき場整備に
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ついてちょっとお聞きしたいと思います。 

  これは、予算は一般会計の中に入っているので、これは質問してまずはいいんですよね。

（「はい」の声あり）その中で、私は今後の運営方法についてちょっとお聞きをしたいという

ふうに思うんですが、これは市でずっとやってきているので市の今の管理でずっといくのか、

今後ある程度の管理方法について考えるのか、その辺をちょっと簡単にお聞きしたいと思いま

す。 

○浅野副委員長 小山水産振興課長。 

○小山産業環境部次長兼水産振興課長 こちらの整備につきましては、塩竈市として開設したと

いうことでの整備をいたしますので、いわゆる公設ということになります。 

  運営の仕方につきましては、公営でいく方法とあと民営の方法とありますので、これにつき

ましては今からどのくらいの施設ができまして、どのくらいのコストがかかるのか、それをど

ういった形で行政側が費用負担するのか等々交えて検討いたしまして、その上で公設、あるい

は公設民営、そういったものも含めて検討していきたいというふうに考えております。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 よろしくお願いしたいと思います。 

  やはり他場所を見ますと、私も視察で会派やら出て動いていて、そんな中でやはり漁協関係

で運営されているというところがほとんどですし、そういったことも多分視察もされていると

思うんですが、十分にそういった検討を加えていい方向に持っていっていただきたいと考えて

おります。 

  では、次の資料№12の89ページ、90ページ関連でいきたいと思います。 

  これは、資料№９の116ページ、同じページでいいと思うんですが、ここで浦戸関係の整備

事業について載っかっていますが、これはかさ上げ工事やら何やらも含んでくると思うんです

が、整備上、その土砂はどこから持ってくるのかを簡単にちょっとお知らせください。 

○浅野副委員長 小山水産振興課長。 

○小山産業環境部次長兼水産振興課長 こちらの浦戸の野々島、寒風沢の災害復旧事業でござい

ます。こちら資料９で申し上げますと、11款、173、174ページになります。こちらの工事で使

う土砂等につきましては、本土側から基本的には持ってくるということで今のところは進めて

おります。以上です。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 
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○鎌田委員 本土側から運ぶとなると、台船に載っけて、また載っけて陸揚げしてというような、

大幅な手がかかるし、お金もかかるんだろうなというふうに思うんですが、この間の質問でも

させていただきましたが、今しゅんせつ中であると。そのしゅんせつの土砂を何とかこれらに

転用できないのかと、そして土砂が足りないのであればしゅんせつの何でしたっけ、今7.5メ

ートルでしたっけ、それから一気にもう９メートルにランク上げをしてどんどん掘り下げて、

その土砂をこれは使うというそういうことであれば一石二鳥のような気がするんですが、全く

そういった方法は考えられないのか、考えられても何かの問題でできないのか、その辺あれば

簡単にちょっとお願いします。 

○浅野副委員長 小山水産振興課長。 

○小山産業環境部次長兼水産振興課長 港湾の航路との関係では、ちょっと私どもで何とも言え

ない部分がございますけれども、私どもが行っております漁港の整備の中では、岸壁の全面の

土砂等については、それはある程度コンクリート材みたいなのを入れて多少土質を改良しなが

ら改めて使うということでやっているところでございます。以上です。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 まあ港湾の専門家でないので多分わからないのかなと思うんですが、しゅんせつ関

係をちょっと知っている人がいて答えられるのであれば、そういったしゅんせつの土砂を使え

るのか、使えないのか、その辺だけちょっとお聞きしたいと思います。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 私のほうから、若干県のほうと情報交換させていただいておりますので、そういっ

た視点からご説明させていただきたいと思います。本航路のしゅんせつというよりは、青葉航

路というんですか、松島のほうに行く航路ございますね。そちらから浦戸のほうに分岐する航

路がございます。通称駒島航路と呼んでおりますが、これが今埋没をしておりまして、今浦戸

交通船に乗ると、途中から左のほうに曲がって大回りで桂島、野々島のほうに行っていただい

ておりまして、この航路を県のほうで航路しゅんせつを行っていただくことになっております。

こちらの土砂については、かなり良質なものではないかということを想定をいたしておりまし

て、このような土砂については、今委員のほうからご質問いただきました浦戸の漁港施設整備

のみならず、地盤のかさ上げ、あるいは多目的な利用といったようなところにこの土砂をぜひ

活用させていただきたいということについては、既に県のほうに申し入れをさせていただいて

いるところでございます。 
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○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  次に、時間もないことですし、資料９のほうからちょっとお聞きしたいと思います。 

  この中の議会費です。（「ページ数をお願いします」の声あり）資料の９の34ページに議会

費がありますが、この絡みでちょっとお聞きをしたいんですが、３年前に議場の整備というこ

とで、市長宛てだったと思うんですが、要望書を出されたというふうに私はお聞きしておりま

す。そして、その折に一番手っ取り早かったといいますか、緊急に必要だったと思うんですけ

れども、この椅子の関連が変更されました。これは議員だけの椅子が変わっただけで、市当局

の人たちは、中にはパイプ椅子で長時間やられているという方もおられるようで、この議場の

見直しも含めてたしかそういった要望をされたと思うんですが、今回、ずっと去年もそうです

が、ここに盛り込まれてはいないと思うんです、そういったことは。それについてどう今考え

ていらっしゃるのか、財政なんですかね。財政関係の方ですか。回答をちょっとお願いしたい

と思います。 

○浅野副委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 平成21年当時の議長から市に対しての要望ということで、おおむね

４点ほど何か要望があったというふうに伺っております。 

  １つは、議席の移動、それから質問席の設置でありますとか、それからマイク設備の更新、

今回の更新も既に終わっておりますけれども、議員方の椅子の更新、そして傍聴席の座面、あ

るいは背当ての改修などの要望をいただいているというふうに伺っておりました。今回そのう

ちの１点だけということなんですが、今後施設整備も含めてかかわる話でもありますし、財源

調達も議会費というのは全て一般財源というふうなところがありますので、ちょっと今後の検

討課題というふうにさせていただければというふうに考えております。以上です。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。まあそうすると要望の中で議員の椅子だけが変わっている

ということですよね。最近の一般質問やら何やらでは、もうほとんどが、ほとんどといいます

か全部が一問一答方式で進めていますし、そうなるとやっぱり対面形式がいいのかなというと

ころもありますし、あとはやっぱりいろいろ話を進めるに当たっては、座っているコンディシ

ョンやら何やらで、その席の状況やらで疲れる疲労度も皆さん違うと思うし、やはり二元代表

制を掲げている議会としては、やっぱり対等に話ができるそういう、今対等じゃないんじゃな
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いかと、我々だけいい椅子に座って皆さんはという話じゃちょっと論議もなかなか進まないと

思うので、それについても今回は含んではいないと思うのですが、次年度についてはそういっ

たことも考えていただきたいというふうに思います。 

  次は、資料13を中心にちょっと行きたいと思います。駆け足で進みたいと思います。 

  まず６ページですが、ここに公立保育所員の年齢構成がありまして、保育士の正規職員と臨

時職員の数がここに出ています。ここで私が思うのは、この資料№９にも書いていましたけれ

ども、ここの中でこの間の誰かさんの――誰かさんというのは表現悪いですね、どなたかの委

員が質問されていて、報酬関係はアップしたんだというような回答をちょっと私聞いたように

頭に入っているんですが、これは同じ仕事をしているのか、正規職員と臨時職員と同じ内容の

仕事をしているのか、そこを端的にお聞かせください。 

○浅野副委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 臨時職の保育士の方にもクラス担当とか持っていただいてお

りますので、基本は保育の現場では正規職員と同じ仕事内容をしていただいております。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 去年の一般質問でもちょっと臨時職員と正規職員について質問させていただきまし

たけれども、私はやっぱり臨時職員は臨時職員、やはり報酬的に３倍、４倍以上ですか、もら

っているわけですから、そういったきちんとした使い分けを私は必要だと思うんです。ここで

いう臨時職員と同じ仕事であれば、保母さんについては全部臨時職員で対応されたらいかがか

というふうに思うんですが、急に今まで働いてくれていた人がだめですというわけにはいかな

いですから、自然数に合わせてふやしていくとか、そういう方針は持っていられるでしょうか。

同じ仕事を私はするのであればそうだというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 

○浅野副委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 将来的にはなんですけれども、保育所整備の中で行く行くは

公立保育所の数についても、地域の拠点となるような形で少し対象を絞っていこうというよう

な形で一応考えております。そういった中で、今ある正職員で将来的にはできるだけ賄えるよ

うな保育所運営、そういったものを一応考えていきたいというように思っております。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 いや、だって同じ仕事で同じ内容で同じことをちゃんと対応してやってくれるなら、

臨時職員が私はいいんじゃないのかなというふうに思いますが。だって単価がそれだけ低いん



-145- 

だし、そういう考え方であれば、私は反対にそういった能力を発揮して正規職員と同じ仕事を

やってくれているんですから、普通の臨時職員の考え方の700幾らでしたっけ、単価忘れちゃ

ったけれども、ちょっと上げたとは言っていましたけれども、何か何十円の単位の問題ですよ

ね。それならぐんと上げて時間給1,000円とか2,000円でぼんと上げてやるべきじゃないかなと、

反対にですよ。見方を変えれば私はそう思うんですけれども、そう思いませんか。 

○浅野副委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 一応将来的な公立保育所の役割なんですけれども、民間では

なかなか採算的に担えない障害児保育なり、あと要保護児童を対象とするようなそういった保

育を公立保育所では積極的に一応やっていただく、そういったためのやはり地域の福祉の拠点

となるような公立保育所というのがやっぱり将来的には何カ所か必要かというように考えてお

ります。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ちょっと何かかみ合わないようなんですが、私は結論からいえば、臨時職員と正規

職員が同じ仕事をやられるのであれば臨時職員に変えていくべきだし、そして同じ仕事内容で

同じことをこなせるのであれば、そういった臨時職員も給料報酬を上げてやるべきだと私は思

うんです。ですから、そういった方向で今後考えて、やる気のある臨時職員でばんばん働いて

もらったほうが安い単価でいけるので、そのほうが私はいいかなというふうに思いますので、

今後検討をいただきたいと思います。 

  それから、次の資料の13の18ページ、ここの中で職員の配置数が出ていますが、月見小学校

と第一中学校だけ２人なんです。あとは全部１人なんですが、この辺はなぜこうなのかと。人

数的には余り変わりないんじゃないかと。例えば一小あたりは、一中ですか、ほかの二中より

少ないような気がしているんですが、こういった何で２人と１人という差があるのか、それを

端的にちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○浅野副委員長 会澤教育総務課長。 

○会澤教育委員会教育部次長兼教育総務課長 各学校に用務員は男性１人と女性１人の用務員を

配置しております。こちらの２名という男子用務員については、全員正規職員です。それから、

この月見ケ丘小学校と第一中学校については、女子用務員がおります。その他の学校には非常

勤の女子用務員がいるというような形で同じ数を配置しております。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 
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○鎌田委員 そうすると、普通の学校は２名いて、たまたまここに数字的には載っかってはいま

せんけれども、みんな２人いるんだと。それは臨時職員で対応されているという考え方でよろ

しいんですね。はい。 

  じゃ、次に移らせていただきます。 

  次は、図書関係……、これはちょっといいかな。次に移りますね。 

  人口問題、先ほど市長に定住人口の話が出ましたけれども、この資料№13の30ページを見ま

すと、どうも転出が多いと。転入転出の割合を見ると、ちょっと多かった月、６月と１月があ

りますけれども、ほかは全部転出が多いんです。これはどうなんだろうと。これを見て、私は

今回の長期総合計画の５万5,000というあれですが、あっという間に５万5,000になっちゃうん

ではないかと、これはこれはというふうに私は思ってちょっとぞっとするんですが、市長はこ

の数値を見てどう思われるのか、ちょっと感想をお聞きしたいなというふうに思います。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 最終的に10年後の人口予測を５万5,000というような形で今回の長期総合計画策定

をさせていただいております。なおかつ毎年進行管理をさせていただいておりますが、残念な

がら23、24については、流出が多いというような現状であることについては、私も非常に厳し

い状況だという認識をいたしております。今こういったことを踏まえまして、今後の定住人口

を確保するといいますか、この人口減少に歯どめをかけるために何をやったらいいかというこ

とについて、今大筋の考え方をおまとめし、先日も議員の皆様方にお配りをさせていただいて

おります。もう若干こういった内容を精査しながら、こういった中から具体的な施策としてこ

ういったことをやっていくというようなことを今整理しつつあります。25年度にも一定程度そ

ういったものを盛り込ませていただいたつもりでありますが、まだ全体的なものを網羅した形

にはなっておりませんので、今後なお一層そのような努力をさせていただきたいと考えており

ます。 

○浅野副委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。この定住人口増加、それに向けていろいろ考えられている

ようですが、そんな中でこの39ページです。ここの各種手当がありますが、みんなどこでもこ

の住居手当とか通勤手当が発生してくるわけですけれども、ここで思うのは、市の職員がどの

ぐらいの割合が塩竈市住民なのか、市以外のところから通われてきている職員はどうなのか、

その割合です。そして、それがこの手当の割合もそれにほぼ匹敵するのだろうというふうに思
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うのですが、私は極端な話を言えば、もうこの市の職員は塩竈に住むべきだと。そういったこ

とを言い出したら大変な話になるのかもしれませんけれども、例えば私が市長であれば、もう

おまえは当然だと、塩竈に住みなさいと、採用の条件もそうだと、今後勤める条件もそうだと。

塩竈以外であれば住宅手当も出さない、通勤手当も７キロ四方ですから、ここからだったら３

キロ半ぐらいしか出さないとか、そういった私はもう極端なあれを、やっぱり市の職員から塩

竈に住んでもらおうというそういう意識が必要であって、それができなかったら普通の人だっ

て余り塩竈に来ようという気はしないと思うんですが、そういう思い切った本当に全然ほかも

考えられないような私はその対応が必要ではないかなというふうに思うんですが、これがもう

最後ですか。時間ないんでしょうか。（「ない」の声あり）１分ですか。 

  ついでにあともう一つお聞きしたいのは、この46ページのこの変更率とあるんですが、これ

は変更率がえらい割合が高くて20％とか30％近くあって、そして落札率が99.何％とあるやつ

が随分ここに各所見られるんです。この関連はどうなのか。変更率というのは、いわゆる契約

をして、ある程度実際やったら変更してこの金額がこうなったというやつなのか、ちょっと意

味合いよくわからないのですが、この私としては何か不思議な数値なんですが、そこをお答え

願えれば、先ほどの２点です、お願いしたいと思います。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 １件目の塩竈市の職員が全て塩竈市在住であるべきじゃないかというご質問であっ

たかと思いますが、ご案内のとおり職業の選択の自由というものが我々ございますので、なお

かつ組織力というものを考えましたときに果たしてそれでいいのかどうかというようなことも

あるかと思っております。ただし、新しく職員を採用いたしました折に、例えばアパートに入

りますというときには、私も塩竈に住んでくださいというようなことは必ずお願いをさせてい

ただいておりますし、議員のご質問の中では、１点は例えば災害配備なんかのときに今回の東

日本大震災の例を待つまでもなく、やっぱり緊急に配備できる職員は一定数確保されてしかる

べきではないかというようなことについては、目配りをさせていただいているところでありま

す。 

  落札率の話をいただきました。大変発注件数が多くて、業者の方々がむしろ仕事を選ぶ状況

というようなことが端的に申し上げれば今の状況ではないかなと思っております。不調が大変

多くなってきておりまして、結果としてそういったことが落札率が高どまりになってきている

原因だろうというふうに考えております。 
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  また、変更率については、例えば地下に埋設しております下水道管を掘り返しました結果、

若干その延長をふやしてやらなければならない、水道管の入れかえ工事をやりましたときに支

障物があってそこを迂回しなければならない等々が新たな要素として出てきた場合につきまし

ては、変更増という形で対応させていただいているところでございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○浅野副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 平成25年度の一般会計の関係で、前段にもありましたように351億円の予算、そし

て通常の一般会計で約200億円と見て、それを150億円上回る部分は震災復興事業の予算という

ふうに見ていいんではないかというふうに思います。 

  私どものほうから、№13の資料要求いたしました。私は、今回の一般会計で特に生活再建、

中小事業所のなりわい再建を中心に質疑を展開してまいりたいと思っております。 

  №13の22ページ、平成25年度の復旧・復興災害関連事業予算の一覧表が出ております。この

23ページの合計額が152億円になっておりますから、これが通常分よりも多い復興予算という

ふうになるかと思います。それで、全員協議会で第５回の塩竈市の復興交付金事業会計の申請

状況とかいろいろ出していただきましたが、まず被災者の立場で心配していることは、例えば

これから危険区域というふうに指定した場所、特に浦戸ですが、そこの事業が12月議会で区域

設定をしたと。それに基づいて浦戸の危険区域の具体的な工事が始まる予算だと思うんです。

それで、被災者からすれば、その調査に基づいて津波被害に遭った自分のうちがどういう値段

で買われて、その値段をもとにして移転先に移さなきゃないというときに、そこを買わなきゃ

ならない値段とかそういう心配があろうかと思います。そういう点で、この危険区域、野々島、

寒風沢、桂島、それぞれありますけれども、その辺の心配についてどう考えたらいいのか、お

伺いします。 

○浅野副委員長 佐藤復興推進課長。 

○佐藤震災復興推進局次長兼復興推進課長 12月議会で災害危険区域等の条例のほうをお認めい

ただきまして、その後３月１日付で実際危険区域の指定を行っております。指定したのは、桂

島地区と、それから寒風沢地区の一部というふうなことになります。 

  それで、移転に際しましては、基本的にあと市側で浦戸地区内に隣接地に新しく団地を整備

するというふうなことになります。その際、国のほうの基準の考え方を申しますと、従来は移

転団地につきましては賃貸というふうなことだったんですけれども、売却といった形も対応し
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て構わないというふうになっております。その際は、浦戸地区内での実勢価格での払い下げと

いうふうな形になりますので、基本的には地元の方々のほうにもお話ししているのは、そんな

に既存の宅地の買い上げをしますけれども、売る際の土地の部分についてもそう大きくは変わ

らないだろうと、基本的には今の宅地のほう、売る場合というか市側で買い求める宅地につい

ては、例えば100坪であったとすると売る側については80坪程度に少し範囲がちっちゃくなる

というふうなこともありますので、多分同じくらいの価格で要するにやりとりができるかなと

いうふうなお話をさせていただいております。 

○浅野副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 同じ土地は求められないけれども、若干狭くはなるけれども、大体ほぼ同じぐらい

な売買の関係ができるであろうと。このときにも災害地域関係では、ローン組んだ場合に利子

分の補塡があるというふうにも説明されてきたわけだけれども、その辺はどうなのかというこ

とと、あと心配されているのが抵当権を組んでいた住宅、そういった場合にはそれらの関係は

うまく調整できるものなのかどうか、その辺についてお伺いします。 

○浅野副委員長 佐藤復興推進課長。 

○佐藤震災復興推進局次長兼復興推進課長 まず防災集団移転の場合につきましては、基本的に

は３月１日に市のほうで告示指定をさせていただきました。その日から例えば移転をなされる

というふうな方につきましては、あと新築をする建物の物件の例えば住宅ローンを組めば、そ

の住宅ローンに対する一定の利子補給という部分がなされます。それから、土地についても、

同じように利子補給ができるというようなそういった仕組みになっております。 

  それから……（「抵当権設定された場合」の声あり）失礼しました。抵当権の設定につきま

しては、その辺はあといろいろ課題がありまして、例えば要するに抵当権を設定された方々が

銀行との間でいろんなやりとりがなされるという部分がありまして、従来は市側で土地を買う

場合にはそういった抵当権を解除してから市のほうで買うというようなそういったやり方にな

っていたわけなんですけれども、その辺が復興を急ぐ上で少し、要するに自治体側でも銀行と

のやりとりを軽減できるような方策がないかというふうなことで、今ちょっと県内でいろいろ

話し合いをさせていただきながら、足並みをそろえた対応はできないかということで検討させ

ていただいております。 

○浅野副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 いろいろ個人個人はさまざまな課題、抵当権の問題などいろいろなのがあると思い
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ますが、ぜひその辺も丁寧に対応していただくようにお願いしたいということと、それからず

っと私が求めているのは、何度も言ってまたかと言われるかもしれませんが、住宅再建で現在

のところ基礎支援金、加算支援金で300万円だと。進んでいる隣の岩手県は、県が100万円の、

それから自治体が100万円で、全体が500万を支援していると。こういう矢先に国のほうで新た

にこの間県から示された交付金の関係ありますが、これをこれから当局が示すんであろうと思

いますが、ここでは余り深く入りますと、ちょっと事前のことになりますが、この住宅支援、

生活支援の上では、新たな住宅を建てる上では、そういった方向も検討していただけるのかど

うか、その辺だけお伺いしておきます。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 今ご質問いただきました件については、県のほうから大枠を示されているというこ

とであります。14億7,750万円というような金額を危険区域以外の方々にぜひ生活再建に活用

していただきたいということで、そのうち８割を今年度指定するというところまでは、県の作

業として進んだということについては理解をいたしております。ただ、それの受け入れについ

ては、今後また議会のほうに改めてどのような形のものかということをしっかりご説明させて

いただきながらご提案をさせていただきたいと思いますので、この場ではその程度のご回答に

させていただければと思います。 

○浅野副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 ありがとうございます。実際に財源が伴うものですから、今回そういう形で示され

たのは非常に希望が持てるなというふうにも思っていますが、ぜひ生活再建のために一層の努

力をここではお願いしておきます。 

  それからもう一つは、区画整理事業ではない、例えば具体的には港町の整備の関係で擁壁の

関係なども何度も求めてきたわけですが、これも復興交付金の事業の中で、あるいは地元の港

町のところで示された関係で新たにお伺いしたいのですが、つまり私が何回もかさ上げのこと

を心配しなくても、道路整備の中で道路の沿線沿いの宅地については、道路事業とあわせてき

ちんと宅地もかさ上げするということで説明してきたのかなというふうに思っておりますが、

その辺について伺っておきます。 

○浅野副委員長 佐藤復興推進課長。 

○佐藤震災復興推進局次長兼復興推進課長 港町の整備につきましては、今回道路事業としての

対応が国のほうの復興交付金は認められましたので、今後整備をしていくというふうなことに
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なります。その際、道路整備とあわせてかさ上げが、宅地がどういった形でできるのかという

ふうなお話になろうかと思いますけれども、基本的には道路事業でやれる範囲というのは道路

部分だけになりますので、宅地のかさ上げについては市のほうの宅地かさ上げの支援策、ある

いは擁壁等の支援策という部分がありますので、それを活用していただきながら、市の道路事

業とあわせて取り組んでいくというふうなことになります。 

  一方で、それ以外に例えば市のほうのリサイクル骨材という部分がありますので、それにつ

いては市のほうで別途提供できるというふうなお話をさせていただいておりますので、骨材を

活用するというふうなことであれば、市のほうで一定程度運搬なり、一定の敷きならしといっ

たような対応をさせていただくというふうな考え方にしておりますので、そういったものであ

れば宅地も含めて整備ができるのかなというふうに考えております。 

○浅野副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 港町のときに説明した文書の中では、道路の沿線沿いについても、住宅、道路の図

面の中で整備されるというふうに私これ見てそう思ったんですが、そうではないと。一定道路

の整備については、道路の整備という制限というかことがあるので、あるいはこれまでの骨材

とか擁壁、かさ上げの支援でやっていただくことになるということなんです。それで、私が問

題視しているのは、擁壁の関係が50センチ以上でなければ補助金にならないというここの制限、

つまりいつもそうなんですが、すき間をどう埋めるのかというそういう視点がいつも行政の中

にはないのではないかという問題意識です。話繰り返して嫌だなと思うか、一部損壊もそうで

すし、そういった50センチと決めちゃうと50センチじゃないところの擁壁を上げたときは対象

にならないとかそういったすき間を埋めなければ、やっぱりそこがまさに市長の姿勢ではない

かというふうに思うんですが、今回そういった交付金も来ますし、内容、対象事業となるとそ

ういうことも含んでいるようにも見受けられるんですが、改めてそういったすき間を埋めて、

全ての方々がもとの暮らしていたところに戻れるような施策に今回の国からの交付金事業も含

めて改めて考えることはできないのか、この点についてお伺いします。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 今の議員のご質問は、塩竈市の被災宅地かさ上げ支援事業のお話であるかと思いま

すが、一定程度規模の被災があった場合についてはということで、確かに初めは盛り土かさ上

げ分だけを塩竈市として補助させていただくというような内容でありました。その後、多くの

議員の皆様方から、それだけでは本当に再建できないのではないかと、例えば擁壁が傾いた、
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あるいは擁壁が倒壊してしまった、あるいは地盤沈下によってうちそのものをかさ上げしなけ

ればならない、あるいは引き家をしなければならないというような方々もあるのではないかと

いうご指摘をいただきまして、その後大幅に制度内容を改善をさせていただきまして、今現在

全体の予算が３億6,000万円で相当程度のことに今回の補助制度で対応していただけるものか

なと思っております。ただし、やはり利用する方々がなかなか判断がつきかねて、実際ご相談

に来ていただいている方々の二、三割ぐらいしか残念ながらこの制度を活用いただいていない

という現状にありますので、我々はもっとこういった制度を活用いただきたいということにつ

いては、しっかりと市民の皆様方に説明責任を果たしてまいりたいと思っておりますし、今ご

質問の港町地区の方々については、先ほど担当課長からこういったことの場合によってはとい

うようなご提案もさせていただいているわけでありますので、その辺の内容についてご賢察を

いただければ大変ありがたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○浅野副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 地元の説明会にも私もできるだけ出るようにしておりまして、そのたびに担当課の

ほうではこれを説明していただいて、できるだけ利用していただきたいというふうな話をして

いるのも私も知っております。ただやっぱり何センチということがハードルになって、もうそ

のすき間を埋められないということも出ておりますので、私はそういう点では、宮古市はそう

いった制限を設けていないんです。地盤の補強及び整地の工事、擁壁の設置及び補強工事、そ

れから旧擁壁の除去を含むのり面の補強工事、排水施設の設備工事、地盤調査及び設計調査費、

その他被災地の安全性の回復に必要な復興工事ということで、20万円以上の対象工事にしてい

るんです。だから、何センチとこういうふうにいうと、やっぱりいろいろさまざま問題が起こ

ると思いますので、ぜひこの進んだ経験を生かして、被災した、港町でいえば港町が全域が被

災しているという地域に光を当てて、どうすればそこに同じような公的な支援でもとのところ

に住んでいただけるのかということに思いをめぐらして、ぜひ頑張って被災者の立場で生活支

援をお願いしたいということだけ申し上げておきます。 

  それから、次に中小企業の関係に入らせていただきます。 

  資料要求では、13のここでは商工会議所の関係が出ていますが、28ページです。28ページで、

これを見ますと塩釜商工会議所の会員数が23年３月10日時点で1,737の会員がいたと。被災を

受けた方が下のほうの合計数を見ますと1,238件の被災を受けた方がいたということで、復旧

済みなんかもありますけれども、大変な会員数の中の多くは71％ほど災害になったんだなとこ
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こで見受けるわけです。そういう点で中小業者に対する支援というのは、塩竈ではいち早く全

壊30万円、大規模半壊20万円、それから半壊が10万円ということで、早く店なんかの内装とか

を直すために工事をした部分の半分ということで補助していただきました。それを受けて頑張

っている方々もおりますが、なおいまだになかなか備品が壊れて大変だとか、厨房が壊れて大

変だとか、グループ補助には入れない、宮城県のいろいろな商業活動のやつも見たけれども、

100万円以上じゃなきゃだめだとか、そういった補助が200万円以上じゃなきゃだめだというこ

とは、つまり自分で100万円を出さなきゃないということですから、そういう感じでそれも市

内の中小商店、塩竈市は中小業者が多いわけですけれども、中小商店の再建のためには、宮城

県の基準から下のほうの部分にもう一度全壊30万円、20万円、10万円がありましたけれども、

あれは店の改装・改築ですよね。備品などについて、施設については対象外だったと思うわけ

ですけれども、ぜひ市長は今度の第５次長期総合計画では、商業関係、そういうものをぜひ発

展させるというかここに活力を入れていくということで第５次も言っているわけですけれども、

やはり私はそのグループにも入れない、県の活動補助金も使えないというところにぜひ改めて

支援をする考えはないのか、お伺いしたいと思います。 

  紹介しておきますが、市内市町村の商業者向けの復旧補助金の一覧を私ここに持っておりま

す。亘理では、100万円です。それから、東松島市も中小企業の復興のために上限100万円、石

巻も100万円、それから栗原市も100万円、登米市は300万円を上限にして、そういった地元の

中小業者の施設設備などの支援を行っております。ぜひこの辺について改めて求めるものです

が、いかがでしょうか。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 商業者の方々の支援ということについては、商業者の皆様方の窮状については、私

も重々現場を訪問させていただくたびに、もっと根本的な部分で制度があってほしいというこ

とで、今日までのさまざまな機会に国なり県にグループ化補助金、あるいは県の支援策という

ような間を埋めるようなものをぜひご賢察をいただけないかということをお願いをさせていた

だいてまいりました。それは、一つにはこれから先まだ８年の間、県なりから構築していただ

きました基金を活用してさまざまな制度をさまざまな財政出動をしていかなければならないと

いうことでありますので、やはりこういったことを一市一町ということではなくて、被災地向

けということでもう一度お考えいただけないかということについてお話をさせていただいてま

いったつもりであります。これから先もまたさまざまな機会にぜひ商業者の方々に対する手厚
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い支援ということについてご再考いただけないかということをお話をさせていただきたいと思

っております。そういった結果を踏まえて、また改めて考えさせていただきたいと思います。 

○浅野副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 ありがとうございます。県のほうの中小向けの補助金制度、ようやくおくれており

ましたがグループ補助金が終わりましたので、宮城県が25年３月25日から４月26日まで、対象

業種も新たに建設業、療術業、歯科技工士なども新たに業種を拡大して募集することが決まっ

たようであります。それで、対象業種も拡大を求めようということも持ってきたわけですが、

担当のほうでのさまざまな努力もあってここまでこぎつけたと。残念ながら、ただ補助の対象

が200万円以上ということは変わっておりませんので、今市長が申しましたように、引き続き

100万円でも対象になるようにとか一層の努力をしてほしいし、また市でもそういった取り組

みを一層やっていただくように求めるものです。これは、長引けば長引くほど「もう１年やっ

たらもう閉めるわ」とか、「もうやめるわ」と言う人たちが結構おります。そこに早く光を当

てていかないと、やっぱり塩竈市の町が戻らないのではないかということも危惧されますので、

ぜひ一日も早くそういった方向性を示していただきたいということを申し上げておきます。 

  それから、雇用についてお伺いしたいと思います。 

  先ほども前段での委員の質問がございましたが、これは資料の12です。緊急雇用の関係、78

ページ、79ページ、それから80ページに関係して176人の雇用をしていくということで、この

数字を見れば「あ、うまくいくのかな」というふうな期待も持ちたいところであります。とこ

ろが、実際これを活用してきたところでは、実は単価が安過ぎて人が集まらないよという人も

おります。それから、時間帯も朝８時から５時半までだという職業だけではございませんので、

そういったことでも大変だということも言われております。 

  それで、これはまあ緊急雇用ということですが、ぜひこの制度そのものは活用しながらも、

これではとても間に合わないので、事業所自身がこれにプラスをして時間給を上げて雇ってい

るんだというところもありましたけれども、これらの全体のこれまでの取り組みとか課題はな

いのか、まず最初にお伺いしたいと思います。 

○浅野副委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部商工港湾課長 それでは、重点分野雇用創造事業についてのご質問ですので、

私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。 

  まず、今単価の部分でなかなか人が集まらないというようなご指摘もあったかと思うんです
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が、この事業につきましては、直接雇用とそれからあと委託事業ということで、２つの形態で

実施をされているところでございます。直接雇用につきましては、当然市の非常勤職員、ある

いは臨時職員という形で雇用されますので市の時間給等の単価の制約はあるかと思うんですけ

れども、まず委託事業については、その事業内容に応じてある程度その事業者のほうで単価の

設定をしていただくことも可能かなとは思います。ただ、あらかじめこちらで事業計画をする

に当たっては、当然一定程度の時給なりの設定はいたしますけれども、先ほども申しましたよ

うに、一定程度そのような事業内容を考慮した上で、事業者のほうで設定していただける部分

もあるかと思いますし、これまでも24年度の実績を見ますと、まず委託事業についても、発注

についてはある程度経過どおりの発注がなされ、人員が確保されているといったように感じて

ございます。 

  次に、この事業の課題ということでございますが、まず国の補正予算によりまして、24年度

までだったやつが25年度まで延長されているところでございます。１年間ということになりま

して、この事業については、短期雇用で次の雇用までのつなぎということで、この期間の中で

就職活動をしていただいて、できれば正規雇用に結びつけていただくといったようなことがあ

るかと思いますので、やはり雇用されている方も、事業者のほうでもそこの将来的には正規雇

用というところを考えていただいて就職活動を支援していただいたり、それから就職活動に当

たっていただいたりといったところが必要になるのかと思います。以上です。 

○浅野副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 ぜひ、やっぱり今は特に公務員のバッシングもありますけれども、全体的に労働者

の賃金が年々切り下げられてしまっているという状況の中で、少しでも雇用状況を改善するこ

とも大きな柱ではないかというふうに思っております。そういう点でこれらの緊急雇用は雇用

として、ぜひ事業所自身が努力するということもありますが、どういう問題があるのかという

ことも含めてきちんと捉えていただきたいなというふうに思っております。 

  もう一つは、この緊急雇用の中で、私もう少し市にやってほしいなと思っているのは、市内

の中小事業所の実態調査を例えば１年かけて、役所の方々はもう定数削減の中でこの300億円

の予算をこなさなきゃならないという、技術者もいないという中で大変でしょうけれども、や

っぱり市民とともに歩むとすれば、やっぱり市内の事業所の実態がどうなっているかというこ

とをつかむことが必要だと。そういう点で商工の関係の予算を見ましても、ほとんど去年とお

ととしと同じ関係の予算だと。一部まあ商工会議所の何とかというのが新たに入ったようです
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けれども、これはこれでどういう意味なのかは後で聞きますけれども、やっぱり実態をつかむ

と。苦しみを一緒に共有するというか、そこのところを例えば緊急雇用で１年かけてぼちぼち

と商店街でもいいし、ずっと回って何が問題ですかということを本格的にこの緊急雇用で雇用

して取り組んで、それを行政の施策に反映するというそういう視点があっていいのではないか

というふうに思うんです。そういった点では考えはないからこういう予算になっているとは思

いますが、いかがでしょうか、お伺いします。 

○浅野副委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部商工港湾課長 被災した事業者の実態とそういった方々の声を聞くということ

だったかと思うんですけれども、まずこちらとしましてはやはり全ての事業者が商工会議所の

会員となっているわけではございませんけれども、今回資料としてお示しさせていただいたよ

うな形で市内の主な事業者の営業状況というのが調査され公表されているところですので、こ

れを一つの指標として対応してまいりたいというふうに考えてございます。 

○浅野副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 塩竈市の税務統計でいくと、平成21年度、これは国勢調査の関係ですが、塩竈市内

の事業所は3,207事業所、従業員は２万1,010人でした。商工会議所の会員さんは1,737件です

から、半分ということになります。半分は商工会議所じゃない事業所ということになると思い

ます。そういう点では、今担当課長が言いましたけれども、それは第一歩だと。だけれども、

もう少しこう何というの、訪ねていってどうですかということをやり始めなきゃないと。これ

は、震災だからとか震災じゃないからとかじゃなくて、これほどの不況の中で、さまざまな高

齢化もありますし、さまざまな問題があると思うんです。そういったことの実態をつかむ上で、

まさにこういった緊急雇用で、直接市の職員が行けなければ、こういうところにやっぱり立ち

上げて取り組んでいただきたいなというふうに私は改めて、今回はのりませんけれども、ぜひ

そういった視点を忘れないで取り組んでいただきたいというふうに思います。 

  それから、雇用の関係では、塩釜管内のハローワークの調査がいつも、それを出していただ

きましたが、これは塩竈だけではないんですが、実は国勢調査の調べですと、27ページです。

（「資料番号は同じでいいですか、12番」の声あり）13の27ページです。済みません。言わん

とすることをだんだん忘れちゃうんですが、国勢調査で見ますと、ここは労働人口に対する完

全失業者の割合というのが出てくるのです。ここには出てきませんよ、これは塩釜管内ですか

ら。調べますと、塩竈市では平成12年度には完全失業者6.6％だったと。平成17年度は8.2％だ
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ったと。平成22年度は9.28％だと。労働者人口に対する完全失業者の割合がどんどんふえてい

っているという現実です。ですから、これが今22年、23年、24年といきますと、もっと深刻に

なるのではないかということも危惧されます。そういう点では、やっぱり雇用の場の確保、雇

用の場の確保となりますと事業所の再建、そこにいくわけですから、ぜひ雇用関係で、私は市

が大きな企業だというふうなことに例えれば、塩竈市もきちんとした雇用をして、またさらに

民間でもきちっとした雇用が図られるような施策をぜひ進めていただきたいというふうに思い

ますが、この点について何かあればお伺いしたいと思います。 

○浅野副委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部商工港湾課長 雇用の創出には事業の復興が何よりも必要だというようなお話

だったかと思うんですが、委員おっしゃるとおり、まず被災した事業者が雇用しようとする際

には、その被災した施設を復旧するなり復興するなりして、施設設備が稼働するといった状況

が前提となるものかと思います。そういった意味では、今年度、宮城県のほうで事業復興型雇

用創出助成金という制度をつくってございまして、例えば水産業の共同施設利用事業ですとか、

それからグループ補助金、こういった国の財源、県の補助金などをもらって施設設備の復旧・

復興を果たした事業所を対象としまして、新規で失業者を雇用した場合に３年間その賃金を助

成するといったような制度が創設されておりまして、昨年塩竈市内にも県から委託を受けた事

業者がそのマッチングをするためにサポートセンターを創設して現在も活動しているところで

ございます。 

  25年度の事業については、ちょっと現時点では未定でありますけれども、これが継続されれ

ば若干なりとも市内で雇用が引き続き創出されるものというふうに考えてございます。以上で

す。（「いいです」の声あり） 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 それでは、私のほうからも質問させていただきますので、よろしくお願いし

ます。 

  では、初めに、資料№12の第１回市議会定例会の議案資料の中から質問をさせていただきま

す。 

  初めに、76ページの塩竈市本庁舎の太陽光発電設備等導入事業についてお聞きをいたします。 

  初めに、事業効果の中で、通常時太陽光により発電された電力を照明・通信施設等に利用す

るということも書いてありますけれども、先ほども発電量は余りないということでお話ありま
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したけれども、これらで年間どれぐらいの電力量の削減というか軽減になるのか、ちょっとお

聞きしたいと思います。 

○浅野副委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 先ほどちょっとご説明申し上げましたように、今回の１日当たりの

発電量が28.8キロワットと。資料の76ページの２番の事業効果の通常時というところでは、日

中ですが、ここでは予定としては15.3キロワット。残り13.5という形になりますので、これが

下のほうにありますように蓄電池のほうの５キロワット以内で夜間に使えるように蓄電すると

いうふうな中身になります。 

  内容的にはどういうところかというと、先ほどもご質問があってお答えさせていただきまし

たが、少なくても最低限の電力として、万が一の震災、あるいは災害が発生した時点での災害

対策本部が継続して24時間開ける、その電力をまず賄い切れるというふうな設定にしてござい

ます。例えばテレビ２台でありますとか、パソコン、それから照明、あるいはトランシーバー、

無線機なんかの電源と、それから監視用モニターテレビなんかの電源というような必要最低限

のものをまず今回の太陽光のパネルの中で電力を確保しようという内容でございます。全体的

な経費としてですが、年間で約30万円ぐらいの経費削減というようなところで今現在見込んで

おります。以上です。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。ありがとうございます。 

  今後なんですけれども、防災拠点の向上という意味からも、こういった太陽光設備の導入、

学校を初め公共施設に新たに設置推進を考えていられるのかです。学校等については、耐震化

は終わっていますけれども、さらなる補強をしなければならないというようなお話も聞いてい

ますけれども、今後こういった太陽光発電の設置推進の考え、具体的にはどういったところに、

あるんであればお話を聞かせていただきたいと思います。 

○浅野副委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 まず、本市の庁舎とそれからガス体育館のほうで今回25年度予算を

計上しておりますので、ここは何とか申請の中で県の環境省の補助金がついたと。今後も同じ

ように、学校設備の発電関係も、こちらで考え方を整理した上で補助をいただけるような整備

をしていきたいと。ただ、その中で、やはり今ご質問にありましたように、荷重量がどのぐら

いかという話になります。この本庁舎も実は計算はできておりまして、平米当たりの重さとい
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うのがおおむね30キロに耐えられるというふうな本庁の結果が出ておりまして、今回太陽光パ

ネルについては非常に軽量化されているシリコンパネルというもので、おおむね平米当たり４

キロ程度と、本庁舎については大丈夫だというような結果が出ております。同じように、今後

学校施設、耐震補強関係は終わってはおりますが、こういった調査も踏まえながらというとこ

ろの段階を踏みながら整備のほうの検討というのが必要になるかというふうに思っております。

以上です。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。今、防災拠点の機能を高めるということで、そういったほか

の事業者に屋根とか屋上を貸したり、こういった太陽光発電の設置の推進をしているというと

ころとか、いろいろな部分で推進をされている自治体が出てきている状況なので、できるので

あれば本市でもこういったことに取り組まれればいいのかなと。教育の部分でもいろいろあり

ますので、そういった点からも、できるのであれば推進をしていただきたいなと思っておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、次、同じ資料の今もお話ありました78ページの重点分野雇用創造事業について何

点かお話を聞かせていただきたいと思います。 

  それで、実施事業30事業ということで、今直接と委託ということでもお話をお聞きいたしま

したけれども、この直接の部分なんですが、雇用の募集等は、募集の推進は公募とかそういっ

た部分での募集だけなんでしょうか。お聞きいたします。 

○浅野副委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部商工港湾課長 この重点分野雇用創造事業でございますが、直接、委託にかか

わらず、失業者の募集に当たっては公募が条件となっておりまして、ハローワークに掲示をし

たり、あるいは市のホームページですとかそういった形で募集をすることになりまして、なお

かつその際にはこの緊急雇用創出事業を活用しての募集であるといったようなことを明記する

ということになってございます。以上です。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。それで、この事業は、塩竈市内の方を雇うのか、それとも定

員に満たなければもうちょっと幅を広げて募集というか雇用、雇っていくのか、その点お聞き

したいと思います。 

○浅野副委員長 佐藤商工港湾課長。 
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○佐藤産業環境部商工港湾課長 募集に当たりましては、現在は居住地の条件とか年齢とかそう

いったものをつけることはできませんので、条件を示して募集だけということになりますので、

応募される方は市内の方というふうには限らないということになると思います。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。あと、この雇用予定人数ありますけれども、皆定員になって

いる状態のときはいいんですけれども、やはりやめられる方とかもいると思うんですけれども、

そういったときは補充等は行うのか、それとも行わないのか、その点どうするのかお聞かせく

ださい。 

○浅野副委員長 佐藤商工港湾課長。 

○佐藤産業環境部商工港湾課長 この事業につきましては、失業者の方の雇用の確保を図ってい

ただきながら、あるいは事業の目的を達成するといったようなことになりますので、まず途中

でやめられる方がいたような場合には追加で募集をしていただいて、なおかつその事業の本来

の目的を果たしていただくといったことになるかと思います。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。ありがとうございます。 

  では、次に行かせていただきます。 

  同じ資料の84ページ、塩竈市地域防災計画策定事業についてということで、いよいよ防災計

画の会議の中にも女性の委員が含まれまして、女性の目線、視点からも防災計画が推進される

ということで、私も質問してきた経緯がありますので、この点はよかったなと思っております。

それで、一応この中で（３）番に委員の部分で書かれていますけれども、この委員構成と女性

の委員はどういった関係の人で、何人ぐらい委員となられているのか、その点お聞きしたいと

思います。 

○浅野副委員長 赤間市民安全課長。 

○赤間市民総務部危機管理監兼市民安全課長 防災会議の委員につきましては、現在40名以内と

いうことで、今39名の方に就任していただいております。その中で女性の方は４名ほどござい

ますけれども、その中で障害者団体の代表の方とか、保育園の方、あと婦人会の会長さん等々

入っておりまして４名という形になってございます。また、社会福祉団体等の代表の方、あと

市老連の方といいますか老人クラブ連合会の方から入っていただいているような状況でござい

ます。 
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○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。あと、６番の今後のスケジュール等の中を見ますと、町内会

等の説明会、懇談会等も行われるということで書かれておりますので、そこでちょっとお聞き

したいんですけれども、災害が起きた際に介護が必要な高齢者、障害者の避難をどのように支

援していくかということで、東日本大震災のときも大きな問題となったわけですけれども、そ

こで町内においては事前に要援護者の名簿作成をして、いざというときに名簿に基づき地域で

これらの方々を支えていくということで取り組んでいるわけですけれども、ただ希望者という

ことでなかなか対象者全ての名簿作成とまではいかないわけですけれども、国のほうでも要援

護者名簿の作成を市町村のほうに求めるというような今後方針もあるみたいなんですけれども、

この点について本市のお考えをお聞きしたいと思います。 

○浅野副委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 私のほうからご説明いたします。 

  現在、宮城県では、この３月に宮城県災害時要援護者支援ガイドラインを改訂する予定で事

業を進めておるようでございます。そういった中にあって本市の場合についてでございますが、

実は既に要援護者台帳、私ども作成、平成21年度にしておりまして、この際にひとり暮らし高

齢者や障害者などのいわゆる災害時の要援護者を災害発生時に早急に救出できるようにという

ことで台帳を整備してございます。昨年の７月から８月にかけましてですけれども、市内の町

内会長さん、あるいは民生児童委員の皆様にご協力をいただいて、災害時に要援護者の対象と

思われるお宅に回っていただきまして、制度の説明をしてもらい、本人の同意を得ていただき

ながら申請にご協力を願っているということで進めてきてございます。 

  それで、現在、登録者数でございますけれども、1,400人前後というふうな――あえて前後

と申し上げましたのは、実はこの間、この震災以降死亡・転出等が若干数字出入りあります関

係でそのような数字をお答えさせていただいておきますが、そういったことがあって対応を今

現在進めている状況でございます。以上でございます。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。ただやっぱり希望者だけというと大変な部分で、災害が起き

たときはやっぱりそういった方を支えていかなくてはいけないという状況でもあると思うので、

この点の進め方、またそういったもの、名簿ができたとしても、やっぱり行政が全ての方を支

えるわけにはいかないということで、そこにはやっぱり地域の方の支えがなければこういった
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方を災害のときには支えていけないということで、そういった名簿作成は行政でできたとして

も、そういった支える側になる場合、地域の方にどういうふうな感じでお願いをしていくかと

いうか、そういったところはどうお考えになっているのか。 

○浅野副委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 確かに今委員おっしゃられたように、そういった災害時援護者

については、台帳作成に当たっては、近隣関係、あるいは血縁関係を含めて３名ほどそういっ

た方々を見守っていただく方をつけさせてもらっています。市としてそういった方々を対象に

入れまして、地域での防災訓練ですとか、あるいはいろんな防災訓練活動においても、そうい

った方に入ってもらった形での訓練活動を進める中で地域に根差した見守り等を含めて対処し

ていきたいというふうに考えてございます。よろしくお願いします。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。今後こういった点、大事になってくると思いますので、今後

とも取り組みのほうをよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、続きまして資料№９のほうから質問をさせていただきたいと思います。 

  48ページの２款の総務費ということで、交通安全対策事業ということで質問をさせていただ

きたいと思います。ここの中で通学路の安全対策についてお聞きをしたいと思います。 

  通学路に関しましては、昨年、文部科学省、そして国土交通省、警察庁合同で各自治体の通

学路の緊急点検を要請されておりまして、本市でも総点検が行われました。それで、通学路の

安全確保について地域で認識を共有するという観点から、対策必要箇所及び対策内容というこ

とで公表するということなんですけれども、平成24年12月末の公表状況を見ますと、宮城県で

は公表対象が34市町村のうち29市町村が公表しているわけですけれども、この中に塩竈市が入

っていなかったんですけれども、二市三町で２つの市と町だけだったんですが、塩竈市もその

２つの中に入っていたんですけれども、この点について公表しなかった理由というか、この点

お聞きしたいと思います。 

○浅野副委員長 川名土木課長。 

○川名建設部土木課長 通学路の緊急安全点検につきましては、昨年教育委員会を中心に各学校

の指導員の教員の方及びスクールリーダーの方々、またＰＴＡの関係者、先ほどお話にありま

した交通管理者であります塩釜警察署、あと道路管理者であります国道維持出張所、県土木事

務所、土木課がそれぞれ一堂に会しまして合同点検をしております。合同点検では21カ所の危
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険箇所が確認されておりました。 

  経過としまして、10月18日に再度関係者による意見交換会が開催された中で、新たに危険箇

所が３カ所ほど報告を受けた内容になっておりまして、対策の必要な危険箇所が24カ所という

ことで再確認をしております。 

  その中で点検実施結果の公表のおくれているのはなぜかというご指摘でございますが、現在、

公表に向けて関係者との協議調整がおくれておりましたが、３月１日、最終確認をとり行いま

したので、現在公表のために必要な手続をとり行っている状況下にあります。 

  公表の時期につきましては、３月の中旬ごろを予定し、あと本市のホームページ並びに広報

紙等に掲載する予定で今取り組んでいる状況であります。以上です。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。今回の予算案、また平成25年度の当初予算案に防災安全交付

金というのが計上されているということで、この通学路の安全対策にも使えるということであ

りまして、公表した自治体が申請した場合、公表していない自治体と比べて優先的に交付され

るということで聞いたものですから、ちょっと今質問させていただきました。 

  それで、今年度もこの通学路の整備に関して、整備箇所と内容を具体的にお聞かせください。 

○浅野副委員長 川名土木課長。 

○川名建設部土木課長 緊急点検に伴う危険箇所の整備の箇所につきまして、25年度の予定箇所

でございますが、具体的に第一小学校東側の市道本町南町線を約400メートル程度、路肩のカ

ラー化を図っていくということで箇所づけしております。以上です。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 カラー舗装ぐらいしかできないんでしょうかね。 

○浅野副委員長 川名土木課長。 

○川名建設部土木課長 点検箇所のほうで今それぞれの管理者たちのもとで確認させていただい

た中での当塩竈市の各学校区の施設整備の考え方につきましては、それぞれまず具体的に申し

上げますと、まず学校による対策につきましては、それぞれの施設の危険箇所の問題解消につ

いては、もう終了していると。あと、交通管理者におきますいろんな一時停止等の設置及びＬ

ＥＤ信号機への交換等につきましては、年度内に全て完成するということでお聞きしておりま

す。 

  また、塩竈市の道路管理者におきましての今後の交通安全対策の部分につきましては、その
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緊急安全対策危険箇所の中で箇所づけされたものにつきましては、路側帯のカラー化とそうい

うものでの確認をさせていただいている状況にあります。以上です。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 やっぱりカラー舗装じゃなくていろいろな対策の項目があると思うんですけ

れども、この辺は各関係機関で連携をとっていただいて、せっかくこの通学路の安全対策に使

える予算も今後大幅というか出てくると思うんです。ですから、この機会を通してやっぱり塩

竈市内の通学路の補修というかそういったところをきちっと、やっぱりこういう機会あったと

きにやっていただかないと、後からというとまた予算等がつかないとか、ないとかそういう状

況にもなってくると思いますので、やっぱり国のほうでこういう重点項目として打ち出してき

ている部分は、しっかりとそういったことができるときに本市としてもしっかりやっぱりやっ

ていただきたいということで、この辺お願いをしておきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

  あとはまた、カラー舗装という話ありましたけれども、ある地域に行ったところ、カラー舗

装終わっていたところなんですけれども、右左どっちをカラー舗装するのかということであり

まして、カラー舗装したんだけれども、実際はそっちを通るんじゃなくてこっちを通るんだよ

ということを言われて、ああそうなのかということで思って、またカラー舗装したほうだと車

からの見通しも悪いし、そういったところもあるということなんです。ですから、そのカラー

舗装に関して何か規定とか法律関係あるのか、お聞きしたいと思います。 

○浅野副委員長 川名土木課長。 

○川名建設部土木課長 今回24年度の中で緊急的に交通安全対策としてカラー舗装化させていた

だいた箇所の選定につきましては、合同点検の中でそれぞれの方のお話を聞きながら、箇所と

して現在施工しているというような状況であります。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 この辺にしておきますけれども、とにかく舗装とかしたとき、やっぱり地域

の方というのは子どもたちの行動とかを常に見ているわけですよね。ですから、こうしたほう

がいい、こうしてもちょっと危ないとかそういう状況把握というのをしているわけですから、

やっぱり何かやるときにその周辺の地域のお父さん、お母さんとか、おじいちゃん、おばあち

ゃんとかそういった方の話を聞いて、話をするのも一つかなと思っておりますので、この点も

よろしくお願いをしてきたいと思います。 
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  次に、同じ資料の66ページに行かせていただきます。 

  第３款民生費で仮設住宅地域支え合い体制づくり事業ということで、ちょっとこの中で孤立

化の防止ということで本市でもサポートセンターを設置しておりますけれども、こういった仮

設住宅の入居が長期化する中で、また再度延長という話もある中で、今後サポートセンターの

役割は本当に大変大きいのかなと思っております。それで、これまでの取り組みの状況と25年

度は特にどういったところに重点を置いて取り組まれるのか、お聞きをしたいと思います。 

○浅野副委員長 高橋生活福祉課長。 

○高橋健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 ふれあいサポートセンターでござい

ますが、23年11月から社会福祉協議会のほうに委託しまして、仮設住宅の１室を利用しまして、

そこを拠点に活動しております。現在、10名の職員が配置されておりまして、プレハブの仮設

住宅、それからあとみなしの仮設住宅ですとか、公営住宅のほうのみなしもございますので、

そういったところの訪問活動、それから特に高齢者の単身の方ですとか、高齢者のみの方の世

帯の状況を重点的にでございますが、回らせていただいております。そのほかまた別途保健セ

ンターのほうで調査しまして、心のケアの必要な方等がございますので、それについては医療

機関ですとか、あるいは県のご協力も得ながら対応させていただいているところでございます。

また、今年度につきましては、そろそろ公営住宅という形も出てまいりますので、今25年度、

今度公営住宅のほうの集会所等を活用しながら、どういったことができるのか今後模索して社

会福祉協議会とも協議してまいりたいと考えてございます。以上です。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。本当に今仮設住宅も、まあ世帯によって違いますけれども、

特に家族が多い世帯とかは仮設住宅は狭くて本当につらい思いというかそういった部分もある

わけです。それで、まあそういった訪問とかする中で、私も何回かサポートセンターに行かせ

ていただきまして、行事とかもいっぱい真っ黒になるくらい書かれておりましたけれども、訪

問を嫌う人、また集会所等で行う行事に参加されない人、このような状況の方々とのコミュニ

ケーションがとれる工夫というのがやっぱり大切かなということでこう長期化していくと思う

わけですけれども、この辺、どうお考えなのかをお聞きをしたいと思います。どういう取り組

みをされているか。 

○浅野副委員長 高橋生活福祉課長。 

○高橋健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 いろんな今委員おっしゃいましたよ
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うに、仮設住宅の集会所、ほとんど連日のようにボランティア団体さんですとか、あるいはた

まに芸能人の方ですとかおいでいただいたりしております。こういったことでできるだけ設定

を、普通の私どもでやる事業だととっつきにくい部分ありますけれども、そういった民間さん

の例えば歌、民謡の関係ですとか、そういった形であればちょっと行ってみようかなというよ

うな形にもなろうかと思いますので、そういったご案内のチラシ等を持っていきながら、でき

るだけ安否確認、そして行事へのご出席を呼びかけて、できるだけケアに努めていきたいと考

えて進めていっていただいております。以上です。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。とにかく一人一人ちょっと声をかけていただいて、孤立化し

ないように、また外に出てきてもらうように、その取り組みをお願いしたいと思っております。 

  それでは、次、同じ資料で80ページなんですけれども、先ほども別の委員からもお話ありま

したけれども、食物アレルギーの保育児対策事業ということでありますけれども、アレルギー

を持つ子どもたちが増加して事故も起きているということで報道されておりますけれども、今

年度はやっぱりこういう事故等を受けてどういった新たな取り組みをなされようとするのか、

そういった内容をお聞きをいたします。 

○浅野副委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 アレルギー関係で新聞で報道されたことに伴いまして、再度

施設内での点検を徹底しておるところです。 

  施設の中でのまず点検なんですけれども、アレルギー児、あともう一つアレルギー児のアレ

ルゲンというのですか、要するに除去する食べ物については、施設の中で担当の保育士、調理

師はもちろんですけれども、みんなで共有するようにしております。あと、メニュー、まず１

カ月まとめて出されるわけなんですけれども、特に前日にそのメニューを確認しまして、除去

する食べ物があるかどうかということを調理師、あと担当の保育士等で確認しまして、翌日、

当日の調理に当たっては、できるだけ区分けして調理を行う。あと、配膳の際には、それぞれ

プレートに名前を書いたプレートに配膳するわけなんですけれども、それも複数人数で確認し

ながら、間違いのないような形で一応対応しておるところでございます。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。じゃ、保育児の方何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか、食

物アレルギーをお持ちの方。 
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○浅野副委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 施設施設によって状況は異なるんですけれども、多い施設で

は10名ほど、七、八名のアレルギー児を抱えているところがございます。全体で約50名ほどの

アレルギー児が保育所のほうには在籍しております。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。それで、保育士さんの研修等も必要だと思うんですけれども、

こういった研修等は今年度は何回ぐらい行われますか。 

○浅野副委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 内部で行う研修、あと外部で行う研修、保育士を対象とした

研修、あと県内でまとめて調理師を対象とした研修がございます。結構複数回の研修がござい

ます。それで、そういった部分については、学んだことを保育所内で職場研修してそういった

事故防止なりアレルギー児への対応を再度施設内で確認し、みんなで設定しているというよう

なことでございます。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。それで、食物アレルギーによる重い症状を和らげる自己注射

薬といってエピペンですけれども、これ以前にもお話しをしたと思いますけれども、これの備

えというのはどのような状況になっているのかお聞きをいたします。 

○浅野副委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 エピペンの対応については、保護者あるいはかかりつけの医

師と相談して、そういったエピペンの対応が必要かどうかを確認させていただいております。

現在のところ、エピペンを使ってほしいというような保護者から、かかりつけのお医者さんか

らの依頼はございません。ただ、研修会などでそういったガイドラインを用いた研修をそれぞ

れ調理員、保育士、行っておりますので、なお施設内では万が一の場合にということで職場内

で徹底をしておるところでございます。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 ですから、万が一の場合ための備えという意味で言っているんですけれども、

それはどうなっているのかお聞きしたいと思います。 

○浅野副委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 現時点ではエピペンは備えておりません。 
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○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 やっぱりこれは備えられるんですか。何か規定とかあるんでしょうか。備え

られるんであれば、どうして備えられないのか、その点をお聞きしたいと思います。 

○浅野副委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 通常、かかりつけ医の指導のもとで患者なりがそういったエ

ピペンを常時携帯しているというような状況にあるかと思います。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 じゃ、今後もこの後備えないでということでいかれるということでよろしい

んでしょうか。 

○浅野副委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 個々の児童の状況によって、もしどうしても必要だというよ

うな形であれば、患者さんは当然なんでしょうけれども、施設内でもそういった対応を考えて

いきたいと考えております。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 これはいつ起こるかわからないという点がありますよね。そういったときに

このエピペンがなかったということで、そういったところを聞かれたときはどうなんですか。

そういった状況は考え過ぎなんでしょうか。その点をお聞きします。 

○浅野副委員長 渡辺子育て支援課長。 

○渡辺健康福祉部子育て支援課長 なお、かかりつけの医師なり、あとうちのほうで嘱託医もお

願いしておりますので、そういった方々に、ちょっと専門医と相談して今後の対応を検討させ

ていただきたいと思います。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。じゃ、対応を検討していただきたいと思いますけれども、こ

れ設置しなければ、万が一そういった状況、今まで何ともなかった子どもが急にそうなるとい

うことも例としてはあったわけですので、そういったときのためにはやっぱり備えつけておか

なければいけない状況もあるのではないかなというそういう思いがありますので、その点よろ

しくお願いをしておきたいと思います。 

  それでは、続きまして時間もないので、小中学校の点は別な機会にちょっと聞きたいと思い

ますけれども、教育費の152ページで15節の工事請負費、ここで4,265万9,000円、そして156ペ
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ージにも小中として15節で工事請負費2,500万4,000円ですか。補修工事内容等は資料№13のほ

うに書かれていましたので拝見をさせていただきましたけれども、これ大規模工事というのも

あるわけですけれども、この修繕工事と大規模工事、全てここに書かれている予算で行われる

のか、その点お聞きをしたいと思います。 

○浅野副委員長 会澤教育総務課長。 

○会澤教育委員会教育部次長兼教育総務課長 お答えいたします。 

  資料№13の８ページにある大規模改修工事等がありますけれども、こちらのほうはこの予算

の中には入っていませんで、24年度の補正予算、最終日あたりに提出の予定でございますので、

そちらでお答えしたいと思います。 

  それからあと、こちらにありますのは、大規模までいかない例えば二小のトイレの改修とか、

杉小の外部の給水改良工事とかそういったものが積み重なった金額になっております。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 それでは、152ページの施設解体工事なんですけれども、どこの部分なのか

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○浅野副委員長 会澤教育総務課長。 

○会澤教育委員会教育部次長兼教育総務課長 お答えいたします。 

  第三小学校の体育館を建てたときに電波障害ということで共同アンテナを設置してございま

す。それが地デジ化になりまして必要なくなりましたので、そちらの解体ということになって

おります。以上です。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 わかりました。あと、152ページ、156ページに学校用備品ということであり

ますけれども、以前私質問で机とか椅子とかという部分を質問させていただきましたけれども、

その点はここには入っていて予算がついて新しいものを幾らか購入できるのかどうか、その辺

お聞きをしておきたいと思います。 

○浅野副委員長 会澤教育総務課長。 

○会澤教育委員会教育部次長兼教育総務課長 机と椅子でございますけれども、数多くは準備で

きませんが、この中に200セットほど購入のものが入っております。以上でございます。 

○浅野副委員長 小野委員。 

○小野（幸）委員 ありがとうございます。また来年度もつけていただくように市長にお願いを
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して、よろしくお願いしたいと思います。 

  最後に実施計画の中の60ページに生きる力を育む教育の充実ということで、小中学校の図書

館整備事業ということでありまして、その事業内容の中に親しみやすい学校図書室をつくると

いうことでありますけれども、この辺一応200万円、400万円、この金額ありますけれども、私

も今全て見たわけじゃないですけれども、図書室を拝見させていただいて、本はいっぱいある

んですけれども、やっぱり古くなってきている部分もあるのかなと。また、もう少し図書室で

和めるような雰囲気の図書室というかそういったものをつくることも大切なのかなと思ってい

たわけですけれども、この予算の中でこれはこれで間に合うんでしょうか。足りなくないのか、

その辺要求してもだめなのか、その辺をお聞きして、今後の図書室づくりを行う上でのそうい

った気持ちの部分をお聞きをして、私の質問を終わらせていただきます。 

○浅野副委員長 会澤教育総務課長。 

○会澤教育委員会教育部次長兼教育総務課長 図書整備事業、震災後いろいろな自治体、団体か

らかなりの数の図書を寄贈されております。そういった中で大分充実しておりまして、文科省

のうたっている基準にはもうほぼ到達しているという形になっております。そういった中でも、

古くなっている図書とかそういったものの更新という内容になっております。 

  あと、こちら学校図書館整備になるかどうかわかりませんけれども、緊急雇用の中で心のケ

アと図書のいろいろな支援する職員を配置したり、また備品関係もいろいろ工夫しながら用務

員さんがいろいろ古い本棚を塗ってくれたりとかそういった中で整備している状況でございま

す。以上でございます。 

○浅野副委員長 暫時休憩いたします。再開は15時15分といたします。 

  午後３時００分  休憩 

                                             

   午後３時１５分  再開 

○志子田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。 

  なお、質疑の際には、資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発言くださるようお願いい

たします。菊地 進委員。 

○菊地委員 私も少し確認をしたいことがあります。その前に今まで多くの委員が質問していた

んですが、やはり先ほど高橋福祉事務所長の答弁のように、聞いたものに対してこういうにな
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って、こういうふうな事業が展開されて、市民にとってプラスになるんだよと、そういうふう

な答弁を私は期待しますので、これからもよろしくお願いしたいと思います。 

  何かその事業の数字がどうのこうのだけでは、市民にとってこの予算委員会、何だか全然わ

からないんです。例えば金額、事業何々しますと、それによってこういうふうな利点があるた

めに今回予算したというのは、私はやっぱり、今回、毎回聞くんですが、行政の皆さん、やは

り市長を初め、この予算というのは351億8,000万円ですか、やっぱり自信と確信を持って出し

てきたと思うんです。そして、そのお金が住民にとって市民にとって本当に有意義になるんだ

と、そういう審査ということで我々が議論を交わすわけですから、さっきの福祉事務所長みた

いに、こういうお金が使われるとこういうふうになるんですというようないい答弁を期待して

いますので、よろしくお願いいたします。できない理由の答弁は要りませんので、これだけは

ちょっと言っておきますので。 

  まず、委員長から資料ナンバーとページ数と言われたので、まず13の新生クラブで資料を要

求していたのを、ほかの会派が資料要求したやつかもしれませんけれども、大切にこの資料を

活用してまいりたいと思います。 

  ページ数、37。市税関係についてなんですが、どうでしょうか。５億5,000万円くらい市税

がふえるというのはわかったんですが、それは画一的にその納税者に割賦が行けば皆さん納め

ます。しかしながら、問題なのはやはり多くの税金をいただくというか納めていただく工夫、

努力というのが必要ではないかなと思うんです。まず一つは船の船籍。船の名前つけて登録す

るとき、それが税金が入りますよと、そういう努力をしてほしい。あと、一番身近なところで

は、塩竈に銀行の支店いっぱいあります。そこでの軽自動車、バイクの登録がどうなっている

か、そういうのを調査して、やっぱり塩竈の道路を使って集金やら勧誘している、そういった

保険会社とか銀行のそういったバイクとか軽自動車の登録をぜひ塩竈に推薦というか推奨して

もらって、推進してもらって、そして塩竈に税金を払ってもらうというようなそういった取り

組みをしていただきたいんですが、そういった取り組みができるかできないか。企業に行って

頭を下げてくればできるんではないかなと思うんですが、そういうふうにできるかできないか、

まずお答えお願いいたします。 

○志子田委員長 赤間税務課長。 

○赤間市民総務部税務課長 やはり銀行とかそういうもの、本店関係で一括して購入する、そう

いう部分が主でございます。確かに塩竈に本店があるという銀行は今ないので、それは今後お
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願いをしながら、塩竈で使うバイクは塩竈で登録してもらう、そういう部分の努力はいたしま

す。 

○志子田委員長 菊地委員。 

○菊地委員 ありがとうございます。そのようにぜひお願いしたいと思います。 

  というのは、やはりそういった身近な努力というかそういうことをしていけば、税収もちょ

っとでもいただけるのではないかなと。そして、そういった意味であと行政がスムーズに進ん

でいけばいいのかなと思いましたので、よろしくお願いしたいと思います。そんなに予算だの

そういう挨拶に行くのはかからないと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。 

  あと、46ページ、工事請負契約に係る増額工事一覧表というの、まあ先ほど同僚の鎌田委員

が質問されていましたが、この中でやはり落札率が99.9％で、それでそのほかに変更が約20％

もあると。先ほど答弁で掘ってみたらどうのこうのだのと言ったのですが、私はちょっといつ

も思うんですが、掘ったものでもないんですよね。ですから、ちょっと地盤工事とかというの

は、やっぱりずっと内容によって違うのか。あと、これを見るといろいろ海関係も寒風沢の連

絡協議会だかというのがやって、これなんかは99.3％で29.5％も変更しているんです。だから、

こういった瓦れきの処理も、だから何かちょっと答弁は答弁で承りますけれども、ちょっと不

可解な予算の中の資料、これは昨年の資料だと思うんですが、こういう使われ方すると、ちょ

っと我々予算審議している側とすれば、本当にこの予算大事に使われるのかなとそういう心配

するものですからお伺いしたのですが、こういった感じ、ページでいうと47ページ関係、浦戸

の瓦れきの処理はどういう状況でこういうふうになったのか、ちょっと説明願います。 

○志子田委員長 村上環境課長。 

○村上産業環境部環境課長 お答えさせていただいます。 

  こちらは、平成23年度の浦戸野々島・寒風沢と被害瓦れき運搬用仮道路の工事でございます

けれども、こちらは浦戸地区、被害が非常に大きかった地区でございまして、瓦れきを集積し

て仮置き場に搬入するに当たりましての道路が全くない状態でありましたので、こちら早速災

害復旧連絡協議会のほうにお願いしたということでございました。その後、とても道路では集

積することが足りないということでしたので……、済みません、もう一つ、高潮もございまし

たので、高くせざるを得なかったということでこういった形になっております。以上でござい

ます。 

○志子田委員長 菊地委員。 
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○菊地委員 まあ説明聞いて「ああ、そうですか」と納得すればいいのかなと思うんですが、な

かなか「えっ」と。何かちょっと腑に落ちない点がありますので、今塩竈市災害復旧連絡協議

会ですか。それで、いろいろ資料要求でこの並びのページ、57とか58とかで協定書を出してい

ただいていますが、そしたらこの中での内容で質問してまいりますので、簡単にでいいのです

が、答弁願いたいと思います。 

  まず、依頼された構成員の業務報告書等は全依頼業者から提出されているのかどうか、お願

いします。 

○志子田委員長 村上環境課長。 

○村上産業環境部環境課長 我々、災害復旧連絡協議会のほうと協定に基づきまして仕事を行っ

てまいりました。こちらから災害復旧連絡協議会のほうに仕事を協定に基づきまして依頼する

ことにしておりますので、それを、例えば家屋解体でございましたらば、きちっとした形で行

った企業からの報告書が参るという形になっております。以上でございます。 

○志子田委員長 菊地委員。 

○菊地委員 まあ、ありがとうございます。あと、スクラップの搬出について、有料・無料の処

理量の確認の仕方、有料の場合の全額の処理について、金額の処理についての、いわゆるそう

いった報告とかそういったものがなされているのかどうか、教えてください。 

○志子田委員長 村上環境課長。 

○村上産業環境部環境課長 金属スクラップ、有価物と言われておりますけれども、有価物、災

害復旧連絡協議会が行ったものに関しましては、ほとんどの量が中倉埋立処分場に発生した場

合には搬入されることになっております。その搬入された有価物につきましては、トラックの

例えば４トンダンプでしたらば４トンダンプで４トンという形で、きちっとした形で管理をさ

せていただいております。以上でございます。 

○志子田委員長 菊地委員。 

○菊地委員 ４トンダンプだから４トン、10トンだったら10トンというふうなそんな計算なのか、

ちゃんとした台貫があってそこではかっていたのかどうかそこはいいとして、あと先ほどに、

最初のほうに戻るのですが、例えば業務依頼をする場合、いわゆるその災害復旧連絡協議会以

外の業者も仕事したと思うんです。そこからも、構成員以外からもそういった業務依頼関係の

やりとりをしていたのかどうか、それをちょっと確認したいと思います。 

○志子田委員長 村上環境課長。 
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○村上産業環境部環境課長 お答えさせていただきます。 

  災害復旧連絡協議会との協定に基づいた業務に関しましては、災害復旧連絡協議会の会員の

皆様に行っていただいております。 

  また、あとその報告ということでございますけれども、これはきちっと随時終了次第報告は

上がっておりますし、指示に関しましても、こちらから災害復旧連絡協議会に指示しておりま

す。以上でございます。 

○志子田委員長 菊地委員。 

○菊地委員 ありがとうございます。そこで、あとこれは確認なんですが、いわゆる建物等の解

体について、木造とか、鉄筋コンクリートとか、多種にわたる建物がいっぱいあったと思うん

です、それぞれに。個性豊かな家が、商店があったと思うので。その契約額の決定をするとき

に、誰が確認して誰が、予算額というのはある程度県のほうで解体するときには木造はこのく

らいですよと言われていたというのでそれはわかるのですが、その木造とか鉄筋コンクリート

は誰が判断してそれを承認していたのか、それをちょっとお答え願いたいと思います。 

○志子田委員長 村上環境課長。 

○村上産業環境部環境課長 家屋解体につきましては、当初家屋解体の申請をいただきましたら

ば、その後現地調査を行います。現地調査で大きさ等を私どものほうで調査いたしまして、そ

れに県の基準単価と。あとそれから、物価分等の基準の価格を合算いたしまして我々としての

価格を出すということでございます。以上でございます。 

○志子田委員長 菊地委員。 

○菊地委員 ありがとうございました。いろいろ新聞等でほかの市町村が話題になっていました

が、いわゆる塩竈市では、たしか有価物関係、金属換金は大体単価にすると８円くらいなんで

すが、ほかでは20円くらいなんですが、その開きというのはどのように考えていたのか、それ

だけ教えてください。 

○志子田委員長 村上環境課長。 

○村上産業環境部環境課長 金属類の単価ということでございますが、我々他市の事例を当然参

考にさせていただいております。単価につきましては、これは本当に相場でございまして、日

に日にと、大げさな言い方をすれば一日一日で違いますし、それから月ごとに違います。年ご

とにも違います。我々はそういった形でそういった市場の動向、他市の状況等を勘案しまして

単価を決めさせていただいております。我々としては、取り決めた単価は15円、15円の中から
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運搬、積み込み、そういった分別等の経費を７円引きまして、８円を払い下げ価格として我々

のほうに支払っていただくという形に、もちろん１キロ当たりでございますけれども、そうい

った形にさせていただいております。以上でございます。 

○志子田委員長 菊地委員。 

○菊地委員 どうもありがとうございました。市内ではいろんなうわさが飛び交っております。

そういった意味で、信頼される行政というのをやっぱり確立していかなくちゃだめなので、ち

ゃんとした運営というのは、一番先にこういう問題が出たときに、我が会派の佐藤英治議員が

「誰が監督するの」と、「額も非常に大きい」と。外部監査導入もうたったものですからちゃ

んとした行政を進めていると思うのですが、市民からどうこう言われないようなそんな行政で

本当に信頼されるような行政運営をしていただきたいなと思いますので、今後ともお願いした

いと思います。 

  それではあと、№９の問題から入っていきます。 

  130ページの皆さん質問しているのですが、狭隘道路関係とか、あと私道整備関係、ちょっ

と額が少ない、市内各所道路改修工事100万円、そして私道整備補助金100万円と毎回毎年同じ

くらい少ないなと思うのですが、それで長年我々要望しておりました玉川岩切線のガードの工

事が何か今年度金子部長の熱意が通じて県のほうでやるよとなったみたいなのですが、その辺

のお金はどこに入っているのか、予算が、それをちょっとお願いしたいと思います。 

○志子田委員長 金子建設部長。 

○金子建設部長 前段委員のほうから言われました私が頑張ったせいではございませんので、ま

ずお話をさせていただきます。これのほうは県の事業ということでなってございますので、全

て県費のほうでやるという予定になっております。なお２月25日に地元地域の方にいろいろご

説明もしているようでございます。そういった中で、やっと設計のほうがまとまったというご

説明をさせていただいたところですので、今後速やかに進んでいくものというふうに理解して

いるところでございます。以上です。 

○志子田委員長 菊地 進委員。 

○菊地委員 そんな謙遜しなくていいんです。やっぱり県に行って「ここ早く整備しなさい」と、

「市議会から、うんとずっと言われてもう何年たつの」という熱意が通じたのかなと私は思っ

ていますので、ぜひとも推進を図られて、袖野田地区のガード下のいわゆる安全・安心な道路

になってもらえますよう、今後とも県のほうに働きかけていただければと思っています。 
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  あと、同じ資料のちょっと前のほうに戻りますが、68ページ、ここではちょっと確認したい

んですが、いわゆる高齢者対策費1,700万円とか、あと老人保健措置費3,795万円とあるのです

が、これはこれで何となくこういうものに使われるんだなというのはわかるんですが、住民か

らちょっといわゆる特別会計になるかどうかわからないんですが、ここの老人措置費というこ

とでお伺いすれば、いわゆる施設入所のとき、「ある施設では15万円くらいかかるんだ。そう

すると年金ではとてもじゃないがお願いできないんだ」と言うのですが、市内の例えば今度29

床の地域密着型とかできるんですが、いわゆるその年金暮らしの方が対応できるような費用な

のかどうか、それだけちょっとお伺いしたいと思います。大体平均がどのくらいで、標準的な

サービスを受けるのにはこのくらいかかるとかというのをちょっとお知らせ願えれば。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 まず、委員お尋ねされました68ページにあります老人保護措置

費のほうからお話し申し上げます。この主な内容になりますけれども、養護老人ホーム入所措

置の対象者として、おおむね65歳以上の身体、精神、環境上の問題があって経済的に困窮して

おって自宅で生活困難な方への措置を行う場合に計上されるもので、前年度の比較で見れば入

所人員が前年度は18名見ておっていて、今年度計上しておりますのは15名で計上していまして、

これは老人保護措置入所という形のものでして、委員がお尋ねされたいわゆる小規模特養老の

入所だとかそういったこととの関係ではございません。（「それはわかっているけれども、も

しそっちのほう、特別会計だから、もし入所するとするとどのくらいかかるのかなと、普通の

一般の方が。介護の話というと悪いから、まあいいです」の声あり） 

○志子田委員長 神谷健康福祉部長。 

○神谷健康福祉部長 今答えられる金額をお答えさせていただきます。実は29床の小規模特養老

がオープンするということで、標準的な１カ月当たりの料金といいますと大体13万円程度とい

うのが一般的です。ただ、これに対しまして、例えば生活保護ですとか年金額が非常に少ない

というような方の場合につきましては、いわゆる居住費、食費なんかについて減額措置という

ことで特定入所介護サービス費ということで給付がされますので、そういうことを考え合わせ

ますと、例えば第３段階、第２段階、第１段階とだんだん段階が低くなるにつれて１カ月当た

りの金額が減額されてきますので、例えば第１段階みたいな一番低いところですと、先ほど言

いました13万円が６万円程度になるというような値段の設定もされているようでございます。

以上でございます。 
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○志子田委員長 菊地委員。 

○菊地委員 いろいろ住民からやっぱり後で特別会計の審査のときに詳しく聞きたいと思います

けれども、ただこの措置費にかけて住民の方が本当に大変な思いで生活して、ようやく入所が

決まったらどうやって生活すっぺというのが市民の多くの方が言っていましたので、ちょっと

金額を確かめました。申しわけございません。 

  あと、42ページにちょっと戻っていただきたいんですが、財産管理費で確認をしたいと思い

ます。この財産管理費の中で、いわゆる前々から私、昔うちのほうの伊藤栄一議員が区画整理

に携わったときの話からなるんですが、そこに北浜のスタンドの近くに前空き地というか、今

は空き地になっているんですが、津波で流されて、そこのようやく市の財産があると思うので

すが、その辺の処分等を考えているのかどうか。長年ずっとそこを民間の方が不法占拠したか

裁判どうのこうのまでなったと思うんですが、ようやく更地になったんで、そういったところ

の処分等も考えているのかどうか。そういうところをちょっとお答え願いたいと思います。 

○志子田委員長 内形副市長。 

○内形副市長 菊地委員が今おっしゃっているところは、たしか北浜の区画整理事業を行いまし

て、当時国有地だったものが市のほうに帰属したという４筆の土地の件だと思います。おっし

ゃるとおり今度の大震災、大津波で建物が流されました。地上権発生していましたので、我々

底地の部分の回収というのはなかなか難しかったのですが、今回上の部分なくなりましたので、

今しっかりと塩竈市の市有地ということで囲いまして、その管理を行っているところでござい

ます。いずれ普通財産でございますので、委員ご承知のとおり、管理あるいは処分の中で一般

会計の一財に寄与することにつながるというような使命がございます、普通財産につきまして

は。これは鑑定に基づいて管理をしてまいりたいと思っております。以上であります。 

○志子田委員長 菊地委員。 

○菊地委員 いろいろありがとうございました。本当に津波被害で、あの辺に住まわれていた方、

大変な思いをしたわけです。もう20年近く公平・平等ということで私は訴えて、何で税金集め

られないのですかというのを当時の今総務部長の佐藤部長が財政課長のときも、多分聞いてど

うなのと言った記憶があるんですが、ようやく解決の方向に向かったということで安心しまし

た。 

  あと、その財産管理の中で、今回壱番館、行政組織が移るということなんですが、壱番館の

管理負担金というのは、今回行政組織が移ることによって、ここには3,018万円と書いてある
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んですが、44ページ、今回移ることによってどのくらいふえたのか。それだけちょっとお答え

願います。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 ページ数でいきますと44ページの19節負担金、補助及び交付金、こ

こに3,025万8,000円というのがあるんですが、ここのときの説明欄のところに壱番館管理負担

金3,018万円というふうになっております。このうちこれまで約900万円だったのですが、今回

壱番館に移ることによって2,100万円ほどの増という形で3,000万円というふうになっておりま

す。以上です。 

○志子田委員長 菊地委員。 

○菊地委員 まあ2,100万円もふえると。3,000万円。そうすると、月に直すと月25万円くらいに

なるんだっちゃ、平均して。25万円くらいになると。ということは、やっぱり25万円くらいの

家賃であそこに入るのかななんて、普通一般的な考えだと。ですから、もっとこうそういった

意味で市のかかわりとして有効に壱番館が活用されますようお願いしたいと思います。

（「250万円だ」の声あり）あ、250万円。ごめん。済みません。計算弱いものですから。そう

すると、月250万円も家賃をかけて入ることになるので、ちゃんとした行政組織が闊達に運営

されますようお願いしたいと思います。そのくらいあったら、私的に考えると新庁舎も夢では

ないのかなと思うのですが、それは私のひとり言としておきます。 

  あと、飛び飛びで申しわけございません。 

  138ページ、港町の港町地区復興道路整備事業についてちょっと確認をしたいのですが、私、

たまたま商工会議所での説明会に出席できかねたんですが、その後にいわゆる築港大通線とか

いろいろ会議の内容等連絡受けました。本当にありがとうございます。そこで１つ気になるの

は、いわゆる築港大通線のことなんですが、「大潮時の満潮平均水位を下回らない計画として

おり、かさ上げ高さは最大で1.5メートルとなります」。これはもう本当に「ああ、よかった

な」と思っているんです。そして、ここが問題なんですよね。「宅地と段差が生じる場合は、

階段やスロープを設置します」と。これを聞いて、「えっ」と。せっかく復興して道路を1.5

メートル最大でするのに、その段差を生じたところを今どき階段というのはどういうことなの

かなと。よっぽどその宅地を高くして、今のこの道路高では心配だから高くしてやるから階段

と。その階段までの費用をするのかなというのがちょっと疑問なんです。その辺、どのように

理解したらいいのか、ちょっと説明願いたいと思います。 
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○志子田委員長 佐藤復興推進課長。 

○佐藤震災復興推進局次長兼復興推進課長 港町地区の道路事業に関する部分になりますけれど

も、先日地元の方々への説明会がありまして、その際、宮城県のほうから整備の考え方が示さ

れております。その際に今委員がおっしゃるように、今回も道路工事で整備をすると。その際、

すりつけについては、一定勾配については県のほうですりつけ工事をするというふうなことに

なります。ただし、そのすりつけをする際に、そんなに極端にというふうなことではないんで

しょうけれども、一部階段等の方についても生じるという話を我々のほうも伺ってきておりま

す。すりつけをする場合に、どうしても段差が最大で１メートル50という場所もありますので、

何もない更地であれば１メートル50の更地のところにすりつけするために、例えば12％の勾配

ですりつけるとなると一定程度スロープでいってすりつけていくということになります。そう

いった状況が生じますので、私どものほうで地区の皆さんのほうにお話をさせていただいたの

は、更地の方々であれば市のほうでリサイクルの骨材等がありますので、そちらのほうを運ん

で残った段差が生じている部分について、市のほうのリサイクル骨材を埋めることで平たんな

土地にできるというふうな状況がありますので、そういったこともご検討いただきたいという

ふうなお話をさせていただいております。 

○志子田委員長 菊地委員。 

○菊地委員 いろいろご苦労あると思いますし、住民がもっと心配しているのは、やっぱり住み

なれた土地に住んでいたいと。しかしながら、道路のかさ上げだ何だで住環境が悪くなるのは

もう耐えられないという思いからの考えだと思いますので、ぜひとも住みなれた土地で、道路

高になってきても何とか安心してその地域で生活できるよう最大限のご努力をお願いしたいと

思っております。よろしくお願いしたいと思います。 

  あとは、教育問題、けやき教室問題、ちょっと146ページ。けやき教室には、市内の児童生

徒だけでなく市外からも入っているということなんですが、そのまず割合はどのくらいなのか、

人数と割合。 

○志子田委員長 星学校教育課長。 

○星教育委員会教育部学校教育課長 済みません、ちょっとお待ちください。 

  けやき教室には、現在二市三町から27名の児童生徒が通っております。そのうち塩竈市から

通所している児童生徒は11名でございます。 

○志子田委員長 菊地委員。 
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○菊地委員 人数はいいんです。けやきを利用して、学校に行けない子どもさんに本当にこうい

った勉強の場ができるというのはいいことかなと思っています。そこで、いろいろ住民の方か

ら言われたことがあります。というのは、いわゆる不登校とか何かでようやくけやきに行き始

めたんだと。しかしながら、やっぱり教育熱心な先生というかで、学校に行けないのがようや

くけやきに行けるようになったのに、今度けやきでも、何というのかな、けやき運営上、管理

上の問題かもわからないんですが、やはりようやく学校に行けない不登校の子が、例えばです

よ、来たとしたら、その子をいかに励まして長くまず通学してもらうと、そして長時間教室に

いられるようなそういう働きかけをしてもらっているのが、もうけやきに来たんだから、その

ルールに従って朝から晩までいなさいと言われたような隣近所からの声があって、せっかくけ

やきに通い始めたんだけれども、朝から晩までと言われてというそういう苦情がありましたの

で、やっぱりそういった不登校のいろんな事例があると思うんですけれども、その事例事例ご

とに対応なされているとは思うんですが、そういった気配り、思いやりというのは教育の基本

でないかなと思っています。いわゆる施政方針に対しても、道徳教育というのを聞いたんです

が、やはりその思いやりがあっての教育じゃないかなと私は考えますので、そういったケース

ケースによっての対応、なされているとは思うんですけれども、相手の立場になってやはり27

人の児童生徒が利用しているとすれば、その27人の対応の仕方がみんなそれぞれ違うと思うん

です。それを大事にして、一人でも、あとけやきで学んだことを、あと学校に帰られるように、

普通の生徒として行けるようなそういう努力はしていると思うんだけれども、やっぱりそうい

った住民からの申し出がありまして、せっかくけやきに行けるようになったのに残念ですとい

うような、隣の奥さんだという方からそういうのを言われましたので、一応そういうことのな

いように、そして一人も登校拒否するようなお子さんがないようなそんな教育環境をつくって

いただきたいと私は思いますので、教育長から簡単でいいですが、そういったお話をお願いし

たいと思います。 

○志子田委員長 高橋教育長。 

○高橋教育委員会教育長 けやき教室についてご質問いただきました。 

  菊地委員からご指摘のとおり、けやき教室においては、学校に戻すそのかけ橋の役目をして

いるところでございます。まさに個に応じた指導をして、できるだけ学校に戻れるようにとい

うことで日々個に応じた指導をしているところでございますが、それぞれに課題があって不登

校になった子どもたちですので、一進一退しながら来られるようになったり、それから学校に
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一部通うことができるようになったりというのを繰り返しながら戻る子どももおりますし、結

果的に戻ることができず、そこから高校のほうに進学する子どもはあるところでございます。

非常にデリケートな子どもたちでありますので、今後とも、個に寄り添った形での指導を心が

けるように、指導員、それから指導主事、それから学校の担任のほうにも連携をとりながら進

めるように指導してまいりたいと思います。 

○志子田委員長 菊地委員。 

○菊地委員 ありがとうございます。出されているとは思うんですけれども、さらに確認して本

当に未来を担う子どもがやっぱり本当によかったなと言えるようなご指導を賜れれば、よろし

くお願いします。卒業生の進路についてだって、やはり何とか高校に入ると、いわゆる負の連

鎖と言っては語弊があるのですが、やっぱり家庭環境をちゃんとしっかりしてもらって、そし

て教育もしっかりしてもらって、子どもがこの塩竈で本当に働いてもらいたいと思っています。

なぜこういうことを言うかというと、私のところに投書が来たりしています。そうすると、10

ページにわたって来ていました。いろんなことを書いてあります。その中でこの方はやっぱり

今まで病院関係はほかに、地域に行っていたんだけれども、塩竈市立病院に来るようになった

んだよと、それも市のことを思うからなんですと。退職された方です、どこか。そして、この

方が言うには、「乗って残そう100円バス」と。そして、あと「患って残そう市立病院」とい

うと、みんなが病気になるんではないかなと思う、病気にもしなったときには、患ったときに

は市立病院へ行ってみんなでこの地域を盛り上げたらというふうな意味かなと思っていました。

あと、いろいろ細かいこと書いておりますので、あとおいおいこの投書されたことを議会に反

映しながら市民の声として届けますので、よろしくお願いします。 

  最後になりますが、資料№１、議案の二十何号だっけ、住環境のことなんですが、道路の、

25、26、それによって道路がバリアフリーとさっきの狭隘道路整備関係等の整合性が図れるの

かどうか、それだけ確認します。せっかく条例をつくって道路の……、ごめんなさい、ページ

数をはっきり言いますか。議案25号、だから資料№１の169ページからなんですが、あと議案

26号塩竈市市道の構造の技術的基準等を定める条例。これを読みますと、バリアフリーにちょ

っと引っかかるなというところがあるので、あと塩竈の狭隘道路の整備、これをすることによ

って少し後退するんではないかなというふうな思いがありますので、その辺、どういうふうに

この条例を使って推進していくのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○志子田委員長 川名土木課長。 
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○川名建設部土木課長 議案第25号、26号の関連する質問対してご説明させていただきます。 

  まず、移動円滑化のための市道の構造に関する基準につきましてご説明させていただきたい

と思います。あと、構造の関係についても、あわせて説明させていただきます。基本的にはこ

こに記載させていただいているような内容のもので施設整備を考えていきますが、いかんせん

塩竈の場合につきましては、地形、あとはその形状等も若干平地の部分とは違う部分が多々あ

りますので、可能な限りこの構造に沿えるような箇所があるとすれば、その部分について施設

整備をしていくことで考えていきたいと思います。以上です。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 じゃ、きょうの最後になったようでありますが、私からも質問させていただ

きます。 

  予算委員会資料や、さらには新たに実施計画が出されまして、非常に予算がどういうふうに

動こうとしているのかということが読み取れたといいますかそういう部分があったし、またそ

れについても質疑したいというふうにも思っております。 

  それで、最初に№９で質問させていただきますが、44ページの庁舎関係の請負工事費の関係

でまずお聞きしておきます。庁舎の耐震化は既に震災前に終わりまして大変助かったわけでご

ざいますが、その後地震で大幅な改修も必要になったというような状況です。それも無事終わ

りまして、今後その改修費が50万円計上されていますけれども、どこのところを直そうとして

いるのか、それを最初にお聞きしておきたいと思います。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 44ページの工事請負費の補修工事等の50万円ですが、この本庁舎を

維持していくために、例えばいろんな小修理がございます。例えば、配水管が詰まったりとか

そういった修理関係の費用として50万円、年間まず確保しているという状況でございます。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 それでお聞きしたいんですが、先ほど来も菊地委員からもありましたけれど

も、この庁舎がそういう意味では今後どれくらいもたせようと考えておられるか、あるいはど

れくらいもつものなのか、お聞きしておきたいと思います。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 ご承知のとおり、まず平成22年度のときにこの本庁舎の耐震化工事

を行ったという経緯がございます。一般的な話をすれば、耐震化ということですので、通常で
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すといわゆる国の補助金関係もありますとおおむね10年は使用するという形になろうかと思い

ます。ただ、問題はこの庁舎も昭和35年という非常に古い建物でありますので、その間に建物

の構造だったりとか、ほかのいわゆる傷んでくる箇所とか、そういった経年変化等も十分にち

ょっと配慮した上でこの庁舎の維持管理をまずは当面は進めていきたいというふうに思います。

以上です。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 おおむね10年ぐらいがめどのようだということのお話でありましたけれども、

それでお聞きしたいんです。市民の方から言われました。「塩竈市役所のトイレは、何です

か」と。１階のトイレです。一部分は洋式も入れて改修したというのがありますけれども、市

民は市役所に来てご用足しをしたいというときにトイレに入る。そのときに余りにも塩竈の市

役所のトイレとしてはお粗末なトイレではないかと。ぜひこれは取り上げていただいて、改修

していただくようにやってほしいというふうなお話がありましたのでお伝え申し上げますが、

少なくとも１階のトイレの改修の部分、これを10年でしたら10年使う上でもこれは重要なこと

ではないかと思いますので、その辺についてのお考えをお示しいただければと思います。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 大変その辺のご指摘、なかなか我々もちょっと心苦しいところがご

ざいます。やはり１階部分、特に女性のトイレでありますとか、男性のトイレにしても、やは

り例えば車椅子の方とか障害者の方もお使いになれるようなそういった構造にすべきという考

えはもちろんあります。そのためには、当然ながら手すり、それから構造上の話をしますと、

もっと間口を広くしなければいけないというふうな工事が必要になってくると思います。それ

から、トイレの中の数ももともと少ないんですが、例えば車椅子の方がお使いになるとかなり

のスペースをとるということで、トイレの数の制限とかいろいろ出てくるかと思います。これ

まで、例えば扉を、今ドア式になっておるんですが、例えばそれを引き戸にするとかいろんな

検討をしてきた経過もございますので、もう少し今後その検討を深めてまいりまして、どうい

う構造で対応できるか、時間をもう少しいただければというふうに思います。以上です。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 私思い出すんですけれども、杉の入小学校、何度かお話し申し上げた経過が

あると思いますが、杉の入小学校のトイレがおかげさまで24年度で全て改修されまして、見事

に立派なトイレになりました。本当に心から感謝申し上げたいと思います。そのトイレを最初
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に1,000万円たしかかけて、これはお一人の子どもさんが、障害のあったお子さんがおいでに

なりまして、それでトイレを改修すると、多目的なトイレとして改修したということが始まり

です。その後に東校舎から次々とやって最近では西校舎ということで、時間は一定かかりまし

たけれども、しかし今やっとそういう状態になっていると。今回、２校の学校のトイレが出さ

れておりますけれども、早く進められることを心から期待したいと思います。 

  それで、そのトイレの改修ですが、先日もう一人の方からこういうお話がありました。市役

所に来てぐあい悪くなってトイレに行ったというんです。そしたら、トイレに行って立ち上が

れなくなったと。だけれども、どなたも気づかない、中に入っていますから。それで、何かベ

ルがないかというふうに思ったけれども、それもなかったと。それでやっと落ち着いてそれか

ら出てきたというような方がおられました。 

  そこで、トイレの改修に当たりましては、改修前でもすぐにできるのはやったほうがいいと

思うんです。ベルの設置とか、それから最近言われていますのは、水道の水をジャージャー流

すということよりも、音楽を流して音を小さくするというか、余り気にしないで済むというよ

うなことも含めて出されておりましたので、ひとつトイレの改修を含めてその辺も考慮してい

ただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 確かに小中学校の、特に玉川中学校を初めとして、トイレが大きく

大規模に改造されて、自動でランプがついたり、あるいは音楽が流れると、非常に用も足しや

すい環境になっていると。確かに本庁舎のほうはそれに比べればかなり劣るという部分がある

かと思います。 

  まず、緊急時の非常時のベルというのは、これは確かに重要なお話だと思いますので、すぐ

検討させていただきたいと思います。 

  ただ、音楽とかそういったものをちょっとどういうふうにできるか、これはもう少しこちら

の検討をさせていただければというふうに思いますので、まずは非常時の対応というような部

分については、急いで進めてまいりたいというふうに思います。以上です。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  それで、次にお聞きしたかったのは、皆さんからご質問いろいろありましたので、施設設備

で太陽光の関係です。5,367万8,000円、予算化されております。これは、再生可能エネルギー
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等の導入補助金といいますかそれを活用してということで、体育館もそれが示されております。

私、先ほど来、各学校にもというご意見もありましたし、そういう点でできるところはぜひそ

ういうふうにやってほしいということとあわせて、民間の個人のうちを建てるときに太陽光の

助成というものはこういったもののようにできないのかどうか、その辺のことについてお聞き

しておきたいと思います。 

○志子田委員長 村上環境課長。 

○村上産業環境部環境課長 塩竈市におきましては、今新エネルギーといいますかそういったと

ころはＢＤＦの部分に力を注いでおるところでございますので、太陽光発電のほうまでにはま

だ我々としては取り組んでおりません。ただし、県において太陽光発電への補助、そういった

ものはたしか増額されたというふうに聞いておりますので、そちらのほうのご利用を考えてい

ただければと思います。以上でございます。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 お言葉でございますが、ＢＤＦの補助はそんなに多いわけじゃないですね。

でも、やっていることはそれはそれで評価していいと思います。しかし、これから震災でいろ

いろうちを建てる方もおりますでしょうし、それから既存、何とか震災を軽く済んだという

方々でも、いろいろそういう今のエネルギー問題ではやっぱり相当原発の問題を含めて考えて

いるということが実情です。そういうことで、ぜひ検討課題にはなっていなかったのかもしれ

ないですけれども、個人がうちを建てるときも、県の補助に上乗せするような方法とかそうい

ったことをぜひお考えいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。課長、よろしいです

か。 

○志子田委員長 村上環境課長。 

○村上産業環境部環境課長 お答えさせていただきます。 

  ＢＤＦへの補助は、確かに予算上は100万円という形になっておりますけれども、重点分野

雇用創造事業を使いまして今年度でしたら633万円の補助をしておりますし、また固定資産税、

プラントの償却資産の部分でも年間大体七、八十万円の固定資産税の減免措置をしております

ので、総額でいいますと700から800万円ぐらいの支援は我々としては行っているという考えで

おります。 

  また、太陽光発電への支援はというお話でございましたけれども、我々としては今後新エネ

ルギーはＢＤＦを中心にというのが基本でございますけれども、そうした委員のご指摘等も受
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けまして検討させていただければと思います。以上でございます。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 そういう点でぜひご努力をお願いしたいということを申し上げておきたいと

いうふうに思います。 

  その次に、№９の68ページです。 

  これは、ここの中で、実は老人福祉費の中に役務費というのがありまして、敬老乗船券費

1,078万円というのが予算化されております。そこで、これに関連してお聞きしたいんですけ

れども、これは出されましたこの実施計画の中に出ておりますが、浦戸地区高齢者70歳以上の

方に無料乗船券を廃止し、外出支援を行うことにより福祉の増進を図るということで、ことし

は1,078万円ということですが、次年度から700万円ちょっとふやして1,150万円にするという

ことで出ております。そういう点でお聞きしたいのは、実は被災者の方に対して、本土にいる

方、その方が浦戸に戻るために、いろいろお墓参りだ、そら草取りだ、そら、いろいろありま

す。そういう点で戻るときにぜひ補助をということで、月１回の補助の無料券が配布されたよ

うであります。本当にありがとうございます。それで、実は最近、その無料券はことしも続く

のでしょうかというふうなお話をいただきました。それで、考えてみましたら、やっぱりこち

らに、本土にいる方々が震災復興住宅に落ち着かれるまでの間は、要するに仮設住宅やみなし

仮設住宅にお住まいの間は、やっぱり月１回にしろ、２回にしろ、とにかくそういう無料券を

配布して、安心して浦戸とも交流を深められるような状態をつくるべきじゃないかというふう

に思うんですが、いかがでしょうか。 

○志子田委員長 木村浦戸振興課長。 

○木村産業環境部浦戸振興課長 ただいま委員からもお話がありましたように、昨年の10月から

震災特別敬老乗船券としまして、本土の仮設住宅等に住まわれている方々に対しまして、１月

当たり１往復分の乗船券を配布させていただいております。平成25年度につきましても、今の

ところ被災の状況というのは変わっていないように思われますので、平成25年度も一応継続し

ていきたいと考えております。以上でございます。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 ありがとうございます。そういう点では、とりあえず25年ということでござ

いますので、私はできればそういう点でみなし仮設住宅、仮設住宅にお住まいの方々が震災復

興住宅なり、自分の建てたうちなりにお住まいできるまでの間はぜひ継続してほしいという要
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望を添えておきたいというふうに思います。 

  それでは、その次に96ページですが、放射能関係で４款の環境衛生費の中に需用費の中に出

てくるんでしょうか、放射能測定事業542万円というのがあります。これも、資料の中に放射

能関係の整理について出されておりますが、そこでお聞きしたかったのは、この間私ども魚市

場に行きまして、魚市場での測定器を見せていただきました。しっかりと部屋をつくられて大

変検査をきちんとやっていたと。これはここの予算ではないですけれども、別な予算でやって

いる分野ですけれども、それできょうお聞きしたかったのは、実は開放実験室でやっている市

民の持ち込み、あるいは学校給食、あるいは保育所関係の食材関係の測定がされて、その分野

はいろいろ広報などにも出たりしております。私、きょうここでお聞きしたいなと思っていた

のは、実は空間ガンマ線量の測定について、当初14カ所ぐらいだったのが今や55カ所ぐらいに

ふやして測定しているようでありますけれども、市役所、そこに立派なのがありますね。それ

から、保育所、幼稚園、それから小中学校など55カ所というふうに出ているわけですが、具体

的にどういうふうに測定しているのかお聞きしたいと。その測定値については、例えば東部だ

ったら東部保育所のところが出ているとかというのはあるんですけれども、それ以外はどうい

う形でこの55カ所の全体を報告しているのか、お聞きしておきたいと思います。 

○志子田委員長 村上環境課長。 

○村上産業環境部環境課長 測定の方法ということでよろしかったでしょうか。測定、毎日ホー

ムページで更新しておりますけれども、50センチの高さと１メートルの高さで空中の放射線量

を計測するという形でございます。東部保育所でしたら、東部保育所の園庭の中でございます

し、学校でしたら学校の中という形でやらせていただいて、当然外でということになりますけ

れども、そういった形でやらせていただいております。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 その測定は、定期的にどういうふうにやっているのか、誰かが行ってやって

いるのか、その辺のところをちょっと見えないものですからお聞きしたいと思います。 

○志子田委員長 村上環境課長。 

○村上産業環境部環境課長 私どものほうで、今回国の重点雇用の制度を使わせていただきまし

て、２名体制で毎日回っております。以上でございます。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 わかりました。 
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  それでは、その次に進めさせていただきたいと思います。 

  №９の108ページです。先ほど来曽我委員も質疑しましたけれども、この重点分野雇用創造

事業の中で特に市が直接雇用する関係で、これも市民の方からお話をいただいた分ですが、要

するにその方は技術職を持っている方です。土木関係のです。いろいろ工事やっている状況と

かそういうのを見ていると、その方は専門家だからちょっとなかなか心配しているわけですね、

いろいろ。そういう点で、はっきり言ってもっと市のほうが積極的に、塩竈市内に自分だけじ

ゃなくてそういう方がいるでしょうから、そういう点で手助けをしてもらうと、この復興のた

めに、そういうことが必要じゃないかと、そう言われれば私たちだって行きますよと。そうい

う点で、こういう重点雇用事業の中で、例えば土木課のほうにおかれて本当に専門家の人が少

ないというときに、いろいろ県とか国の人材は応援されているでしょうけれども、しかし、こ

の塩竈にもそういう方々がいると。そこのところをどういうふうに手助けをしていただいて、

一緒に復興のために立ち上がっていただくかということをこの機会にぜひ考えていただきたい

と思うんですが、いかがでしょうか。 

○志子田委員長 佐藤総務課長。 

○佐藤市民総務部次長兼総務課長 技術者不足は現実としてありますので、各課にどのぐらいの

専門職が足りないかという部分で照会はかけております。その照会に基づきまして、建築職な

り、土木職、何人ぐらい足りないかと把握いたしまして、それに関しましてはほかの自治体等

とかにお願いしておりまして、大体今の時点では34名は確保できる見込みとなっておりまして、

各課の要求はそれで大体満たしているという状況にはございます。ただ、地元の方を生かすと

いう方法に関しましては、また今後検討はさせていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 わかりました。ぜひ、そういう積極的なご意見を出してくれる方もおります

から、ボランティアでもいいんだということまで言ってくださっている方ですので、やっぱり

そういう点ではぜひご検討していただいて、いろいろお力をおかりしたらいいんではないかと

いうふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、次に116ページに進めたいと思います。 

  これは８項で復興事業で15億円が工事請負費として計上されております。これは、魚市場の

高度衛生管理型荷さばき場整備事業ということでございます。これについて、実はこの実施計
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画の中で、この実施計画非常にわかりやすいと思って見ていたんですけれども、ここの99ペー

ジにこの事業の概算事業費として25年は15億円、そして26年は20億円、27年は15億円と、要す

るに50億円をかけて整備するというものですね。そういう点で完成は27年度ということになっ

て、これは当局からも27年度まではかかりますよというお話は受けたわけですけれども、予算

規模がこういうふうになっているというのは私は今ちょっと気づいたんですが、それでお聞き

したいのは、ここに出ていますように解体事業と整備事業とを交互に段階的に行うことで水揚

げ作業への支障を最小限に抑えながら市場円滑化を図っていくというふうには述べておるんで

すね。それで、現場を市場に行って見せていただきました。確かに東のほうは全部解体してい

ますから、東側の事務所にいた方々はこちらの西側のほうといいますか南側から西側にかけて

移っておられたという方もおります。それで、私は、やはり作業しながら解体すると、解体し

ながら工事をしていくわけですから、そういう点でまず買い受け人の方々、問屋組合の方々と

か、その携わる方々の家、事務所がきちんと確保されるのかどうか、作業しながら、そこのと

ころは今のところはそうなっているけれども、今後どういうふうになるのかというのが心配に

なりました。それで、そこについてはどういうふうに考えているのかというのが１つと、それ

からやっぱり進めていく上では大規模な工事なんですよね。ですから、そういう点でまず仕事

しながらというのは、業者の方々が市場を、競りをやりながらとかいろいろあるわけですから、

そういう点で工事をやる業者の方とか、それから市のほうと、そしてそこで営業をやっている

方々とのやっぱり密接な連絡体制、あるいは協議、これを事業を進めさせていくことをそこだ

けに力を入れていくとちょっと連絡が崩れてしまうというのがありますから、やっぱり一つ一

つ問題が出れば、出なくても、必要なところでは協議をしてやっていく。これは当然そういう

ふうになっているだろうとは思いますけれども、そのことが今これから進める上でも重要だな

と思ってきましたので、その辺についてどういうふうにお考えになっているかをお聞きしてお

きたいと思います。 

○志子田委員長 小山水産振興課長。 

○小山産業環境部次長兼水産振興課長 高度衛生管理型荷さばき場の整備につきまして、２点ご

質問を頂戴いたしました。 

  まず、１点目の工事を段階的に解体と一緒に行っていく、しかも水揚げを行いながらやって

いくということに関して、事務所等の整備をどういうふうに確保していくのかという話でござ

います。ご存じのとおり、東側につきまして解体が終わった際には、西側のほうに一旦お移り
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いただくということで、今暫定的にそちらのほうに入っていただいてございます。そして、こ

の市場の完成後の姿ということでございますけれども、当然卸売機関ですとか組合的な部分で

必要最低限の施設のほうはつくる用意はございますが、昔と違いまして今は、どうしても昔は

魚を買って事務所に戻って電話をしてそれで伝票をつくってやりとりをするということが必要

だったわけですけれども、最近は携帯電話でかなりの部分が済むというようなこととか、ある

いは今現在ですと坪1,800円でお貸しさせていただいておるんですけれども、新しくつくると

なるとそういった金額で到底つくることはできませんというような話をしている中で、基本的

には個人個人で事務所のほうをご用意いただきたいということでの今のところお話をさせてい

ただいております。したがいまして、今現在皆様方にお話し申し上げておりますのは、26年の

３月まで西側のほうには基本的にはいていただいて結構なんですけれども、それ以降について

は個々にご用意いただきたいということのお話をさせていただいておるところでございます。

そういったことで今進めさせていただいております。 

  ２つ目の仕事を行う上で、宮城県、あるいは業者との連携ということでございます。 

  これも、当然のことながら仕事を行う上で、例えばせんだっては２月22日金曜日に、卸売関

係とか問屋関係さんと宮城県と塩竈市で、この工事を進めるに当たって一方的に建物を壊され

てしまって水揚げできなくなるようでは困るということを具体的にご心配いただいております

ので、その辺も県と市が入りまして、いろいろな調整を小まめにしながら、そういったことの

ないように努めていきますよというようなお話はさせていただいております。ただ、今回、平

成27年度までに漁港のほうの災害復旧費を終わらせなければならないというような今大きな国

のほうの制度の縛りがございますので、それに向けてやっていくためにはどうしても解体を行

って、解体を急いで早く漁港のほうを整備したいという県の思いなんかもあるわけですけれど

も、それはとにかく今現実の問題としては、それは制度の中で上手に詰めながら進めていきま

しょうというようなお話はしてございます。塩竈の市場につきましては、被災の程度が比較的

少なかったということで、３月11日の発災以降、４月14日には再開はしておりますけれども、

皆様方には本当の意味での震災の影響というのは、今この工事が完成するまでの期間、どうし

てもそういった影響は出てきますよというお話はしておりますが、皆さんの協力と連携をとり

ながら、なるべく最小限の影響で食いとめるような形で進めていきたいというようなことで考

えております。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 
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○小野（絹）委員 県議会でも漁港関係の契約をやっと成立して先議したそうです。ですから、

いよいよ工事に入るというふうになると思いますので、そういう点では引き続きよろしくお願

いしたいと思います。 

  それでは、次に137ページ、138ページのところに行きたいと思います。 

  138ページで、実はこれも復興交付金事業の中で、地域の関係で大変申しわけありませんが、

新浜町杉の下線の道路整備が道路事業、２億643万円というのが予算化されております。これ

は、実はこちらの計画の中で、実施計画の中の91ページを見ますと非常に懇切丁寧に書いてい

ます。25年から27年度までの事業として、これは３カ年の事業の実施計画ですからそうなると

いうことがあるんだと思いますが、25年は２億円台ですが、26年は５億4,900万円、27年は３

億4,900万円ということで、11億円を超す予算がここに盛り込まれております。いよいよこの

新浜町杉の下線が、本当に長年なかなか難しかったのが今日この震災の復興事業ということで

位置づけられて、本当に藤倉がこれから一変するというふうな状況になろうと思います。本当

に長年の課題でありました。そういう点でこういう事業をこれから都市計画、あるいは２丁目

は区画整理などでこれからさらに進められる、あるいは下水道管が下に入るというような、雨

水幹線が、そういうことでいろいろとこの震災でこういう復興が実現するようになれば、本当

に町がよみがえってくるというふうに思うわけであります。そういう点でぜひこれについては、

本当は今後の計画を聞こうと思ったらこれに入っていましたので、それで質問はこれは省略し

たいというふうに思います。 

  それで、最後に近くなっておりますが、155ページというよりも、さっき小野幸男委員が質

問していた学校の椅子関係、机関係、何かの資料にありましたね。実施計画の62ページです。

250万1,000円が予算化されていまして、市内小中学校の備品、机、椅子、家庭理科室コンロな

どということで出されておりますが、先ほど次長のほうから200、この机、椅子、セットなの

かどうかわかりませんけれども、それが出されていました。それで、私は時間の関係でちょっ

と提案しておきたいんですけれども、昔々です――昔々といっても昭和50年代ですが、その当

時、机と椅子、第二小学校の机と椅子を一気に債務負担行為でかえたんです。それは、やっぱ

り子どもたち、新しくなった人、ぎざぎざする人とかいろいろありますよね。そういう点でぜ

ひ、200個でも数は、それでも頑張ったんだとは思いますけれども、市長、やっぱり債務負担

の使い方について、子どもたちの教育の面でここに光を当てていただくということはできない

ものでしょうか。一言お聞きしておきます。 
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○志子田委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 本当に私も各学校さまざまな機会に訪問させていただきますが、やはり建物本体の

老朽化とか、施設面でまだまだ予算が必要だというような状況は見ておりますが、そういった

ものについては計画的にということで予算を計上させていただきたいと考えております。一気

にというのも方法論としては十二分にあるという、債務負担という方法もあるということは理

解をいたしておりますが、まずは計画的に、例えば食器を交換するときにも年間幾らというよ

うなことで計画的に取り組みをさせていただきましたが、学校のこのような備品についても、

今後計画的に取り組みをさせていただきながら、また改めてその後の対応策については検討さ

せていただきたいと思います。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 その次に、実は先ほど曽我委員が地元の中小零細業者、あるいは企業者、あ

るいは商店を含めて、国の制度、グループ補助やあるいは県の支援制度、再開支援とかそうい

うことの該当しない、要するに200万円以下の部分というのは該当しないんです。ですから、

その部分について独自の補助をということで市長の見解を求めました。市長も、それに対して

は、本当に状況を実際に歩いて、肌で感じて、そういう点では何とかしなくちゃないと思って

いると。だから、国にそういう点でできるだけ新たな政策ができないか要望していくというお

答えだったと思います。それはそれで結構なんですが、問題はやっぱり要望するのは大事です。

しなければ国のほうはなかなか立ち上がりませんから、それをやっていただきながら、じゃ自

分のこの塩竈市のそういう困っている状況について、どういう方法をとればいいのかと。しか

らば国が方針がいろいろ決まってから検討するというんじゃなくて、そこのところをどうする

のかということが今求められていると思うんです。そういう点では全てお金がつきものだとい

うのはあるわけですけれども、少なくともそういう被災者に寄り添って市政を動かしていくと

いう点からいえば、その辺についてもう一歩踏み込んでお考えいただくべきではないかなとい

うふうに聞いていて思ったものですから、その辺について市長のほうからもう一度見解があり

ましたら、お答えいただければと思います。 

○志子田委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 先ほど曽我委員からご質問いただきましたときに、そのようなご説明をさせていた

だきました。やっぱり今地方の財政というのは、なかなか10年先が見通せないと。要するに震

災復興・復旧が完了するまでにどれぐらいの経費が今後必要になるかという部分が実はなかな
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か見えてこないわけであります。例えば今回の危険指定区域以外についてもということについ

ては、我々もう１年ぐらいこの声を上げてきたわけであります。ようやく国におきまして、今

回そのような制度を構築していただいたと。なおかつ今回の制度の中では、被災した場所の地

盤のかさ上げも実は選択できるというような仕組みになっているわけでありますので、やっぱ

りまずは我々が声を上げて被災者の方々が本当に困っていることをまずはしっかり国・県に伝

えさせていただきながら、そういった結果を見ながらということで、先ほど私の思いを伝えさ

せていただいたところでありますので、ぜひご理解よろしくお願い申し上げます。 

○志子田委員長 小野委員。 

○小野（絹）委員 市長の言わんとしているのはわかりますし、そういう段階、今の段階はそう

だというのがわかります。しかし、もう一歩踏み込んでやっぱり考えていくべきだというふう

に思いますので、そのことは強く申し上げておきたいと思います。 

  最後になりますが、被災者のためにということで、全国から寄附金が寄せられていたと思う

んです。そういう点でどれだけ塩竈市に寄附金が、義援金とは別です、寄附金が入ってきて、

そして今どういうふうに使われてどれくらい残っているのか、そのことをお聞きしておきたい

と思います。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 今現在24年度分として今寄附いただいておりますのが約1,050万円

ほどになります。そのうち既に寄附金の形として予算計上しているというのが大体おおむね

230万円ほどになっておりますので、残り大体まだ700万円程度これからというふうな予算分が

あります。と申しますのは、実は寄附金というのはずっと年間通じて入ってくるわけなんです

けれども、入った時点ですぐ予算化するというような手続はまず踏んでおりますが、時期的に

集中して年度末にとかそういう形で今一気にふえてきているというのもありますので、現状と

して今そのようになっています。 

  まず、一般寄附として24年度分は1,050万円ほど。大変失礼しました。今のは一般寄附では

なくて義援金です。義援金が一般分として1,050万円、それから通常私たち塩竈市に入ってく

る分としましては、これが寄附金として3,162万7,000円ほど今収納されているという状況です。

残り分につきましては、おおむね２月補正までにほぼ予算化してございますので、この辺につ

いては一般寄附についてはほぼ予算化は終わっている状態であります。 

  それからあと、この内訳になりますが、一般寄附の中でいわゆるふるさと納税分と、いわゆ
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る長期総合計画の事業に充当していただきたいというご意向のあるものが大体970万円ほど、

残り支援金、あるいは一般寄附というものが大体2,200万円ほど、合計3,162万円ほどになって

いるという状況にございます。以上です。（「はい、わかりました」の声あり） 

○志子田委員長 お諮りいたします。これまで審査を行ってまいりました審査区分１、一般会計

については、これで質疑を一応終了したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○志子田委員長 ご異議なしと認め、審査区分１、一般会計については質疑を一応終了いたしま

した。 

  さらにお諮りいたします。本日はこれで会議を閉じ、３月５日午前10時より再開し、審査区

分２、特別・企業会計についての質疑を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○志子田委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

  本日の会議はこれで終了いたします。 

   午後４時３７分  終了 

                                             

 塩竈市議会委員会条例第２９条第１項の規定によりここに署名する。 
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  平成２５年度予算特別委員会第４日目 

 平成２５年３月５日（火曜日）午前１０時開議 

                                             

  出席委員（１７名） 

     浅 野 敏 江 委員       小 野 幸 男 委員 

嶺 岸 淳 一 委員       田 中 徳 寿 委員 

香 取 嗣 雄 委員       阿 部 かほる 委員 

西 村 勝 男 委員       鈴 木 昭 一 委員 

菊 地   進 委員       志子田 吉 晃 委員 

鎌 田 礼 二 委員       伊 藤 栄 一 委員 

佐 藤 英 治 委員       高 橋 卓 也 委員 

小 野 絹 子 委員       伊 勢 由 典 委員 

曽 我 ミ ヨ 委員 

                                             

  欠席委員（１名） 

     志 賀 勝 利 委員 

                                             

                                 （特別・企業会計） 

  説明のため出席した者の職氏名 

市 長  佐 藤   昭 君  副 市 長  内 形 繁 夫 君

市立病院事業管理者 
兼 院 長  伊 藤 喜 和 君  市 民 総 務 部 長  佐 藤 雄 一 君

健 康 福 祉 部 長  神 谷   統 君  産 業 環 境 部 長  荒 川 和 浩 君

建 設 部 長  金 子 信 也 君  
震災復興推進局長
兼 政 策 調 整 監  伊 藤 喜 昭 君

市民総務部次長 
兼 総 務 課 長  佐 藤 信 彦 君  

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長  星   清 輝 君

健康福祉部次長 
兼社会福祉事務所長 
兼生活福祉課長  高 橋 敏 也 君  

産業環境部次長
兼水産振興課長  小 山 浩 幸 君

建 設 部 次 長 
兼 下 水 道 課 長  千 葉   正 君  

震災復興推進局次長
兼復興推進課長  佐 藤 達 也 君
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市民総務部危機管理監 
兼市民安全課長 赤 間 忠 良 君  

市 民 総 務 部
政 策 課 長  阿 部 徳 和 君

市 民 総 務 部 
財 政 課 長  荒 井 敏 明 君  

市 民 総 務 部
税 務 課 長  赤 間   均 君

健 康 福 祉 部 
長 寿 社 会 課 長  赤 間 幸 夫 君  

健 康 福 祉 部
保 険 年 金 課 長  佐 藤 俊 幸 君

産 業 環 境 部 
浦 戸 振 興 課 長 木 村 雅 之 君  

市 民 総 務 部
総 務 課 長 補 佐
兼 総 務 係 長 鈴 木 宏 徳 君

市立病院事務部長 
兼 医 事 課 長  菅 原 靖 彦 君  

市立病院事務部
業務課長兼経営改革室長 鈴 木 康 則 君

市立病院医療福祉部 
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  午前１０時００分  開議 

○志子田委員長 ただいまから、平成25年度予算特別委員会４日目の会議を開きます。 

本日、欠席の通告がありましたのは、志賀勝利委員の１名であります。 

これより、審査区分２・特別会計、企業会計の審査を行います。 

発言のお一人の持ち時間は、申し合わせにより、答弁を含めておおむね30分以内となってお

りますので、ご協力をお願いいたします。 

質疑に入ります。なお、質疑の際には資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発言くだっ

さるようお願いいたします。阿部かほる委員。 

○阿部委員 平成25年度特別会計予算の質疑に入らせていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

  それでは、介護保険についてお尋ねいたします。資料番号12、27ページ、議案第21号、22号

が連なっておりますが、通してお願いいたします。 

  まず、条例制定の趣旨ということで、今年度、塩竈市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営等に関する基準を定める条例についてということで、ここに載っております。

本市の考え方といたしましては、平成24年４月より新たに始まったサービス、本市において

も現在実施されていない定期巡回、随時対応型訪問介護・看護及び複合型サービスについて

ということで、ここで24年４月から始まりましたこの対応型、ここで塩竈市独自でというこ

とでここの表に載っております。非常災害対策ということでプラスされるのだろうというこ

とはわかります。 

  国の基準に次の項目を追加するということで、１番には、災害の種別に応じた個別計画の策

定、それから計画の掲示、３番目が、他の社会施設等との連携や協力体制の確保、それから

４番目が、食糧等の備蓄、自家発電装置等の確保ということで、これは項目でもわかります

が、震災を通して必要な対応項目の追加かと思いますけれども、もしもっと詳しくお話しし

ていただけるのであれば、市民の皆さんにわかりやすくお話をいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 委員から議案第21号に係ります独自基準としての、いわゆる市

の独自基準部分についてのお尋ねをいただきました。私どもは東日本大震災を経験した都市と

いたしまして、ここの独自基準についてなのでございますが、災害の規模とか災害種別により
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避難誘導等は異なりますが、発生時点での施設職員の対応はもとよりですが、地域における協

力体制が必要となります。そういった観点からも、平時におけます防災訓練とか地域住民との

総合訓練が必要と考えておりまして、こういった観点を踏まえまして、常にこういったサービ

ス事業所内には個別の計画ですとか、計画、いわゆるいざという有事の際に、掲示とか、ある

いは他の福祉施設との連携についてとか、そういった点をきめ細やかに取り決めをしていただ

くようにという意味で、独自基準を設定させていただいております。よろしくお願いします。 

○志子田委員長 阿部かほる委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。高齢化はますますの増加ということで、大変対応にこれか

ら生かされていくものと思います。特に震災の経験を生かしていただいて、こういったきめ細

やかな策定をしていただいたということで、安心・安全につながるものと思っております。 

  それでは、28ページ、お願いいたします。 

  ここに第２章、第３章といたしまして、条例の概要なのですが、定期巡回、随時対応型訪問

介護・看護ということで、これまでにない部分が入っております。夜間ということが入ってお

りますが、これは夜間対応型訪問介護、こういったことは大きな、これまでになかったものだ

ということで出ておりますが、これまでこういったニーズはなかったのでしょうか、塩竈市で

は。よろしくお願いいたします。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 資料№12の28の第２章にかかわる部分でのご質問でございます

が、これまで塩竈市において24時間の巡回ですとか、あるいは介護・看護にかかわる要望とか、

利用者の皆さんからは介護制度、平成12年よりスタートいたしまして、その際にそういった要

望は一時ありました。しかしながら、事業者さんのほうの体制的なこととかいろいろ絡まって、

具体の実施までにはいっていなかったというところでございます。 

  しかしながら、今般の地域主権一括法に伴ってのこういった部分をより鮮明に利用者のほう

に配慮した対応をするということを念頭に、今回条例という形に入れさせてもらっています。

現在、塩竈市ではこういった発生事例はまだございません。 

  あわせて申し上げますならば、この最後のほうの９章のほうにありますけれども、介護と看

護とというふうにして、福祉と医療の部分についても、これまた発生状況は見てございません。

以上でございます。 

○志子田委員長 阿部かほる委員。 
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○阿部委員 実に、施設に入られた方、あるいは通所の方、あるいは在宅の方と、介護の多様性

というのは本当に大変なものかと思います。ただ、在宅看護ということは、これから施設をつ

くってもつくっても、なかなか十分に対応できない時期が来るということは目に見えておりま

して、やはり在宅看護ということに重きを置かなければならない。そのときに、やはりこうい

った手厚い支援というものが、介護する側にとっては本当にこういう制度があるというだけで、

相当数心の負担というか、安心につながるかと思いますので、ぜひこういったことをこれから

も充実していただきますように、よろしくお願いいたします。 

  それでは、資料№９、341ページ、お願いいたします。 

  介護保険特別会計保険事業勘定のところで、介護予防事業費というところで出ております。

１節のところで２次予防事業費として361万1,000円ということで出ております。それから、そ

の下を見ますと、２番目の１個目に、１次予防事業費としてほんの少ないあれですけれども、

ちょっと出ていますが、この内容をちょっと教えていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 ２次予防対象者把握事業、予算計上上は361万1,000円というこ

とで、これにつきましてですが、いわゆる市内に住所を有します65歳以上の高齢者を対象にし

て、昨年の11月のたしか協議会でしたか、そこにも資料として上げさせてもらったのでしたけ

れども、その際に、その対象者を把握するための基本チェックリストと１万3,300名近くの方

に配布させていただき、9,700名からの回答をいただきました。そういった中で、いわゆる要

介護状態の可能性のある方々をピックアップさせていただいて、そういった方々にいろんな、

いわゆる栄養教室ですとか、あるいは運動器機能の回復のための教室だとか、そういったもの

を展開しているというのが、２次予防対象事業としての部分でございます。 

  それから、１次のほうでございますが、これはいわゆる元気な高齢者の皆さんへの対応部分

ということで、１次予防については、いわゆる介護予防の普及啓発事業を中心に展開してござ

いまして、介護予防の講演会ですとか、あるいは介護予防の基本的な知識を持っていただくた

めのいわゆる相談会の実施とか、そういった、あるいは具体的に体力増進、健康づくり、ある

いはストレッチとか、そういった体操とか、そういったものを中心に展開している部分でござ

います。 

○志子田委員長 阿部かほる委員。 
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○阿部委員 ありがとうございます。本当にきめ細やかな対応をしていただいておりました。や

はり元気で皆さんが人生を送っていただくための方策として予防というのはまず大事というこ

と、第一義的な段階ということで、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

  それで、ここでちょっとお聞きしたいのですけれども、現在の浦戸諸島の方々の介護の実情

というのは、どのような対応を市のほうではしておりますでしょうか。お聞かせください。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 浦戸地区に対しましては、私ども長寿社会課から浦戸元気塾教

室、いわゆるサロンとか、そういったことで月１回、あるいは包括支援センターのほうを通し

て月１回、大体当課としましては２回ほど毎月お邪魔して、いわゆる仮設住宅等にお住まいの

高齢者の方を中心に、いろんな相談事、それからやはり身体的なストレッチというのですか、

開放的な軽運動を交えながらの対応で、状況を把握させてもらいながら即座に対応できるよう

な見守り的なところも含めてですけれども、対応させてもらっているという状況でございます。 

○志子田委員長 阿部委員。 

○阿部委員 私が浦戸にお訪ねしたときに、ちょうどお天気が余りよくなかったのですが、仮設

のほうでそれぞれに個別におうちの前に腰かけて、高齢者の方たちが何をするでもない、本当

に腰かけて時を過ごしているというような状況がございました。ぜひあのブルーセンターのほ

うに自由に使えるような空間をつくっていただいて、そこでお茶飲みでもできるような、皆さ

んできるような状況があるといいのかなというふうに思いました。私たちも時間があれば訪問

してお話をしたりということもあるのですが、なかなか時間がとれないという状況もありまし

て、何かそういった方策を１つ、センターを利用するなり、あるいは集会所を利用するなりし

た方策もぜひよろしく対応していただければということを申し上げて、次に参ります。 

  資料№９、347ページ、ここの第５款地域支援事業費というところで、成年後見制度利用支

援事業費というところで103万2,000円ということで出ていますが、これの内容と現在の支援状

況をちょっとお知らせください。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 資料№９の347ページ、成年後見制度の支援についてでござい

ますが、現在利用しておられる方が１名おられまして、実はこのたび３月に、いわゆるその申

し立てを受けまして、市長申し立てという形になりますが、地方裁判所のほうまでつないでい

るというふうな状況にございます。例年、例年といいますか、この１年間特にですけれども、
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私が担当してから二、三件、そういった相談を承っているということでございます。 

○志子田委員長 阿部かほる委員。 

○阿部委員 安心・安全社会、こういった制度で十分にフォローしていただければというふうに

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、資料11、16ページ、水道事業のほうで少しお伺いしたいと思います。16ページです。

お願いいたします。 

  この16ページの一番下になります。下水道負担金というところで6,569万1,000円、下水道料

金徴収事務委託手数料ということなのですが、これはどちらに委託しているのでしょうか。お

知らせください。 

○志子田委員長 菅原水道営業課長。 

○菅原水道部営業課長 塩竈市の下水道と、それから多賀城市の下水、それから漁集排が、塩竈

市水道部のほうに委託している、それで手数料としていただいている負担金の収入になります。

以上です。 

○志子田委員長 阿部かほる委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。 

  それで、これがちょっと下水道使用料の金額が、水道のほうにちょっと見ますと、5,906万

円というような数字が出ておりますけれども、これはちょっとどうなのでしょうか。その辺を

教えていただきたいと思います。 

○志子田委員長 福田水道部長。 

○福田水道部長 塩竈市の下水道だけじゃなく、漁集排とは多賀城市分がございますので、金額

が合わない形になっています。 

○志子田委員長 阿部かほる委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。 

  それでは、資料11、20ページ、このところの用務費というところで１億450万6,000円という

ところで、これが水道事業の料金の調停とか、あるいは収納及び計量事務に係る費用というこ

となのですけれども、現在、水道事業の職員の方がことし３人減ということでございます。窓

口委託ということですが、経済的な減はどの程度でございましょうか。お知らせください。 

○志子田委員長 福田水道部長。 

○福田水道部長 12月にお認めいただきました債務負担行為に基づきまして２月に契約させてい
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ただきました。一応３カ年で4,000万円ほどの経済効果が出ると想定してございます。以上で

す。 

○志子田委員長 阿部かほる委員。 

○阿部委員 今現在、水道料金の支払いとしては、口座振替あるいはコンビニ支払い、直接お支

払いにいらっしゃる方もいるかと思いますけれども、どのぐらいの人数に、戸数になっており

ますか。お知らせください。 

○志子田委員長 菅原水道部営業課長。 

○菅原水道部営業課長 銀行口座振替は80％弱を切るくらいで、79％ぐらいになっています。そ

れで、コンビニというか納付書の発送が21％ぐらいで、そのうち水道部に来ますのが３％かそ

の程度になっております。以上です。 

○志子田委員長 阿部かほる委員。 

○阿部委員 実はここにチラシを持ってまいりました。塩竈市水道お客様センター開設というこ

とで、大変かわいらしいチラシが入っておりました。非常にわかりやすくて、こういったチラ

シというのは非常にお客様にとってはありがたいなと思います。この委託先の会社はどういう

会社なのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○志子田委員長 菅原水道部営業課長。 

○菅原水道部営業課長 東京に本社がありまして、従業員は検針を含めて5,000名ほどになって

おります。そして、事業単位の、こういった窓口ですとか、検針とか、いろんな業務委託をし

ているのが100自治体ぐらいと契約しております。業界では最大手になるかと思います。 

○志子田委員長 阿部かほる委員。 

○阿部委員 ありがとうございます。本当に新たなスタートというか、行政も市民も本当に震災

を契機に改めてこれから何かスタートというような気分になっておりますけれども、最後にな

りますが、震災復興室の皆さんがこのたび北浜地区のいろいろなこれからの土地改良、あるい

は区画整理等のチラシといいますか、資料ですね、とってもわかりやすくカラー刷りにして出

していただきました。あのような図面ですと、本当に市民の皆さんも見て理解できるというこ

とで、大変努力をしてくださったというふうに受け取りました。これからもどうぞ市民の目線

でいろんなお知らせのときにはどうぞ努力をしていただきますと、本当にありがたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  これで終わります。ありがとうございました。 
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○志子田委員長 浅野敏江委員。 

○浅野委員 おはようございます。それでは、私のほうも特別会計についてお聞きいたします。 

  資料№９の334ページ、引き続き介護についてちょっとお聞きしたいと思っております。 

  第２款介護給付費の中で、３項高額介護サービス費、その後また高額医療合算介護サービス

費、特定入所者介護サービス費と、３つの項目がございますが、それぞれ簡単に概略を教えて

ください。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 それでは、お答えいたします。 

  まず、利用者の１割の負担の部分で高額になったときということで、世帯内で１カ月のサー

ビスに係る利用者負担月額でございますけれども、上限額というのが設定されていまして、そ

ういった部分の超えた部分について払い戻される制度でございまして、私ども長寿社会課のほ

うに高額介護サービス費の支給申請書を提出いただく形で払い戻しをさせていただくというふ

うなシステムでございます。 

  それから、２つ目といたしまして、介護保険と医療保険の利用負担が高額になったケースと

いうことで、これにつきましては、介護保険と医療保険の両方の利用者負担がそれぞれ月額の

限度額設定がございますけれども、それが自己負担額を合算して、これは年額でですが、超え

た場合に超えた部分を申請によって、後から支給されるというもので、この部分では同じく私

どものほうに申請、支給兼自己負担の証明書というのを申請いただく形なのですけれども、こ

の部分は医療保険者のほうに手続をしてもらうという形になろうかと思います。 

  それから、３つ目でございますが、社会福祉法人等による生活困難者の利用負担の軽減とい

う部分でございますけれども、この部分につきましては、特に生計が困難な利用者に対してで

すが、利用者負担額の食費、居住費、滞在費等を含むのですけれども、その４分の１、あるい

は老齢福祉年金受給者に当たっては２分の１が軽減されるという制度でございます。 

  なお、大変恐れ入りますが、私どものほうで第５期の計画改定に当たって、市民の皆様に出

させていただきました介護保険の高齢者支援、このパンフレットの、済みませんが23ページの

ほうに詳しく書かせていただいています。よろしくお願いいたします。 

○志子田委員長  浅野敏江委員。 

○浅野委員 わかりました。ありがとうございます。 

  この制度は近年、平成21年か22年ぐらいに国で制定されたと思うので、まだまだ利用者の方
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たちにこの制度が行き渡っていないのではないかなと思っております。今パンフレットのほう

で紹介があるというお話でございましたが、中身、私も読みました。膨大な全ての介護のサー

ビスについて１冊のパンフレットに網羅されているのはいいのですが、なかなかそこまで読み

切っていない部分と、それからもう１点は、今老老介護、またお一人で暮らしていて介護を受

けている方、近くに家族がいらっしゃらない方、そういった方たちもたくさんいらっしゃいま

す。自分が介護の認定を受けたくても、どういった手続をしていいかわからないという高齢者

の方もたくさんいらっしゃいます。 

  そういった中で大変申しわけないのですが、このパンフレット１冊だけでは、とてもこの内

容、ここまでわかる方はいらっしゃらないと思います。私はきのう、幾つかのこの高額サービ

ス費という言葉、ちょっとホームページを調べましたが、各自治体の中で大変ホームページの

中に、もうそこの介護長寿、介護サービスの部分の１つのコーナーを設けまして、そこで本当

にわかりやすく、高齢者の方が皆さんパソコンでホームページを見るとは限りませんが、ただ

し市民の方が理解しやすいという方策をしているところがたくさんございました。ぜひそのよ

うなことを対応していただきたいと思いますが、それについてのご回答をお願いいたします。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 委員から今そういったお話をいただきました。私どものほうの

視点というか、目線で物事を見がちになってしまいまして、ちょっと反省していますが、そう

いった点で早速にそういったインターネットとかに掲載している他の先進事例とかも参考にし

ながら、普及啓発を進めさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○志子田委員長  浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。ここの予算案の中に、本年度も高額介護サービス費として

8,828万何がしというふうに、もう予算も計上されております。昨年度は9,000万円という金額

が計上されておりますので、全くこの制度を知らないということではないと思いますが、これ

まで身近に介護を受けている方たちは、恐らくケアマネジャーさんとか、そういった方々から

また施設に入っている方々にとっても、そういった施設の職員のほうからそういった情報を提

供されて申請書を提出していると思うのですが、その辺はいかがなのでしょうか。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 確かに今お話しいただいたように、ケアマネジャーさんを通じ

て、こちらのほうに申請いただいたりというふうなお話もありますし、今この高額介護サービ
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ス費のほうの対前年比ではちょっと下がっている部分でございますけれども、震災減免によっ

て年度当初の月で私ども会計上の部分でございますが、平成25年の３月部分、利用部分で該当

しない方がいるために、このような数字減というふうなことが生まれているということもあわ

せてお答えさせてもらいます。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  あと、他市の事例でございますけれども、よそによっては、この支給対象と思われる方にご

案内を送っていると。やはりこのパンフレットでしたら、どなたでも相談窓口に来た方、また

前には広報と一緒に各家庭に配布されましたけれども、なかなかそれを読み切ることはできま

せん。そういった上でその対象者にあらかじめ当局のほうで、こういった制度がありますよと

ご案内状を出しているという、そこはちょっともうすごくサービスが行き届いている自治体だ

と思いますけれども、そこまで今できるかどうかは別といたしまして、そういった事例がある

ということをご承知おきいただきたいと思っています。 

  あと、もう１点、最後の特定入所者介護サービス等、これは先ほども言いましたように、低

所得者の方とか、なかなか厳しい方たちにもこのような食費とか、そういったものに対しての

減免があります。これも負担限度額認定証というのが恐らく必要じゃないかと思うのですが、

その辺はどのようになっていますでしょうか。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 今お話しいただきましたが、私ども長寿社会課のほうに負担限

度額認定証という申請書、認定申請書というのを出してもらって、それをもって対応いただく

ということになります。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  先ほどの高額介護サービスにしましても、この認定証にしましても、全てご本人からの申請

書がなければ受けられない減免だと思っております。そういった意味で、先ほど申し上げまし

たように、この制度があること自体知らない方も多くいらっしゃいますので、ぜひその辺も対

応方、きめの細かい対応をお願いしたいと思っております。 

  では、345ページの地域支援事業費、先ほどもご質問があったようでございますけれども、

私はここで認知症の高齢者の見守り事業費と、あと家族介護継続支援事業費、この中身につい
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てお聞きしたいと思います。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 お答えいたします。 

  認知症高齢者見守り事業でございますが、この事業内容といたしまして、サポーター養成、

いわゆる認知症サポーター養成講座を開設したり、あるいは認知症家族の会ですとか、認知症

ケア相談に関する講師、医師等への謝金等でございますが、そういったものが含まれておりま

す。 

  それから、家族介護継続支援の部分でございますが、この部分につきましては、家族介護慰

労金ということで、要介護度４ないし５の方を在宅で介護し、介護サービスを１年間以上利用

されていない方のケースで、世帯全員が市民税非課税の方に慰労金として10万円を支給させて

いただいているものでございます。以上でございます。 

○志子田委員長 浅野敏江委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  認知症の高齢者見守り事業、これは年々本市におきましても認知症方たちがふえてきている。

本当にご家族の方たちがもう夜も昼も本当に気の休まるときはないという中で、地域の皆様方

がサポーターとして地域で見守りをしていただくという制度は大変ありがたい制度だと思って

います。 

  講習会もいろんなところでなされて、またサポーター店ですよね。塩竈市においては、個人

のサポーターだけではなくて、お店でサポーターということで、ぜひ何かあったらお困りの方

はということで、これは市内にもたくさんお店があると思うのですが、一目でここはサポータ

ー店とわかるような、そういった表示はしていらっしゃるのでしょうか。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 ちょっときょう本来ならば、ＰＲも兼ねて持ってくればよかっ

たのですが、オリエンテーリングがあって認知症サポーターとしてのリングとか、目につくよ

うなものとして備えたり、あるいは事業所、先ほど委員が言いました店舗ですか、そういった

ところに何らかの掲示をしていただくという形の方策も一方では考えなきゃないなというふう

には思っているところでございます。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ぜひせっかくお店の方たちがサポーター店として名乗りを上げていただいていまし
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て、ホームページのほうには確かに市内の地図にこの店がやっていますと出ていますけれども、

ぜひ見てすぐに目につくようなことにしていただかなければ、せっかくの制度ももったいない

なと思いますので、ぜひ本当にこの間も、前にもお話ししましたけれども、やはりどこに、自

分がどこに帰るのかわからないというおばあちゃんが、そのサポーターのお店の方がたまたま

その方を対応していたんですね。ただし、そのお店の方は残念ながらそのおばあちゃんの顔も

場所もわからない。それで、近くを通った小学生が、どこどこのおばあちゃん、僕と一緒に連

れていくよって、小学生がおばあちゃんをみんなで自宅まで送り届けてくれたという温かいお

話も聞いております。ぜひそういったことで、小学生でも中学生でも、学校のほうにおいても、

このサポーター制度ということを、ぜひ教育の一環としても、きょうはちょっと一般会計であ

りませんけれども、そういった部分で横の連携も図っていただければなと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  ちょっと介護のが続いて大変申しわけございません。資料№12から、先ほど阿部かほる委員

からもお話がございましたが、今回一括法の中で、議案第22号の資料の独自基準の下のほうに、

やはり非常災害の対策ということが一番私たちにとっては、今回の震災を受けまして、この災

害弱者と言われる高齢者の方も含めて、また施設に入所されている方、それから被災した施設

が今回の震災で南三陸のほうとか、また東松島のほうで多く聞かれております。私たちのほう

の市内においては、お亡くなりになった方はいらっしゃらないと思うのですけれども、ただし、

やはり避難してくるときに、私たちが避難した場所にも、近くの介護施設の方たちが職員の方

たちと皆さん全員が避難されてまいりました。本当に体育館だったので寒いし、それから低体

温になったり、またさまざまな気管支炎やら何かで発熱したりということで、本当に大変な状

況でありましたが、今回このようにほかの社会福祉施設との連携や、それから協力体制の確保

ということでうたわれているのは、非常にありがたいことだと思っております。 

  それで、お聞きしたいのですが、ここの連携は市内のみなのか。また、二市三町まで広げる

のか。いわば気仙沼とか志津川は、もう岩手県まで避難しているわけですよね。また、登米の

ほうの山沿いのほうの施設のほうも緊急避難所として受け入れているわけです。そういったと

ころまで今回考えられているのかどうか。その辺についてお聞きしたいと思います。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 市内に限らず、市外、介護サービス事業所さんは仙台周辺とか、

あるいは県外からも、あるいは関東方面からも現在来ている状況があります。そういった中で、
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今お話に出ましたけれども、福祉避難所、これは１次避難というよりも２次避難という形態を

とろうかと思います。それで、介護サービス施設内で避難所開設というのは、これはなかなか

平時から人的対応も含めて組むということは難しい話でございますけれども、そういった中に

あっては、やはり二市三町の、例えば今現在塩竈にとある法人が同系列で社会福祉施設とか、

老人福祉施設とか経営しているケースで、その連携を図って対応をいただくとか、そういった

ことは全部網羅して織り込みしてございます。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  もうきのうの県議会のほうでも、そのような対応をしているところが県内の何市町村あって、

何か余りパーセントよくなかったように記憶していますので、ぜひ、これからだと思います。

ただし、私たちはもう震災から２年目を迎えまして、本当に早急に私たちは自力で逃げること

も可能だったり、車の渋滞だったりとか、さまざまな問題もございますが、まず自力では絶対

に逃げられないという方々の安全、命をどう守っていくかということが、まず第一に考えてい

かなきゃならない課題かなと思っておりますので、そこは本当にいろんな意味で、今おっしゃ

ったように人的配分、またスペース的な問題、そしてそこの施設自体が断水やら停電やら、こ

こで発電機というお話もありましたけれども、本当にあらゆる考えられる想定を盛り込んで、

それで本当に横の連携を取りながら、しっかりとここの部分はこのように条例のほうに定める

以上は、本当に具体的な具体例を一つ一つ考えられることは挙げて、そしてまた現場の声をさ

らにお聞きしていただいたり、できればもう志津川、南三陸町とか、気仙沼とか、そちらのほ

うの、東松島市のほうの施設関係者の方々の体験といいますか、そのときどうだったのかとい

う現場の声もしっかりと聞いていただきながら、このことに対して本当に安心・安全を担保し

ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  済みません、介護のほうが本当に続きまして申しわけございません。 

  今回、先ほどちょっとページ数は忘れましたけれども、２次支援でしたね、第１次支援と２

次支援というところで、阿部先生がお聞きになった部分がありまして、大変その対応が私はす

ばらしいなとも思いますが、一歩推し進めて考えてみますと、元気な高齢者の方、確かに65歳

以上になりますと、介護を受ける、サービスを受けるという、そういった部分が出てきますが、

大半の高齢者の方、特に塩竈市の高齢者の方々にお会いすると、皆さんお元気な方がたくさん

いらっしゃいます。本当にダンベル教室に行ったとか、さまざまないろんな時間を過ごされて
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いますけれども、これは１人称なんですね。自分のためにやるということは限度があります。

誰かのために何かをするということは、もっともっと元気になっていくと思います。ボランテ

ィア活動が物すごく熱を帯びているというのは、誰かに感謝をされて、自分の存在が人に認め

ていただいて、そして感謝してもらう。自分の存在意義を再確認するといって、ますます人は

元気になっていくというのを、何かの本で読んだ記憶がございます。確かにそのとおりだと思

っております。 

  そういった意味で、介護のサービスをなるべく受けなくて、自分の力で、自力で健康で年を

とっていかれるというのが理想であります。やむを得ない、こういった状況になったための介

護サービスですが、あえて自分から介護サービスを受けようというのではなくて、むしろ介護

サービスをそういった、受けずに人のために尽くせたら、もっと元気になるのではないかとい

うことを、実は、これは埼玉県の朝霞市のほうが中心になって始めたのですが、今埼玉県中に

広がっている動きだそうですけれども、支え合い事業というのがありまして、介護を受ける前

でも、だんだん高齢になって庭の草取りが大変とか、１人で買い物に行けないから誰かに一緒

に行ってもらいたいと。今シルバー人材さんのほうで、そういった部分をサービスしていただ

いている部分がございます。 

  でも、それだけではとてもそれこそマンパワーが足りない部分もございます。ちょっとした

ことのお手伝いをできるということで、これは朝霞市のほうで商工会議所と連携をとりまして、

サービスをして１時間500円という時間、料金なのですけれども、それを市内の商品券で対応

するんですね。それで、高齢者の方はそのサービスを受けたいと思うときは、そのＮＰＯ法人

かなんかを通じて、その商品券を購入しているのです。頼みたいときはＮＰＯ法人に頼んで、

そこから人を派遣してもらって、それは登録している方が来ていただいて、１時間草取りして

もらったら、その商品券をあげる。そのもらった方は６カ月以内に市内のお店で使うというふ

うにして、もう元気と、それから町の活性化がリンクしながら動いていて、そこの朝霞市から

始まったこの支え合い事業が、今埼玉県あちこちで広がっている。 

  それで、これは市の予算をここにそんなに大量に組み込むことはございません。何せ高齢者

の方が自分の持っているお金を使って、その券を買うわけですから。そして、いろんな条件が

あって、認定されなければこのサービスを受けられませんよとか、いろんな足かせがあるため

に、逆に認定を急いだり、認定してもらおうと、そういった部分はないと思います。そういっ

たもののほうに気持ちが行ってしまうと、もう毎回毎回、認定する人数も、またその調査の部
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分もあります。逆に言えば自分の元気、健康、そして地域の皆さんの触れ合いというものを中

心に考えていくと、町は活性化し、逆に言えば、その介護の給付が少し抑えられるということ

にもつながっていくのではないかなと私は思いましたので、ちょっと事例を申させていただき

ました。お考えがございましたらお聞かせください。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 ただいまのお話、かなり参考になっていまして、実は介護会計

の中で、介護給付費が介護の歳出予算に閉める割合として95％近く介護給付費があります。今

地域支え合いというのですかね、隣近所の声がけで公園の草取りをしましょうとか、あるいは

子どもさんたちと一緒になっていろんな、何ていうのですか、伝統芸能とかを伝授したりとか、

そういったことで元気を発する、いわゆるボランティアポイント的なことを、いわゆる介護を、

ポイントを受けて、今先生が一とおり説明されましたけれども、そのポイントがひいては介護

保険料をお支払いする部分の還元作用にもなって、元気も伴うというふうなシステムかと思い

ます。そういったものを私どものほうも今後検討材料に入れさせていただければと考えていま

す。よろしくお願いします。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。長々と介護のことについてお聞きいたしました。 

  最後に、水道事業のことについてちょっとおさらいさせていただきたいと思います。 

  実施計画書の92ページの一番下の段、公共施設の早期復旧と震災対応力の強化・整備・推進

ということで、水道施設災害復旧事業、野々島、朴島、海底配水管、この中身についてお聞き

いたします。 

○志子田委員長 大友水道部工務課長。 

○大友水道部工務課長 お答えいたします。 

  内容につきましては、浦戸会計で本復旧、野々島から朴島に行く部分を今回本復旧をさせて

いただくというふうな部分になります。震災によりまして、この間、石浜野々島、野々島寒風

沢工区、これは23年度から工事が推進工法で終わりまして、最終年度になりますが、災害復旧

で査定を受けている部分で、延長距離を1,161メーター、口径は75ミリという管を、今回は通

常の埋設工法で布設をするという内容になってございます。以上でございます。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。埋設工法ということで今お聞きいたしましたので、これか
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ら津波やさまざまな災害の部分において、今までのような水道管が折れ曲がるとか、断水する

という心配はないというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○志子田委員長 大友水道部工務課長。 

○大友水道部工務課長 お答えいたします。 

  かなり今までの工法とは、海底についてはいわゆる鋼管を使用しておりましたが、ポリエチ

レン製の鋼管に鋼帯外装といいまして、鉄板でも薄く巻かれているというふうなパイプを採用

する。それで、今までは通常海底に埋設をしていた部分が、先ほどお話をしたとおり、約１メ

ーターぐらい埋設をしておりますので、いろいろな今までよりは耐震性になっているというふ

うに思います。以上でございます。 

○志子田委員長 浅野委員。 

○浅野委員 これは完成は25年度と書かれていますけれども、年度内完成の見通しはいかがでし

ょうか。 

○志子田委員長 大友水道部工務課長。 

○大友水道部工務課長 一応完成は25年度という形でございます。早期に復旧するという形にな

りますが、いろいろ関係機関との協議がございます。今漁協関係、あとは海上保安部等々、い

ろんな部分と今折衝している段階でございます。早期に今復旧を目指しまして、早目に復旧を

したいというふうに考えてございます。以上でございます。 

○志子田委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 予算特別委員会の関係でちょっと何点かお尋ねをしたいと思います。 

  資料№10の議案38号についていささかちょっと質疑させていただきます。 

  №10のところで、１ページはそれぞれの業務予定量というものが示されております。そこで、

補正予算でもいろいろと市立病院の医師不足等々、小児科もありましたが、その全体としては

患者数をふやしていくと。患者数の関係では入院5,700、あるいは外来７万5,000と、こういう

ふうになっております。そこで、患者さんをふやしていくという想定でこれはつくられたのだ

ろうと思いますが、その辺でのふやしていく上でどういうふうな対象になっていくのか、まず

最初にお尋ねをしたいと思います。 

○志子田委員長 伊藤市立病院院長。 

○伊藤市立病院事業管理者兼院長 患者をふやすにはどうするかというご質問でございますが、

まず先生たちがいるということが一番肝心な状況でございまして、やはり医師数というのが一
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番大きなものではないかと。それから、あとはその専門性の問題ということもございます。 

  そういう中におきまして、今年度小児科不在というか、大学から応援をもらっていたわけで

ございますけれども、25年度におきまして何とか小児科医の先生に来ていただくことになりま

した。本当にこれはなかなか苦労したのですけれども、大学ともいろいろお話をしていたので

すが、なかなか難しいという状況があったのですけれども、何とかここで１人来ていただくと

いうことになってまいりまして、これは大学と、あと県の医師会のほうの関係もありまして、

そっちのほうから実際のあれでございますけれども、そういう形で小児科医をまず常勤を１人

置くという形。それから、あと大学からも、先日教授ともお会いしまして、そこも応援ももら

いながら、いずれまた大学からまた別の先生ももし可能なら入れていただくとか、そういうこ

ともちょっと今教授ともお話ししてまいりました。 

  そういうことで、まずは患者数、それから患者数のみならず、やはり地域の小児科医療とい

うか、そっちが大きなものがあると思います。健診業務、それから予防注射とか、非常に小児

科医がいないものですから、そういう面でも役立っていくのかなと思っています。 

  それから、あと内科のほうに１月から呼吸器の先生がいらっしゃっておりまして、非常にも

う専門医でございますので、そういう面で肺がんの治療診断とかありますし、それからあとは

肺気腫とか、慢性的なそういうぜんそくを含めましてのそういう治療、そういうのも患者さん

の増に結びつけていきたいなと思っています。内科の先生はほかにも全部で10人くらいおりま

すので、そういう中で従来の先生と協力しながら地域のためにそこをまた頑張っていきたいと

思っています。 

  それから、あと外科の方面に関しましては、外科は今４人の先生がいらっしゃって、かなり

高度な医療もやっています。肝臓がんの治療なんか積極的にやっていまして、なかなかこの地

域で、仙台でもそんなに肝臓がんをやるところは少ないのですけれども、非常にやっています

ので、そういう面、内科の肝臓の先生と、外科と内科の先生、外科と一緒になりながら、そう

いう高度な医療も行っていきたいと思っています。 

  それから、あと整形の先生が今いらっしゃいます。この季節、非常に整形の患者さんが多く

て、寒いということもあるし、あるいは転倒するとか、かなり病棟のほうも大分整形の患者さ

んが多く入っておりましたので、この先生はリハビリがかなり好評で、患者さんと非常によく

話も聞いて、いい治療をしてくださるものですから、なかなか評判がいいものですから、そう

いうことでまたさらに患者数も含めていければと思っています。 
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  以上、お話ししたように、そういう少し新しい先生も入ってもらったり、あるいは今までの

先生と協力しながら患者数増に結びつけていきたいと思っています。以上です。 

○志子田委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 そうすると、新年度からその小児科のほうの常勤医師が１人配置されるということ

になるということなわけですね。わかりました。 

  そこで、新たに呼吸器関係の医師も配置されるということで、小児科のほうもということに

なると、市立病院の経営自体もその点では好転するのかなというふうに思います。そこで、病

床の利用等について、これをさらに活用していくと、ベッド回転数を引き上げていくというの

は１つ方策はそうなのですが、その辺のあたりで策があるのかどうか、その新たな病床利用の

関係で何らかの策があるのかをお尋ねしたいと思います。 

○志子田委員長 伊藤市立病院院長。 

○伊藤市立病院事業管理者兼院長 ベッドの回転というのも非常に大事で、今、うちの病院で一

般病棟の在院日数が大体16日ぐらいでしょうかね。１の基準でいきますと、21日以下になって

いればいいというのがあるのですけれども、非常にもうこれは短くなって、昔から見れば、こ

れは25日とか、恐らくかなり長い期間で来たと思うのですけれども、今10対１の看護ですと、

大体21日以下にしなきゃいけないとありましたので、今は16日で回転しております。 

  今後、亜急性期の病棟を今４月から行うことにしております。亜急性期というのは、急性期

と慢性期との間の病棟でして、60日ぐらいは入院できるのです。自宅に帰る数が多くないとい

けませんけれども、そういう、今までですと早い時期で帰らなきゃいけない。そういうのもあ

りまして、それからあと慢性期療養もありますけれども、その中間的なところのあれを、これ

が少し診療単価的に少し高く設定されているものですから、急性期をそういう応用をしながら、

少しそういう面においてもベッドをコントロールしながら、収益増にも結びつけられるんじゃ

ないかなと思っていますが。以上です。 

○志子田委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 わかりました。医師確保、それから亜急性期という中間、急性あるいは慢性の間の

ところでの取り扱いということも検討し、今後の、新年度の事業に展開をしていくということ

ですので、なおひとつ病院経営維持のためにぜひ万全を期していただければと思います。 

  それで、もう一つ私の問題意識なのですけれども、例えば、これはまだ今まで実行されてい

ないと思うのですが、土曜の診療、例えば半日ぐらいの土曜の診療というのは検討の対象に上
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っているのかどうか。これは職員のいろんな勤務とか、お医者さんのそれぞれの医師の勤務、

休み等もありますが、やはり働いている方々の関係でいいますと、土曜の半日ぐらいの診療と

いうのを１つの考え方なのかなと思いますが、その辺のご検討なり、あるのかどうかちょっと

お尋ねをしたいと思います。 

○志子田委員長 伊藤病院長。 

○伊藤市立病院事業管理者兼院長 土曜のあれはどうかということでございますけれども、現在、

医師数、看護師数、ある程度規定どおりはいっていますけれども、それでは今宿直、当直をや

った場合には、午後から帰ってもらうとか、そういうふうにしています。かなり救急を見ると、

なかなか夜間も寝られないこともあるものですから、あと先生たちも含めて看護師さんもそう

いう配置で、ぎりぎりで今人数を動かしているということもございます。それで、やはり人数

的な面がある程度そういう確保をされていかないと、なかなか拙速に土曜日できるかというと、

なかなか難しい。その勤務時間とか労働時間の問題。実際夜間は時間外で対応しているところ

があるのです。５時から勤務に入るのですけれども、当直に入っても宿直勤務、それから時間

外で対応する時間、それから振りかえとか、いろいろ労働基準監督署からの通達もあって、か

なり今厳しくなっていますので、そういう労働条件も見ながらちょっと勘案しないと、なかな

かそういうふうにはできないかなと思いますけれども、いずれそういう要望もありますので、

検討する余地はあると思います。以上です。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 わかりました。市民的な要望も含めて、あと一方では、体制の問題がやはり欠くこ

とができませんので、これはひとつ経営の関係の中で、ぜひご検討のほどよろしくお願いしま

す。 

  次に、魚市場会計について最初にお尋ねをしたいと思います。資料№９の252ページのとこ

ろになります。一般会計のほうで改修については触れられていましたので、今年度の会計の関

係で最初に予算上の提案がありまして、103億という水揚げがことしの見込みというか、想定

というふうにしているようですが、前年は141億という水揚げもそういう水準になりましたが、

なぜ３億円なのか、まずその辺、前年との関係も含めてどういうふうに想定したのか、まず最

初にお尋ねします。 

○志子田委員長 小山水産振興課長。 

○小山産業環境部次長兼水産振興課長 平成25年度の魚市場事業会計の歳入でございますけれど
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も、歳入の根幹をなします魚市場使用料につきましては、今年度は103億円の水揚げを想定し

ての5,000万円という金額を計上させていただいております。こちらはご存じのとおり、1,000

分の５の使用料ということでございますが、昨年時となりますけれども、おかげさまで141億

円という水揚げがございました。しかしながら、それ以前を見てみますと23年度が103億円、

22年度が101億円、さらにその前になりますと、21年は83億円弱という年度もございました。

このように、かなり格差が大きいということもございますし、特徴的な点としましては、昨年

時につきましては、遠洋トロールのクサカリツボダイを中心としたものが66億円ということで、

通常の年よりも30億、40億多い金額でございましたので、そういったところを控え目に見て、

大体３年から５年の平均値の金額で見て103億円程度が妥当ではないかということで計上させ

ていただいているというような状況でございます。以上です。 

○志子田委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 そこで、その141億円、103億円の想定ということは、そこら辺をとったのかなとい

うことですが、そうしますと、27年度までそれぞれの、塩竈の魚市場の、今既に解体されてい

ております。一番そういったことが進んでいく中で、船がちゃんと入港できるかということが

ちょっとやはり一番の心配ですね。仮の荷揚げ場をつくっていくということでのいろんな対応

を27年度予定までの関係で事業は進められるようですが、そうしますと、その辺の水揚げとし

てやっていく上で、その辺の対応をことし１年間、その辺の関係だけちょっとお尋ねしたいと

思います。 

○志子田委員長 小山水産振興課長。 

○小山産業環境部次長兼水産振興課長 ご存じのとおり、塩竈の魚市場、昭和57年には500億円

に水揚げということを記録した魚市場でございます。そもそもそういったことに対応できるよ

うな、かなり広い係船岸壁ですとか、水揚げ岸壁ですとか、施設を持っておりましたので、現

時点におきましては、比較的今の面積で何とかやっていただけるというような状況がございま

す。 

  と申しましても、今までですと水揚げをした上で、その水揚げをした、係船した船にそのま

ま係船いただいて水を給水したり、仕込みをしていただいたりということをできていたわけで

すけれども、今はそういうふうにしているとなかなか水揚げが支障を来すということもありま

すので、今はマイナス６メートルの岸壁ということで、市場とまたちょっと離れたところに移

動いただいて給水いただくというようなことなんかもしておりました。 
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  この後、工事が進捗するに際して、使える荷さばきスペース、あるいは係船岸壁の延長が多

少短くなる時期もこれはあるかと思いますけれども、そのあたりは漁協の方々と一応いろいろ

打ち合わせして、あるいは宮城県の岸壁工事との調整をしながら、なるべく支障のないような

形で進めていきたいなというふうに考えておるところでございます。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 わかりました。その辺の取り扱いはぜひやっていただきたいと思います。 

  そうしますと、あとその水揚げの中で、何かで聞いたことがあるのですが、塩竈船籍の船も

あるということで、その船籍があることによって、今後の水揚げ等にいい影響を与えていくの

かどうか、塩竈船籍等の実態と取り扱い、流れについてちょっと確認をしたいと思います。 

○志子田委員長 小山水産振興課長。 

○小山産業環境部次長兼水産振興課長 従来から塩竈船籍の船というのも、はえ縄のマグロの船

ですとか、あるいは遠洋トロールの船ですとか、あるいは沖合底びき網の船ということでござ

いました。特に沖合底びき網の船につきましては、塩竈船籍の船が５隻ございましたけれども、

従来はどうしても漁場との関係とか、燃料の関係で、石巻に水揚げをして、石巻で市場で売ら

れるというような形があったわけでございますけれども、今は石巻が使えないということもあ

りますが、一方では水産加工場の配置等の関係で、その５隻については塩竈のほうに陸送を含

めて水揚げしていただいているような状況もございますし、また最近新たに、冷凍のカツオ一

本釣り船を購入されて、塩竈船籍に登録していただいたというような方もございますので、そ

ういった方もコンスタントに塩竈に入港いただけるような話がありますので、そういったあた

りでは一定程度の水揚げのほうを確保というか、維持できるのかなというふうに考えておりま

す。 

○志子田委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 わかりました。そういうふうなことでのいろいろな条件といいますか、がつけば、

水揚げのほうも引き上がってくるのかなと思います。 

  あと、昨年といいますか、まだ今年度は終わっていませんけれども、一応終了した時点で水

揚げ等、最終的なものを確定するのでしょうけれども、輸入冷凍便というのですか、トラック

搬送というのは結構大きな主力ですよね。これは私たちも改めて輸入物の水揚げというのは、

水揚げというか、そのどういう流れになって、こう塩釜港に入ってくるのか、その辺ちょっと

最初にお尋ねしたいと思います。 
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○志子田委員長 小山水産振興課長。 

○小山産業環境部次長兼水産振興課長 遠洋トロールのツボダイということで、昨年特に豊漁だ

ったということでございますけれども、それは塩竈船籍の遠洋トロール船２隻と、あと北海道

船籍の遠洋トロール船３隻、都合５隻ございます。この船は漁が終わって満載になりますと、

ちょっと入港を、喫水高、喫水の深さの関係もありまして、仙台新港、あるいは塩竈の貞山埠

頭のほうに水揚げをします。それで、冷凍されておりますので、何ていうのですか、セメント

袋みたいなのに入っちゃうような形で形がつくられておりまして、それを仙台港なり貞山埠頭

のほうで陸揚げをして、10トントラック等で塩釜漁港のほうに運んで、塩釜漁港のほうで選別

ですとか、あるいは計量して、それを冷蔵庫にしまうと。そして、翌週、翌々週等にサンプル

を出荷して入札をいただくというようなことで、塩釜魚市場の、これは輸入品ではなくて塩竈

船籍のものが塩竈に水揚げをしますので、国産の陸送品ということで水揚げされているという

ような形でございます。 

○志子田委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 わかりました。これも大事な柱になるわけですね。つまりその水揚げの関係でです

ね。その辺はひとつぜひ対応等を一層詰めていただきたいというふうに思います。 

  あとは、141億等の水揚げがあって、ありますので、決算上は見込みとしてはどういうふう

なことになるのか、その辺だけお尋ねをしておきたいと思います。 

○志子田委員長 小山水産振興課長。 

○小山産業環境部次長兼水産振興課長 24年度は多少残り１カ月の水揚げもございますけれども、

おかげさまで141億の流れをくんで、一定程度の水揚げ高ということで決算できるかと思いま

す。そういうことで、一般会計のほうに数千万円の繰出金ということで、専決処分等々でお返

しできればなというふうに考えておるところでございます。以上です。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 わかりました。ひとつ鋭意努力を払っていただいて、３月の取り組みについてひと

つぜひよろしくお願いします。 

  それから、次に特別会計で国保の関係でちょっと何点かだけお尋ねをしたいと思います。資

料№９の213ページのところですね。もう一つは218ページのところでちょっと確認だけさせて

いただきます。 

  一般会計の繰り入れで96万4,000円というのがありまして、乳幼児医療費の運営強化という
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のがございます。それで、その辺の取り扱い等々はどうだったのか、新たにこれは一般会計の

区分ですから、子ども医療費の新たなその予算措置というのがありまして、そういうのも含め

て流れがあったわけですが、そういった取り組みが25年度から始まる、既に受け付けがされて

おります。それとの関連で、この乳幼児医療費運営強化事業強化費というのはどういうものな

のか、最初お尋ねしたいと思います。 

○志子田委員長 佐藤保険年金課長。 

○佐藤健康福祉部保険年金課長 お答えをさせていただきます。 

  今お尋ねのありました乳幼児、25年度から子どもの医療費助成ということになりますが、こ

ちらにつきましては、今ご質問にもありましたように、全ての医療保険、国保であろうが、社

会保険であろうが、全て一般会計のほうから医療費の助成ということで行うという形になって

おります。 

  それで、今ご質問いただいた部分につきましては、国保のこの医療給付費につきましては、

国庫の負担金というのがございます。この国庫負担金につきましては、地方が単独事業といた

しまして、この乳幼児医療のように医療機関の窓口で一部負担金を払わない、つまりいわゆる

現物支給と言われるもの、現物給付、支給と言われるものですが、これで実施した場合には、

一定割合をその国庫の負担金から減額をするという仕組みがございます。それで、乳幼児医療

につきましては、現物支給で行っているためにこの減額の対象になっているという状況にござ

います。 

  それで、宮城県では県事業として入っている部分がございますので、その部分を実施したこ

とによりまして、市町村国保が減額を受けるということでの、いわゆる不利益、こういうこと

を受けるということを解消するために、独自の要綱を定めまして県事業をやった範囲の中で負

担金から減額される分というものを、この運営強化費という名称で補助をしているものでござ

います。この要綱によりまして、県が定めている要綱によりまして、負担率につきましては、

県２分の１、市町村２分の１ということになってございます。今、一般会計から繰り入れて予

算化しております96万4,000円、こちらにつきましては、市の一般会計からの繰入金、それか

ら県の補助金につきましては、同じ218ページの一番上のところ、同額の96万4,000円というふ

うに計上してございますが、県からの補助金ということで計上させていただいているようにな

ってございます。以上でございます。 

○志子田委員長 伊勢由典委員。 



-219- 

○伊勢委員 そうですか。わかりました。そうすると、国のほうの現物支給給付医療費の関係で

の窓口で対応した場合には控除されると。一種のペナルティーと捉えていいのですか、国のほ

うの。 

○志子田委員長 佐藤保険年金課長。 

○佐藤健康福祉部保険年金課長 国の考え方といたしましては、現物給付、つまりこれは医療機

関での窓口での支払いが発生しないということがありまして、給付水準がいわゆる法定の普通

ですと３割とか、後期の方ですと１割とかとございますが、その法定水準よりも高くなるだろ

うという見方をしております。そうしますと、いわゆる無料で受けられるような感覚になりま

すので、受診の増加、さらには医療費の増加ということに波及が認められるだろうということ

で、そういったものを実施していない市町村との均衡を図るための調整だというような考え方

をしているということでございます。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 わかりました。ちなみに前年はどれぐらい来ていたのですかね。24年度の関係でお

尋ねします。 

○志子田委員長 佐藤保険年金課長。 

○佐藤健康福祉部保険年金課長 前年度の予算ベースで申し上げますと、120万3,000円というこ

とで計上させていただいております。これは医療費の部分にかかわるものですので、やはりそ

の年によりまして変動があるかというような状況にございます。以上でございます。 

○志子田委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 わかりました。 

  最後になりますが、水道会計で284ページのところに、下水道長寿命化というのがあります。

これについて、初めて私もこういうのを今回見た、初めて見ましたので、そこら辺の関係だけ

お尋ねをしておきたいと思います。 

○志子田委員長 千葉下水道課長。 

○千葉建設部次長兼下水道課長 長寿命化計画の策定の内容でございますが、本市の下水道事業

につきましては、昭和22年から戦災復興事業として実施をされてきております。特に昭和34年

に、現在の国道45号に1,800もの管渠が布設され、その後36年に中央ポンプ場が完成している

ということで、現在こういった施設については稼働しているといいますか、使用されていると

いう状況になってございます。 
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  それで、それの整備区域を拡大してかなりの下水道施設が整備をされてきているわけでござ

いますが、下水道施設の耐用年数でございます45年を経過した施設がだんだん多くなってきて

ございます。これまでもこれらの施設の管理につきましては、例えば何らかの支障が発生した

際に対応するという事務的な対応が多くなってございましたが、これらの対応ではなくて、現

行ストックの延命化をさらに図るような、そういった視点で既存の施設のどういった管理が必

要かというようなことを、今回の下水道の長寿命化支援制度、これは国の制度でございますが、

こういったものを活用しながら、特に重要管渠でございます、いわゆる幹線管渠と言われるも

の、さらには基幹施設でございますポンプ場の施設、これらについて計画を策定したいという

ようなことでございます。これにつきましては、ことしからの新たな事業ということでござい

まして、来年度も含めました２カ年の中で計画を策定してまいりたいというふうに考えてござ

います。以上でございます。 

○志子田委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 わかりました。ひとつこれもしっかりインフラ整備としては大事なところですので、

ぜひやっていただければと思います。終わります。 

○志子田委員長 田中徳寿委員。 

○田中委員 それでは、企業会計のほうから入らせていただきます。資料№11、２ページ、第５

条公用車両賃借の件でちょっとお伺いしたいのですけれども。 

○志子田委員長 鈴木水道部総務課長。 

○鈴木水道部次長兼総務課長 こちらの債務負担行為には、公用車両２台分を５年間リースした

いということで計上させていただいたものでございます。 

○志子田委員長 田中徳寿委員。 

○田中委員 水道部は今までリースしていたのでしょうか。 

○志子田委員長 鈴木水道部総務課長。 

○鈴木水道部次長兼総務課長 水道部は車両17台ございまして、24年度、新たに２台をリースさ

せていただいておりました。今後計画的にリースに切りかえていくという考えでございます。 

○志子田委員長 田中徳寿委員。 

○田中委員 こんなに現金を持っていてもリースするのでしょうか。そこら辺の心得をちょっと

教えていただきたいのですけれども。現金で買った場合の管理費と、そういう仕組みが、これ

ほど現金を持っていても、そういう感覚になるのかということをお伺いしたいだけです。 
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○志子田委員長 鈴木水道部総務課長。 

○鈴木水道部次長兼総務課長 これまで全て買い取りで実施いたしておりましたけれども、大分

リースのほうが普及しておりまして、維持管理を含めた全ての経費も大分、経費的に遜色ない

状況になってきているということもございます。 

  また、メンテナンスフリーということで職員の維持管理に係るものも軽減されるという状況

を勘案しております。 

○志子田委員長 田中徳寿委員。 

○田中委員 ちなみに現金で買われたらどのぐらいで買えるものなのでしょうか。そこまで調べ

てコスト削減に対応しているのでしょうか。 

  それから、本会計も含まれておりますけれども、かなりの額のリースがあります。それを直

していくとどのぐらい浮くのか。そこら辺を積算してきちんとしたものの考え方、職員がやる

からコストがかかる、じゃあ今、いろんな方が塩竈市で働いていらっしゃいます。この本会計

の中であると八百何十人という人が給料をもらっている形をとっています。そういう中で、全

てのものを安直に、これがはやっているからという考え方ではうまくないんじゃないかと。や

はり冗費を節減しながら、財政課長、冗費を節減しながら予算をつくっているという答弁の中

で、そういう考え方がはびこるようでは、これから先どういう形になるのかということを問い

たいのであります。財政課長、教えていただきたい。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 おっしゃるように、経費の削減、これからの財政運営上での経費削

減は非常に重要であります。今委員さんがおっしゃられたように、確かにリースによるデメリ

ットというのは当然ございます。一番大きなデメリットというのがリース料率、これによる割

高さという話になろうかと思います。そのほかに、途中の解約ができないでありますとか、あ

るいは所有権がこちらで取得できないというデメリットが大きくあります。 

  一方でという話になりますが、なぜじゃあ塩竈市がこういったことをやっているかというふ

うなメリットのまずお話をさせていただきたいと思いますが、１つは資金調達の機能というこ

とでは、単年度の負担というのは平準化が図れるということです。車両購入となりますと、一

般的に、軽自動車で普通は大体100万円前後、普通乗用車ですとライトバンでありますと150万

円、あと大きな公用車、市長公用車になればもっと大きくなると。債務負担が非常に大きくな

るという話になります。 
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  車両購入につきましては、ご承知のとおり、これは一般財源で措置せざるを得ないというの

がほとんどであります。もちろん清掃車両等はいわゆる起債が充当できるものがありますが、

一般的にはもうほとんど全部一般財源、そういった一時的な負担の平準化というメリットは一

方ではあります。つまりこれは何かというと、計画的な財政運営につながるというメリットも

あろうかとは考えております。 

  そのほかにありますところは、例えばですけれども、事務の負担の軽減というものも一方で

は考えなくちゃいけないと。つまりそれは何かといいますと、リースで行いますと、その車検

でありますとか、あるいはタイヤ交換でありますとか、管理、こういったものは全て会社の所

有物ですから会社のほうで行うと。つまりそれを直接購入した場合の我々の事務負担というの

はどういうものがあるかと、車検がありますとか、その納税義務が発生するでありますとか、

そういった事務負担というのが一方であります。これは実はなかなかその人件費の算定とかが

難しいところがありますが、こういった実は経費の削減、職員の執務の時間というものが他に

回せるところも十分に考えられるというメリットがあろうかとは思います。 

  そのほかに、これは安全性の確保という面では、車両というものは５年なら５年リースとい

うふうになります。一般的には購入してしまいますと、６年、７年、あるいはお金がないとい

うことで10年とか、長期にわたって使用する可能性も考えられます。そうしますと、その技術

進歩、車のほうの技術進歩も日々進歩してございますし、その安全性もどんどん高まっている

という中での安全性の確保というメリットも一方ではあるのではないかと。 

  それから、金利水準に左右されないということが当然ありますので、これは固定金利の中で

は毎年、先ほどお話ししましたように、計画的な財政運営につながるというメリットの面を考

慮して、現在塩竈市ではこういったことでリースを行っているという現状にあります。以上で

す。 

○志子田委員長 田中徳寿委員。 

○田中委員 私からものを申せば、５年ベースが終わった後に、リースの価値が役所はあるはず

なんですよ。そこなんですよ。リースをやるなら10年間やって、その10年間の残りの期間のリ

ースの軽減された期間で運用することによってコスト削減が図られていくわけですよ。リース

５年間、新車リースをした場合、約計で100万円ぐらいのものを買うと300万円と聞いておりま

すよ。残価率があるわけですよ。普通の企業であれば、リースを使うとは、物すごく利益の出

ている会社なんですよ。普通は割賦なんですよ。ただ、役所に割賦を、ローンを使えとは言え
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ないものですから、そういうものの考え方です。 

  それから、もう一つ申し上げておきます。リースは役所には関係ないのであります。なぜな

らば、役所は税金を払わない団体だからです。リースというのは経費計上できるという概念か

ら発達したものなのです。税金を控除できやすいという仕組みの中で発達したものを、税金を

払わない役所が考えること自体が私は考えものだと思っております。それはコンピューターで

あったり、いろんな施設のものがあるならばやむを得ない。償却も早い、全てそのように聞い

ているので、それはやむを得ないと思います。コピーであったり、コンピューターであったり。

そういうものはリースが適合という形で私も承っております。でも、車というものは、もし

100台、あるいは150台管理するのであるならば、１つの仕組みをつくってあげたほうが簡単な

のであります。それを本当に積算し、総利用額を計算していったとき、どれほどの膨大な額に

なっていくのかということなのです。リースというのは金利が高いのであります。それがわか

っていらっしゃるのでしょうか。手間暇を惜しんで行政なのでしょうか。市民サービスのため

に手間暇を使うのが行政だと私は思っておりました。（「もう少し静かにしゃべって」の声あ

り）でも、本音で思います。先ほどの中で、そういうものを一つ一つ見て、いろんな節約の仕

方がありますけれども、そういうところは見直していただきたいのです。 

  次に行きます。資料№10、３ページ、第６条、一時借入金の限度額10億円を、中身を教えて

いただきたいです。 

○志子田委員長 鈴木市立病院業務課長。 

○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 田中委員にお答えいたします。 

  病院の予算の中で、第６条で借入金の限度額を10億円というふうに定めております。この一

時借入金といいますのは、医療の収入のほう、社会保険のほうとか、介護保険のほうとか、国

保とか、いろいろ診療報酬とか入ってくるのですけれども、それが定期的に入ってくるのです

けれども、その入ってくるまでの間にボーナス時期でありますとか、いろんなものの支払い時

期がありまして、そのタイムラグがあるときに一時的に現金が足りなくなるときがございます。

そのためのお金を用意するということがございますので、大体今ですと、水道部さんのほうか

ら２億円ずつ借りたりとか、もし足りないときは一般会計のほうから幾らかお借りしたりとい

う対応をしておりまして、市中の金融機関等からは今借りないで済むような形で済んでおりま

す。その限度額を一応10億円という形で予算の中で定めているというものでございます。以上

でございます。 
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○志子田委員長 田中徳寿委員。 

○田中委員 わかりました。資金繰り上、10億ぐらいが安定的経営のために必要だということで

すね。わかりました。 

  次に、第９条、棚卸資産の購入限度額３億4,650万円と定めるとありますが、これはどうい

う意味なのかちょっと教えていただきたい。 

○志子田委員長 鈴木市立病院業務課長。 

○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 同じく予算書の中で第９条ということで、棚卸

資産、そこの限度額を定めてございます。これにつきましては、主に薬品費のことでございま

す。薬剤のほうは一度買いましたら直接使うものではなくて、１回購入、何ていうのですかね、

１回病院の中にためるという形にしています。それを棚卸資産ということで、全体的に３億前

後を院年度予算の薬品費を１回入れまして、そこから使うときに支出をするという形にしてお

りますので、その薬品費のその購入限度額を３億4,600万円ということに定めるということで

ございます。以上でございます。 

○志子田委員長 田中委員。 

○田中委員 わかりました。 

  そこで、棚卸資産なのですけれども、資産勘定のどこに記載してあるか何か、ちょっと教え

ていただきたい。 

○志子田委員長 鈴木市立病院業務課長。 

○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 棚卸資産の予算書につきましては、薬品費でご

ざいますので、医業費用の営業費用の中に入っておるという状況でございます。以上でござい

ます。 

○志子田委員長 田中委員。 

○田中委員 営業費用だけの計上なのでしょうか。資産勘定には載らないのでしょうか。 

○志子田委員長 鈴木市立病院業務課長。 

○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 これにつきましては、３条予算の経常費用のほ

うに薬品費は消耗品でございますので、３条のほうに記載していると。第４条につきましては、

資本的収支のほうでございますので、それについては資産形成の部分ですので、３条のほうに

計上しているという状況でございます。 

○志子田委員長 田中徳寿委員。 
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○田中委員 わかりました。 

  次に、№９、276ページ、下水道会計で資本費平準化債７億9,890万円と借換債の５億3,610

万円の説明をお願いしたいのですけれども。 

○志子田委員長 千葉下水道課長。 

○千葉建設部次長兼下水道課長 まず、資本費平準化債でございますが、これにつきましては、

通常の公共下水道事業を行う際に発行されます地方債、これにつきましては、償還期限が約30

年になってございます。一方で、公共下水道施設の耐用年数でございますが、これは45年とい

うようなことになってございます。したがいまして、起債の償還の期間において、実際の耐用

年数と比べると、多くの負担を強いるというようなことになってございますので、世代間の負

担の平準化を図るために発行が認められているものが資本費平準化債ということでございます。 

  また、借換債でございますが、これは過年度に発行してございました平準化債の繰り上げ償

還がありまして、そのために５億3,610万円というようなことで、今回計上させていただいて

いる内容でございます。以上でございます。 

○志子田委員長 田中徳寿委員。 

○田中委員 借換債ということは、新しい債券を発行するという形になるのでしょうか。 

○志子田委員長 千葉下水道課長。 

○千葉建設部次長兼下水道課長 その内容でございます。 

○志子田委員長 田中委員。 

○田中委員 最後に284ページから290ページまでに、下水道事業に関して本年度公共下水道事業

費として６億6,833万2,000円、288ページの災害復旧工事として69億5,500万円、290ページに

復興事業費として28億1,825万9,000円の工事請負費を計上して、計104億4,159万1,000円の工

事発注が見込まれますけれども、これを今の現下の状況の中で業務を発注し、きちんとした仕

組みができ上がるのかどうか、ちょっとお伺いしたいのですけれども。 

○志子田委員長 千葉下水道課長。 

○千葉建設部次長兼下水道課長 今お話しいただきましたように、総額で約104億円の工事請負

費を計上させていただいてございます。この中で、建設事業費につきましては、これは昨年工

事を発注してございます牛生ポンプ場の電気機械、これらの事業費も含んでございます。 

  また、災害復旧費69億円でございますが、これにつきましては、協議設計で一昨年見込みで

約84億円の事業費を認めていただいてございます。その中で一定程度整理をしてきている部分
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もございますので、今現在考えられる最大限の事業費ということで計上をさせていただいてお

ります。これについてはまた精査が出てくるかと思います。 

  最後の復興事業費でございますが、28億円でございます。これにつきましては、５地区の復

興交付金事業というようなことでございます。体制としてはということでございますが、今現

在、下水道の建設関係のほうの職員でございますが、市職員３名、それから自治体の支援、他

自治体からの支援職員が３名、さらには県の任期つき職員が３名、合わせまして９名体制で今

事業を進めてございます。先ほどのその104億円の事業をこういった体制の中で、全体に進め

たいというふうに考えてございます。 

  また、一方で、特殊な例えば電気機械と、そういった工事もこれから出てまいりますので、

そういったものについては、例えばコンサルのほうへ施工監理を委託すると、そういった職員

以外の体制を組みながらというようなことも前提にしながら進めてまいりたいというふうに考

えているところでございます。以上でございます。 

○志子田委員長 田中徳寿委員。 

○田中委員 ありがとうございました。これで私の質問を終わります。以上です。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 私のほうからも特別会計について質問させていただきます。 

  まずは、市立病院関係から行きたいと思います。資料№10になります。 

  まず、この予算書ですが、今年度は赤字ということですが、次年度に向けて意識してふやし

たとか減らしたとか、そういったところがあれば、それをちょっとご説明いただきたいと思い

ます。 

○志子田委員長 鈴木市立病院業務課長。 

○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 新年度予算の考え方でございます。 

  まず、患者数等でございますけれども、まず私どもは今改革プランを基本にいろいろ取り組

みを進めておりますので、その中で入院患者数、外来患者数につきましては、何とかこの目標

どおりに何とか達成していきたいということで、まず患者数等を含めております。 

  また、先ほど院長が申し上げましたように、さまざまな新年度、プラス要素がございまして、

そういったもので収入、医業収入、診療、入院収益、外来収益を上げていきたいというふうに

考えておりますので、何とかことしと比べますと、大体プラスマイナス１億円ぐらいの差にな

るということなのですけれども、ドクター大体お一人くらいの稼ぎ高の分でございます。実際、
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来年は小児科医の招聘が大体見込まれるということで、また昨年といいますか、内科のドクタ

ーもちょっと体不調で病休をとっていた先生もいらっしゃいまして、その先生も新年度からフ

ルに働けるということでめどが立っておりますので、そういったことを踏まえますと、その１

億円の差を何とか詰められるのではないかということで予算編成を今したという状況でござい

ます。以上でございます。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。期待をしておりますので、ひとつよろしくお願いします。 

  では、ちょっと細かいところを行きたいと思いますので、18ページ、この収入の中に、医療

相談収益とあるわけですが、結構な金額になるわけですけれども、人間ドックとか個別的な健

康診断ということになっていますが、この中で市民の健康診断の割合といいますか、一般質問

やらなんやらで私は言ってきているのですが、やはり健康診断を、もう市立病院に行けという

ふうにやるべきではないかというふうに思っているのですが、その辺の受診率は、市民に対す

る割合ですね、実際の健康診断を、計画を入れている人数の中で、市立病院でこなしている部

分はどのぐらいになるのか。また、市が役所の職員の方の診断の割合、それもちょっとわかり

ましたらお願いしたい。 

○志子田委員長 鈴木市立病院業務課長。 

○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 この公衆衛生活動費、ドックでございます。ド

ック、例えば市の職員なのですけれども、大体今全庁挙げて病院に支援するという取り組みを

お願いしておりまして、まだ100％にはいっておりません。ドックを受けている市の職員は今

六十五、六％までふえてまいりました。ちょっと前までは半分、50％以下を切っておりました

ので、随分またちょっとふえてきたというところではあるのですけれども、まだ残念ながら

100％にはなっていないというのがドックの状況でございます。 

  また、健康診断につきましては、市の健康診断、職員は全部市立病院で受けるという方針に

なりましたので、ここはもう100％受診ということになっております。また、大きなところで

は消防本部でありますとか、そのほかもいろいろ大きな大手もこういった法人等も含めまして、

市立病院の利用が今多くなっているという状況でございますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 わかりました。少しでもアピールしていただいて、その受診率を上げていただきた
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いなというふうに思います。 

  それから、次の項目のここは何ですか、その他医療外収益というところで販売手数料、公衆

電話料、公衆電話料はわかるのですが、この販売手数料というふうになっていますけれども、

これはどういったものなのか、何を販売されてどういったところで販売しているのか、ちょっ

と私はあそこでそういったものがあったのかなというふうに思っているのですが、その辺ちょ

っとお聞かせください。 

○志子田委員長 鈴木市立病院業務課長。 

○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 この販売手数料につきましては、２階のほうに

売店を設置してございます。ここを今までですと、その売上高の何％という契約をいたしまし

て、その業者さんと契約をいたします。そこを大体年間、結構売り上げもふえておりますので、

300万円ぐらいの使用料をいただけるというふうなものを見込んでおりますが、それでここの

部分で計上しているという状況でございます。 

○志子田委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 それから、次のページ、19ページになりますけれども、初任給調整という項目があ

るのですが、これはどういったものなのだろうなという、余り聞きなれない言葉だなというふ

うに思うのですが、ここをちょっと説明をいただきたい。 

○志子田委員長 鈴木市立病院業務課長。 

○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 これにつきましては、医師の採用年月によりま

して、公立病院で採用する場合は、医師の医師になった年数から数えまして何年は幾らとかと

いう手当を支給しているという状況でございます。ドクターの手当でございます。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 またまた細かいことですけれども、その下に医療診療材料費とあるのですが、この

項目はどういったものなのか、ちょっとお教えいただきたいと思います。 

○志子田委員長 鈴木市立病院業務課長。 

○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 これにつきましては、診療で使いますいろいろ

な包帯とかガーゼとか含めまして、そういったもの全てここで計上しているという状況でござ

います。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 では、市立病院関係で最後になりますけれども、次のページ、20ページの、この中
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の研究研修費ですか、この金額が約520万円計上されているわけですけれども、こんな程度な

のかなというふうに、私は個人的には思うんですよ。これがいわゆる同規模の病院で多いもの

なのか、少ないものなのか、私はやはりこの関係者のレベルアップを考えると、やはりこれは

お金をかけてレベルを上げて、やはり集客を図らないといけないんじゃないかというふうに思

うわけですけれども、その辺のちょっと考え方、多いのか少ないのか、一般的なのか。 

○志子田委員長 鈴木市立病院業務課長。 

○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 今年度につきましては、520万円研究費として

計上しております。多いか少ないかと言われましたら、ちょっと少ないのかなというのが正直

なところでございます。何とかここをもっと倍ぐらいにしまして、先生たちへの研修でござい

ますとか、医療職、今ドクター以外にもさまざまな研修に各スタッフ行ってもらっております。

でも、なかなか下がりませんので、１年に１回とか、何年に１回とかになっていますので、そ

れを隅々まで全ての方が必要な研修等に行けるような形で行く行く何とかもう少し予算をふや

したいというふうには考えておりますので、何とかあと収益を上げていきまして、ここの予算

の分を次年度以降さらにふやしていければと思っていますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 病院全体のレベルアップにつながるというふうに思いますし、次はぜひとも少しで

も上げてレベルアップを図っていただきたいなと思います。 

  では、次に水道関係に移らせていただきます。資料№11です。 

  この水道関係、今回議案第12号で職員が44名から41名と３名減になっていますが、この理由

はどういうことなのかということをちょっとお聞きしたいと思います。窓口の関係がありまし

たね、何か前、去年でしたっけ。それから、あと私もずっと職員が同規模の市町村に比べて職

員数がかなり多いのではないかという話をずっとやってきたわけですけれども、そういったと

ころから来ているのか、どういった理由なのかをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○志子田委員長 福田水道部長。 

○福田水道部長 ３名減の主なものは、窓口業務の委託に伴う職員の減でございます。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 わかりました。それで、その予算、３名、やはり市の職員３名ですから、結構の今

までの報酬額、幾らかわかりませんが、それの３倍の額が、支出が減るわけですけれども、そ
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の分どういった形で生かされているのか、その辺をちょっとこの予算の中で、それをちょっと

お聞かせ願いたいと思います。 

○志子田委員長 福田水道部長。 

○福田水道部長 資料№11の７ページに、給与費明細書がございます。この中には、前年度予算

計上した人件費と、それから今年度の人件費の内訳がございます。ここをごらんになっていた

だきますと、給与費の給料で1,700万円の減、それから手当で1,000万円の減と、人件費が総額

で3,000万円ほど減になっている状況でございます。以上です。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 ありがごうございます。 

  では、次、もう１点、２点ですか、細かいようなところもありますが、この資料の18ページ、

ここの中の水源地監視謝金とありますよね。これは水源についてはもう決まり切っていること

で、もう開発することもないし、もう決まっているものだから、水源としてはですね、謝金が

どうして発生するのかなというふうに思うのですが、この辺の理由をちょっとお聞かせくださ

い。 

○志子田委員長 鈴木水道部総務課長。 

○鈴木水道部次長兼総務課長 この部分につきましては、旧七北田水系から取水するためのポン

プ施設があった場所、現在使っておりませんけれども、そちらのほうの草刈りとか、また維持

管理のほうをお願いしている状況です。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  じゃあ最後に、私のところにも毎月水道メーターの検針に来られるのですが、その人たちの

項目といいますか、報酬やらなんやらの項目はどこに入ってくるのでしょうかね。 

○志子田委員長 菅原水道部営業課長。 

○菅原水道部営業課長 20ページに、５の業務費の委託料というのがありますが、今までこの中

に検針委託料という形で2,300万円ほど入っていたのですが、４月から窓口委託をしますので、

検針業務の検針員さんにつきましても、委託業者の社員となりますので、そこにお支払いしま

すので、この7,350万円の中に含まれているという形になります。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 ということは、含まれるということですが、これがいわゆる一般的に何人でやられ
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ていて、一人頭どのぐらいになるのか、お教え願いたいと思います。見る限りは、やはり夏の

暑い日、寒い日、特に塩竈は坂が多いし、階段も多いしと、本当に大変なあれで、夏場は汗び

っしょりで一生懸命やられている姿をいつも見ておりますけれども、どういった金額になるの

か、ちょっとお教え願いたいと思います。 

○志子田委員長 菅原水道部営業課長。 

○菅原水道部営業課長 件数につきましては、検針員は16名、今現在ございます。検針員の戸数

なのですが、少ない方で1,000戸ぐらい、多い方だと二千数百戸という形になります。それで、

今までは単価73円でお支払いしていましたが、今度は委託になりますので、社員となる会社社

員の規定による給料になります。以上です。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 そうすると、委託をされるということですけれども、今までやられた方はどういっ

た処遇になるのか、首になっちゃうのか、ちょっと今初めて私は委託というような話を聞きま

したけれども、本人とはお話はほとんどしないので、姿を見ているだけですから、ああ大変だ

なという思いでいるわけですけれども、今後の処遇については、そういった、どういった形に

なるのでしょうか。 

○志子田委員長 菅原水道部営業課長。 

○菅原水道部営業課長 現在16人の検針員さんがいますが、そのうち１人の方は４月以降辞退さ

れました。ほかの15人の方につきましては、引き続き今までどおり検針を委託会社の社員とし

て来ていただくという形になります。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 わかりました。そうすると、この人たちは委託をされて、またそこに所属してとい

う形になると、現実やはり報酬やら減って、労働環境が悪化するといいますか、そういう状況

になるのでしょうか。その辺をちょっとどういうふうにつかんでいらっしゃるのか。 

○志子田委員長 菅原水道部営業課長。 

○菅原水道部営業課長 会社の方針としまして、基本給プラス出来高制、それから社員ですので

福利厚生、その他交通費、そういったものも出るみたいですので、１件当たり、今までうちの

塩竈市水道部としてお支払いしていた単価73円ですか、そういった単価で単純に割れないとい

う形でなっております。大体実際につきましては、ほぼ、余り今までの条件とそんなに大差は

ないというふうに考えております。以上です。 
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○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 あんまり変わりないということで捉えていいとは思うのですが、ちょっと先ほど冒

頭でお話をしましたように、かなりの私は重労働で大変なことで、まず１軒１軒その場所を覚

えるのも大変で、その家の裏にある人もいるし、玄関口にある人もいるし、あと何か物の下に

ある人もいるようで、いろいろな場所があるわけですけれども、本当に大変な仕事だと思うん

ですよ。ですから、今後やはりこの人員３名減らして、その分が金額的にも浮くのだろうし、

私はもう本当にしっかりやっている人に対しては、やはりきちんと報酬を出すという方針で行

かないと私はいけないと思うんですよ。きのうは臨時職員の話もしましたけれどもね。やはり

もうみんなのやる気を買ってぼんぼん効率よくやっていただくのが私はいいと思うのですが、

そういったお願いをしてこの話は終わりたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

  それから、資料№13にちょっと移らせていただきます。 

  まずは、15ページの国保関係ですか、これは毎年これで私は発言させていただいているので

すが、この資格証の問題ですね、この表を見ますと、短期証については、ほかの市町村の割合

と大体一緒かなというふうに、これは表、数値を見ますとそう思うのですが、本来の資格証、

いわゆる短期証でなくて資格証のほうは、割合は飛び抜けて多いんじゃないかと。これは誰が

見てもそう思うなというふうに思うのですが、これに対する回答は毎回基準は一緒なのだと、

他市町村と違うことはないんですよという話ですが、それにしても多いと。そして、なおかつ

これは私は個人的に思うのですけれども、ある程度のこの幅があって、幅といいますか、解釈

の幅があって、その解釈がちょっと若干違ってきているのかなというふうに思ったりするので

すが、そういうことはないのでしょうか。ちょっとお聞かせください。 

○志子田委員長 赤間税務課長。 

○赤間市民総務部税務課長 うちのほうではこういう部分については要綱を制定しております。

要綱。要綱を制定しておりまして、多分それはほかの市町村も要綱を制定していると思います。

ただ、それも今度取り扱いの部分、実際のですね、その部分で実際は１年以上全然支払わない、

そういう部分であれば、すぐ資格証というような部分もあるのですけれども、そうしますと膨

大な数字になってきます。だから、そういう部分じゃなく、ある程度の塩竈の場合は滞納額の

部分で何十万以上とか、そういう分で短期証のほうに回したり、そういう部分でやっている部

分があります。 

  ですから、塩竈の場合については102件、ただこの部分についても24年度は102件、20年度は
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164件ありました。そういう分で、塩竈市の部分も資格証をなるべく減らすように、それで滞

納者と直接会ってお話をしながら、それでもって資格証の部分を今後は減らしていきたいと思

っております。ただ、この資格証の部分についても、先ほど言いましたように、要綱関係があ

りますので、それに照らし合わせながら、そういう分でやっております。以上です。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。そうすると、適正にやられているので、その項目にチェッ

クリストに従ってやっているということですね、いわゆるね。そうすると、こういうふうにな

ると。これは各市町村一緒だと、こういうことですね。 

  もう一つ、この表の23年度と24年度で131から102に減っているわけですけれども、その前の

年からも比べれば減ってはいるわけですけれども、これについてはどういうふうな解釈でいる

のでしょうか。そういった同じ対応でずっと来てはいるが、対象者がただ単に減っているとい

う解釈なのでしょうか。それとも、震災の絡みもあったのだろうけれども、どういうふうに捉

えているのか、ここの数値の変化をちょっとよろしくお願いします。 

○志子田委員長 赤間税務課長。 

○赤間市民総務部税務課長 当然23年３月11日に発生しました大震災、その部分の影響が非常に

強いと思います。そういう部分で、あとそういうふうな部分で半壊以上の部分については、一

応国民健康保険税の減免とか、そういうものがありました。大規模の部分については、大規模

以上ですか、そういう部分については全額とか、そういうのがありましたので、実際保険税が

かからなかった部分、そういう部分があります。そういう部分でこの数値が下がっております。

これは一応大震災、あとうちのほうでも滞納者との直接のやりとりで、なるべく資格証のほう

にしない、そういう部分の考えでおりますので、こういうふうな結果になったと思います。以

上です。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 わかりました。 

  次の16ページの下の表ですけれども、平成22年度、23年度の比較で、これは減っているわけ

ですけれども、そうすると同じ要因なのかなというふうに思いますが、それで多分いいと思う

のですが、その上の表の階層別の何ですか、発行数ですか、証明証の発行数がありますけれど

も、ここで所得金額がずっと列記されて、不明と、そして未申告というふうになっていますが、

これについては完全に全然わからないのか、ある程度皆さんの感触としてはどの位置にあるの
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か、そういったものをある程度つかんでいるのか、その辺ちょっと私は意外とこの金額、この

300万円以上の人の、この辺に入っているのかなと勝手に解釈はしているのですが、どんな感

触でおられるのか、ちょっとお聞きしたいなと思います。 

○志子田委員長 赤間税務課長。 

○赤間市民総務部税務課長 これはその所得金額のこの階層別、この部分については、国保の世

帯の部分については、世帯全員の所得があれば、それなりに保険税を算出します。そういう分

で、100万円ずつ２人いれば200万円、３人いれば300万円、そういうふうな階層別で計算して

おります。そして、先ほど言いました、不明、未申告36名、この部分については、なかなかど

ういうふうな状態というのはつかめていないというのが実態でございます。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 そうなんですか。というふうにしか言いようがないのですが、じゃあ次に移らせて

いただきます。 

  次は21ページの健康、これはいいんですよね。特老関係もいいんですよね。ちょっとここの

数値をいろいろ見てみますと、実人数が合計で349人、いわゆるこのくらいの待機者数がいる

というふうにこの表を見て解釈すればいいのかなというふうに思いますが、これはやはり新し

くできる施設もあるのですが、いわゆるその施設が高齢化に対応していないというか、追いつ

いていないということだと思うのですが、この表をどういうふうに捉えているのか。これだけ

の待機者数がいるわけですが、どういった感想を持っていられるのか、そこをちょっとお聞か

せ願いたいなと思います。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 待機者数、特別養護老人ホームの入所待機者数の件でございま

すが、実人数の欄、349ということでございますが、このうちでございますが、212人の内訳と

して下の欄外になりますけれども、特養、老健等々入所の内訳を書かせてもらっていますけれ

ども、それと349から差し引きさせていただいて137人でございますが、この方々は在宅であろ

うというふうな状況で、その在宅者のうち、さらに要介護度３以上の在宅者について、その一

番下の表の欄、70というふうな書きあらわしをさせていただきました。その部分で見ますと、

70名の方が実際の待機者数になるのかなというふうな捉え方でございます。この部分で、いわ

ゆる施設の部分で足りないという部分ではございますけれども、私どもとしましては、今でき

得る５期計画の中での最大の施設整備のありようとして対比させてもらっているというふうな
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状況でございます。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 最大の努力はしているということですが、ついでにちょっとお聞きしたいのですが、

この要介護３以上の在宅者という、今話も出ましたけれども、この要介護の度合い、どのぐら

いの感じで何段階あって、この３以上というのはどういうことなのか、どの程度なのか、それ

をちょっと簡単にお教え願いたいと思います。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 介護認定は要支援１、２、それから１、２、３、４、５と介護

度の計算がありまして、介護度１から５の中で３以上となりますと、ランク的にはその位置で

ございますが、何といいましょうか、いわゆる介護度認定に至る要因、いわゆる病気的なこと

から発したり、あるいは病気以外でけがとか、あるいはいろんなさまざまな疾病の中から生ま

れてきたりとか、そういったことはあって、72項目ですか、チェックされて判断いただく形で

の部分で、そういった部位に位置するというふうな理解でおります。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 感触的に大変な人たちなのかなと、家族の負担が、それが在宅であればかなり負担

が重いのだろうなというふうに思います。先ほどの回答で最大限にという話はありましたけれ

ども、それを超える、超最大限に努力を今後ともしていただきたいなというふうに思います。

では、これについては13の資料があって、最後に、あと５分ぐらいだと思うのですけれども、

３分しかないのかな、資料９からちょっと行きたいと思います。 

  資料９の222ページ、ここの右下に収納率向上特別対策事業費って結構な金額がここに計上

されておりますけれども、実際このいわゆる徴収、未納者の徴収、国民健康保険だと思うので

すが、この対策費と比較して、収納した金額とちょっと比較をしたいのですが、どのぐらいの

回収にこの対策費を充てているのか、そこをちょっとお聞きしたいなと思います。 

○志子田委員長 赤間税務課長。 

○赤間市民総務部税務課長 まず、これは収納率向上対策事業費の部分ですけれども、この部分

については、納税勧奨員の方の部分の報酬なり共済費、そういう部分が主でございます。あと、

役務補助費としましては、通信・運搬、この部分については督促状とか、そういう部分の発送、

そういう部分が収納率向上対策事業費1,421万9,000円となります。ただ、納税勧奨員の部分に

ついては、市税、国保税両方集めていただいております。それで、全体にしますと億単位、１
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億、１億以上ですか、大体１人平均にしますと2,000万円ぐらい、そういう分で徴収をしてお

ります。以上です。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。そうすると、この対策事業費を大幅に上回る金額を回収し

ているということでよろしいわけですね。今後ともひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  最後の１点、次、261ページ、ここの魚市場関係になりますが、魚市場、何ていうのですか、

占用料というのですか、これは。2,000万円ですかね、約2,000万円、それから塩釜港、何です

か、これは利用料ということで書いていますよね。これが約400万円ぐらいですけれども、こ

れは魚市場って市で経営していて、自分のところで経営しているのに、占用料とか使用料を払

っているというのが、ちょっと何か私では解釈的にはちょっとおかしいのですが、これはどう

いう意味合いなのか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○志子田委員長 小山水産振興課長。 

○小山産業環境部次長兼水産振興課長 こちらは塩竈市が建物を持っておりますが、底地の部分

を県の漁協をお借りしているという形になってございます。宮城県の漁港条例に基づきまして、

敷地を借りている面積に関して、１平米当たり月額60円の占用料ということでお支払いしてい

る分と、あとはやはり県の漁港条例に基づきまして、漁獲物を水揚げした金額、それに1,000

分の0.63という金額をお支払いするという条例に基づいて、県のほうにお支払いしているとい

うものでございます。 

○志子田委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 ありがとうございました。以上です。 

○志子田委員長  暫時休憩いたします。 

再開は13時といたします。 

  午後０時０２分  休憩 

                                             

  午後１時００分  再開 

○浅野副委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。なお、質疑の際には、資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発

言くださるようお願いいたします。 

  曽我ミヨ委員。 
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○曽我委員 最初に、下水道事業についてお伺いしたいと思います。№９の271ページには、25

年度の予算、歳入歳出分けてありますが、昨年度は70億の予算でしたが、ことしは146億の予

算をかけて事業を進めるという内容であります。倍という事業でありますから、大変なご苦労

が伴うものと考えております。具体的に聞きたいというふうに思っておりますのは、まず例え

ば両方どっちでもいいのですが、例えば議案資料12の91ページ、ここには25年度の公共下水道

事業について書いてございます。特に私は市民のほうから考えておりまして、例えば復興交付

金事業、港町２丁目地区の下水道とか、中の島地区下水道、新浜町、藤倉、越の浦いろいろあ

りますが、そのほかに市内各所の雨水・汚水の調査をされておると思いますが、簡単でいいの

です、その調査の結果はどんな状況になっているのかと。それぞれ地域によっては違うと思い

ますね。尾島町だったり、港町だったり、牛生のほうだったり、それぞれ違うと思うのですが、

この管渠の多分調査をして、下のほうだから私たちは、市民にとってはなかなかわかりにくい

のですが、大変な被害だったのか、そうではなかったのか、その辺について大まかでいいので

お伺いしたいというふうに思います。 

○浅野副委員長 千葉下水道課長。 

○千葉建設部次長兼下水道課長 東日本大震災による下水道管渠の被災状況というお尋ねでござ

います。沿岸部分の埋め立てによりまして市街地を形成しておる地区におきましては、汚水・

雨水とも管渠が非常に破損している状況がございます。これらの調査を実施いたしまして、一

昨年の暮れまでには災害査定を基本的に受けさせていただいております。通常の査定部分につ

きましては、昨年の９月の段階で議決をいただいた契約案件が何件かございましたが、それを

もちましておおむね95％程度の工事については、もう既に発注済みでございます。それ以降に、

ことしに入りましてからさらに１件工事を発注してございまして、管渠延長に対します工事発

注の状況からいたしますと、ほぼ99％ぐらいの工事についてはもう既に発注済みということで

ございます。 

  ただし、被災箇所が非常に分散してございますので、工事のほうにつきましては、今鋭意進

めておるところでございますが、他の地下埋設物等の移設等を行いながらというようなことが

ございまして、若干当初の予定よりはおくれているというような状況でございます。以上でご

ざいます。 

○浅野副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 わかりました。相当埋め立ての地域は被災がひどかったという状況の中で、それで
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も95％発注済みということでもありますし、それらをもとにして進められるのかなというふう

に思っております。 

  もう一つお伺いしたいのは、今回改めて今まで塩竈市の公共下水道整備にはなかった計画の

中で、この復興事業に乗せて中の島地域の第２のポンプ場の建設とかのことが盛り込まれて、

大変私もうれしく思っているわけですが、特に公共下水道の関係で今までこれまで、さっきも

報道も出ましたけれども、平準化債とかいろんな下水道の起債、借金返済の関係で、なかなか

もう、一番大きい金額の借金になっているということもよく指摘されるのですが、教えてほし

いのですが、通常のこの雨水建設事業費についての考え方と、それから復興事業で取り組まれ

る事業と、その自治体にとっては差はないのか、その辺についてどうなのだろうというふうに

思うわけですが、その辺わかれば教えてください。 

○浅野副委員長 千葉下水道課長。 

○千葉建設部次長兼下水道課長 通常の雨水事業と、今回の復興交付金事業との差というような

お話でございます。通常の雨水の事業でございますと、当然補助事業で実施をするということ

になりますので、その場合でいきますと事業費の２分の１が国からのほうの補助と、今は社会

資本整備総合交付金事業ということになってございますので、交付金が交付されるというよう

なことでございます。 

  一方、復興交付金事業でございますが、公共下水道の交付金事業につきましては、事業費の

75％、これが国費ということになってございます。残りの25％でございますが、そのうちの

15％相当分につきましては、震災復興特別交付税、これが充当されるということになってござ

います。したがいまして、残りの10％、これが起債で対応するというような状況になってござ

いますので、復興交付金事業につきましては、通常の事業に比べまして非常に有利な制度設計

になっているということでございます。以上でございます。 

○浅野副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 通常の公共下水道での、特に雨水については復興事業でやったほうが有利になると

いうことを伺いました。ただ、私が心配するのは、例えば中央のその排水区の事業について説

明によりますと、国道45号線の下に３メートル以上の管を入れなきゃないとか、中の島の水路

のところの工事とか、それから調整池、それからポンプ場と、これを復興交付金でやりますと、

期間が平成27年度までということの制約まではいきませんけれども、そういったことが出てく

るのかなと思いますけれども、例えば牛生のポンプ場建設をとりましても、約５年間かかって、
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間もなく平成25年度で完成するのかなというふうに思いますが、その点でどうなのかという心

配がありますが、その点でどうなのでしょうか。 

○浅野副委員長 千葉下水道課長。 

○千葉建設部次長兼下水道課長 27年度までというようなことが、今の復興交付金事業の事業期

間として国のほうから設定されておりますので、我々といたしましても27年度までに工事を完

成させるようなというようなことで、今進めておるところでございます。 

  ただ、27年度ということでございますが、当然事業の繰り越し等も視野に入れざるを得ない

ような状況もあるかと思います。そういったいろんな制度を使いながら、できるだけ早期に完

成できるように努力してまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。 

○浅野副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 今、課長さんからいろいろ27年度までということはあるけれども、いろんな機会を

見ながら、その事業が完成するまで努力したいというふうに受けとめておきたいと思いますが、

本当に大変な事業だと思いますので、そのご努力を改めてお願いしておきたいと思います。 

  それでは、介護保険事業についてお伺いします。 

  まず、市民の目線から言いますと、被災された方々が、現在は昨年の９月から介護保険のサ

ービス利用の部分の一部負担免除がされております。これが国保と同じように後期高齢もそう

ですが、３月末で切れてしまうということになっている現段階ですが、ぜひとも被災者はまだ

生活がもとに戻らない、あるいは義援金も切れるという中で、ぜひ続けてほしいという切実な

願いが出されているわけですけれども、例えば今度の介護保険事業、№９の例えば322からご

ざいますが、この中には多分その一部負担免除の部分は入っていないというふうに思いますけ

れども、では今までの一部負担免除については、どの部分で軽減されてきたのかも含めて説明

をお願いしたいというふうに思います。 

○浅野副委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 一部負担免除についてのお尋ねですが、まず昨年９月までの利

用分までにつきましては、第１号保険料で負担する分、21％を全額国が特別調整交付金の対象

として見ていただいたわけですけれども、昨年の10月以降でございますが、本年３月分まで、

今委員がおっしゃられたように、この免除分に関しては第１号保険料で負担する分、21％の10

分の８が国の特別調整交付金の対象となって、残り10分の２を保険者であります塩竈市が負担

するという形、財源上はそのような形での組み合わせというふうになってございます。 
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  今お話しされました、いわゆる介護保険の利用者負担の免除の件でございますが、現在宮城

県、あるいは宮城県の市長会、そういったところでのいろんな判断とか考え方、事務局からの

案内でございますけれども、まとめるために各自治体のほうに照会をいただいている状況でご

ざいます。そういった点から見れば、それにお答えしている32の自治体で国からの支援等にか

かわりなく、いわゆる財源手当の問題から継続は難しいというふうな判断で自治体のほうでは

捉えているというふうな状況でございます。 

○浅野副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 今のところのその経過はわかりました。そうすると、これまでの10月から現在３月

までのサービス分の国が10分の８を見ていたと。10分の２の部分は市町村の介護保険の財源で

充てていたということなんですね。それは例えば基金から出してやっていたとか、その具体的

な財源がどこから出ているのか。減免の部分、減免されるとそこに穴があくでしょう。その分

はどこで負担していたのかという。 

○浅野副委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 差し当たり介護会計における財政調整基金で充てさせてもらっ

ているという状況、それで後年度で入ってくるというふうな考え方でございます。 

○浅野副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 それは決算ではないですけれども、大体実施するとなれば、どれぐらいの財源が必

要というふうに考えていますか。 

○浅野副委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 利用者負担免除に係る介護費用の１割分相当ということで、私

ども、いわゆる当該年度ですけれども、24年度の９カ月分の実績から、月平均大体免除額とい

たしましては850万円ほど見ていますので、これを12カ月分としてみますと、１億200万円程度

の財源が必要かなというふうに捉えています。 

○浅野副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 次年度だと１億200万円だと。現在での基金というのはどれくらいになっているの

ですか。参考までに。 

○浅野副委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 現在の介護会計における財政調整基金の数字でございますが、

約１億円でございます。今回平成25年度の当初予算編成に当たりまして、そのうちから6,000
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万円ほど、約ですけれども、入れさせてもらうことになりますので、残り4,000万円、25年度

末では4,000万円程度の数字になろうかなというふうに捉えています。 

○浅野副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 わかりました。１億円はあるけれども、4,000万円次年度の予算に入れていくと

4,000万円しかないという状況で、なかなかこの自治体というか、塩竈市だけでこの介護保険

のサービス料を軽減するのは厳しいのかなというふうには思いますが、やはりこれを引き続き

国にも求めていく以外にないのかなというふうに思いますが、そういう考えがあるのかどうか

だけお伺いしたいというふうに思います。 

○浅野副委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 県内自治体としての国に向かっての要望とか、そういった活動

においてはそういった声を出させていただきたいというふうに考えます。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 今回国から示されておりますのが、国民健康保険、介護保険、全く同様の考え方を

示されているわけでありますので、宮城県市長会といたしましても、このままでは財政が大変

厳しいということをご理解をいただくために、まずは県に調整交付金的な形で２割分に対応い

ただけないかというような要請をさせていただいております。もし県がご負担いただくという

ことであれば、24年度同様の対応ができることになるわけでありますが、現下の状況では県も

負担は非常に厳しいというようなお話を頂戴いたしているところであります。 

  そういった状況を勘案いたしまして、あわせて全国市長会といたしましても、国に対しまし

て、地方の置かれた環境、特に被災地の状況の厳しさというものを我々は訴えさせていただい

ているところでございますので、ご理解をお願い申し上げます。 

○浅野副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 これらは、私ども共産党市議団もそうですが、県議団等も含めて、さらに総運動を

強めなきゃならないなというふうに思っているところでありますが、被災者の生活、あるいは

要介護者の方々の支援はやはりこういうときだからこそ支援ができるように、特に行政にもお

願いしますし、私どもも頑張っていきたいなというふうに思っております。 

  具体的にそこの点はそれとしまして、介護保険事業の全体の予算についてですが、予算です

からなかなか姿が全部おさまり切って、なかなか問題にすることができにくいものであります

けれども、ただ私ども思っておりますのは、平成25年度の介護保険事業全体は、昨年度の、24
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年度の介護保険法の改正に基づくものが入っているのではないかと。全体で全体を改定して総

枠を1.2％引き上げたというものの、実質的にはマイナスの改定になっているということが言

われておりまして、特に利用者の間では在宅支援、そういった時間帯が相当細かに切り分けら

れてしまう、あるいは事業所においては、職員の処遇改善も廃止されて、一方では報酬に組み

込まれることから、利用者の負担が進むのではないかということも言われておりますけれども、

全体の調整期間、それぞれのサービスや事業をやっていて、１年間、その24年度の事業をやっ

て、さまざまな問題が出されているのであれば、それをぜひお聞かせ願いたいし、またそれら

の点を今後25年度に、どういうふうに改善しようとしているのか、もしあればお伺いしたいと

いうふうに思います。 

○浅野副委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 今委員がおっしゃられたこととして、全体的に介護報酬の部分

で、この第５期間、平成20年から26年の間になりますけれども、1.2％のアップされるという

ことについては、これにつきましては、当初予算上からも反映させていただいてはおりますけ

れども、それはあくまで介護給付費に係る居宅とか、そういった給付費に反映されていくとい

う形の部分ですけれども、ただ、今最も私ども担当するところで高齢化率というのですかね、

高齢者が著しく早い進行で高齢者人口がふえていっているという状況、それから震災を契機と

いたしまして、これまで元気な高齢者の方々がいわゆる要支援１、２というふうな段階の部分

で該当される方々がふえてきている状況があるというふうなところで、ちょっと危惧している

というのですかね、その辺が介護給付費に影響して、今回の全体予算の中で介護給付費に係る

割合が96.3％くらいになっているというふうな状況でございます。 

○浅野副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 これはまた引き続き介護保険事業そのものの全体のやはり、先ほどもどなたかが言

われましたけれども、施設サービスがふえれば、それだけ負担がふえるという中身であります

し、これから特別養護老人ホームも29床のこころの樹というのは非常に大変喜ばれております

し、また今後利府町のほうにもできるであろうということも入ってくると思いますが、ぜひそ

の利用者の、特にこういう事業は民間に委託して、そこでの事業が進んでいて、役所のほうは

実務的な事業で済むという関係で、なかなかこの実態、それが入ってきにくい状況があります

ので、ぜひ引き続き実態がどうなっているかということも調査をしていただくようにお願いし

たいと思います。 
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  それから、ちょっと今、伊勢委員から資料をいただいてわかったのですが、実は宮城県のほ

うに、被災者のためにぜひ使ってくださいという寄附金が103億円もあると、こういう中で、

ぜひこれらを活用して、国保、介護保険、後期高齢の一部負担が、その気になればできるので

はないかということも裏づけもあるようですので、市長におかれましては、引き続き県のほう

へ、こういうこともあるのだということもくるめて、一層県での支援をお願いしていただきた

いなと思うのですが、これは先ほど市長が取り組んだことはわかりますけれども、そのことだ

け私のほうから申し上げておきたいと思います。 

  以上で私からの質疑を終わります。 

○浅野副委員長 菊地委員。 

○菊地委員 私からは、№９の253、魚市場会計、１億880万円の予算ですが、今年度水揚げが

103億円を予定しているのだと、結構なことかなと思うのですが、それでこの水揚げの予想は

聞いたのですが、いわゆる漁船そのものの水揚げと、いわゆる陸送物と、どのくらいの比率を

考えているのかお伺いいたします。 

○浅野副委員長 小山水産振興課長。 

○小山産業環境部次長兼水産振興課長 お答えいたします。 

  魚市場使用料の漁船扱い高を今年度63億円と見ておりまして、搬入業扱いを40億円、そのう

ちの５億円が冷凍水産品ということで見ております。以上です。 

○浅野副委員長 菊地委員。 

○菊地委員 ことしも大体陸送物が多いのかなと、こう思っています。本来のいわゆる漁船から

の水揚げというのは、そのためにいろいろ今まで、去年からも漁船誘致費なんていうのがなく

なっているみたいなのですが、何かいわゆる市長のいわゆる第５次長期総合計画との説明なん

かでも、基幹産業の水産だと言っておきながら、何かいまいち、新しく魚市場周辺、建物だの

そういうのを直したりするのはわかるのだけれども、実際問題、立派にできて、それが活用で

きるのかなと、そういう心配をするものですからこういう質問をさせていただくのですが、施

設は立派に、あと二、三年かかれば全部あの辺立派にできると思うんですよ。荷さばき場から

何から。だけれども、その後本当に漁船が塩竈に入って水揚げしてくれるのか、それを心配す

るものなので、そういった感じで漁船誘致の費用なんかは入っていないのでどうするのかなと、

成り行き任せでいくのか。だったら、市長が基幹産業は水産ですというのはちょっと違うふう

に思うので、やはり水産加工とかというのを中心にしていくのであれば、もっともっと積極的
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な対応をすべきじゃないかなと思うのですが、その辺、荒川部長、考えがあるのだったらお答

えください。 

○浅野副委員長 荒川産業環境部長。 

○荒川産業環境部長 24年時につきましては、先ほどずっと説明したとおり、陸送物と遠洋トロ

ールと漁船漁業のほうが６・４の割合でしたけれども、23年時におきましてはそれが逆でした。

漁船漁業が６割で、先ほど言った遠洋トロールが４割と。だから、毎年毎年、そういった水揚

げにつきましては、非常にはかり知れない状況があるというふうなことをまずご理解していた

だけないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○浅野副委員長 菊地委員。 

○菊地委員 自然相手だから、それははかり知れないものはあると思います。しかしながら、そ

れはとれる、とれないはあるけれども、もしとっていただいたもの、漁獲してもらったものを

塩釜港に船で来てもらうという、そういう努力は必要じゃないかなと私は思うのですが、それ

を、私はそこを言いたいんですよ。とれる、とれないは自然界によって違うと思いますよ、海

水温が低い、高いによっても、マグロが下のほうにとか、上に浮いてきてとかというのがある

から、それはいいんですよ。それを捕獲した漁船が塩竈にどうやって入ってもらうかという努

力をどうするのと聞いているんですよ。何か施設は立派にしました、はい、漁船が全然入って

きません、はい、あと運営が苦しくなりますでは、基幹産業、水産、塩竈というのは、ちょっ

と情けないのではないかなと。それが本当に日本で一番住みたい町塩竈になるのかどうか。私

は疑問に思いますよ。 

  ですから、漁船誘致、どんなことをしても、陸送でも何でも塩竈に運んでくださいという、

そういう努力をどうするのというのをお伺いしているのであって、その辺の決断、決意をお話

ししてもらわないと、ただ今までどおりの、はい、わかりましたというわけにはなかなかいか

ないと思いますので、そのために今回351億8,000万円の予算を立てたと思うんですよ。特別会

計はまた別としてもね。ですから、そういうことを私は聞いているつもりなのですが、答弁が

そういうふうな答弁だと、何かおとついでしたっけ、志賀委員さん、きょう休んでいて名前を

使って申しわけないのですが、本当に10年先、20年先の塩竈がどうなるのかなと思うと、本当

に心配するのはみんな同じ、議員さんみんなそういう心配をするんじゃないかなと思いますの

で、その辺の決意、やり方、どうするのかというのをお答え願いたいと思います。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 
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○佐藤市長 今後の魚市場運営のあり方についてというご質問でありました。先ほど委員のほう

からご質問いただきました、塩釜港に入船いただいた方々に対する支援金でありますが、これ

については燃料油が高騰いたしましたときに、県と、それから産地市場といいますか、特三漁

港が、それぞれ連携しながら取り組ませていただいた制度であります。議会の皆様方にも快く

ご理解をいただきまして、他魚市場におかれましては、たしか１年、１年半ということで打ち

切られたようでありますが、塩竈につきましては３年間ぐらいこういった制度を継続させてい

ただきまして、できる限り多くの漁船に入っていただく努力をさせていただいたと思っており

ます。 

  魚市場整備後の新たな運営管理のあり方についてということについては、今関係者の皆様方

で集まり、いろいろ知恵を出し合っているところであります。ただ、やはり特効薬というのは

当然ないわけでありますので、常日ごろの地道な努力が私は大切なのではないかなと思ってお

ります。 

  先ほど来お話をいただいておりますツボダイにつきましても、私も稚内、釧路の生産者の

方々のところに足を運びまして、ぜひ塩竈の魚市場に船を入れていただきたいというお話をさ

せていただきました。残念ながら喫水の関係で塩竈に直接入れないということで、今仙台港に

船を入れていただいておりますが、ご案内のとおり、50億を超える水揚げがあったということ

で、私もほっといたしておるところでありますが、今後もやはり行政だけではなくて、それぞ

れ魚市場に関連する問屋、あるいは買受人、あるいはそれらの関係する団体の方々が一致団結

して取り組んでいくという姿勢をそれぞれが持つということが、まずは一番大切ではないかな

と思っております。 

  今そういったことに向けて、さまざまな機会に議論を重ねているところでありますので、魚

市場が完成します27年以降については、また新しい運営形態というものも模索させていただい

ているということについてご報告をさせていただいたところであります。よろしくお願いいた

します。 

○浅野副委員長 菊地委員。 

○菊地委員 地道な努力をしていかなくちゃと。そして、地道な努力でツボダイの水揚げという

か、陸送がなられた。それは評価します。そのほかの、先ほど市長が言っていました、いわゆ

る支援をいっぱいしたのだと。したけれども、その支援をずっと続けるような努力とか、そう

いうものをしていかないと、やはり今市長の答弁の中で、いろんな業者関係とかというのは、
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やはり業者関係は自分たちのことですから自助だと思いますよ。そして、その民間と一緒にな

って頑張るのが共助だと思います。そして、いわゆる行政しかなし得ない市長のトップセール

スとか、そういうのは私はやはり公助だと思いますよ。それを組み合わせて塩竈の水産という

のは、本当に生きるのではないかなと思うのですけれども、何かその辺の道筋をちゃんと立て

てしていってほしいと思います。今までどおりのやり方でこの国際的な漁業関係の立場という

のは弱くなっているのに、このままでの今までの塩竈の運営というか、考えで行ったら、私は

埋没するのではないかなと思いますので、やはり基幹産業、塩竈というふうな胸を張って公言

するのであれば、やはりそれなりの努力をいっぱいしてもらって、本当にこの塩竈が繁栄する

ようにお願いしたいなと私は思います。 

  あと、また市長が先ほど運営関係においても、民間の活用云々と、こう話をされていました

のですがどういった方向性にその魚市場の運営を持っていきたいのか、それは簡単でいいです

から、市長が答弁できないのであれば、担当課長でもいいですから、こういうふうな方向性を

今探っていますというくらい説明していただきたいと思います。 

○浅野副委員長 小山水産振興課長。 

○小山産業環境部次長兼水産振興課長 今、市場のほうの建設、建物のほうはこの間もご答弁申

し上げたとおり、公設という形でございます。これを公営にするか、あるいは一部民営にする

かということでございますが、境港という特三漁港の１つがございますけれども、そちらでは

特三漁港の境港の卸売機関が３つございまして、その３つが出資をした管理会社を１つつくっ

て、そちらが漁港のほうの、漁港というか、漁港を含めた市場の指定管理を受けているという

ような形がございますので、例えばそういった形がどうなのだろうかということについては、

震災前にも卸売機関などと勉強してきた経過なんかがありますので、そういったことも１つの

例ということで、そういった方向も含めて、今いろいろ詰めてより効率的な運営ができるよう

に、より塩竈の魚市場のほうに魚が呼べるようにというような形で考えているというようなと

ころでございます。 

○浅野副委員長 菊地委員。 

○菊地委員 ありがとうございます。より塩竈の港を利用してもらうように、そういった運営を

考えていくということは、塩竈にとっては明るい希望なのかなと思いますので、ぜひ目的達成

のためにさらなる努力をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  続きまして、195ページの交通事業会計についてお伺いいたします。 
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  いろいろ予算的なものもあるのですが、いわゆるその事業収入の中に、これは事業収入が

7,704万2,000円とあるのですが、その中にはいわゆる団体客とかとあるのですが、団体客とい

うのはどういう方を指しているのか。ちょっとその辺お知らせください。 

○浅野副委員長 木村浦戸振興課長。 

○木村産業環境部浦戸振興課長 資料№９の198ページのほうの離島定期航路収入という部分が

ございます。この中に団体乗船料ということで166万4,000円ほど計上しておりますけれども、

まず団体というものにつきましては、15名以上の乗客、一団体15名以上の方が乗船する際に適

用する団体乗船料ということになります。通常ですと、平日ですと２割引き、土日祝日ですと

１割引きの乗船料で乗船いただいているというような状況でございます。 

○浅野副委員長 菊地委員。 

○菊地委員 15名以上だと。わかりました。それで、その上にいわゆる普通乗船料というのが

5,511万4,000円とあるのですが、この中には敬老乗車券って1,078万円というのも含まれてい

るわけですか。 

○浅野副委員長 木村浦戸振興課長。 

○木村産業環境部浦戸振興課長 ただいま委員からご指摘がございましたように、普通乗船料の

ほうには敬老乗船券も含まれております。 

○浅野副委員長 菊地委員。 

○菊地委員 そうすると、なかなか4,400万台の一般乗船というふうに考えられるのですが、そ

こはかなり厳しいのかなと、こう思います。塩竈市から1,000万円も出してもらっている状況

になるわけですよね、簡単に言えば。と思いますよ。だって、そう思いませんか、だって塩竈

市で乗船券を島民の方にやっているのだから、そうだなと私は思うのですが、そうするとかな

り厳しいと。運営的にもちょっとそろそろ考えられたらいいのではないかなというふうに思っ

ています。 

  というのは、丸亀市に我々新生クラブで調査に行きました。そのときは、前回の質問のとき

もお話ししましたが、公設民営でうまくいっていますよと、そういう話をされていますので、

この間の答弁では民営化のほうも多少考えられる時期に来ているということなのですが、新た

にその辺どういうふうに今後持っていくのか、お伺いしたいと思います。 

○浅野副委員長 木村浦戸振興課長。 

○木村産業環境部浦戸振興課長 先日の施政方針の質問の中でもご質問がありまして、今現在の



-248- 

交通事業の経営健全化計画、平成25年度で終了することになります。その終了するに当たりま

して、平成25年度中に新たな経営健全化計画のほうを策定していかなくてはならないと考えて

おります。その中で、公設公営の場合と公設民営、あるいは丸っきりの民営の場合の比較検討

を行いながら、どういった方策が一番今後の離島航路の部分でいいのかという部分を比較検討

しながら考えていきたいと考えております。以上でございます。 

○浅野副委員長 菊地委員。 

○菊地委員 ありがとうございます。比較検討するということなのですが、たしか平成３年あた

りにもいろんなあの当時の議員さんから、浦戸交通の民営化ということでいっぱい質問があっ

たときにも、比較検討したはずなんですよ。そういうデータがもしあるのであれば、１年かけ

てやるよりも、早目、早目と、そういった準備をして、何がいいのかと考えていったほうがい

いのではないかなと思いますよ。活性化のためにも、そして浦戸の振興のためにもそういった

方策を考えていくと。なぜならば、やはり浦戸に住んでいる住民によって、浦戸の交通をどう

考えるかということを、やはり真剣に浦戸の住民に決めてもらえば私は一番いいのかなと思っ

ていますよ。でないと、行政が主導で今までずっとやってきたからこのままでいいのだという

んじゃなく、やはり今回施政方針の中にも、改善、改革というのがうたってありますので、そ

んな意味で、ここで改善をして、改革をして、そして交通事業がスムーズにいく、そんなこと

で、そしてそれによって浦戸の振興が成し遂げられるというのが、私はプロセスじゃないかな

と思うのですが、その辺のお考えをちょっとお伺いしたいと存じます。 

○浅野副委員長 木村浦戸振興課長。 

○木村産業環境部浦戸振興課長 確かに離島交通の部分では、経営的にはかなり厳しい状況には

来ているとは思います。そのほかにも浦戸地区の振興の部分でもいろいろと今後考えていかな

くてはならない部分があるかと思います。そういったことを加味しながら、何とかこれから策

定する計画のほうを、大変厳しい状況ではございますけれども、何とか考えていきたいと考え

ております。以上でございます。 

○浅野副委員長 菊地委員。 

○菊地委員 課長さんだけに責任を負わす気はございません。やはり塩竈市全体として改善、改

革をしていくのであれば、やはり今までのやり方にとらわれることなく改革をしていかないと、

塩竈の行方というのが進んでいかないのではないかなと思いますので、ぜひともこれは一丸と

なってそういったものを考えてほしいなと思いますので、この件に関して市長のお考えをお伺
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いしたいと存じます。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 基本的には先ほど担当課長からもご説明申し上げましたとおり、今の経営健全化計

画が25年度まででありますので、26年度以降のこの浦戸交通のあり方についてどうかというこ

とについては、しっかりと整理をした上で、また議会のほうにもご説明をさせていただきたい

と考えております。 

  ただ、１点、先ほど委員のほうからそういうお話をいただきました。私もこのあり方につい

ては島民の方々と再三再四お話をさせていただいております。島民の方々のかなりの方々が、

やはり我々の最後の足だと、この浦戸交通線こそが我々の生命線でありますので、やはり塩竈

市でしっかり頑張ってけさいよというお話をいただいていることも事実でありますので、そう

いったことも大切にしながら、今ご提案いただきましたように、島民の方々にどういったあり

方がいいのかということについては、改めてアンケート的なものをやらせていただきながら、

そういった声もしっかりと反映をさせていきたいと考えております。よろしくお願いいたしま

す。 

○浅野副委員長 菊地委員。 

○菊地委員 市長の答弁で、浦戸の住民からは最後の足だというお話です。しかし、丸亀市でも

別に浦戸、交通を、船をなくすというんじゃなく、それを使い勝手のいい民間に委託すると、

公設民営とか、そういうやり方で足は十二分に残すし、機能性のある足にすればいいわけであ

って、今までのやり方でずっと来て、それで残すというのであれば、何も市長の目指すことし

の改善・改革にはならないと思いますので、その辺も浦戸の住民の方の意見を聞きながら、そ

れは十分にわかるのですが、別に船をなくすというんじゃなく、利便性のある公設民営にとか

という考えられる方法を提案して議論をしていって、よりいい浦戸交通にしていけばいいのか

なと私は考えますので、その辺も十二分に議論をしていただきたいと存じます。よろしくお願

いしておきます。 

  あと、390ページの北浜復興土地区画整理といろいろ予算が載っていますが、これでなく、

ちょっと当局から立派な実施計画というのが出ていました。この中には今質問した魚市場会計、

そして交通事業会計、全然記載されていないんですよ。あと、それと震災関係でいうと、藤倉

の区画整理事業も一切載っていないんですよね。ということはどういうことなのかなと。まさ

に復興、復興と言っておきながら、浦戸の復興、載っていました。しかしながら、浦戸交通の
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ことは載っていません。基幹産業の水産をします。そして、魚市場運営、経営のことは載って

いません。そして、震災絡みで土地区画整理関係で、あの藤倉とかが載っていないのか。その

辺が、私はせっかくこういう立派なものを出してもらって、あと27年まで３年間、これで塩竈

の第５次長期総合計画や復興計画が進むのかなと思っているのですが、個別的には一切載って

いないというのは何か意図があるのかなと、こう勘ぐりましたので、事業ができないものは載

せないのか、載せているのか、ちょっとその辺お答え願います。 

○浅野副委員長 阿部政策課長。 

○阿部市民総務部政策課長 皆様方のお手元にお配りいたしました実施計画でございますけれど

も、これは平成25年度の政策的経費の実施計画でございます。今お問い合わせございました藤

倉関係の土地区画整理事業でございますが、平成25年度には予算措置というものが交付金事業

の中では25年度の予算措置というのがまだされておりませんので、25年度の実施計画書の中に

は掲載しておりません。 

  それから、経常経費、交通会計のような経常経費等についても掲載を、政策的経費だけの実

施計画でございますので、経常経費の部分についても、こちらの計画書の中には載せてござい

ません。そういった整理をさせていただいております。以上です。 

○浅野副委員長 市長。 

○佐藤市長 例えば今ご質問いただきました魚市場なのですが、99ページをお開きいただきたい

のですが、高度衛生管理型荷さばき場整備ということで、先ほどもお褒めをいただきましたが、

15億、20億、15億ということで50億というような形で掲載をさせていただきましたし、91ペー

ジには北浜地区災害に強いまちづくりということで、25年度が８億8,500万円というふうな形

で掲載をさせていただいておりますが、こういった形ではないのでしょうか。（「ないです

ね」の声あり） 

○浅野副委員長 菊地委員。 

○菊地委員 私は市長、魚市場運営とか魚市場管理、経営をどうするのと、魚市場会計のことが

載っていないと。荷さばき場だのなんだのという、そういう個別のは載っていますよ。どうす

るかという基本的なものが載っていないので言いました。そうしたら、あと今、企画課から通

常のやつで新規のやつとかといって通常のやつは載せなかったと言ったのですか。新規だけで

すか。 

○浅野副委員長 阿部課長。（「いいよ、時間がないから」の声あり） 
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○阿部市民総務部政策課長 通常のやつじゃなくて、政策的経費という部分について長期総合計

画の実施に係る政策的経費の部分について載せておるということでございます。新規だけとい

うことではないです。 

○浅野副委員長 菊地委員。 

○菊地委員 何かその辺が項目を見ると、なかなか政策的なものなのかどうなのかという、入っ

ていないのもあるし、私はこれから魚市場経営、交通経営、あとやはり藤倉地区の方が期待し

ている区画整理なんか、それと一緒に道路整備もするわけなのだから、そういうものをぜひ片

隅と言うと怒られるけれども、項目に入れるべきでなきゃ、入っていなければしないのではな

いかなと思いますよ。私はそれが何か、だから改善・改革がどうなるのかなと心配するもので

すから、ちゃんと満遍なく事業をしたいというのはわかるのだけれども、大きなところをやは

り見逃すようなのではちょっと塩竈の先が見えないのではないかなと思いますので、こういっ

た質問をさせていただきました。いろいろ質問したいことがいっぱいあるのですが、時間がな

いようなのでこれで終わりますけれども、皆様のご活躍をご期待したいと思います。ともに頑

張りましょう。 

○浅野副委員長 高橋委員。 

○高橋委員 議案第30号の塩竈市国民健康保険事業特別会計予算について質疑します。あえて資

料ナンバーとページを言えば、資料№９の211ページから251ページまでの全てになるわけであ

ります。 

  私、この間、市長の施政方針に対する一般質問、そしてきのうの一般会計についての質問、

その中でもこの国民健康保険税について、それぞれの会議の趣旨内容に沿って質問を行ってき

たわけです。そして、さらに先ほどは曽我委員が介護保険料について一部免除を継続するのか

どうかということについても市長から、国保もひっくるめてのご回答がありました。国、県は

８割であり、県は考えていないという趣旨のご回答があったわけですけれども、私はこの間の

答弁を、市長答弁、当局答弁を聞いてつくづく思うのは、この問題について、国、県、市がそ

れぞれ責任を押しつけ合って、被災者の立場に立っていないということを痛感せざるを得ない

と思うわけです。一体どこに責任があるのかと。ここを国も県も市も、誰も明らかにしていな

い。市は県が２割出さない、国が全部出すべきだ、県は国が全部出すべきだ、国は８割以上出

さないよと、去年の政権が変わっても民主党政権と同じ方向で行くよと、みんなで責任の押し

つけ合いをやっていると。ここに最大の問題があると痛感するわけですが、同じ内容で質問し
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ても、同じ答弁だと思いますので、私は、国、県、市の各段階において、財政的な論拠も提案

しながら、市長並びに当局の回答をお願いしたいと思います。 

  これは新聞報道で何回もあったことなのですけれども、まず国の段階では当初の復興予算19

兆円を被災地が心配しないようにと25兆円に枠を拡大したと。６兆円も拡大したと。宮城県で

は国保と後期高齢者を合わせて25万2,000人もの方が減免を受けていると。国が仮に全額負担

した場合の金額は284億円と。これに介護保険料の減免負担が加わりますが、岩手、福島両県

合わせて数百億円ですから、25兆円もの復興予算の中で十分確保できるはずであると。まずこ

れは国の問題です。 

  それから、県の問題ですが、先月末、今並行して宮城県議会の定例会が開かれておりますけ

れども、この問題について日本共産党の天下みゆき県議が、この医療介護保険の一部負担金を

４月以降も継続することを求めたわけです。これについて財源提起をきちんとしているのです。

県のこの継続に係る必要財源規模は約47億円です。そして、県に全国の自治体、国民から寄せ

られている寄附金、地域整備推進基金、こういうお金があります。これは被災者の支援と復興

のために積み立てられているお金で、残額がまだ2013年度20億円計上しても、まだ103億円あ

るんですよ。それで、村井知事は天下県議の質問に対して、制度上は何にでも充てることはで

きるお金だと。被災者の支援、復興のためなら。このように述べていると。 

  しかし、ここからが市のお金に対する市長の答弁と全く同じなのです。やるべきことが山ほ

どあるのだと。そのほかにもね。それで優先順位の問題である。国に負担を求めるのが筋だと

いう、こういう態度に県知事もしている。この点では財政苦しい塩竈市の佐藤市長と全く同じ

答弁だと私は捉えているのですけれども、私は優先順位を政治が言うのだったら、市民、県民、

国民の命を守ると、これ以上の優先順位がどこにあるのかということを問いたいというふうに

思います。 

  現に岩手県では、４月以降12月末まで、ことしです、地方自治体の負担分の半分、１割を県

が負担する方針を打ち出していると。２割自治体負担の場合、市みずからの努力、これも大事

だと思います。これは財源の論拠を後で出しますが、県に対してこの地域整備推進基金の活用

を求めて、１割出すとはっきり言えば、県が、32自治体みんな横並びでやらないのだから、う

ちもその中の一市だよという、言ってみれば投げやりな答弁ではなくて、制度の継続を図るべ

きだと思いますが、市長の見解を伺います。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 
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○佐藤市長 決して投げやりな答弁をしているつもりはございません。今も国民健康保険事業特

別会計ということでご審査をいただいておりますが、基本的には国保については特別会計の範

疇の中で対応していくということが基本であることは、議員の皆様方にもご理解をいただいて

いるかと思います。一方、国保会計の現状でありますが、担当課長のほうからも再三再四ご答

弁をさせていただいておりますが、残念ながら基金がほぼ枯渇しつつある。今現在たしか七、

八千万ぐらいの見通しになるかと思っております。 

  一方、25年度に、今高橋委員のほうからご質問いただきました国保会計の２割になるのか、

１割になるのかということについては、我々は国がやらないということであれば、県がやらな

いということであれば、２割を市が負担しなければならないということで試算しました結果が、

約１億を超えるような所要額が発生するということについてはご説明をさせていただいている

ところであります。 

  このような国保会計の財政状況を全く無視をして、いや、やりますというようなことは、逆

に首長の立場からすれば無責任なことにはなりませんかと。やはり国保を安定的に運営してい

ってということも我々に課されている重大な使命でありますので、国保の運営ということも考

えながら、今の状況であれば、25年度の対応というのは大変厳しいということをお話をさせて

いただいてまいったつもりでございます。よろしくお願いいたします。 

○浅野副委員長 高橋委員。 

○高橋委員 実は、この間も何度か被災者の方の医療が打ち切られたらどうなるかという生の声

を何回かお伝えしてきたのですけれども、先日、３月３日の日曜日に日本共産党は、伊保石の

仮設住宅を訪問して、国保税のこの２割免除の継続を求める署名とご意見の調査活動を行いま

した。 

  会えた人は全員この継続を求める署名に署名してくれました。59筆の署名が集まったわけで

すが、その中で出された意見は、高齢者やこれから生活を新たに始めようと思う人たちのため

にも、医療費負担免除の継続をお願いいたします。もう一方は、家で母の介護をしている。寝

たきりでいろいろしているのでいろいろ大変です。希望として復興住宅ができるまで免除を継

続してほしい。もう一方は人工透析を行っているので、もっと長く免除制度を継続してほしい。

これは生の塩竈にお住まいの方の意見であります。ですから、私はこうした被災者の、被災地

の命と健康を守るために、医療費の一部負担や介護保険利用料の減免制度を継続することは当

然だと思っているのです。 
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  一貫して思うのは、こういう事情があってできないんだばっかりで、こういうふうにすれば

できるのだという、できるかもしれないのだというお話が１つも聞けないことなんですよ。そ

して、国の責任にする、県の責任にしてしまう。何より人の命を守るという立場に立てば、い

ろんな知恵が私は湧くと思うのです。その意味でも、一般会計からの繰り入れによる制度とい

うのも、国保は独立だ、独立だというふうにおっしゃいますけれども、基準内の繰り入れと言

うことも当然考えなくてはいけないというふうに思いますが、同じ内容になりますけれども、

見解をお伺いします。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 先ほど来、基本的な考え方についてはご説明をさせていただいているかと思います。

今議員から一般会計からの繰り出しというようなお話をいただいておりますが、一般会計の財

政調整基金が今どういう状況かということについても、再三再四ご説明をさせていただいてい

るはずであります。今議員のほうからは、今の仮設住宅にお暮らしいただいております皆様方

の切実な声をお寄せいただいています。しかしながら、仮設住宅が完成するまでにこのような

制度を継続するとしたときに、しからばどれぐらいの負担増が発生するかということについて

は、議員はよくおわかりの上で発言をいただいているかと思います。当然のことながら、一般

会計の財政調整基金の範囲を大きく超えてしまう金額になるわけであります。でありますから、

我々はそういった小手先もと言うと語弊がありますが、一時的なという対応ではなくて、やは

り制度としてしっかりとしたものであって、そういった制度を活用するということが本来の基

本ではないかと。決して国や県にその責任を押しつけるというつもりはございません。 

  ただ、やはり塩竈市が置かれた国保会計の現状ということについては、皆様方にもしっかり

とご理解をいただく必要があるのではないかと。あるいは一般会計が本当に、例えば議員の皆

様方が、国保は一般会計から財政出動すべきではないかというような皆様方のご同意があるの

であれば、それは我々は真摯に検討はさせていただきますが、一方では一般会計の財政調整基

金がもう４億円を割り込むような状況の中で、今概略を申し上げましたのは１億円というよう

な費用負担。ただし、減免制度を適用したことによって医療費が増加していることについては

委員もご存じでありますよね。（「別の問題だ」の声あり）いやいや、そんなことないです。

その部分を負担しなければならないんですよ。いやいや、それは別な問題ということは、逆に、

委員長、今関係がないというような言い方について、委員のご見解をお伺いできればと思いま

すので、私は一旦着座します。 
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○浅野副委員長 高橋委員。 

○高橋委員 私、関係ないとは言っていないのです。それは別の問題だというふうに言ったので

す。この例えば今言ったことに引き続いて言いますれば、２割負担で幾ら、そのうち１割県が

負担すれば幾ら、半分になるわけですよね。そのほかに退職者被保険で幾ら、合わせて幾らと、

私はそこについて伺って、そこについて市の財政の論拠について述べようとしているわけです

から、これによる増の保険分というのをここで答弁いただいても、逆に私が対応できないと、

そういうことでございます。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 我々は国保会計の財政を予想するときに、医療費が幾らになるかという想定をしな

いで対応するとしたら、議員の皆様方から塩竈市国保会計、そんな予測でやっているのかと言

われることは当たり前の話ですよね。ですから、我々は当然そういったことによって医療費が

年間どれぐらいかかるかということの見積もりをさせていただきながら対応していくというこ

とは当然のことだと思っておりますので、そういった見積もりをしながら、今さまざまな観点

から考えますと、現行の財政状況の中では大変厳しいということをご説明をさせていただきた

いと思います。 

○浅野副委員長 高橋委員。 

○高橋委員 市政上初めての反論権を行使していただきまして、反問権ですか、名誉ある第１号、

言っていいのかどうなのかわかりませんが。市長はこの問題について、今の繰り返しになっち

ゃいますけれども、私の一般質問への答弁の中で、現在県の支援対象となっている２割分で約

7,000万円、退職被保険者分で約3,000万円、計１億円の負担増が見込まれると答弁いたしまし

たけれども、仮に県が１割負担する場合、市の負担増は7,000万円の２分の１プラス3,000万円

ということで、6,500万円ということで考えてよろしいでしょうか。 

○浅野副委員長 佐藤保険年金課長。 

○佐藤健康福祉部保険年金課長 金額の問題ですので、担当からご答弁させていただきます。実

質の額といたしましては、今委員からおっしゃった額になりますが、やはり市長が先ほど答弁

いたしましたように、私どもとしてはその背後にある医療費の増、やはりどうしてもこれまで

のここ被災の免除を行って以降、医療費の増が通常のベースよりやはり多く推移しているとい

うのが現実でございます。そういった部分が医療費を免除することによって伸びている部分が

あるのではないかというふうに考えておりまして、そういった部分が約7,000万円ほど出てく
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るというふうに考えておるところでございます。しかし、それを含めますと、やはり１億二、

三千万円ぐらいの経費として必要になってくるということになります。 

  それから、先ほど市長から基金の話をさせていただきましたが、現在の基金の見通しといた

しましては、25年度の予算編成を終わった段階で25年度末の見込みといたしましては、さまざ

まなそれこそ一部負担金免除、それから保険税の独自減免、そういったものの部分の影響を差

し引きますと、3,600万円ほどの残ということになりまして、とてもやはり国保会計ではちょ

っと持ちこたえられないような状況になるということを申し添えさせていただきます。以上で

ございます。 

○浅野副委員長 高橋委員。 

○高橋委員 今25年度末の基金残高が3,600万円程度の見込みであるということでございました。

そして、また施政方針への市長の回答では、免除継続ということは、保険税率改定、値上げに

つながるという答弁もいただいたわけですけれども、もちろん基金がゼロになるというような

国保の、そんなことは大変なことになってしまうわけですけれども、純粋に引き算すれば、差

し引き不足額というのは、さっき言った２割の7,000万円の半分の3,500万円と退職被保険者分

で約3,000万円、それから基金の3,600万円、ゼロにはなりませんけれども、仮に計算上引けば、

あと2,900万円あればできると、継続をね。仮にと仮にがつながりますけれども、仮にと仮に

がつながれば、決してできる、そこに私は知恵を働かせてほしいということを申し上げている

んですよ。 

  それで、予算編成のやり方、仕組みについては、ほかの議員からもこの議会で質問がありま

したけれども、マイナスシーリングと、精査した上で各部署からの積み上げで精査に精査を重

ねてやっているのだと言いましたけれども、しかし私がきのう伺ったように、出す義務がない

のに出しているお金、例えばきのう申し上げたのは、鹽竈神社御社殿修理事業について500万

円、出す義務がないのに、国で言えば思いやり予算みたいなもんですよ、500万円出すと。こ

れが本当に精査に精査を重ねたのかなと。私はこの500万円があれば、この例えば被災者の国

保料の免除制度をちょっとでも延長するということになれば、私がきのう言ったとおり、無神

論者ではありますけれども、鹽竈神社の神様もこっちのほうが喜ぶと思いますよ、自分のとこ

ろの改修費に市が被災者の免除を継続することすらできないのに500万円いただくより、そう

いうふうに思いますけれども、こうした不要不急なものについて、もう一度精査し削れば、十

分この制度は継続する予算を組めるんじゃないかと私は思うのですが、いかがでしょうか。 
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○浅野副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 今の500万円のお話につきましては、昨日私ご答弁申し上げておりますので、ご答

弁申し上げました内容のとおりであります。なお、先ほどご質問いただきました県が１割出す

とすればという仮定の話でありますので、今後そういったものがどのような形で推移していく

かということについては、やはり確認をしながらこの制度適用については、なお今後ともでき

る限りの努力はさせていただきますが、現状では大変厳しいということを重ねて申し上げさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

○浅野副委員長 高橋委員。 

○高橋委員 確認します。今の最後の分節がどちらが主なのかよくわからなかったのですけれど

も、県が１割出せばやるつもりなのか、県が１割出すのを推移を見た上で厳しいと考えている

のか、どっちなのでしょうか。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 先ほどの委員のご質問の中に、私の一般会計でのご質問に対するご答弁の中で、確

かに退職者給付と、それからその他減免分というようなことで１億円というお話をさせていた

だく中で、医療費の増加等も見込まれますというお話をさせていただいたかと思います。その

際には具体的な金額を申し上げませんでしたが、今担当課長のほうから、ここ２年間、通常の

医療費の伸びというのは１％から２％ぐらいの間なんですかね。今厚生労働省で積算しており

ますのが、大体年の伸びが１％から２％ぐらいの医療費の伸びということで推計をさせていた

だいておりますが、実は被災地のこの状況の中で、それをはるかに超える医療費の増があった

ということをご報告をさせていただき、それらの原因の１つに、やはり減免による医療費の増

加分もあるのではないかということを推測として申し上げさせていただいておりますので、こ

の辺についても、なお今後詳細について分析をしていかないと、繰り返しになりますが、これ

から先、万が一国保が破綻するということは、これは大勢の皆様方にご迷惑をおかけすること

になりますので、そういったしっかりとした運営ができるような検証をしてまいりたいと思っ

ております。 

○浅野副委員長 高橋委員。 

○高橋委員 ご答弁なかったのですが、県が１割負担した場合は継続するのでしょうか、しない

のでしょうか。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 
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○佐藤市長 ですから、今申し上げました三千数百万というのは、医療費の増分というのは全く

考えていないわけでありますよね。この私が申し上げましたのも、担当課長が申し上げました

のも、結果的にこの２年間は通常の伸びを大幅に上回る医療費の増があったということを申し

上げさせていただき、担当課長から具体的な数字は申し上げましたよね。7,000万円ぐらいと

いう数字ですかね。そういったものも申し上げさせていただいておりますので、そういったも

のがどのような形で影響してくるかという分析もしていかなければならないのではないかとい

うことで、今ご答弁を申し上げさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

○浅野副委員長 高橋委員。 

○高橋委員 何度も同じことを聞きますが、要するに、仮に県が一部負担した場合、分析・検討

しながら考えざるを得ないということでよろしいのでしょうか。前の負担分、医療費がふえる

という話はもう結構ですから。 

○浅野副委員長 市長。 

○佐藤市長 決して我々こういった制度をやらないことがという意味じゃなくて、我々もできる

のであれば、こういった制度を被災された皆様方にという思いは一緒でありますよ。ただ、一

方では財政を預かる立場からするとということで、今財政的な視点から主に難しいという状況

をご説明をさせていただいておりますので、できれば本当にこういったことで被災に遭われた

方々の健康管理につながるのであればということについては、高橋委員と全く同じであります

ので、よろしくお願いいたします。 

○浅野副委員長 高橋委員。 

○高橋委員 要するに難しいということを確認したいというふうに今おっしゃりましたので、と

いうふうに思いますが、この制度については引き続き、本当にきょうのちょうど河北新報で震

災関連死の特集をやっていました。全国で震災後2,303人、塩竈で18人、宮城県で812人、せっ

かくあの大震災で助かりながら、その後震災関連死で亡くなった方がこれほどたくさんおられ

ると。１人でも２人でも本当にこういう制度を充実・拡充・継続させていくことによって、私

は救えるんじゃないかと。市長と思いは一緒なのですけれども、ぜひともこれからも頑張って

いきたいと思います。ありがとうございました。 

○浅野副委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 本当に予算委員会もきょう４日目を迎えまして、いろんな議論が出され、いよいよ

ダブル計画も大変だけれども、またきょう出されたいろんなこの特別委員会、企業会計問題を
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含めて、本当に新たな当局としても決める政策というか、姿勢というのが、いろいろな意味で

問われているなと思います。 

  もう一つは、予算委員会、非常に活発な考え方をお互いに出し合って議論する、非常にふさ

わしい予算委員会だなと思って、私はその後やる立場として非常に厳しい立場であります。 

  さて、そういう中で、市立病院問題、質問させていただきます。 

  市立病院問題は、経営改革以降、非常に黒字化ということで、私も安心して、また伊藤管理

者の手腕というものを、信頼と、あとその改革に期待しておりました。しかし、全ての経営も、

経済というのは常にずっとよくなるということではないのではないかなと。24年と若干マイナ

スの部分はありましたとしても、先ほど鈴木課長のほうから、25年度はそういう課題を乗り越

えてさらに前進しなければいけない、改革しなければならないというお答えをいただきまして、

聞いていてなかなかすがすがしいし、またぜひこの25年度、いろんな我々議員の声も反映し、

市民の声も聞いて、さらに改革プラン、また経営の前進に向けてしていただきたいなと思って

おります。 

  それで、私は何点か10の資料の、まず１ページに主な建設改良という４番、1,000万円、医

療機器購入1,000万円となっております。次に、３ページに債務負担行為、これは26年から27

年度に医療機器整備事業ということで3,500万円になっていますけれども、これ以前の債務負

担行為というのはどのぐらいになっていたのか、まずお聞きしたいと思います。 

○浅野副委員長 鈴木市立病院経営改革室長。 

○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 佐藤委員にお答えいたします。 

  債務負担行為、医療機器はいろいろ債務負担を設定しております。その中で、今年度、25年

度の債務負担の医療機器の主なものといたしましては、まず大腸のほうのエックス線の透視で

す。これは機械、もう二十何年か使っていますので3,000万円前後になるかと思うのですけれ

ども、それについて予定限度額を3,500万円といたしまして、その中でやっていきたいなと思

っております。 

  ここ何年かのこの医療機器の購入のちょっとあれなのですけれども、大きいのだけご紹介さ

せていただきますと、まず平成20年度、過去何年間の20年度では、ＣＴの機械を大体8,000万

円ぐらいでリースしてございます。21年度につきましては、肝臓がんのラジオ波の肝がんの治

療システムをリースしていると。あと22年度につきましては、デジタルのマンモグラフィーシ

ステムをリースしてございます。23年度につきましては、手術室の無影灯のシステムをリース
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しているというところです。24年度、昨年度につきましては、余り大きいのはなかったのです

けれども、上部消化管のビデオスコープ等のリースをしていることで、毎年毎年債務負担の中

でリース契約をしているという状況になっていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○浅野副委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 私はこの整備事業、購入しているのかなと思ったら、今課長のほうからリースとい

うことを受けました。それで、本当に資源の、医療のいわゆるかなめとして市立病院、何十年、

70年近くやって、市民のためのまさに貢献をされて信頼も厚くなっていると思います。そうい

う中で、今医療機器 のお話を伺いましたけれども、まさに医療界というのはもう本当に日進

月歩、もう驚異のスピードでどんどんどんどん出てきて、この間、新聞では世界の日本の医療

というのは、医療機器、５番以内、３番だと私は記憶していたのですが、５番以内というふう

に、そういう意味ではこれから本当に世界の人のために、この日本の医療というのはどんどん

必要になってくると思うのです。 

  そこで、こういう医療機器、今リースだということであったので、ちょっと私は別な角度か

らまた質問いたしますけれども、こういう医療機器の選定をするときに、やはりどういうよう

な、何というか、中身で、いろんな科がありますから、そこら辺ちょっと概略でいいですけれ

ども、お聞きしたいなと思っています。選定のあり方。 

○浅野副委員長 鈴木市立病院経営改革室長。 

○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 医療機器の選定につきましては、予算編成と合

わせまして各科の先生も含めました医療機器の選定委員会というものを設けまして、その中で

各科から必要なものを出していただきまして、必要度と金額を踏まえまして、議論しながら購

入を決定しているという状況があります。 

  ただ、この予算書の１ページの中での医療機器の購入につきましては、1,000万円という今

縛りの中でやっています。これについては喫緊のものを含めまして、この1,000万円の範囲の

中で買えるものを検討するのですけれども、その買えないものにつきましては、この大きなも

のをリースという形を今考えてございます。 

  ただ、リースにつきましては、本来ですと非常に割高といいますか、非常に５年間とか７年

間の償却期間のかけたリースですので、本来ですれば起債をお借りいたしまして、その半分と

かを交付税措置がございますので、それをできれば本来の公立病院等のメリットが発揮できる

ということになってきます。ただ、まだ不良債務が残っているということで、なかなかその部
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分が、起債が借りられるか、借りられないかということになっています。 

  ただ、今10％の不良債務比率を切っておりましたので、もし来年につきましては、県の市町

村課のほうと協議いたしまして、もしこの3,500万円の範囲の大腸のエックス線透視機器がも

し起債ができれば一番いいかなと思っていますので、ちょっとそれを新年度になりましたら、

県のほうとかけ合いまして、ちょっとチャレンジしてみようかなというふうに思っているとこ

ろでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○浅野副委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 詳しくありがとうございました。 

  それでは、この企業会計というのは、非常に二重構造みたいな感じで、資本的収入及び支出

という部分がありまして、５ページの支出の部分で、施設改良費1,250万円となっていますけ

れども、ここに、これはどういう内容を考えているのかお聞きします、まず。 

○浅野副委員長 鈴木市立病院経営改革室長。 

○鈴木市立病院事務部業務課長兼経営改革室長 企業会計のほうで、３条予算の収益的収入、支

出は、この資本的収入と４条予算というのですけれども、これで成り立っております。この４

条につきましては、資本の価値が上がるものということで、何か例えば高騰いたしまして付加

価値が上がるというようなものを４条予算のほうに計上するという形になってございます。こ

の1,250万円につきましては、通常部分の1,000万円につきましてはいろいろ建物等の工事費等

を計上いたしまして、250万円につきましては、県の補助金を利用いたしましたＬＥＤ工事を

新年度は予算化しているという状況でございます。よろしくお願いします。 

○浅野副委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 私は一市民で、市立病院も年に１回ぐらいけがをして行きますけれども、そこで問

題は、私はユーザーとして一番問題なのは、以前にも言ってきたのですけれども、駐車場、あ

そこが狭いということをずっと私一貫してしてきました。というのは、高齢社会なのだし、も

っと塩竈の駐車場が、いわゆる大きな量販店みたいな余裕を持った、そういう駐車場をやると

行きやすいし、使いやすいし、心配しないで行けるんですよ。大体病院に行く方というのは、

私も含めて高齢化の人が多いと思うので、基本的にはね、だからそこら辺を運転するときに、

やはり年配の人のことも十分考えて、ここの改良をまずやはりやることが、私は大事なことだ

と思いますよ。 

  そういうことで、そこら辺の考え方、部長あたり、ひとつどういうふうに考えているのか。 
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○浅野副委員長 菅原市立病院事務部長。 

○菅原市立病院事務部長兼医事課長 お答えいたします。 

  病院を利用されている方にとりまして、やはり今の委員ご指摘のその駐車場につきましては、

なかなか使える用地が少ない中で、とめるのもなかなか難しいような状態でございますので、

以前から駐車場につきましては、改善ということでは取り組んではまいりました。一昨年、昨

年ぐらいですと、小規模ですけれども、５台程度のとめられる場所を、数台程度の規模のもの

を２カ所ぐらい用意するとか、そういった取り組みで幾分なりとも改善ということで考えてい

たところでございます。 

  これからもそういった取り組みを続けてまいりたいと考えておりますけれども、昨年度の取

り組みといたしまして、旧看護師寮棟の解体をいたしました。そういった中で、病院の敷地内

に一定の広さの土地なども生まれておりますので、そういったものを活用するとか、あと近隣

の駐車場ということで、調剤薬局の駐車場も市立病院利用者はとめていいですよというような

ことで協力をいただいております。そういった標示もしていただきながら利用していただくと

いうことで、そういった周辺にある駐車場の活用とそういったものも、これからも協力を求め

ながら、できるだけとめやすいような環境をつくっていきたいというふうに思っております。 

○浅野副委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 今部長からいろいろ、苦労もわかります。しかし、改革プランのやはり入り口です

から、ここをひとつ、これよりあんまり言いません。ぜひ改革プランの意味というものを、ど

こをどうしたら改革、あるいはまた入院の方、患者の方が来るのか、来やすいのか、そこは原

点です。ひとつよろしくお願いします。 

  次に、市立病院の、私は12月にがんの状況がすぐ、５種類すぐわかるということを一般質問

で質問しました。そして、いろんな市長からもお話をいただきました。本当に高齢化率が塩竈

は28.3という、市民の方もぜひ覚えてほしいのですけれども、28.3％という、市長からお聞き

しましたけれども、これは本当に高齢化率がどんどんふえるということは、まさに今がんの死

亡率が２分の１と、いわゆる２人に１人と言われておりますけれども、これは本当に大変な問

題だし、このがん患者の早期発見できると、この部分に対してやはり私は50歳以上から、ここ

に今国民健康保険の問題、いろいろ緊迫した、あるいはまたやっていけない、国でもあと５年

もしたら、これは消費税で負担なんていろいろ言っていますけれども、また上げなきゃないと

いうのが、これが常識になっているんですね。ただ、国に頼む、県に頼む考えから、もっと私
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は地方自治体が自主自立の方策、政策、これをやらない限りは、僕はいけないと思っています。 

  だから、塩竈市立病院がそのがんのいわゆる早期発見の５項目をやはり行政、国民健康保険

のほうでも、ここのところに政策的に、やはり今あれは２万3,000円だったかしら、それに１

万円ぐらい助成して計画的に１年に1,000人、来年は2,000人といっても、1,000万円、2,000万

円なんですよ。そういうことを定期的にやっていったら、医療費、どんどん私は下がるし、も

う一つは、滞納費も少なくなるし、そして健康な市民が、塩竈は健康比率が一番高いとなれば、

人口交流、定住も出てくるのです。だから、１つの問題の政策が全ての問題に波及して改善す

るという、この市立病院の役割は非常に大きいし、そこに対する市長のやはり政策的なものを

一つ一つやっていかないと、塩竈の展望は開けないと思うのですけれども、この医療費に対し

て市長はどういうふうにお考えなのですか。 

○浅野副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 市立病院会計の中でご答弁を申し上げますが、やはり本来予防医学といいますか、

病気にかからないようなということが一番大切ではないかということについては、私も常々考

えております。具体的に申し上げれば、つい先週の土曜日に、病院セミナーを開催をさせてい

ただきました。100人を超える市民の方々が足を運んでいただきました。今回はピロリ菌とい

うやつであります。これも胃がんの原因になるのではないかということを最近盛んに報道され

ておったこともございまして、百数十名の方が足を運んでいただきました。 

  このように、持てるさまざまな予防医学的なものを市立病院でも展開をさせていただくこと

によりまして、今議員のほうからご質問いただいております医療費の軽減と、もう一つは本当

にご高齢者の方々も安心して住んでいただける地域社会づくりというのができるのではないか

なと思っております。本市におきましては、例えばヒブワクチンでありますとか、肺炎球菌ワ

クチンに一時も早く無料でということに踏み出したことについてもご理解をいただければと思

っておりますし、今後もできる限りそういった取り組みを頑張ってまいりたいと考えておりま

す。 

○浅野副委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 12月にも伊藤院長にお聞きしたときには、やはり早期発見すれば大丈夫だし、おく

れれば医療費が非常にかさむ、これはもう本当にいろはのいですよ、本当に。みんな知ってい

ます。そして、また今市民、国民は医療に関して非常に知識豊富です。そして、同時に関心も

あります。今市長が病院のほうの講座に100人ほどふえたと。相当レベルが高くなっています。
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問題は、何回も言うとあれなのですけれども、どこに手を打って医療費を下げるのか。健康な

市民をどうつくるのか。ここの安心・安全な具体的な政策をしない限り、自治体はいわゆるマ

イナスのリスク的繰り入れをどんどんやるだけであって、投資的な繰り入れを転換しない限り、

本当に自治体の経費というのは、税金は安定して集まるけれども、ざる的なやり方は私は考え

なきゃいけないなと思っています。これ以上答弁は求めませんので、次の質問、水道のほうに

入っていきたいと思います。 

  水道の、先ほど水道部長のほうから人件費の問題を含めて、44人から41人に３人削減という

ことで、私は最初これで協議会のとき出されたときに、もっと改革があるんじゃないかなとい

うようにちょっと期待して、３人ということですけれども、後々考えれば３年で4,300万円…

…。 

○浅野副委員長 佐藤委員、資料番号とページ数を。 

○佐藤委員 資料は水道です。11番。 

○浅野副委員長 ページ数は。 

○佐藤委員 ページ数。予算の部分です。 

○浅野副委員長 具体的なページ数を挙げていただけませんか。 

○佐藤委員 予算の部分です。歳出の部分。 

○浅野副委員長 全般でよろしいですか。 

○佐藤委員 事務経費の部分。それで、ちょっと調子狂いますけれども、4,300万円、結構これ

は人員削減としては小さいようだけれども、やらないよりははるかにいいし、その中で委託す

る中で、水道メーターの検針業務、それは聞いたんだな、これは今までのパートの人はそのま

まこの新しい委託会社のパートになるということでしたよね。 

  次に、水道メーターの定期交換業務という部分がありましたけれども、これは今まで定期メ

ーター検針、何年に何回ですか。１年、何十年に１回ですか。 

○浅野副委員長 菅原水道部営業課長。 

○菅原水道部営業課長 お答えします。 

  メーターは計量法で８年で交換しなければならないというふうになっております。８年にな

る前に定期的に、だから７年ですね、周期です。割り振って定期的に大体年間3,000戸から

4,000戸ぐらい交換している業務になります。 

○浅野副委員長 佐藤委員。 
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○佐藤委員 それが今度はこの委託業者にするということは、ある意味では今水道の事業が復

興・復旧の事業もあるし、あるいはまた第６次の配管整備事業ですか、そういうのがあるとい

う意味で、今までこれは市の工務課か何かがやっていたのですか。これは業者に頼んでいたの

ですか。この部分について。 

○浅野副委員長 菅原水道部営業課長。 

○菅原水道部営業課長 お答えします。 

  メーター定期交換につきましては、抽出作業を、データの抽出は営業課料金係で行っていま

して、そのデータをもとに工務課で業者に委託をしておりました。その検針メーター番号です

とか、指針はまたさらに戻って、営業課の料金係でデータを入力していたという形になります。

ですので、その業務を一元化し事務の効率化をということで、今回メーター交換業務ｃも含め

て委託させていただいたということになります。以上です。 

○浅野副委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 私ちょっとお聞きしたのはわかりました。これも業者に委託させるんじゃなく、工

務課でやっていたのかなというふうに思ったので、その復興と６次のその事業を円滑に、また

きっちり消化するために、このときに委託するのかなというように思っていましたので、そう

じゃなく従来どおりこれは業者にということですね、はい。 

  最後にお聞きしますけれども、24年の補正で19兆円ほどなって、国の復興も随分入っていま

すけれども、国の公共事業も非常に力を入れるということになっておりますけれども、そうい

う中で、今やはり問題なのは、公共事業の無駄遣いだ、こうだというような言い方もあります

けれども、しかし現実的に、公共事業、いわゆる橋とか、あるいはまた道路とか、水道もそう

だし下水もそうなのですけれども、非常に老朽化した問題ととられておりますけれども、水道

部長にお尋ねしますけれども、こういう公共の老朽化における国のこの24年度の補正予算は、

地方のこの水道の老朽化問題にどういうような影響というか、そういういろんな予算ができる

のか……。 

○浅野副委員長 佐藤委員、済みません、今24年の補正でなくて、25年度の予算ですので。 

○佐藤委員 いやいや、24年度の予算が25年度の水道事業にどう影響あるか、わかったらお願い

します。 

○浅野副委員長 福田水道部長。 

○福田水道部長 確かに水道管が老朽化していますと、漏水の原因になります。また、災害にも
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弱いような状況になりますので、できるだけ新しい、地震・震災に強い管渠に取りかえるよう

うな動きをしてございます。ただ、震災復旧の事業費が膨らみましたので、若干老朽管そのも

のを専門にやる事業は一旦ストップさせていただきまして、国から高率の補助金をもらう事業

を活用して老朽管を入れかえるような取り組みをしてございます。 

  おかげさまで厚生労働省が特例措置ということで、津波被害地域につきまして、そこで管渠

の入れかえをする場合は85％ぐらいの効率の補助金を出してくれるということになりましたの

で、それを積極的に利用させていただきまして、25年の当初でも１億8,000万円の事業費を計

上させていますし、現在、これは協議設計で今ストップかかっている地域がございますので、

それも事業が決まれば、その補助内示に合わせて今後補正でしっかりと管渠の更新をしていく

予定でございますので、よろしくお願いいたします。 

○浅野副委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 最後に、今回６次配水整備事業、25年度、26ページにあります。あと、28ページに

災害復旧事業ということで１億8,700万円というふうに、災害復旧の部分は港町、あるいはま

た港区を中心として、貞山のほうとか、杉の入のほうですか、４番目、そういうふうになって

おります。問題は、これはこの25年度中にこの両方をできるようにする計画なのだけれども、

現実的にその状況というのをどういうふうに見ているのかお尋ねします。できるのか、できな

いのか。 

○浅野副委員長 福田水道部長。 

○福田水道部長 25年度中にやる予定でございます。なおかつ先ほど言いましたように、協議設

計が整いまして、指定解除になった場合には、港町地域以外の地域についても、逐次着工して

いきたいというふうに考えてございます。以上です。（「終わります」の声あり） 

○浅野副委員長 暫時休憩いたします。再開は15時といたします。 

  午後２時４３分  休憩 

                                             

  午後３時００分  再開 

○志子田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

質疑を続行いたします。なお、質疑の際には、資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発

言くださるようお願いいたします。小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 それでは、№９から入らせていただきます。 
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  №９の390ページです。先ほど菊地委員から大変ご心配いただきまして、北浜地区の復興土

地区画整理事業に８億8,500万円ついているのに、なぜ藤倉は入っていないのだという大変ご

心配をいただきました。ありがとうございました。 

  それで、実は先ほど担当の違いもあるからでしょうけれども、政策課長のほうから、そうい

う意味では政策的なものだけ載せているのだというお話だったのですが、第４回目の交付金事

業の中で、藤倉地区被災市街地復興土地区画整理事業、申請事業が３億9,682万8,000円、その

うち交付金にかかわる、復興交付金が２億9,762万1,000円というのが、11月20日に全員協議会

に報告されて、交付可能通知額が２億7,778万1,000円と。そして、それにかかわる復興交付金

が２億833万5,000円というふうに報告されて、既に塩竈市のほうにはこのお金が入っているも

のと思うわけですが、なぜこれが今回、藤倉の分が入らなかったのか。その理由と、それから

これは間違いなくやるということについて、やるのかどうかというのを含めて、これは復興局

の次長のほうからご回答いただければと思います。 

○志子田委員長 佐藤復興推進課長。 

○佐藤震災復興推進局次長兼復興推進課長 藤倉地区の区画整理の関係でご質問をいただきまし

た。予算特別委員会の資料の13番の資料のほうをちょっとお開きいただきたいと思います。25

ページに、これまでの復興交付金の事業計画の採択状況について、一覧にして資料を取りまと

めさせていただいております。ここの中で（８）と（９）というふうな形で２つの事業を示さ

せていただいております。 

  １つは、藤倉地区の都市再生事業計画案作成事業ということで、これは24年度までやってき

ました藤倉地区での各種の調査事業というふうなことになります。それで、ここで調査をした

後、都市計画の決定手続を踏みまして、その後事業認可というふうな手続を踏むことになりま

す。今回、北浜地区については事業認可の手続に入るというふうなことで、１つは規定に関す

る条例を提案させていただきまして、なおかつ予算案についてもあわせて提案させてもらった

というふうなことになります。藤倉地区につきましても同じような手順になるというふうなこ

とで、これまで一般会計で事業調査を進めてきましたけれども、区画整理というふうなことに

なれば、改めて土地区画整理事業の特別会計をつくっていかなければならないというふうなこ

ともございますし、事業認可の手続も踏んでいくというふうなことになりますので、今の予定

からしますと、２月に都市計画の決定手続がおりましたので、今事業認可に向けた手続を進め

ようとしております。 
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  私どもとしては、できれば６月議会で所要の条例なり予算を提案していきたいというふうな

思いで事業を進めておりますけれども、何分、地元の皆さん方の今は要するに事業に対するご

賛同をいただくというような作業を進めております。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 ありがとうございました。それでは、ぜひこの区画整理、簡単ではないです

が、いろいろご心労もあると思いますが、何よりも地権者の皆さんのご協力があればこそでき

るものですので、そういう点で十分６月の時点で、こういう今言われたことが整えられるよう

に頑張っていただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。 

  それでは、続きまして、きょうは私を含めて４人の女性議員のほうから介護保険の問題でい

ろいろ質疑がされております。大変赤間課長にはご苦労をおかけしますけれども、よろしくお

願いしたいと思います。 

  私は最初に条例の関係で、改めて条例の分を見させていただきました。何と今回は、要する

に厚生省の省令で定められていたものが、この一括法に基づいて地方自治体のほうにおろされ

て、そしてそれぞれの自治体で条例化するというふうになったということですね。それに伴う

この条例でありますけれども、塩竈市指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関

する基準を求める条例や、それから塩竈市指定地域密着、今度は介護予防と入りますね、介護

予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防

のためのということで、非常に長ったらしい条例が提案されております。今までは事業所が事

業をしようと思えば、県のほうに提出していたと思うんですね。塩竈市でなくて。それが今度

は事業所が事業をしたいというときは、塩竈市に申請を出してやるということになったと思う

のです。このために塩竈市が条例を独自条例も含めて出しているということになるわけですけ

れども、そこでお聞きしたいのは、相当の仕事量がふえると。今回の条例は介護を受ける人の

分野も幾らかは入っていますけれども、主に事業者ですね。事業者の分野についていろいろと

掲げられている問題だと思うのです。 

  それで、お聞きしたいのは、結局こういうような事業で塩竈市で該当する事業もあれば、し

ていないところもあると。しかし、いつ何どきそういう事業所があらわれて、例えばこれは資

料№12の28ページに、第２章のところに、定期巡回・随時対応型訪問介護・看護とか、あるい

はその下に、第３章で夜間対応型訪問介護とか、こういうふうにやっていない分について、こ

れからやる事業所が出てくるということも想定されるので、こういうふうに塩竈市でも条例化
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しているというふうに思うのですが、そういう点で大分担当のほうではご苦労なさったのでは

ないかというふうに思うんですね。 

  そこでお聞きしたいのは、まず１つは、こういうふうな仕事量がふえてくるのにもかかわら

ず、この一括法のもとで財源が来ないのではないかということが心配されてきていたわけです

けれども、それについてはどうなのですか。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 まず、資料番号12の28、29と、該当するところで、市内におけ

る該当事業所数を見ていただくとわかるのですが、現在こういった、例えば第４章では２カ所、

うち１カ所はちょっと震災の関係で休止中でございますが、あるいは５章で１カ所か、書かせ

ていただいていますけれども、現在既に国の厚生労働省令等で決まっていて、それで介護事業

所さんが進出するに当たって、県に申請したりして認可を受けて対応してきているということ

で、これまで、今回この条例を制定することによって、新たにいわゆる職員に業務量として多

く付加がかかるというようなことは、現時点ではないだろうというふうには考えておるところ

でございます。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 条例は制定し、そして事業所を起こすようなとき、あるいは現にある分野で

も今度条例化しましたね、塩竈市独自の分野とか、そういうものに照らしてどうなのかと。事

業所、既にやっている事業所が一つ一つが、そういうような点検なども含めたものが塩竈市が

やるのではないのですか。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 現実に、今現在でも６年に一度、あるいはその半分の３年に一

度ということで、実地指導、あるいは実地調査という形で、事業所さんに私どもがお邪魔した

りして、その運営体というのですかね、運営の状況とかを見させていっている状況もございま

して、改まって業務がふえてというふうなところまではいかないのかなというふうには見てい

るところです。なお、これまで私どもに例がないような、先ほど委員がおっしゃったような定

期巡回とか、あるいは夜間対応の部分では、いずれこういったことが条例制定されて、塩竈市

にこういったことで進出しようかと思われてきたら、相談というふうな形になっていくと思い

ます。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 
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○小野（絹）委員 今回は特に27ページを見ますと、№12のですね、記録の整備や暴力団の排除

や非常災害対策などについて、塩竈市の独自の分野を含めて出されているわけです。先ほど来

もありました非常時災害に対するこの対策をしっかりと立てていくという点が、改めてこれは

この国の制度のほかに、塩竈としては４つの分野で提起しているわけですから、各その事業所

がそういうことで対応できるように、きちんと見ていく必要があるだろうと。そういう意味で

は６年に１回対応するのかどうかわかりませんけれども、恐らくは仕事量はふえるというふう

に思いますので、しっかりやっていただきたいというふうに思います。 

  じゃあ時間の関係でこれはこの程度にしておきまして、同じく介護で№９の330ページ、331

ページに、審査会の状況が載っております。 

  審査会、330ページに、介護保険の１の１項の介護認定審査会費ということで、19節の負担

金補助金及び交付金ということで4,667万7,000円が計上されております。これは介護保険の認

定審査会の経費でありますが、これでちょっとお聞きしたかったのは、実は先日、仮設のほう

を訪問しました。そうしましたら、ちょっとわからないので上がってくださいと、ある方から

言われて、そして上がってお手紙を見せてもらいました。そうしたら何が入っていたかという

と、介護保険の認定の更新の延期の通知でした。本来なら30日で出すわけですね、審査の結果

を。ところが、諸事情があったのでしょう、そういうことで延びますということで、２月の分

野でしたけれども、３月末になりますというふうなお手紙が入っていました。その方は介護幾

らなのかなと思って聞いたのですが、本人はよくわからなかったようなんですよね。それで、

実はこれは課長にも前にもお話し申し上げ、いろいろ意見交換したのですけれども、要するに、

前、震災のときに、震災後２カ月、３カ月ぐらいでそういう問題が起きました。その当時は震

災だからというふうに私も思いました。しかし、今日に至っても、その介護認定の期日が30日

というふうに定めてありながら、延びるというのはどういうことなのかなというふうに今思っ

ているわけですよ。それについてありましたらお願いします。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 まず、介護サービスが必要な場合に介護サービスを利用するに

は、介護認定の申請が必要であって、私どものほうに相談いただいて、まずは……（「更新の

手続で」の声あり）更新の手続に当たっての案内として申請を受理し、調査を一定程度し、調

査したものをもって、この場合消防本部にあります介護審査会のほうに送致して、そこで１次

判定されたものと、医者からの意見書を付したものを介護審査会という形にかけさせてもらっ
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て、結果が出たものを私どもに返ってくるという一連の流れとしてはそうなるわけですけれど

も、その中でたまたま、いわゆる審査会がいろんな事情があって開かれないケースがあったり、

例えばですね、あるいは必要準備書面としてのお医者さんからの診断書等がついていなかった

ケースとか、そういったことがあったりとか、もろもろそういったことがあって、期日まで申

請されたいわゆる利用を希望している方に結果を通知できないケースという場合に、延期の通

知を差し上げるという形をとらせてもらうということなのですけれども。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 そういう形で出しているというのはわかります。それで、そういうケースが

どれくらいあるのでしょうか。つかんでいる分で。わかっていたら教えてください。 

○志子田委員長 赤間長寿社会課長。 

○赤間健康福祉部長寿社会課長 今小野委員さんがお尋ねされているのは現時点でという意味で

しょうか。（「そうです」の声あり）恐れ入ります、手元に資料を持ちませんので、お待ちく

ださい。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 それでは、そういうケースがどれくらいあるのか調べてほしいと思います。 

  それと、もう一つは、やはり30日ということが介護保険法で決めているわけですから、そう

いう点でお手紙を出しておけば、延期のお手紙を出しておけばいいのだというものではないと

いうふうに思うんですね。まあいろいろ諸事情があるでしょう。そういう意味では開かれない

理由というのもね。しかし、そこはきちんと30日以内で開けるようにということで審査会のほ

う、地区消防組合のほうに委託しているわけですけれども、そういう点でそこのところがなぜ

なのかということは、やはりただおくれていますというだけじゃなくて、そこの原因は追及し

ておく必要があるのではないかと。改善するものがあれば改善しなくちゃないのではないかと

いうことをきょうは申し上げておきたいと思います。よろしいですか。 

○志子田委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 今、委員からご質問いただいている件でありますが、塩竈地区消防事務組合に委託

している内容であります。私も消防事務組合の管理者でありますので、今のお話のようなおく

れということについて、大変恐縮ですが、了知をいたしておりませんので、改めて消防事務組

合のほうにもしそういったおくれが発生しているとすれば、件数、あるいはその理由等につい

て改めて確かめさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 よろしくお願いしたいと思います。震災当時のときだけだったら私は問題に

しなかったのですけれども、最近そういうのをまた見せてもらったものですから、これまたと

いうことで、じゃあよろしくお願いしたいと思います。 

  それで、その次に、実施計画の93ページ、この№９でいえば278ページです。これはいよい

よ下水道のほうで予算化がされまして、いよいよ藤倉２丁目の雨水２号幹線の整備がされるよ

うになります。これは合わせて３カ年で６億3,400万円ということで出されておるわけであり

ますけれども、これが３年で終わるものではないので、当然交付金がつかないと途中で切れて

しまうということがないような状態をつくらなくちゃないと思いますので、この状況がどうな

っているか、そして時間の関係で済みませんが、25年度はどういう事業をするのかということ

をお知らせください。 

  それから、越の浦地区の下水道事業整備、これも大変ありがとうございました。いよいよこ

れもまた全く手つかずのが、この震災のかかわりで３カ年の事業で18億5,400万円ついており

ます。新年度は、25年度は６億1,800万円、これでポンプ場の整備に入るということですが、

この計画、どういうふうにしようとしているか。 

  それから、新浜１丁目地区下水道事業、これはポンプ場ですね、大型店の脇にある雨水ポン

プ場のところにある藤倉雨水ポンプ場ですね、ここの増設になるわけですけれども、そういう

意味でこの計画についても３カ年で20億円のもので、事業でありますので、ことしどういう計

画をしようとしているか、全体的にどうなるのかというのを含めて簡単にご説明いただければ

と思います。 

○志子田委員長 千葉下水道課長。 

○千葉建設部次長兼下水道課長 まず、藤倉２号雨水幹線でございますが、これについては３年

で対応できるのかというようなお話をいただきました。この藤倉２号雨水幹線につきましては、

先ほどもちょっとお話がありましたが、藤倉の区画整理事業、さらには新浜町杉の下線の拡幅

整備にあわせて実施をするということでございます。 

  ３年でということでございますが、どうしてもその場所的に施工範囲、箇所じゃないとなか

なかできないという環境もございますので、先ほどの前段の２事業とあわせまして連携をとり

ながら、３カ年でという目標に向かって進めていきたいというふうに考えてございます。 

  それから、25年の藤倉２号雨水幹線の実施はどういう予定かということでございますが、24
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年度の予算を一部利用いたしまして、一部工事に着手をしたいというお話を前に差し上げてご

ざいました。この箇所につきましては、西側の地区の現況幅員が広い区間がございまして、そ

の中でも地下埋設物等競合が余りしない箇所というようなことで、今場所を選定してございま

す。 

  25年度事業につきましても、その延長上というようなことで今のところ考えてございますが、

前段の２事業との調整を図りながら、これも適切に対応していきたいというふうに考えてござ

います。 

  それから、３点目の越の浦の地区でございます。これにつきましては、越の浦のポンプ場の

整備ということでございまして、今現在基本設計から詳細設計のほうに移行しているという状

況でございます。ただし、こちらのほうも施工場所の条件、あとは近隣してＪＲ等もございま

すし、そういった関係機関との協議等も発生してまいりますので、一定のそういう関係機関と

の協議を経た後に、工事のほうに着手できるような形で進めてまいりたいと考えてございます。 

  ４点目の新浜１丁目地区、これは藤倉ポンプ場の増設でございますが、これにつきましては、

ただいま詳細設計を実施してございまして、これらの整理が整い次第、当然新たにその建物等

も増築するということになりますので、建築確認等の諸手続もございますので、そういったこ

とを整理をした上で工事のほうに着手してまいりたいというふうに考えてございます。以上で

ございます。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 ありがとうございました。 

  284ページ、№９のポンプ場の自家発電機の整備事業というのが7,100万円、これはたしか牛

生のポンプ場だというふうにお聞きしていたと思いますが、各地域にありますポンプ場のこの

自家発電について整備計画はどういうふうになっているのか、簡単にお願いします。 

○志子田委員長 千葉下水道課長。 

○千葉建設部次長兼下水道課長 284ページのポンプ場の自家発電機の整備事業でございますが、

これは牛生ポンプ場ではございませんで、中央ポンプ場のほうの電動ポンプ500ミリ３台に対

応する自家発電というようなことで考えてございます。牛生ポンプにつきましては、既にもう

発注してございます電気設備工事の中に、必要な自家発電機の設置を含めて発注しているとい

う状況でございます。 

  それから、これからの年次計画という趣旨のお話でございますが、主要ポンプ場の中で古い
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ポンプ場につきましては、自家発電がない箇所がございますので、これらにつきましても社会

資本整備総合交付金事業、これで年次計画を立てまして整備を図ってまいりたいというふうに

考えておるところでございます。以上でございます。 

○志子田委員長 小野委員。 

○小野（絹）委員 わかりました。じゃあしっかりとやっていただきたいと思います。 

  最後になりますが、先ほど私どもの高橋委員が市長に対して、要するに医療費の、国保の関

係で医療費の２割免除負担といいますか、その問題について取り上げさせていただきました。

私はちょっとお聞きしたいのですけれども、ふるさと復興枠というのがありますね、塩竈にね。

ちょっと今どれくらい残っているか、３億か何億か残っているかと思うのですけれども、子ど

もの医療費の助成などに使わせていただきましたね。その枠を使って、要するにふるさと復興

の基金を使ってそれはできないものかということなのです。その見解についてだけ。できるの

か、できないのかだけお聞きしておきたいと思います。 

○志子田委員長 荒井財政課長。 

○荒井市民総務部財政課長 ふるさとしおがま復興基金、一般会計所管の基金ではございますけ

れども、お答え申し上げます。 

  まず、これは大きく２つに分かれてございまして、１つは県から、県のいわゆる平成23年度

の国の２次補正でつきました、県から参りました、これは東日本大震災復興基金からの交付金

というのが13億9,800万円という数字がございます。そのほかあと寄附金等で積み上げられた

分、あるいはその支援金等で積み上げた分というふうに、大きく２つで構成されております。 

  平成24年度の現在の残高見込みという形になりますけれども、県から来ています復興交付金

13億9,000万円のうち、大体８億8,000万円ほどの残高が見込まれると。それからもう一つ、寄

附金のほうについては13億1,400万円ほどということで、22年度末は22億円ほどの残高という

ふうになります。ただ、25年度当初予算で既に事業化して繰り入れている分、これが県のほう

ですと１億6,190万円、25年度末残高としては７億2,600万円ほど、それから一般分、いわゆる

寄附金分というのは約600万円の取り崩しということですので、大体13億ほどの残が見込まれ

るという話になります。 

  それで、もともとのその県から来ている分というのが、これはハード事業には充当できない

と、被災者支援というのがまずベースになっているということ、ですので、これまで例えば宅

地防災対策支援事業だったりとか、そういったあと、シャッターオープン、市の見舞金であり
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ますとか、そういったものに充当させていただいていると。 

  一方で、一般分、いわゆる寄附金分についてはこれは例えば観光物産でありますとか、子育

て支援関係ですとか、あとは通学路とか、そういったハード事業面で使ってきたというように

仕分けをしてございます。 

  ソフト面は一応県のほう、それからハード関係でいきますと、これは寄附金等が使えるので

はないかという整理の中で今これを充当しているという状況でございます。以上です。 

○志子田委員長 小野絹子委員。 

○小野（絹）委員 ありがとうございます。ぜひソフト面で、県の事業ですね、県から来た分野

で活用できることをお願いしたいというふうにも思います。深刻なんですね。２割負担を、要

するに医療費が無料だと、医療費が上がるんだというけれども、それだけ病院に行っている人

が多いということは間違いありません。一方では、もう病院に行けないと、切実な声を上げて

いるんですよ。そうしますと、病院にだんだん行かなくなったら、これはまた大変なことです

ね。病院長さん、大変ですよね、そういう事態になりますとね。そういう点でぜひとも対応で

きるようにすべきだということを申し上げて、終わります。 

○志子田委員長 暫時休憩いたします。なお、休憩は30分程度を見込んでおります。 

  午後３時２９分  休憩 

                                             

  午後３時５０分  再開 

○志子田委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りいたします。 

  ただいままで審査を行ってまいりました審査区分２、特別会計、企業会計については、これ

で質疑を一応終了したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○志子田委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

  さらにお諮りいたします。 

  全付託議案に対する質疑を終結することにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○志子田委員長 ご異議なしと認め、全付託議案に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 
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討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

採決いたします。 

採決は分割で行います。 

まず、議案第12号ないし第27号、第29号、第31号ないし第34号、第37号ないし第40号につい

てお諮りいたします。 

議案第12号ないし第27号、第29号、第31号ないし第34号、第37号ないし第40号については原

案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○志子田委員長 起立全員であります。よって、議案第12号ないし第27号、第29号、第31号ない

し第34号、第37号ないし第40号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第28号、第30号、第35号及び第36号についてお諮りいたします。 

議案第28号、第30号、第35号及び第36号については原案のとおり可決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○志子田委員長 起立多数であります。よって、議案第28号、第30号、第35号及び第36号は原案

のとおり可決されました。 

以上ですべての審査は終了いたしました。 

委員の皆様には、ここ４日間、審査に終始ご協力を賜り、衷心より厚く御礼申し上げます。

また、当局、参与の方々のご協力に対しても心より感謝を申し上げます。 

なお、委員長報告案文の作成については、慣例により正副委員長にご一任願いたいと思いま

すが、ご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○志子田委員長 ご異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

これにて平成25年度予算特別委員会を閉会いたします。 

  午後３時５５分  終了 
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 塩竈市議会委員会条例第２９条第１項の規定によりここに署名する。 

 

  平成２５年３月５日 

 

                平成２５年度予算特別委員会委員長   志子田 吉 晃 

                平成２５年度予算特別委員会副委員長  浅 野 敏 江 
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